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はしがき

欧州の諸都市は、エネルギー、交通、インフラ、地域再生などの
分野において、公企業や私企業、広域行政組織などとの連携を通じ
て都市経営に取り組んでいる。同時に、市民自治体の理念を構築す
るなど地域社会の共感を得る努力を重ねており、こうした取組みが
地域課題の解決に大きな役割を果たすようになっている。わが国で
も、こうした取組みを参考にする都市がでてきており、日本都市セ
ンターでは、2019年 ８ 月に「総合的な都市経営（エネルギー・交通
等）のあり方研究会」（座長：諸富徹 京都大学大学院経済学研究科・
経済学部 教授）を設置し、総合的な都市経営のあり方について、
３ ヵ年にわたり国内外の比較研究を行った。本書はその成果である。

わが国でも、戦前から先駆的な都市経営の実践がなされ、その後
も都市経営論が議論されてきた。さらに、地方分権改革が推し進め
られ、住民に最も身近な総合行政主体である都市自治体には、都市
経営に総合性の確保の視点が求められてきた。また、NPMのムーブ
メントで民間の経営手法の導入や民間委託、指定管理者制度の導入、
民営化の推進などが進められ、第三セクター等の整理や経営の健全
化が進められてきた。しかし、公営企業や第三セクターといった公
企業は、一定のリスクを抱えながらも今なお活用され、エネルギー
部門での活用や条件不利地域の経済発展など可能性を秘めている。

ここで国内外の動向に目を向けると、人口の少子高齢化の急激な
進展、気候変動対応（脱炭素化）やデジタル化などの急速な変化に
伴って社会のあり方が一変しつつある。特に、エネルギーや交通な
どの総合的な取組みが必要とされる政策分野において、自治体やそ
の広域行政組織と公企業はどのように連携をしているのだろうか。

こうした社会の変化に対応するに際して、自治体は公企業（公）
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ばかりでなく私企業（私）などとも多様な形態（＝出資・補助・委
託・契約等）で連携をしている。都市や地域の維持・発展のために
今後必要となるのは、多様な政策課題に対応するに際して、それぞ
れの地域の実情に応じて自治体と公企業や私企業などとの連携を有
効に機能させることではないだろうか。

こうした問題を考えるために研究会が着目したのは、ドイツ、フラ
ンス、デンマークや米国をはじめとする諸外国の自治体の経験であ
る。例えば、ドイツでは都市自治体が公企業や地域の私企業等を統
括する「コンツェルン都市」のコンセプトを掲げ、それらの適切な制
御を図りつつ、エネルギーや公共交通など幅広い分野で総合的な
サービスを提供している。また、デンマークにおいても公共交通、エ
ネルギー、デジタル化などの分野で自治体と公企業や私企業との多
様な形態の連携、フランスでは自治体（または広域行政組織）による
私企業への公共交通などの公役務の委託、米国ニューヨーク州では
自治体（州や市）による公共企業体への事務委託などが公共交通など
多様な政策分野で行われている。本書ではこれらを概観するととも
に、わが国における先進的な取組みにも注目しながら、総合都市経
営のあり方を考えるための示唆を探ることとしている。本書が、今後
の厳しい時代を乗り切る都市自治体の行財政運営、ひいては都市経
営のあり方を考えていく際に多少なりとも貢献できれば幸いである。

最後に、研究会の意見交換、現地調査、報告書の執筆に当たっ
て、諸富座長をはじめ研究会委員の皆様には多大なご尽力をいただ
いた。また、現地ヒアリング調査にご協力いただいた都市自治体の
皆様にも多大なご協力をいただいた。ここに記して厚く御礼を申し
上げる。

202３年 ３ 月
 公益財団法人日本都市センター研究室
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エグゼクティブ・サマリー

第Ⅰ部　総合都市経営のコンセプトと理念

第１章　�総合都市経営のコンセプトとその多様性
� 京都大学大学院経済学研究科・経済学部教授　諸富　徹
� 公益財団法人日本都市センター主任研究員　清水　浩和

本章では、わが国の都市経営の歴史と現況を概観した上で、自治
体と公企業や私企業などとの多様な連携（総合都市経営）のあり方
を、ドイツ、デンマーク、フランス、米国ニューヨーク州などの事
例を通じて国際比較の観点から考察している。エネルギー政策につ
いては、気候変動対策として脱炭素化に向けた取組を多くの国や自
治体が急速に進めており、欧州諸国を中心に電力システム改革を経
て総合的なエネルギー政策であるセクターカップリング（＝電力・
熱・交通といった部門間のエネルギーの変換・融通・需給調整・貯
蔵などの進展）がデジタル化とともに今後進展していくことに触れ
た。その上で、その担い手として、例えばドイツでは都市自治体と
都市公社との戦略的連携が注目されていることなどを指摘した。交
通政策（主に近距離旅客交通）については、今後は高齢者のモビリ
ティ確保が喫緊の課題となること、大量の有害物質を排出するガソ
リン車を代替する意味で交通政策は環境政策でもあること、住民の
移動による地域活性化で競争力を高めるという意味では競争政策で
もあることから、自治体にはその総合性から実施の意義が大きいこ
とを述べた。例えば、ドイツやフランス、米国ニューヨーク州、神
戸市などでは都市自治体による交通を基軸にした都市開発との戦略
的連携の高い政策的有効性が確認されて実践に移されている。
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第２章　都市経営の理念の系譜（日独比較）
� 前　公益財団法人日本都市センター理事・研究室長　石川　義憲

都市経営論は、後藤新平による東京市政、関一等の都市経営論と
その大阪市政への実践、神戸市の都市経営実践などが知られている
が、日本都市センターでは、都市経営のコンセプトを都市行政のマ
ネジメントの視点から捉え直してきた。また、地方分権改革が推し
進められ、住民に最も身近な総合行政主体である都市自治体には、
都市経営に総合性の確保の視点が求められてきた。

一方、NPMのムーブメントで、効率性の観点から、指定管理者
制度や地方独立行政法人制度が導入されるかたわら、経営責任の不
明確性、財政圧迫などを理由に第三セクターの整理が進んだ。これ
に対して、ドイツでは、新制御モデル（NSM）の理念、コンツェル
ン都市の理念を構築し、都市経営制御の仕組みについて検討・実績
を重ね、さらには、市民自治体の理念を構築するなど地域社会の共
感を得る努力を重ねてきた。さらに、超高齢・人口減少社会にあっ
て、ドイツでは、新制御モデルを自治体制御モデル（KSM）へと発
展させ、また、統合型都市総合計画の策定を進めて、エネルギー、
地域公共交通を含めた総合的な都市経営を進めており、わが国にも
示唆を与えている。

第Ⅱ部　総合都市経営の多様性

第３章　�ドイツの総合都市経営�
－�都市自治体と出資団体（都市公社等）によるエネルギー
と交通を基軸にした戦略的連携－

� 公益財団法人日本都市センター主任研究員　清水　浩和
� 京都大学大学院経済学研究科・経済学部教授　諸富　徹

本章では、今後迎える多様な政策課題－人口減少、気候変動、デ
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ジタル化－などの社会変化に対応していく上で、そのヒントとなる
ドイツの都市自治体と出資団体（Beteiligungen：都市公社等の企業
グループを含む）との戦略的連携のあり方をエネルギー政策と交通
政策を中心に具体的に論じた。ドイツでは都市自治体は実に多様な
形態の公法上及び私法上の組織である出資団体（都市公社グループ
など多様な公企業グループを含む）と連携し、そのグループ企業に
出資（所有）をすることでその政策や事業の多くを実施させている。

そこで、まずエネルギー政策については、ドイツでは気候保護政
策の一環として総合的なエネルギー政策が国と地方で展開されてい
る点を踏まえた上で、「エネルギーを基軸とした総合都市経営」の事
例として、ミュンヘン市の取組（先端的な脱炭素化（CO2排出削減）
への取組：電気・熱・交通の再エネ化）とフライブルク市の取組（脱
炭素化に向けた総合的なエネルギー政策：省エネ・再エネ・エネル
ギー利用の高効率化等）への取組を取り上げた。次に、交通政策に
ついても、ドイツでは気候保護政策の一環として総合的な交通政策
への取組が自治体によって行われている点を踏まえた上で、「交通
を基軸とした総合都市経営」の事例としてフライブルク市の取組を
取り上げた。本章ではこうしたエネルギーと交通を基軸とした総合
都市経営の取組をいくつかの都市の事例を通じて明らかにすること
を目指した。

第４章　�デンマークの持続可能な都市経営�
－�公共交通、エネルギー政策、電子政府化－

� 明治大学政治経済学部専任講師　倉地　真太郎
デンマークやその首都であるコペンハーゲン市は環境分野や電子

政府分野をリードする国・都市である。カーボンニュートラルの達
成と持続可能な経済モデルの構築のために、特にコペンハーゲン市
では公共交通等のインフラやエネルギー政策を自治体・公営企業が
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連携しながら都市経営を行ってきた。一方で都市部の自治体は人口
集中や移民問題を背景とする様々な都市問題に直面してきたが、こ
れらの課題には公営企業と連携しながら再開発を進めることで対応
している。この連携の仕組みを支えるのが自治体によるデジタル化
の取組みである。このような戦略のもと、コペンハーゲン市は都市
問題の解消と持続可能な都市経営の確立を目指しているのである。

第５章　�都市自治体における公企業の活用と管理
� 北海道大学公共政策大学院教授　宇野　二朗

日本では、第三セクター等の経営健全化が課題となり、その数は
大きく減少してきたが、今もなお、7,300を超える第三セクター等
が存在する。公企業（公営企業や第三セクター等）は、都市や地域
のリスクであると同時に、その維持や発展のための可能性も秘めて
いる。本稿では、公企業の活用と管理に関して、ドイツと日本の都
市自治体の取組みを検討した。

その上で、総合都市経営を進めるためにドイツの経験から学ぶべ
き点として、第 １ に、エネルギー部門や条件不利地域の地域経済強
化における公企業の活用を促す制度整備の必要性、第 2 に、公企業
に関する情報の充実、第 3 に、公企業に派遣される「人」を支える
仕組みの整備を挙げた。

第Ⅲ部　総合都市経営における公共交通

第６章　�総合都市経営における公共交通の位置づけ
� 公益財団法人日本都市センター研究員　髙野　裕作

本章では、総合都市経営における公共交通の位置づけに関する論
点として、①都市・地域の持続可能な発展のために公共交通を維
持・充実を図ることがいかに重要であるかという政策的論点、②公
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共交通の維持・充実のための具体的な方策に関する技術的論点、③
公共交通の運営にかかる財政、法制度、事業者と行政の連携・関係
性などに関するガバナンス的論点の 3 つについて、概略的に整理し
ている。またその具体的な事例として、神戸市における北神線の市
営化の事例を取り上げ、その経緯、目的などについて分析する。最
後に、日本都市センターの過去の調査研究の成果も参照しつつ、ド
イツ・フランスにおける公共交通政策から得られるわが国への示唆
について考察する。

第７章　�フランスにおける「都市を黒字にする」連携的なモビリティ
政策と交通財政

� 国土交通省国土交通政策研究所主任研究官　南　聡一郎
フランスの都市公共交通は、独立採算制を放棄し地方自治体が交

通税を徴収して支えている。根底にあるのは、都市を黒字にするモ
ビリティ政策という考え方である。公共交通の抜本的改良・拡充を
通じて、環境問題、交通弱者の問題、渋滞など自動車による負のイ
ンパクトを除去し、「都市の基礎体力を支える」ことを目指してい
る。さらに、LRT導入では、交通インフラを都市のアメニティを
高める手段と位置づける政策もおこなっており、生活の場としての
魅力を高めることでR&D産業などの高付加価産業の誘致を図り、
雇用を確保する「都市の運動能力を高める」こともおこなわれてい
る。本章では、公害防止を目的にバリアフリー対応のLRTを導入
したグルノーブルの事例と、アーバンデザインと一体となった
LRT導入をおこない都市のアメニティを高めてR&D産業誘致を
図っているストラスブールの事例の分析を通じて、基礎体力と運動
能力の 2 つの観点からの都市を黒字にするモビリティのあり方を考
察する。
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第８章　�アメリカの公共交通と政府間財政関係�
〜�ニューヨーク都市圏交通公社（MTA）の交通目的税と�
事業・エリア連携の模索

� 立教大学経済学部・大学院経済学研究科教授　関口　智
MTAグループは、法律上、ニューヨーク州から独立し、営業収

支の均衡が求められている。近年は公共交通指向型都市開発
（TOD）を意識し、新たな「財源調達（ファイナンス）」と「制御
（ガバナンス）」による連携強化を、模索している。

「ファイナンス」に関し、MTAグループは料金設定権と起債権を
有するが、課税権を有していない。その特徴は、各種の「交通目的
税（交通専用税）による補助金」によって、営業収支の均衡を図っ
ている点にある。各種の交通目的税は、ニューヨーク市→「MTA
通勤交通地区」→ニューヨーク州を範囲にしており、従来は石油・自
動車関連税、不動産移転諸税であった。近年、交通目的税の安定性
を強化すべく、通勤者税（給与移動税）等の新設や小売売上税（イ
ンターネット市場税）の税収の一部を充当している。さらにMTA
周辺地区の再開発に伴う不動産価格の上昇から生じる財産税収を
MTAの収入にする増加税収財源措置（TIF）も提案されている。ま
た、一般財源債に加えて、これら各種の交通目的税を担保にしたレ
ベニュー債を発行している点も特徴である。
「ガバナンス」に関し、MTAグループは、その理事会等で「MTA

通勤交通地区」に関連する政府、住民、利用者、労働者等の意見が
反映されるよう、配慮している。その特徴は、「MTA通勤交通地区」
→ニューヨーク大都市圏交通協議会→ニューヨーク州→連邦という
レベルでも、都市・交通計画等との整合性を意識し、エリア間の連
携を図ろうとしている点にある。ニューヨーク大都市圏交通協議会
等を通じて、「政治システム（連邦政府・ニューヨーク州政府・地方
政府等）」や「社会システム（交通NPOやホームレスNPO等）」から
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の作用を、MTAグループに埋め込もうとしている。その一方で、
債券市場等によるマーケット（「経済システム」）からのガバナンス
をも期待する、アメリカ的な姿も見て取れる。

このように、組織の法的形態と組織の独立性との関係は、一義的
でない。
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総合都市経営のコンセプトと
その多様性

京都大学大学院経済学研究科・経済学部教授　�諸富　徹
公益財団法人日本都市センター主任研究員　�清水　浩和

第１章
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第Ⅰ部　総合都市経営のコンセプトと理念

１　はじめに

（1）�わが国における都市経営の源流と現況－本書のねらい－
わが国では、歴史的に見て、自治体が公営企業や第三セクター等

を積極的に活用して地域の実情に合わせて地方自治や地域経済を活
性化していこうとする政策の方向性とともに、自治体が公営企業や
第三セクター等を含めて財政規律を重視する政策の方向性という ２
つの政策の方向性が併存してきた（宇野（２0２3）、 ２ 頁）。例えば、
都市が地域経営に乗り出す都市経営論の源流は古くはドイツにおけ
る都市経営の展開や英国の田園都市にあると言われているが、わが
国でも戦前は後藤新平による東京市政、関一の都市経営論とその大
阪市政への実践がよく知られている1。

戦後においても、宮崎神戸市政がいわば戦前の関一大阪市政を受
け継ぐ形で「神戸都市経営」と呼ばれる都市経営を実践してい
た2，3，4。その後、歴史的に見ると、バブル経済崩壊の過程で生じた

1	 わが国においても戦前の多くの都市では、都市自治体が公益事業（今日も都市自
治体によって営まれている上下水道、鉄道、市場、港湾といった事業等々）を公
営化していた。なかでも、電気事業は最も収益性の高い事業であり、そこから
あがる豊かな収益は、自治体の（一般財源にも繰り入れられて）社会資本や市民
福祉を支える財源ともなっていた。すなわち、わが国の都市経営の歴史の中に
おいても、すでに自治体によるエネルギー事業の伝統があったのである（諸富

（２018）、177頁）。
2	 宮崎辰雄（1971）「Ⅲ 3 　都市の実際的運営－神戸市の例（3）都市経営の戦略」

柴田徳衛・石原舜介編『都市の経営』（NHK市民大学叢書16）。
3	 かつて宮本憲一は、神戸市の都市経営の特徴として市とその外郭団体を一種の

コングロマリットとして官僚的な市政を生みだす危険性などを指摘すると同時
に、その「公共デベロッパー」（ハードな神戸方式）としての役割や「人間環境
都市づくり」（ソフトな神戸方式：独自の条例行政や住民参画による街づくりな
ど）など、宮崎辰雄の神戸市政を事実に即して評価して一定の業績もまた残した
としていた（宮本憲一（1990）「都市経営の総括」財団法人神戸都市問題研究所

『都市政策』第59号、pp.9-10,13）。
4	 神戸市は税収が決して豊かではなかった中で、市自らが開発事業を推進し、多

額の税外収入をあげることに成功していた。その収益は、もちろん開発事業に
も再投資されたが、他方で市民福祉の為にも用いられていた。こうした財源調
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第三セクター等の破綻等に直面して以降は、それらの経営健全化を
図り、その経営リスクに対してはむしろ保守的に対応がなされるよ
うになったということができる5。しかし、こうした改革を経て地方
公営企業と第 3 セクター等の財政の健全化はその後も着実に進んで
おり、今日では地方公営企業の約 9 割が黒字事業、第三セクター等
の約 6 割が黒字法人となっている6。また、わが国では現在でも
7,300を超える地方公社や第三セクター等が存在し、分野によって
は毎年度新設もされ、その事業範囲も農林水産、地域・都市開発、
観光・レジャーをはじめ、教育・文化、運輸・道路など多岐に渡っ
ているほか7、自治体新電力などの新分野での創設も見られるように
なっている。こうした公企業（地方公営企業や第三セクター等）は、
都市や地域に一定のリスクをもたらす可能性も確かにあるものの、
地域や都市の維持や発展のための可能性もまた秘めていると言える
だろう。

さらに言えば、自治体はこうした公企業（公）ばかりでなく私企
業（私）などとの連携もまた多様な形態（＝出資・補助・委託・契
約等）でしている。その際、そうした自治体の連携にとって重要と
なるのは、いかにそれらを管理しつつ戦略的に活用することで多様
な政策課題への対応を進めていくか、いかにそうした連携の公共性

達法は当然ながら、地価上昇が継続していたバブル期までは適用可能であった
点に留意が必要ではあるが、自治体が公益事業で収益をあげ、それを市民福祉
にも還元するという都市経営の思想が、すでに宮崎神戸市政を通じて実践され
ていたことは高く評価することができる（諸富（２018）、178頁）。

5	 宇野（２0２3）、 ２ 頁。
6	 この点についての詳細は、例えば、総務省「令和 3 年度地方公営企業等決算の概

要（令和 ４ 年 9 月30日公表、令和 3 年度決算）」の 6 頁、総務省「第三セクター
等の状況に関する調査結果の概要（令和 3 年 3 月31日時点）」の ２ 頁などを参照
されたい。

7	 これらに加えて、温泉施設、都市再開発ビルの取得・管理運営、商店街支援事
業、牧場管理・畜産物販売、道の駅運営などの地域での生活支援や地域活性化の
ための事業も多数含まれている。
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を地域の議会や住民の協力（共）を得ることで担保していくかといっ
た点であろう。したがって、都市や地域の維持・発展のために今後
必要となるのは、多様な政策課題に対応するに際して、それぞれの
地域の実情に応じて自治体と公企業や私企業などとの連携を有効に
機能させることではないだろうか。

こうした問いを考えるために本書が特に着目するのは、ドイツ、
フランス、デンマークや米国をはじめとする諸外国の自治体の経験
である。というのも、これまでNPMの流行によって民営化に向け
た一過程として国とともに自治体の行政組織の法人化・企業化が世
界的に進展し、1990年代から２000年代にかけて、欧州諸国と米国で
は地方公有企業の数が大幅に増加してきたためである。その結果、
いまや国や自治体の法人化・企業化は民営化に向けた単なる一過程
ではなく、それ自体が行政の効率的な運営の手段とみなされるよう
になってきている。自治体によるこうした公企業への出資や補助は
多様な形態をとるようになってきている。他方、自治体と私企業と
の連携（＝事業の委託や契約の形態など）もまた国ごとに多様な形
で展開されるようになっている。

本書で見るように、諸外国の自治体やその広域行政組織と公企業
や私企業は実に多様な形態で連携をしている。例えば、第 ２ 章の石
川論文や第 3 章の清水・諸富論文で見ていくように、ドイツでは歴
史的に都市自治体により公企業が活用されてきたが、とりわけ1990
年代以降は、NPMに影響を受けた改革が行われる中でさらなる都
市自治体の行政機構の外部化と同時に制御の理論構築が進められて
きた。そして、そうしてできた公企業や私企業等を都市自治体が統
括する「コンツェルン都市」の構想が掲げられ、これらが全体とし
てまちづくりをはじめとする幅広い分野で公共サービスを提供する
ようになっている。また、デンマークにおいても自治体と公企業や
私企業との多様な形態の連携、フランスでは自治体（または広域行
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政組織）による民間企業への公役務の委託、米国ニューヨーク州で
は自治体（州や市）による公共企業体への事務委託などが多様な政
策分野で行われている。これらの国々でもドイツと同様に広範な政
策分野での自治体と公企業や私企業などとの連携による総合的な都
市経営が実践されていると言えよう。

（2）�新たな政策課題への対応� �
－脱炭素化に向けたエネルギーを基軸にした交通・デジタル化
との連携、交通を基軸にした環境・福祉・都市開発との連携－

本書では、こうしたわが国における都市経営の歴史的な経緯と現
況を意識しつつも、わが国と同様に諸外国の自治体もまた新たな政
策課題への対応を迫られている点に焦点を当てる。すなわち、多く
の国において人口の少子高齢化が急激に進展しており、また気候変
動（脱炭素化）やデジタル化などの急速な変化に伴って社会のあり
方が一変しつつある。そうした急速な社会変化に伴って地域や都市
においては多様な住民ニーズが生じることから、それらに対応して
いくことが自治体には求められるようになっている。加えて、地域
間競争や都市間競争も国際的に激しさを増していることから、地域
や都市の競争力を高めていくこともまた、自治体の重要な任務とな
りつつある。もっとも、諸外国の自治体はこれらの多様な政策にか
かる事業を相互に連携させながら総合的に実施しているという点に
本書は着目したい。以下、そうした観点から自治体がなぜエネル
ギー政策や交通政策を総合的に実施するのかという点を論じたい。

まず、エネルギー政策に関しては、気候変動対策として脱炭素化
に向けた諸外国の取組が急速に進んでおり、２0２1年 ４ 月時点で1２5
カ国・ 1 地域が２050年までにカーボンニュートラル（脱炭素などに
より温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること）を実現する
ことを表明している。こうした国際的な潮流があるなかで、自治体
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が地域でエネルギー事業を担うことで、従来までは石油や石炭の購
入といった形で地域外へ流出していた付加価値を、地域内で生産さ
れた再生可能エネルギーなどで代替することで、それらの流出して
いた付加価値を地域内に取り戻す経済効果があることが世界的に知
られるようになっている。実際、ドイツ、スイス、オーストリアと
いったドイツ語圏の国々、デンマークをはじめとする北欧諸国、イ
タリア北部等において、そうした政策効果を意識したエネルギー自
立の取組が数多く行われている（村上（２01２）、53頁ほか）8。

しかしながら、ドイツやデンマークといった国々では、脱炭素に
向けた再生可能エネルギー（以下、再エネと略す）の導入を今後さ
らに推し進めていくにはデジタル化（DX化：電子政府化）の推進も
また必須と考えられており、実際にこれらに関連する投資が活発に
行われるようになっている9。すでに欧州諸国は電力システム改革

8	 わが国でも、福島第一原発事故を経て、地域のエネルギー事業は再び自治体に
とっての政策課題となりつつある。自治体がエネルギー事業に着手することは、
戦前の日本の自治体の伝統を引き継ぐ側面を持つことを想起する必要があり、
日本版シュタットベルケの試みはその意味では現代版の都市経営思想の実践で
あり、戦前の都市経営思想の正統な継承と位置付けることができる（諸富

（２018）、178頁）。
9	 例えば、ドイツではエネルギーの再生可能エネルギーへの転換には 3 つのＤが

必須とされている。すなわち、目標としての「脱炭素化」（Decarbonization）、主
力となる再エネの特徴である「分散化」（Decentralization）、そして最重要な方
法論としての「デジタル化」（Digitization）である。脱炭素化の鍵を握るのは、

「電力」だけでなく最終エネルギーの ４ 分の 3 を占める「熱」や「交通」の再エ
ネ化であるという。例えば、交通においてはEV（電動自動車）の拡大が大きな
解決策であり、また熱についても化石燃料から電力への切り替えが進んでいる。
つまり、これらの電化が重要とみなされているのである。例えば、熱や交通を
電化しても、そこで使われる電力が再生エネ由来でなければあまり意味がない
ため、大量の再エネ電力を生み出したうえで、それらを無駄なく地域間で効率
的に融通し、交通や熱エネルギーにも変換していくことが重要と考えられてい
る。逆に、こうした再エネ電力の効率的な融通や変換ができなければ、脱炭素
化に十分な再エネ電力を生産することができない。したがって、再エネによる
電力の効率的な融通や変換を実現するために必須なのがDX（デジタル化）と捉
えられているのである。以上の記述は、北村（２0２1）などを参考にした。
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（＝石炭火力などから再生可能エネルギーへのエネルギー転換を目
的とした電力市場と系統運用の制度改革）を終えてからは10、再生可
能エネルギーに対する制度上の制約はほぼなくなっており、その結
果としてドイツやスペイン、デンマークなどのように再生可能エネ
ルギー電力の導入率が30%を超える国も出てきている11。

出典：	AGORA	ENERGIEWENDE（２019）“European Energy Transition 2030: The 
Big Picture”、p.16、Verband	Schweizerischer	Elektrizitätsunternehmen

（VSE：スイス電力会社協会）	HP	“Sektorkopplung”	（https://www.strom.ch/
de/energiewissen/sektorkopplung#:~:text=Energiewissen%２0%２0
Sektorkopplung-,	Sektorkopplung,	-196%２0Staaten%２0der（https://www.strom.
ch/de/energiewissen/sektorkopplung、２0２２年10月18日最終閲覧）などを基に作成

図1-2-1　�デジタル化とセクターカップリングの進展（概要図）（＝エネ
ルギー部門（電気、熱、燃料）と交通（部門）の連携の進展）

10	 欧州諸国はすでに電力システム改革（石炭火力などから再生可能エネルギーへの
エネルギー転換を目的とした電力市場と系統運用の制度改革）を終えているのに
対して、日本は長年に渡り送配電事業の法的分離をしていなかったことから（日
本でも２0２0年度から制度化）、それが再生可能エネルギーの低い導入率の一因と
なってきたという。以上の記述は高橋（２019）などを参考にした。

11	 高橋（２019）、 1 頁。なお、電源構成に占める自然エネルギー（水力、バイオエ
ネルギー、地熱、風力、太陽光を含む）の割合（２0２1年）はデンマークが78%、
スウェーデンが67%、スペインが４8%、ドイツが４２%となっている。以上の数値
は、自然エネルギー財団HP「統計｜国際エネルギー」（https://www.renewable-
ei.org/statistics/international/、２0２２年1２月２6日最終閲覧）を参考にした。
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出典：図1-２-1と同じ

図1-2-2　�デジタル化とセクターカップリングの進展（概要図）（＝エネ
ルギー部門（電気、熱、燃料）と交通（部門）の需給調整）

さらに、こうした電力システム改革を終えた国々が将来に向けて
現在取り組んでいるのがセクターカップリング（Sektorkopplung）
である。セクターカップリングとは、再生可能エネルギーの割合が
高まる電気部門を交通部門や熱部門などと連携させることで、社会
全体の脱炭素化を進めるとともに、再エネの余剰電力を有効活用し
ていく社会インフラ改革の将来構想である12。この点はより具体的
に、図1-２-1、図1-２-２のセクターカップリングに関する図で説明し
よう。

まず、図1-２-1が意味するところは、エネルギー部門（電気、熱、
燃料）と交通部門（公共交通機関、電気自動車等）において、デジ
タル化（IT制御）がそれぞれの部門内・部門間（さらに将来的には
地域間）のエネルギーの変換・融通・貯蔵といった柔軟性と安定性

12	 セクターカップリングの定義については、高橋洋（２019）「電力システム改革の
発展形態としてのセクターカップリング」『環境経済・政策学会２019年大会』、 1
頁を参考に作成した。

Copyright 2023 The Authors. Copyright 2023 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



11

第 1 章　総合都市経営のコンセプトとその多様性

を高める推進力となるのではないかということである。また、図
1-２-２が意味するところは、それぞれの部門の需要と供給のコント
ロールにあたるデジタル化（IT制御）の重要性であり、ドイツやデ
ンマークなどの欧州諸国ではエネルギーシフト（Energiewende）の
さらなる実現にはデジタル化は必須の政策と認知されているという
ことである。

現在、電気、熱、交通を自給するために２0２1年時点で年間約360
億トンのCO２相当が世界で排出されているが、CO２排出量の増加傾
向はますます強まっている。従来の省エネ、エネルギー利用の高効
率化、再生可能エネルギーによるCO２排出量の削減は重要な役割を
担ってはいるが、将来的にはそれでは十分ではなく、もう一歩踏み
込んで電気、熱、交通をデジタル技術でインテリジェントにリンク

（連携）させていく必要がある13。こうしたセクターカップリングを
通じて初めて、再生可能エネルギーを最適に利用しつつ、それをよ
り総合的なエネルギーシステムの中に組み込むことができ、CO２排
出量をより一層削減することができる。ガス、石炭、ガソリンなど
の化石燃料をすべて置き換えていくためには、再生可能エネルギー
による余剰電力を交通や熱や燃料にも利用する必要がある。セク

13	 セクターカップリングの説明については、先のVerband	Schweizerischer	
Elektrizitätsunternehmen（VSE：スイス電力会社協会）	HP	“Sektorkopplung”を
主に参考にした。セクターカップリングの原理は単純だが、高度で多様な技術
を要する。とりわけ、エネルギーグリッドをインテリジェントに接続し、グ
リッドベースのエネルギー源間の相乗効果を利用できるようにすることが肝要
である。グリッドを連携させて成長させる技術はすでに存在し、現在でもさま
ざまなものが利用可能である。例えば、熱電併給（CHP）、Power-to-Gas、
Power-to-Heat、Power-to-Liquidなどである。また、ガスと交通の電化もセク
ターカップリングを可能にする技術の 1 つである。セクターカップリングは今
後の新しいエネルギーによる社会と産業（雇用）と技術のありかたに関するコン
セプトでいまだ発展途上であり、これに対応する適切なフレームワーク条件も
必要とされているが、エネルギーシステム間の連携の可能性を示す優れた事例
がすでに存在する。
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ターカップリングは、このようにエネルギー分野の産業と雇用の革
新をもたらし、エネルギーの生産と消費を脱炭素化する（すなわち
炭素生産性を向上させる）ための有望な解決策と考えられているの
である。しかも、本書の後段で見ていくようにドイツの自治体と都
市公社の取組においてそれは顕著に見られるが、こうした認識に基
づく総合的な取組や政策はドイツばかりでなくデンマークなど北欧
諸国においても自治体によって急速に進められている14。

次に、自治体が交通政策（主に近距離旅客交通）を総合的に実施
する意義や政策効果について簡潔に述べたい。わが国をはじめ先進
諸国では今後数十年で急速な人口の少子高齢化が急速に進み、自家
用車を運転できなくなる多くの高齢者の移動性（モビリティ）の確
保が各自治体にとって喫緊の政策課題となるとされている。加え
て、地域や都市における交通政策は大量の有害物質を排出する従来
のガソリン車を代替するという意味においては環境政策でもある。

14	 すでに２0２0年にデンマークでは消費された電力の50%が太陽光や風力等の変動
性再生可能エネルギー（Variable	Renewable	Energy：VRE）由来となっている
が、こうしたVRE比率が高く柔軟な電力システムを運用するためにはデンマー
クにおいても様々な施策が必要であった。なかでもデンマークで大きな存在感
を発揮しているのが、電気と熱のセクターカップリングであるという。デン
マークでは、電気部門・熱部門ともに熱電併給プラントやシステム運用改善によ
る柔軟性の確保、化石燃料からバイオマスへの転換、様々なエネルギー市場へ
の参画を通した便益の最適化など、様々な方策に投資を続けている。現在は熱
部門の電化、風力や太陽光由来電力・余剰熱のさらなる活用によるエネルギー効
率化を目指してヒートポンプへの大規模な投資が進んでいるという。これらは
すべて、２030年に1990年比で70%のCO２削減とともに、２050年の完全な脱炭素
化という国家目標を達成するうえで必要な方策として位置付けられているとの
ことである（出典：State	of	Green	HP「セクターカップリングによる電力シス
テムの柔軟性の向上－熱部門の重要性	Enhance	flexibility	in	the	electricity	grid	
through	sector	coupling	–	potential	of	heat」（https://stateofgreen.com/jp/new
s/%E3%8２%BB%E3%8２%AF%E3%8２%BF%E3%83%BC%E3%8２%AB%E3%83
%83%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%8２%B0%E3%81%AB%E3%8２
%88%E3%8２%8B%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E3%8２%B7%E3%8２%B9%E3%83
%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E6%9F%9４%E8%BB%9F/）（２0２２年 6 月15日最
終閲覧））。
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また、交通政策は老若男女を問わずあらゆる属性の住民の移動によ
る地域や都市の活性化を通じてそれらの競争力を高めるという意味
では産業政策でもある。本書では、自治体による交通政策を基軸に
した都市開発との戦略的連携もまたその高い政策的有効性が確認さ
れて実践に移されている点を強調しておきたい。こうした総合的な
交通政策は、本書の後段で見ていくように、フランスやドイツの諸
都市、わが国では神戸市、米国ではニューヨーク州などで実践に移
されている。

そこで、以下ではそうした国や地域ごと（ドイツ、デンマーク、
フランス、米国ニューヨーク州）の自治体やその広域行政組織と（公
法上および私法上の多様な法形態を持つ）公企業、私企業等との連
携の多様性をエネルギー政策と交通政策に絞って概観する。言い換
えると、自治体が公企業（公）や私企業（私）などとどのように連
携（出資・補助・委託・契約等）をしているのかを具体的に見てい
く。その際、そうした自治体の連携にとって重要となるのは、いか
にそれらを管理・活用しながら多様な政策課題への対応を進めてい
くか、いかにそうした連携の公共性を地域の議会や住民の協力（共）
を得ることで担保していくかといった点であろう。

（3）�総合都市経営とはなにか－その定義を考える－
次節以降では諸外国の自治体による地域主体との連携の多様性を

具体的に見ていく。それに先立って、本節では「総合都市経営」を
次のように定義する。すなわち、総合都市経営とは「都市自治体が
様々な資源や組織などを戦略的に組み合わせることで、人口減少、
気候変動、デジタル化など多様な政策ニーズに対応しつつその競争
力を高めていくことを目的に、生活基盤に関わる諸事業を含めて持
続可能な形で運営をすること」とする。これをより具体的に説明す
ると、今後は人口減少、気候変動、デジタル化などの社会変化に伴
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う多様な政策ニーズに対応していくには、自治体は生活基盤（社会
インフラ）をただ単に維持管理するのみならず、エネルギーや交通
や都市開発（特に沿線都市開発や不動産）などの多様な事業を複合
的に（総合的に）組み合わせるなかでそれらを戦略的に活用し、都
市の価値創造につなげることが今後の都市経営のカギになるのでは
ないかということになるだろう。本節ではまずこれを仮説として提
示し、こうした総合都市経営という観点から本書の各章のレビュー
を次節で簡潔に行うことにしたい（第 ２ 章のレビューは本章の最後
で行う）。

２　総合都市経営（自治体による多様な事業の連携） 
の多様性 

（ドイツ、デンマーク、日本、フランス、米国NY州）

（1）�ドイツの総合都市経営� �
（都市自治体と都市公社によるエネルギーと交通を基軸にした
戦略的連携）

第 3 章の清水・諸富論文で見ていくように、ドイツでは２050年ま
でのカーボンニュートラル（脱炭素などにより温室効果ガスの排出
を全体としてゼロにすること）に向けて、いわゆる「エネルギー転
換」（Energiewende：再生可能エネルギーの導入をはじめとするエ
ネルギーの脱炭素化）の担い手として、都市自治体と都市公社（い
わゆるシュタットベルケ）との戦略的連携が大きな注目を集めてい
る。とりわけ、都市自治体が出資する都市公社グループの各企業を
通じて、電気、ガス、熱供給、交通、通信といった複数の生活イン
フラ事業を総合的に管理しつつ、また活用することによって、いま
や再生可能エネルギーの導入推進とエネルギー自治の大きな担い手
と目されるようになっている（図２-1-1のフライブルク市における都
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市公社とそのグループ企業の出資関係を参照されたい）。
すでに述べたように、今後は欧州諸国をはじめ国際的な潮流とし

て、電気や熱などのエネルギー事業と交通（例：公共交通機関の再
エネ電源化による電動化）やDX（例：デジタル技術による電気部門
や熱部門における需給調整）などの他の政策分野の事業との戦略的
な連携が多様な形で求められてくることが予測される。それはドイ
ツの自治体においても例外ではない。

まず、一口にエネルギー事業といっても、ドイツの都市公社はそ
のグループ企業を通じて多様なエネルギー事業（＝電気（発電・小
売）、ガス（小売）、熱供給（熱導管の管理を含む）、送配電）を管理
しながら戦略的に活用している（図２-1-２、なお、図中のホールディ
ングスは持株会社を意味する）。これによってエネルギー事業間の
相乗効果がもたらされている。例えば、現在の熱電併給から将来の
セクターカップリングのより一層の推進（＝電気と熱と交通のセク
ター間のエネルギー相互融通システム、地域公共交通機関の電動化

（再エネ化））が目指されているほか、熱供給と電力とガスの複数契
約による料金のセット割、これら事業の料金請求や販売窓口の一本
化等々がその一例である。加えて、ドイツでは公道は自治体所有が
多いことから、公道の地下部分での共同溝への配電網やガス管、通
信網等の共同設置も広範に行われるようになっている。また、地域
公共交通（近距離旅客交通）や浴場（ドイツでは市民向け温水プー
ルを意味する）などの非営利ではあるが公益的な事業を運営するこ
とでも、こうした地域住民の福祉に貢献する公共サービスの提供に
より、都市公社や自治体公社はその存在意義を示すのにも大きな成
功を収めているように思われる。
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出典：	フライブルク市HPおよび諸富（２016）を基に加筆修正
筆者注：	図中の矢印は出資、%は出資比率を示している。

図2-1-1　�フライブルク市における都市公社（シュタットベルケ）と
そのグループ企業の出資関係

出典：	筆者作成

図2-1-2　�ドイツのエネルギーを基軸にした総合都市経営（自治体
と都市公社グループとの戦略的連携）
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出典：	筆者作成

図2-1-3　�ドイツにおける交通を基軸にした総合都市経営（自治体
と都市公社グループとの戦略的連携）

その際、ドイツでは自治体が都市公社のグループ企業と連携する
ことで、住民の生活基盤に関わる収益事業（採算事業：電気、ガス、
熱供給、上下水道、送配電等）を基盤として、それらで得た収益の
一部を多様な公益事業（非採算事業：地域公共交通、温水プール等）
にも還元する形での資金調達もしている（図２-1-1参照）。

自治体はこうした多様な形態をとる出資（所有）によって、一定
の配当を得て出資団体の運営費等への補助を最小化するとともに、
都市公社グループの持株会社（ホールディングス）への増資を通じ
て交通事業のような公益的な赤字事業の財源手当てを必要に応じて
行っている。加えて、市の政策目的のために出資団体とそのグルー
プ企業へ多様な形態での補助（横断連結による補助、一部の赤字企
業への補助等）もまた行っている。

すでに述べたように、ドイツの公企業である都市公社において
も、自治体から公企業や私企業などへの出資、補助、委託契約など
はその地域の議会や住民の協力（意思反映等）によって公共性が担
保される。
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出典：	筆者作成

図2-1-4　�ドイツにおけるエネルギーと交通を基軸とした総合都市
経営（都市自治体と各グループ企業との連携）

また、自治体による都市公社への出資比率も多様であり、100%
から過半数まで自治体出資によるもの、自治体と地域の住民・企業
の共同出資によるものもある15。大手電力会社が不特定多数の出資
者（株主）を持つのに対し、都市公社は自治体・住民・企業など地
域の人々が出資者であり利用者でもあることから、その再エネ事業
はその地域の利益にもつながる電力事業と位置づけられる。こうし
たドイツの自治体と都市公社は本書における「総合都市経営」と言
うべき多様な取組を実践していると言えるだろう。こうしたドイツ
における都市自治体が出資する都市公社をはじめとする企業グルー
プ（コンツェルン）との連携は、「コンツェルン都市（Konzern	
Stadt）」もしくは、「都市コンツェルン（Stadtkonzern）」などとも
呼ばれている。

15	 こうした点については、平沼（２017）を参考にした。
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他方、こうしたエネルギーを基軸にした総合都市経営とともに、
ドイツにおいても近年重要視されてきているのは、交通を基軸にし
た総合都市経営への取組である（図２-1-3）。具体的には、ドイツに
おいても、自治体（または複数の自治体）や民間交通事業者などが
出資して構成する広域行政組織（運輸連合）が数多く設立されてお
り、それが同国における地域公共交通の発達を大きく促している

（詳細は第 6 章の高野論文（188-189頁）を参照）。
加えて、フランスの諸都市と同様に、すでにドイツの一部の都市

（例えばフライブルク市など）においても交通事業（とりわけLRT
の導入）と都市開発事業（とりわけ沿線都市開発）とを連携させ、
これらの事業を複合的に行うTOD（公共交通指向型開発）による相
乗効果（経済効果や雇用創出効果）が観察されるようになっている

（図２-1-４）。例えば、第 3 章でも触れるフライブルク市では新たな
住宅地開発や団地開発はそうした地域へのLRTの延伸が条件とさ
れていることから、それによる新駅や新路線の整備が1980年代半ば
から今日まで一貫して続いている。こうした取組は、本書の第Ⅲ部
で議論されているように、わが国の都市（神戸市）やフランスの都
市（グルノーブル市、ストラスブール市）における交通を基軸にし
た総合都市経営の取組と比較すると興味深い。

（2）�デンマーク（コペンハーゲン市）の総合都市経営�
（エネルギー、交通、デジタル化（電子政府化）の連携）

デンマークにおいても、第 ４ 章の倉地論文が明らかにしているよ
うに、エネルギーや交通やデジタル化（電子政府化）といった政策
分野における自治体と公企業（公営企業等）の多様な連携が観察さ
れる。例えば、図２-２-1にあるように、デンマークにおいても自治
体から公企業や私企業などへの出資や補助、委託契約などはその地
域の議会や住民の協力（意思反映等）によって公共性が担保される。
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さて、そうしたデンマークの自治体において特徴的なのは、２050
年のカーボンニュートラル（脱炭素などにより温室効果ガスの排出
を全体としてゼロにすること）の達成に向けた、エネルギーと交通
と（それらの諸政策を束ねる）デジタル化との戦略的な連携が自治
体と公企業の総合的な取組として見られる点である16。

出典：	筆者作成

図2-2-1　�デンマーク（コペンハーゲン市）における総合都市経営
（自治体によるエネルギー、交通、都市開発の戦略的連携）

例えば、エネルギー政策については、デンマーク政府が２011年に
掲げた「エネルギー戦略２050」によると、２0２0年までにエネルギー
産業の化石燃料利用を２009年比で33%削減し、２050年には化石燃料
からの完全な脱却を目指しているという17。これは、エネルギー供

16	 デンマークでは、電気・ガス・スチーム供給、上下水道、公共交通、金融仲介・
ビジネス活動、建設、廃棄物処理、情報知識サービス、公的行政、防衛、情
報・コミュニケーション、製造関係などの分野で公営企業があり、交通・情報・
エネルギー資源・インフラに関する雇用者が殆どを占めている（詳細は第 ４ 章の
倉地論文を参照）。

17	 EMIRAホームページ「カーボンニュートラル先進国・デンマークに学ぶ『私た
ちにできること』	世界初のカーボンニュートラルな首都を目指すコペンハーゲ
ンはどう炭素と向き合っているのか（２019年10月２２日付）」（https://emira-t.jp/

Copyright 2023 The Authors. Copyright 2023 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



21

第 1 章　総合都市経営のコンセプトとその多様性

給の100%を再生可能エネルギー（以下、再エネ）でまかなうという
世界に類を見ない高い目標でもある18。

とりわけ、その首都であるコペンハーゲン市は２0２5年までに「世
界初のカーボンニュートラルな首都」を目指すとの目標を掲げ、具
体的な目標も立てて総合的に脱炭素化に取り組んでいる。具体的に
は、地域熱暖房の整備、公共交通機関の充実とグリーン化、自転車
利用率向上、省エネ建築の推進などとともに、再生可能エネルギー
によって化石燃料利用を減らし、カーボンニュートラルの達成と緑
豊かな都市づくりを進めている19。

例えば、エネルギー政策については、コペンハーゲン市は市が出
資するARC社（地域熱暖房施設の会社）と連携することで、同施設
でのバイオマスによる熱電併給、廃棄物処理とともに、CO２プラン
ト（２0２5年稼働予定）によってCO２排出量の削減・回収を行い、カー
ボンニュートラルの達成に大きく貢献することが期待されてい
る20。加えて、こうした地域熱暖房施設は従来まで石油輸入として
域外へ流出していたエネルギーの生産や消費を域内に取り戻し、そ

special/1２４98/、２0２1年1２月19日最終閲覧）。
18	 この点については、倉地（２0２２）もあわせて参照されたい。さらに同書による

と、２019年1２月には２030年までにCO２排出量を実質ゼロにする（カーボンニュー
トラルの達成）が法的拘束力のある目標としてデンマーク議会では合意されたと
のことである（同、30頁）。

19	 例えば、こうしたコペンハーゲン市（都市圏）の公共交通に関連した行動計画で
ある「Action	Plan	for	Green	Mobility」を見ると、グリーンモビリティパッケー
ジは相互に依拠する以下の 5 つのテーマに基づくとされている。

	 1 　	都市開発（都市はグリーンな交通手段を最初の選択とするように開発され、
デザインされる）

	 ２ 　	グリーンな交通手段（グリーンな交通システムが拡張される）
	 3 　	交通システム（道路ネットワークはスムーズな交通の流れに適応させる）
	 ４ 　	イニシアティブ（交通のグリーンな諸手段はそれらを選択するためのより良

い情報とインセンティブによってより魅力的にされる）
	 5 　	イノベーション（交通技術と新しいコンセプトの発展がグリーンな成長を可

能にする）
20	 倉地（２0２２）、30頁。
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れに関連する産業と雇用が創出される効果も期待することができる。
また、交通政策についても、コペンハーゲン市は（コペンハーゲ

ン駅周辺とその都市圏について）Movia社（市も出資するバス会社）
と連携することでバス路線を再編していくとともに、Metro社（市
も出資する地下鉄会社）と連携することで新たな鉄道路線と新駅の
開発を継続的に進めている21。ここで重要な点は、こうした交通政
策もまたカーボンニュートラルに資するものとして位置づけられる
とともに、コペンハーゲン都市圏での人口集中や移民が多く居住す
る地域（社会住宅地区）への対応（＝フィンガープランに基づく都
市再開発）として総合的な都市経営（＝総合都市経営）という観点
からも進められているという点であろう。

しかも、デンマークにおいても、デジタル化（DX化、電子政府
化）やデジタル技術は、人々の生活基盤インフラとしても、こうし
たカーボンニュートラルに向けたセクター間（エネルギーや交通な
ど）の連携にとっても不可欠なものとして認識されているという。
そして、そうした観点から自治体とKOMBIT（地方政府のITシステ
ム導入促進のために設立された連携基盤組織）との連携が具体的に
描かれている。

最後に、ドイツと同様に、デンマークにおいても自治体が公企業

21	 なお、コペンハーゲン市の交通政策、エネルギー政策などの総合的な連携につ
いては、２0２5年にカーボンニュートラルを達成する都市政策の目標とそのため
の道筋を示した「コペンハーゲン２0２5年気候計画（CPH２0２5	Climate	Plan）」（２01２
年）が重要であろう。同計画は、「エネルギー消費」、「エネルギー生産」、「モビ
リティ」及び「市行政の取り組み」という ４ つの柱を軸に２0２5年までにカーボン
ニュートラルな都市となることを目指すという総合的な都市政策を示したもの
である。

	 コペンハーゲン市は、この計画で示されたグリーン（環境に優しい）都市のあり
方を踏まえて、公共交通に関連した行動計画「Action	Plan	for	Green	Mobility」
も２013年に策定し、同計画は過去に提供してきたグリーンで持続可能なモビリ
ティをさらに拡大するために都市計画と交通計画を融合させたものであると位
置づけられている。
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（公営企業など）とそのグループ企業などと連携することで、電気、
ガス、熱供給、送配電、上下水道、廃棄物処理等の生活基盤となる
事業とともに、公共交通や都市開発などを担っている点を指摘して
おきたい。さらに、自治体が出資する企業がさらにその子会社に出
資することで企業グループを形成している。例えば、図２-２-２はコ
ペンハーゲン市におけるそうした公企業への出資関係を示した図で
あるが、自治体と公企業が出資を通じて連携することで交通、エネ
ルギー、都市開発等の多様なサービスが提供されていることが看取
される。

出典：	Københavns	Kommunes（２0２1）	“Regnskab 2021 Årsrapport” （コペンハーゲン
市２0２1年度決算年次報告）、p.3を基に筆者作成

筆者注：	図中の矢印は出資、%は出資比率を示している。

図2-2-2　�デンマーク・コペンハーゲン市における公企業への出資
関係（自治体と交通、エネルギー、都市開発などの公社
との連携：Koncernoversigt�Københavns�Kommune（コ
ペンハーゲンコミューン�グループ概要）

今後の研究課題ではあるが、こうしたデンマークにおける自治体
とそれらが出資する公企業グループとの多様な連携は、先述したド
イツの「コンツェルン都市（自治体）」と共通点が多いように思われ
る。というのも、デンマークをはじめとする北欧諸国においても、
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こうした自治体の出資する企業グループを「コンサーン」（concern）と
し、両者の連携のあり方を「コミューンコンサーン」（Kommunconcern）
などとしているためである22。このように、デンマークそしてコペ
ンハーゲン市においても、自治体が公企業等の企業グループと連携
をすることで総合都市経営の取組が実践されていると言えるだろ
う23，24。

（3）�日本とドイツにおける公企業の連携（管理と活用）の手法�
（自治体と公企業の管理と活用を通じた連携の日独比較）

すでに述べたように、自治体は公企業（公）や私企業（私）など
と多様な形態で連携（＝出資・補助・委託・契約等）をしている。
その際、そうした自治体の連携にとって重要となるのは、いかにそ
れらを管理・活用し多様な政策課題への対応を進めていくか、いか
にそうした連携の公共性を地域の議会や住民の協力（共）を得るこ
とで担保するかといった点であろう。

わが国において自治体による地方公営企業や第三セクターの管理

22	 この点については、スウェーデンにおける「コミューンコンサーン」（Kommunconcern）
を紹介したわが国における先駆的な研究として、伊集・木村（２007）を挙げてお
きたい（特に38頁以降を参照）。筆者が調べた限りでは、デンマークやフィンラ
ンドにおいても「コミューンコンサーン」（Kommunconcern）とそれに類する
概念と組織が存在する。なお、ドイツのコンツェルン都市（自治体）との比較は
今後の研究課題である。

23	 コペンハーゲン市（都市圏）の近距離旅客交通については、地下鉄に関しては、
国、コペンハーゲン市などの複数の自治体が出資するコペンハーゲンメトロ公
社（Metroselskabet	I/S；Copenhagen	Metro）が管理責任者となり、運行はメ
トロサービス（Metro	Service）株式会社に運行委託をしている。他方、バス及
びハーバーバスに関しては、複数の自治体が出資するモビア（Movia）社が管理
責任者であるが、運行はMoviaが選定し契約を締結した民間企業に委託をして
いる。これらは複数の自治体が出資する企業によって担われている。

24	 コペンハーゲン市（都市圏）のデジタル政策については、基礎自治体の全国代表
組織であるKL（わが国の全国市長会に相当）が出資したKOMBITという公営企
業がその推進役として重要である。こうした点についての詳細は第 ４ 章の倉地
論文を参照されたい。
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と活用が重要な政策課題となっているように、諸外国においても、
自治体による行政組織のアウトソーシングの進展とともに、公企
業、私企業、そして民間組織等の「管理」（＝コントロール、制御）
と「活用」（＝地域の発展に向けた戦略的活用）が重要な政策課題と
して認識されるようになっている。その際に今後重要となるのは、
国ごとに自治体と公企業や私企業などとの連携を具体的に規定する
法制度を国際比較の観点から検討していくことであろう。

第 5 章の宇野論文では、自治体と公企業（わが国では公営企業や
第三セクターに相当）との関係を規定するドイツ各州の自治体関係
法を比較検討し、横浜市における市と外郭団体との関係を概観した
上で、総合都市経営を進めるためにわが国がドイツの経験から学ぶ
べき点として、以下の三点を導き出している。すなわち、ドイツで
は、①エネルギー部門や条件不利地域の地域経済強化における公企
業の活用を促す制度整備が進んでいること、②公企業に関する情報
が充実していること、③公企業に派遣される「人」を支える仕組み
の整備が進んでいることなどである。わが国においても、こうした
自治体による公企業の管理と活用に向けたより適切な制度整備が今
後一層進んでいくことが期待される。

（4）�総合都市経営における公共交通� �
（総合都市経営における交通政策の意義、神戸市における交通と
都市開発の連携など）

つづく第 6 章（髙野論文）、第 7 章（南論文）、第 8 章（関口論文）
では、交通政策の意義がその総合性（＝総合都市経営）という観点
から具体的に論じられている。とりわけ、都市・地域にとって交通
政策は自動車依存による環境汚染、渋滞、スプロール化や人々の移
動制約といった負の影響を除去するとともに、都市開発と連携させ
ることで産業や雇用の創出に結びつけ、都市・地域をより魅力的で
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競争力のあるものとしていく上で極めて重要な政策的意義を有する。
第 6 章の髙野論文では、総合都市経営における公共交通の位置づ

けを論じた上で、都市・地域の持続可能な発展のために公共交通を
維持・充実を図り、交通政策を都市開発と連携させるTOD（公共交
通指向型開発）がいかに重要であるかという点を明らかにしている。
その上で、公共交通の維持・充実のための具体的な方策やガバナン
スの論点を整理し、その維持・活性化を図るためには多額の費用が
必要であるが、それを都市・地域の持続可能な発展に必要なものと
して位置づけることが総合都市経営の要点としている。

さらに、交通政策を都市開発と連携させるTOD（公共交通指向型
開発）を含めた公共交通を通じた総合都市経営の事例として、神戸
市における北神線の市営化の事例を取り上げ、公共交通の運営に対
する自治体の関わり方について考察している。加えて、ドイツ・フ
ランスにおける公共交通政策から得られるわが国への示唆（＝安定
財源（例えば、ドイツの公共交通への一般交付金、フランスの交通
負担金など）の必要性、広域連携（例えば、ドイツの運輸連合やフ
ランスの広域行政組織など）の有効性）についても、日本都市セン
ターの既往研究成果を参照しながら考察をしている。

（5）�フランスの総合都市経営�
（主に交通と都市開発や環境政策等との連携）

フランスにおいても、自治体や広域行政組織（都市圏共同体など）
による直営管理や公営企業への事務委託とともに、これらによる民
間事業者への公役務の委託管理が古くから行われてきた。こうした
公役務の委託管理が適用されている主な分野としては、上下水道、
公共交通（トラム・バス）、廃棄物（収集、処理など）、エネルギー
関係（地域冷暖房、コジェネレーション）、給食、駐車場（建設、運
営）、高速道路などがある（自治体国際化協会（２005）、37頁）。
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公共交通についても、図２-5-1にあるように、フランスでは自治
体または複数の自治体による広域行政組織が交通事業者（多くは民
間事業者）と委託契約（コンセッション契約をはじめ多様な法的な
契約形態がある）を締結することで、公共交通サービスを調達して
いる。フランスの自治体においても、こうした公役務の委託契約は
その自治体の議会や住民の協力（意思反映等）により公共性が担保
される。加えて、フランスでは自治体の交通計画の策定や土地収用
を伴う交通インフラ投資プロジェクトの実施にあたっては住民参画
制度が国レベルで法定化されている。

出典：	筆者作成

図2-5-1　�フランスにおける交通を基軸にした総合都市経営（自治
体による交通契約の締結を通じた交通事業者との連携）

しかしながら、そうしたフランスにおいて近年特に注目を集めて
いるのは、自治体もしくは複数の自治体による広域行政組織による
総合的な交通政策である。フランスでは多くの都市でLRTの導入
に伴う交通まちづくりが急速に進んでおり、交通を基軸に多様な事
業を総合的に行うことによる相乗効果が観察されているということ
は、本書が扱う総合都市経営という観点から見て特筆すべき動きで
ある。
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第 7 章の南論文では、都市（地域）を黒字にするという観点から、
フランスの都市における総合的な交通政策のあり方が論じられてい
る。具体的には、自動車依存による環境汚染、渋滞、スプロール化
や人々の移動制約といった都市にとって負の影響を除去する交通政
策の事例としてグルノーブル市の取組が紹介され、交通政策と都市
開発を連携させてアメニティ向上を実現し、知識産業を中心とした
雇用の創出に結びつけて都市をより魅力的で競争力のあるものとす
る事例としてストラスブール市の取組が紹介されている。こうした
総合的な交通政策は環境政策や福祉政策として一定の政策効果が期
待できるのみならず、都市開発（とりわけ沿線都市開発事業）との
連携（とりわけ、先に触れた公共交通指向型開発（TOD））を通じ
て産業政策や雇用政策としても大きな政策効果を今後期待すること
ができるであろう。

また、こうしたフランスの自治体の取組で注目すべきは、ドイツ
の自治体や米国ニューヨーク州と同様に、交通事業（単体）の収支
に関しては独立採算制を放棄しているという点である。確かに狭義
の交通事業の財政収支均衡や収益性も重要ではあるものの、「都市

（地域）を黒字にする」というより総合的な都市経営の戦略的視点こ
そがより重要なのである。なお、フランスではたとえ人口の少ない
都市（圏）であっても、LRTやBRTの導入によってこうした総合的
な交通政策の効果を追求する都市自治体の増加が広範に観察されて
いるという点は実に興味深い。

（6）�米国ニューヨーク州の総合都市経営�
（NY州と交通公社（MTA）、エネルギー公社などとの連携）

米国でも、時に公益法人とも称される公共企業体（Public	Authority）
は、連邦、州、地方自治体のすべてのレベルの政府が利用してお
り、広域行政組織として公共サービスの提供において重要な役割を
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果たしている。
第 8 章の関口論文が取り扱っているニューヨーク州においても多

様な公共企業体があるが、２019年時点で3２４の公共企業体が設立さ
れており、表２-6-1にあるように、公共交通、電力供給、橋梁や道
路の建設と管理、住宅建設と管理、経済開発、高等教育の財源確
保、医療サービス等、多様かつ重要な公共サービスを提供している。

なかでも、公共交通を担当するニューヨーク都市圏交通公社
（Metropolitan	Transportation	Authority：以下、MTA）が、表２-6-1
のグレーの部分で示されているように、州の公共企業体の支出（事
業規模）としては最も大きく、次いで電力、住宅（ドミトリー）、エ
ネルギー研究開発、有料道路などが大きなウェイトを占めている。
加えて、従業員数を見てみても、MTAの従業員数がやはり最も多
く、次いで有料道路、電力、住宅（ドミトリー）、エネルギー研究開
発などの事業の順で従業員数が多いことがわかる25。このように表
２-6-1に見られるように、交通、エネルギー（電力公社、エネルギー
研究開発等）、都市開発、環境等の多様なサービスが州と公共企業
体が連携することで提供している点をここでは指摘しておきたい。

25	 なお、州内の市町村の地方企業体の事業（支出）規模としては、上水道、地域開
発、廃棄物処理、下水道、都市再生、産業開発、駐車場などが大きなウェイト
を占めている一方、事業数としては、地域開発、産業開発、都市再生、上水道、
廃棄物処理、駐車場、下水道などの順に事業数が多い。
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表2-6-1　�ニューヨーク州の公共企業体（Puclic�Authorities）の支出、
負債、従業員数（2019年会計年度）*26

出典：	HP	of	office	of	the	NEW	YORK	STATE	COMPTROLLER,	NYS	Comptroller	
Thomas	P.	DiNapoli	（２0２0）	“Public	Authorities”	from	２0２0	Financial	Condition	
Report	For	Fiscal	Year	Ended	March	31,	２0２0（ニューヨーク州監査官トーマ
ス・P・ディナポリ事務所ホームページ「公共企業体」（『２0２0年財務状況レポート

（２0２0年 3 月期）』より）」（https://www.osc.state.ny.us/reports/finance/２0２0-
fcr/public-authorities、２0２２年10月２6日最終閲覧）

26	 *　ここで報告されたデータは、Public	Authorities	Reporting	Information	System
（PARIS）を通じて公的機関から提出されたもの。PARISに含まれ、レポートの
このセクションで使用されているデータは当局によって自己報告されたもので
あり、州会計検査院によって検証されていない。公共企業体法で義務付けられ
ているように、提出された特定のデータは、取締役会によって承認されるか、
その正確性と完全性が当局の最高経営責任者および最高財務責任者によって書
面で証明される必要がある。COVID-19パンデミックの結果、延長された大統
領令２0２.11および２0２.４8に従って、当局は、当局予算局による報告要件を遵守す
るための追加の時間を与えられた。すべての当局が２019年の報告要件を遵守し
ているわけではない。

	 **　端数処理のため、数値が足らない場合がある。
	 ***　特定のロングアイランド電力公社（LIPA）の職員は、公益事業債務証券化

公社（UDSA）の従業員としても報告されている。
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出典：	関口・木村・伊集（２010）、79頁を基に加筆修正
筆者注：	MTAの連結財務諸表ではその関連グループ（局と会社）を連結している。

また、MTAグループは州の構成単位と位置づけられることから、その連
結財務諸表はニューヨーク州政府の連結財務諸表の構成単位の項目に掲載
される。

図2-6-1　�ニューヨーク州都市交通局（MTA）の組織構造（MTAグ
ループは ４つの局、 ５つの会社で構成、200５年時点）

米国は一般に市場が重視される連邦制国家とされながらも、
ニューヨーク州では州レベルと市町村レベルで多様な形態で公共企
業体（および地方企業体）が発達していることが覗える。

第 8 章の関口論文によると、ニューヨーク州は全米で最も公共交
通機関が発達しているエリアであり、その交通機関は全米の交通機
関利用者の約 3 分の 1 を輸送し、全米の交通機関サービスの約 ４ 分
の 1 を提供しているという。
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出典：	関口・木村・伊集（２010）、79頁を基に筆者作成

図2-6-2　�米国ニューヨーク州の交通を基軸にした総合都市経営
（自治体とMTAグループの交通分野における戦略的連携）

とりわけ、MTA（ニューヨーク都市圏交通公社）が運営する地下
鉄、バス及び通勤鉄道は、これらの数値の大部分を占めている。
MTAは、ニューヨーク公共企業体法に基づいて設立された広域的
な公益法人であり、州の一部局でもある。MTAグループは、 ４ つ
の局（authority）と 5 つの会社（company）から構成されており、
本書の諸外国の自治体と同様に、州が公企業のグループを形成して
いる（図２-6-1、図２-6-２）。

だが、こうした米国ニューヨーク州の交通政策の取組で特に注目
すべきは、ドイツやフランスの自治体と同様に、交通事業の営業収
支に関しては独立採算制が想定されていないという点であろう。す
なわち、米国ニューヨーク州でさえも交通事業（MTA）の収支は赤
字であること、また、その営業費用は営業収入だけで賄うのはなく
補助金収入（交通専用税など）とあわせて収支の均衡がはかられて
いるという点は実に興味深い。
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しかも、MTAは、各種の交通専用税や補助金を得ることを通じ
て州や市といった自治体（政治）のガバナンスに服するのみならず、
それらの税収を担保とした金融市場での企業債（レベニュー債）の
発行を通じて市場（経済）によるガバナンス（規律）にも服してお
り、さらに地域のNPOや労働者や住民などの（MTA理事会などへ
の）経営参加を通じて地域社会（社会）のガバナンスにも服してい
るのである。ドイツやフランスの自治体と同様、米国ニューヨーク
州においても、MTAが自治体から補助金や専用税といった補助を
受けるに際しては、その地域の議会や住民の協力（意思反映等）に
よってその公共性が担保されることになる。

これまで見てきたように、ドイツやデンマークにおいても自治体
が公企業や私企業などと連携することで多様な事業を担い、さらに
自治体の出資企業のそれぞれがさらにその子会社に出資することで
企業グループを形成していた。フランスや米国ニューヨーク州にお
いても、自治体は公企業や私企業と多様な形態で連携をしていた。
しかも、自治体はこうした連携を通じて、交通、エネルギー、環
境、都市開発等の多様なサービスを総合的に提供している様子も看
取された。

３　わが国への示唆と総合都市経営への回帰 
－わが国と諸外国の自治体による 

多様な事業の戦略的連携－

こうした諸外国の自治体の取組は多くの示唆をわが国の自治体に
も与えてくれるだろう。本書の第 3 章以降は、国ごとの自治体やそ
の広域行政組織と（公法上および私法上の多様な法形態を持つ）公
企業、私企業等との連携（出資・補助・委託・契約等）の多様性（つ
まり本書で言う「総合都市経営」の具体的な事例）を概観する。そ
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の際、自治体やその広域行政組織とこれらによる公企業や私企業の
管理と活用という視点とともに、そうした連携の公共性を地域の議
会や住民の協力（共）を得ることで担保するという視点もまた重要
となる。

こうした国々の中でも、ドイツは都市自治体による公企業とその
コンツェルン（企業グループ）との連携が最も発達してきた国と位
置づけることができる。これまでドイツでは絶え間なく新しい都市
経営のあり方が模索され、またそれらが実践されていくことで、都
市経営に関する様々な新しいコンセプトやビジョンが生みだされて
きた。例えば、NPMは国ごとに異なる影響を与え続けてきたが、
例えば英国型NPMと北欧型NPMがよく知られている一方で、ドイ
ツではNPMはNSMへと変貌を遂げ、そしてKSMとして進化を続
け、現在も自治体と公企業や私企業等との連携を支えるビジョンと
してその運営に寄与しているのである。

そこで、第 ２ 章の石川論文ではまず、こうしたドイツと日本にお
ける様々な都市経営に関するコンセプトを整理して考察すること
で、わが国の総合都市経営の今後のあり方を考える上での示唆を得
ることとしたい。

【参考文献】
石川	義憲（２007）「KGStのNSMからコンツェルン都市、市民自治体

まで」自治体国際化協会『平成18年度比較地方自治研究会
調査研究報告書　第 1 編 5 	ドイツ地方自治体における行
政改革と市民参加・協働』、pp.1２9-159

伊集	守直・木村	佳弘（２007）「スウェーデンの地方政府所有企業
（上）」地方財務協会『公営企業』（ ４ 月号）第39巻 1 号、
31-４3頁。

宇野	二朗（２0２3）「都市自治体における公企業の活用と管理」日本
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倉地	真太郎（２0２２）「北欧諸国におけるグリーンニューディールの
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後藤・安田記念東京都市研究所『都市問題』２0２２年 1 月号、
第11２巻、第 1 号、pp.２7-3２

自治体国際化協会（２005）『自治体業務のアウトソーシング：平成16
年度海外比較調査』（第 3 章　フランス）、36-４6頁

関口	智・木村	佳弘・伊集	守直（２010）「地方公会計制度と予算・決
算－アメリカとスウェーデンの比較－」『立教経済学研究』
第6４巻第 ２ 号、73-108頁

高橋	洋（２019）「電力システム改革の発展形態としてのセクターカッ
プリング」環境経済・政策学会２019年大会要旨（chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.
seeps.org/meeting/２019/submit/abst/1015_ksC5LN6B.pdf ）

（２0２２年1２月 ２ 日最終閲覧）
平沼	光（２017）「地域エネルギーの持続的活用に向けて（中）－地域

が主役のドイツの再生可能エネルギー事業：経済循環を促
す市民エネルギー協同組合とシュタットベルケ」東京財団
政策研究所ホームページ（March	15,	２017）（https://www.
tkfd.or.jp/research/detail.php?id=２035、２0２２ 年 1２ 月 ２２ 日
最終閲覧）

村上	敦（２01２）「欧州のエネルギー自立地域」三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング『季刊　政策・経営研究』（２01２年 3 月
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諸富	徹（２016）「エネルギー自治・シュタットベルケ・地域経済循
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都市経営の理念の系譜（日独比較）

前　公益財団法人日本都市センター理事・研究室長　�石川　義憲

第２章
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１　わが国における都市経営の理念の系譜

（1）�後藤新平、関一等の都市経営論
都市が地域経営に乗り出す都市経営論は古くはドイツにおける都

市経営の展開1や英国の田園都市にあると言われる。
わが国でも後藤新平による東京市政2、関一等の都市経営論とその

大阪市政への実践3がよく知られているように、戦前から見られる
ものである。都市自治体は、今日でも営んでいる上下水道、鉄道、
市場、港湾といった事業のほか、戦前は電気事業も主要都市で展開
していた。しかし、電気事業については、総力戦体制下で現在の九
電力体制に強制的に統合された。

そして、戦後においても、都市経営への取組みは続き、なかでも
第 １ 章で紹介されているように、神戸市の都市経営実践が注目され
た。

1	 １9世紀末以降から20世紀初頭にかけて、ドイツでは広範な公共部門によって先
進的な公共政策が実現されており、欧米各国の都市関係者から注目されていた。

（関野満夫（１997）『ドイツ都市経営の財政史』p.2、中央大学出版部）なお、関
野満夫は、このような都市公共部門の拡大過程は、１880年代以降、英国で活動
し始めたフェビアン派からは、都市における企業の公営化を重視する都市社会主
義の展開とも見られ、その後、ドイツでも都市社会主義（Munizipalsozialismus）
といった概念が受け入れられたが、社会変革や本来の社会主義をめざす運動の
一環というのではなく、実質は自由主義的な都市専門官僚による急速な都市公
共部門の拡大、都市自治体による積極的介入政策という都市経営の展開を象徴
的に表現したものととらえるべきとしている。（前掲pp.１8-１9,	26-27）

2	 青山佾によれば、後藤新平は「都市計画の上に自由営業を許し」、「鉄道、上下
水、電気・ガス、市場、港湾」などの「都市経営公営」を説いた。（https://www.
toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/keikaku_chousa_singikai/pdf/tokyotoshizukuri/2_09.
pdf）（2022年 2 月22日最終閲覧）

3	 わが国における戦前の都市経営論の系譜については、ジェフリー・Ｅ・ヘイン
ズ、宮本憲一監訳（2007）『主体としての都市　関一と近代大阪の再構築』勁草
書房　において詳細に紹介されている。
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（2）�新しい都市経営の方向
日本都市センターでは、早い時期から都市経営のコンセプトに注

目してきた。日本都市センターの「新しい都市経営の方向に関する
調査研究」（１977-78）では、都市経営というコンセプトについて、こ
れまでの都市行政を経営～マネジメントの視点から見直し、むしろ
もっと積極的に都市の新たな問題に取り組んでいこうといった新し
い捉え方、視点を踏まえたものという意味で用いている4。そして、
三つの視点（都市の理念・哲学の明確化、分権と参加が基本、市民
の信託を受けた経営）を提唱している。

また、効率的運営を行うための財務制度の改善が課題となってい
るとし、連結財務決算方式の検討の必要性を指摘している。具体的
には、①自治体財政は、一般会計、特別会計のほか、企業会計、公
社会計が相当数にのぼるところもあり、全体の把握が著しく困難で
あること、②特に企業会計では膨大な借金が累増しているところも
あるが市民から見えない場合が多いこと、③このため今後は連結財
務決算方式を導入すべきとの意見が出されているが公社の会計処理
方式は一般会計とかなり異なっているため、技術的な面について検
討を要する事項が多い5としている。

なお、この報告に関して、特に経営～マネジメントの視点からよ
り能率的、実践的な都市自治の展開を図ろうという側面について、
これを是とする立場と、公的活動には馴染まないと批判する立場か
ら賛否両論が寄せられたりしたが、いずれにしても、当時として
は、「都市経営」という考え方は極めて新鮮で、各界から都市自治は
どうあるべきかという議論を巻き起こした6。

4	 日本都市センター（１979）『新しい都市経営の方向』ぎょうせい，pp.23-24
5	 日本都市センター（１978）『都市経営の現状と課題－新しい都市経営の方向を求

めて』ぎょうせい，pp.１07-１08
6	 日本都市センター（2009）『日本都市センター五十年史』，p.１33
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２　NPMの流れのなかでの 
都市経営の課題の日独比較

（1）�NPMと都市経営　第三セクターをめぐる動き
１980年代半ば以降、各国でNPMのムーブメントが起こり、行政

改革の主流になったが、その内容の重要部分には、都市経営に関す
るものが含まれている。

わが国においても、NPMの流れのなかで、国レベル、地方自治
体レベルで様々な改革が行われ、都市経営論にも影響を与えた。民
営化のムーブメントが起こり、2003年には指定管理者制度と地方独
立行政法人制度が導入された。日本都市センターでは「効率性の観
点からみた都市経営」（１998年）、『人口減少時代の都市経営に関する
調査研究報告書』（2009年）を明らかにしている。そこでは、社会基
盤施設の維持・縮小、行政サービスの選択と集中、住民が担う公共
サービスといった方向性を打ち出している。

こうしたなか、第三セクターをめぐる都市自治体の動きに注目し
たい。日本都市センターが１0年ごとに行っている市役所事務機構調
査7では、第 4 次調査時には、約 6 割の都市自治体が第三セクター
の活用拡大を志向していた。これに対して、第 ５ 次調査では、第三
セクターの現状維持と第三セクターの統合縮小が共に 4 割で拮抗
し、第 6 次調査では、統合縮小よりも現状維持の方向が明確になっ
ている。このように、第三セクターについては、様々な課題が指摘
されながらも、都市自治体は、引き続きその活用を図っているのが
わかる。

わが国における第三セクターの課題として指摘されてきたのは、
第三セクターの経営責任が不明確でややもすれば赤字に陥り、それ

7	 橘田誠（2020）「公共サービス提供主体の多様化」、『人口減少時代の都市行政機
構（第 6 次市役所事務機構研究会報告書）』、日本都市センター、p.20５
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が都市財政を圧迫する事例があったこと、公務員と民間の人事が峻
別されているため公民連携で活かすべきメリットが必ずしも活用で
きなかったこと、第三セクターが退職公務員の人事管理の受け皿と
なっているという批判があったこと、こうした要因により効率的な
経営が図られず地域社会の共感を失ってしまうケースがあったこと
などがあると考えられる。

これに対して、ドイツでは、次に示すように、都市自治体の都市
グループ企業制御の仕組みについて検討・実績を重ねてきたこと、
都市グループ企業の経営を民間企業のそれに近いものとして公務員
と民間の間の柔軟な人事交流も図ってきたこと、後述するように市
民自治体の理念（ 4（3）イ参照）を構築し地域社会の共感を得る努力
を重ねてきたことは参考に値する。

（2）�ドイツにおける改革
ア　�新制御モデル（NSM,�Das�Neue�Steurungsmodell）

ドイツでも１990年代にNPM改革が進められたが、その中心となった
のは、都市自治体であり、その都市自治体に理念と理論を提供したのが、
KGSt8（Kommunale	Gemeinschaftsstelle	für	Verwaltungsmanagement

（自治体行政経営センター））9で、その新制御モデル理論であった。
それは、全くの民間企業にアウトソーシングするのではなく、地方
自治体の出資等を通じて都市がアウトソーシング先に対するコント

8	 KGStは、１949年 6 月 １ 日にドイツ都市会議の経営企画・調査研究部門として発
足し、その後、ドイツ都市会議からは独立したが密接に連携している。当初の
名称は「Kommunale	Gemeinschaftsstelle	für	Verwaltungsvereinfachung（行政
簡素化のための自治体共同センター）」であったが200５年に現在の名称に改めて
いる。

9	 KGStは、都市自治体の組織の基本プランを作成したほか、続いて基本プランを
踏まえての個々の組織のコスト分析、人事計画と人事評価についての研究、地
方自治体連携についての調査報告、財政緊縮の方法論を調査、情報技術の導入
の支援などを行っている。
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ロールを行うという方式を採用した。すなわち、ドイツでは、文化
的・政治的理由から英国のサッチャー政権のNPMの枠組みは急進
的・過激な取組みとして採用されなかった。一方、KGStは、新制御
モデルを構想し、その導入を提言した。この新制御モデルは、１993
年にオランダのティルブルク（Tilburg）市で提唱された考え方をモ
デルにしたもので、公共の仕事を民間に移すのではなく民間と競争
させることとした。

イ　�コンツェルン都市
また、コンツェルン都市（Konzern	Stadt）10の概念が唱えられて、

出資を通じてアウトソーシングを強化し、外部の業者のサービスを
いかにコントロールするかという考えをまとめている。すなわち、
行政サービスを第三セクターなど出資団体や特定目的組合11

（Zweckverband）にアウトソーシングし、あるいは地方自治体間協
力を行い、従来からの行政組織と出資団体等を含む都市全体を持株
会社といった都市経営組織のコントロールの下で民間企業のコン
ツェルンのように運営するものである。コンツェルン都市のコンセ
プトの下でアウトソーシングされる分野は、上下水道、交通、電
気、廃棄物処理、社会福祉・保健といった市民生活分野のほか、情
報処理、施設管理、計画・開発といった内部業務分野に拡大されて
いる。コンツェルン都市では、非権力的な事業については、出資団
体（Beteiligung）である都市公社（Stadtwerke）やその子会社

10	 ま と ま っ た 文 献 と し て、Ramon	Linhos	（ 2006 ）,	Der Konzern Stadt. Zum 
veränderten Bild der Kommunen und ihrer Beteiligungen,	KWI-Arbeitshefte	
１１,	Kommunalwissenschaftliches	Institut,	Universität	Potsdam

11	 わが国の一部事務組合に相当するもの。「目的組合」という訳語例が多いが、日
本語として違和感があるし、英訳は	special	purpose	associationであること、米
国のspecial-purpose	districtは特定目的地区とされていることを考慮し、本稿で
は、特定目的組合という訳語を用いることとしている。
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（Tochter	Unternehmen）が行うというものである。自治体からこ
れらへの出資比の率は過半数以上であることが多い。職員も企業・
子会社に移管12され、都市自治体職員は伝統的な行政事務部門

（Kernverwaltung）と出資団体で半数程度ずつ勤務しているとされる。
なお、わが国における出資団体のイメージとは異なり、こうした

団体は、それぞれ経営責任を持ち、民間企業に近い存在であると理
解されていることに注意する必要がある。一方、こうしたコンツェ
ルン方式の都市経営は、柔軟性の確保、財政負担軽減が図られ、制
御がしやすくなると理解されているようである13。

さらに、わが国における都市経営と比較する際には、日独の公務
員制度の違いについて、理解しておく必要がある。ドイツの公務員
法制では、公務員は、官吏（Beamte）と公務被用者（Arbeitnehmer）
に分類14される。都市自治体職員で官吏に分類されるのは、消防職
員や建築技術職員、法務担当職員などであり、権力行政を担当する
職員が主である。一方、社会福祉や産業振興、交通事業部門の職員
は、公務被用者として、労働協約締結権、争議権を持ち、民間企業

12	 ノルトライン・ヴェストファーレン州が過去に行った調査によると、都市の職員
の約半分は第三セクターなどの外部機関で勤務していると見込まれているよう
である。（Ramon	Linhos前掲	p.１8）また、KGStのパトリック・レーマン博士（Dr.	
Patrick	Lehmann）からの聞き取りによると、都市の職員の５2%が本来事務

（Kernverwaltung）で、48%が出資団体（Beteiligung）で勤務しているとされる。
（石川義憲（2007）「KGStのNSMからコンツェルン都市、市民自治体まで」p.１4１
『平成１8年度比較地方自治研究会調査研究報告書　第 １ 編 ５ 	ドイツ地方自治体
における行政改革と市民参加・協働』自治体国際化協会）

13	 Ramon	Linhos前掲によれば、アンケート調査によると、地方自治体の事務から
切り離すメリットとしては柔軟性の向上、財政負担軽減が挙げられ（pp.29-30）、コ
ンツェルン方式の制御への期待としては、制御しやすさが挙げられる（pp.3５-36）。

14	 かつては、官吏、公務職員（Angestellte）、公務労働者（Arbeiter）の 3 分類で
あったが、2006年から公務職員と公務労働者の区分は、公務被用者（Arbeitnehmer）
に統合された。
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職員に近い存在15となっている。なお、官吏が都市公社や見本市会
社に出向することもあるが、法的にはなんら問題ないと理解されて
いる。

３　総合行政主体の理念を踏まえた 
都市経営の課題の日独比較

（1）�　総合行政主体論の観点からの都市経営
ア　�地方分権改革としての意義

さて、都市経営を総合行政主体論の観点から見てみよう。地方自
治体は、かねてから地域における総合行政主体であると論じられて
きたが、地方分権改革に伴う2000年の地方自治法の改正により、地
域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」（同
法 １ 条の 2 ①）とされ、「地域における事務…を処理する」（同法 2
条②）と明記された。そして、地方分権が推し進められ、多くの権
限や事務を担うこととなった都市自治体は、住民に最も身近な総合
行政主体16として、住民福祉の維持・向上のために住民生活全般に
わたる総合的な行政を行ってきている。かくして、都市自治体は、
都市経営に総合性の確保の視点が求められているといえるだろう。

15	 ポツダム大学のゲーツ（Dr.	Klaus	H.	Goetz）教授によれば、コンツェルン都市
形成については、政治的なコントロールの可能性など、様々な動機がいろいろ
絡んでいるが、民間企業に職員を移管し給与を民間企業の水準に近づけること
も １ つの狙いであるとしている。例えばITに関してはITのスペシャリストが必
要だが、市職員として抱えることは給与面からいって難しい。一方で、分野に
よっては、公務員の方が高い場合もある。出資企業に職員を移管することは補
助金支出より透明感があり、段階的に公共の手から業務を移していくという戦
略である。（石川義憲、前掲p.１44）

16	 都道府県との役割分担の下での市町村の総合行政主体としての考え方について
は、日本都市センター（2020）『人口減少時代の都市自治体－都道府県関係』（横
道清孝「序章　市町村と都道府県の新しい関係」pp.7-8及び金井利之「第 2 章　総
合行政主体論の考え方」pp.36-５５）で論じられている。
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イ　�総合性の確保の視点
（ア）�伝統的な行政部門を越えた総合性の確保

さて、市民の生活を支える財・サービスは、行政部門によっての
み担われるものではなく、市場部門・社会部門の様々な組織を通じ
て提供される17。都市自治体は、前述のとおり、積極的に都市の新
たな問題に取り組んでいこうとして、様々な事業を展開してきた
が、そのために、伝統的な行政部門の役割を越えて市場部門・社会
部門の役割も一定程度担い、総合性を確保18してきたのである。

そして、こうした市場部門・社会部門の事業は、行政部門が既存
の事業と合わせて実施したり、公営企業のほか、公社、第三セク
ターといった外郭団体の形で行われたりすることが多く、さらには
社会セクターとの連携も課題となってきた。しかしながら、前述の
とおり、不効率性や不透明性の克服が課題となり、そして、そのな
かで総合性を確保するための手法の検討を迫ることとなった。

都市グループ企業を含めた総合都市経営については、近年では
NPM理論の影響もあり、わが国では、あまり議論されてこなかっ
たが、現在、エネルギーや地域公共交通が重要な課題として認識さ
れるようになってきており、都市グループ企業や場合により地域の
民間企業を含めて都市経営を考えることの必要性が高まっている。

（イ）�職員・首長の部局横断的な能力、そしてその取組みを通じた総
合性の確保

総合性の確保については、都市自治体の職員のその方策について
も考える必要がある。総合性を確保するためには、住民サービスに

17	 金井，前掲pp.38-39
18	 金井利之は、「諸個人の総合生活を支える財・サービスは、行政部門によっての

み担われるのではなく…総合行政主体が市場部門・社会部門に対しても、適切な
影響力を行使することが期待される。」としている（前掲pp.５2-５3）。
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ついて、部局横断的にその必要性を判断することが必要である。
このため、職員には、特定の行政分野において専門知識・能力を

有する一方で、地域ニーズ・課題を把握して対応策を企画立案し、
都市自治体全体として効果的・効率的に実施することを可能にする
知識・能力が求められる。すなわち、都市自治体のどの部署と連携
して目の前の課題を解決するかといった総合力である19，20。さらに
は、首長の政策判断によって総合性を確保することも求められる。
そして、職員、首長にはその能力を発揮した取組みが必要となる。

（ウ）�　総合計画の策定・推進を通じた総合性の確保
１970年代に都市経営が模索されるなかで、総合計画の策定が行わ

れるようになった。この総合計画は、予測不可能性を克服し、いわ
ば様々な課題を見える化するものであるといえよう。そして、総合
計画の策定を通じて、住民、首長・職員、議会の合意形成を図りつ
つ、総合性が確保されるのである。今日でも、各都市自治体では総
合計画の策定21が行われてきているが、都市経営においても、総合
計画は総合性の確保のための重要なツールといえよう。

19	 稲継裕昭（20１１）「序章　都市自治体行政における「専門性」」『都市自治体行政
の「専門性」－総合行政の担い手に求められるもの－』、日本都市センター	p.6

20	 都市自治体の場合は、専門技術職であっても、国や都道府県の職員のような特
定技術分野のスペシャリストではなく、地域の様々な問題を経験しそうした課
題に対応できるジェネラリストとしての素養を持った人材といえよう。（石川義
憲（2020）「第 3 部第 2 章　専門人材の確保・育成に向けた今後のあり方」『都市
自治体における専門人材の確保・育成～土木・建築、都市計画、情報～』日本都
市センター，p.240）

21	 三浦正士（2020）「第 ５ 章　都市自治体の総合行政と計画行政」『人口減少時代の
都市行政機構（第 6 次市役所事務機構研究会報告書）』日本都市センター、pp.96-
１１6
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（2）�ドイツの都市経営の理念の基盤となる三要素�
（生存配慮義務、行政の総合性の原則、補完性・近接性の原理）

ドイツでは、市町村の総合行政主体としての役割はより明確であ
る。市町村には生存配慮（Daseinsvorsorge）義務22があり、さらに
市町村は地域共同体のすべての事務を自らの判断で規律できる固有
の権限を持つ23とされ、補完性・近接性の原理、行政の総合性の原
則24，25のもとで権力行政（規制行政）及び生活インフラ供給（サー
ビス行政）を総合的に担うのが都市自治体26の役割であるとされる。
都市自治体が担う生存配慮サービスと行政の総合性の原則、補完

22	 「生存配慮」概念を提唱したフォルストホフは、「生存配慮」の範囲を量的・質的
な観点から限定することは不可能であるとしつつも、その具体的な内容として、
水道・ガス・電気のほか、郵便・電信・電話・保健衛生上の保護の供給、老齢・
廃疾・疾病・失業への備えに並んで、あらゆる種類の交通機関の供給を挙げてい
る。（土方まりこ（2020）「第 2 部第 １ 章第 １ 節　ドイツにおける「生存配慮」概
念」日本都市センター『次世代モビリティ社会を見据えた都市・交通政策－欧州
の統合的公共交通システムと都市デザイン－』pp.34-3５）

23	 基本法28条 2 項は、市町村に対しては、法律の範囲内において地域共同体のす
べての事務を自らの判断で規律する権限を保障（いわゆる全権限性の保障）して
おり、市町村連合（郡及び郡以外の市町村の連合組織）に対しても法律の範囲上
の事務領域の範囲内で法律の基準に従って自らの判断で規律できるとしている。

24	 行 政 の 総 合 性 の 原 則（ Der	Grundsatz	der	Einheit	der	Verwaltung（ vgl.	
programmatisch	Art.	77	Abs.	2	BV）（参考　バイエルン州憲法77条 2 項）　は、各
レベルで、業務は、特別な官庁ではなく、総合行政主体によって可能な限り遂
行されなければならないとしている。この憲法上の要請は、州の行政機関だけ
でなく、全行政に適用される。

25	 行政の総合性の原則は、１9世紀初頭にフランスとプロイセンが“行政の各レベル
において、総合的な目的を持つ単位主体が各々、その区域におけるすべての公
共機能について責任を持つ”という行政システムであり、行政の空間モデル

（The	Spatial	Model	of	Administration）、空間的行政原理（spatial	administrative	
principles）とも称され、現在のドイツの行政に引き継がれている。（Arthur	B.	
Gunlicks,	Local	Government	in	the	German	Federal	System,	Duke	University	
Press,	１986,	pp.32-34、邦訳『ドイツ連邦制における地方政府』（１989）自治総合
センター、pp.33-3５）。

26	 特に、郡独立市（おおよそ人口１0万人以上の都市自治体）においては、その領域
内のすべての事務（地域のすべての事務（自治事務）と国家的な事務（指示事務
／委任事務））を総合的に担っている。小規模な市町村においては国家的な事務
は郡がこれを担うことが多いし、郡は市町村広域連合として広域事務等も担う。
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性・近接性の原理、これらを束ねる制御システムを通じた都市経営
をイメージとして示したのが、図2-2-１である。

出典：	筆者作成

図2-2-1　ドイツの都市経営の理念の基盤となる三要素（イメージ）

４　超高齢・人口減少社会における都市経営

（1）�公共サービス提供主体の多様化への対応に課題
わが国では、地方分権の流れのなかで、90年代には包括的な改革

が行われてきた。公共サービスの提供主体が急速に多様化し、民間
委託、第三セクター、さらには、指定管理者制度の導入など、既存
の枠組みを超えた取組みが進展した。自治体行政から民間企業や市
民セクターへの事務・事業の委託・分与、協働化の動きは第 2 段階
の分権、いわゆる市民自治と公民連携の段階への移行を示唆してい
ると評される27ようにもなった。こうしたなか、行政運営には新た

27	 澤井安勇（200５）「 １ 	都市経営と都市再生－分権・市民社会の都市経営システム－」
『都市のシステムと経営』（岩波講座　都市の再生を考える 6 ）岩波書店、pp.１4-１7
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な負荷や軋みをもたらしていることが指摘28されてきた。

（2）�超高齢・人口減少社会における都市自治体の新たな課題
わが国においても、地域公共交通、エネルギーが都市自治体の重

要な任務として登場してきた。地域公共交通に関しては、交通政策
基本法（20１3年）のもとで、市区町村がその地域の交通に関する施
策の策定義務を負うことになり、さらに地域公共交通活性化再生法
の改正（2020年）により、地域公共交通計画（マスタープラン）の
作成が努力義務化された。

ドイツにおいては、かねてから、地域公共交通やエネルギーは、
生存配慮義務として重要視されてきており、地域公共交通について
は、１993年に法律で明記された29。

28	 総務省（20１4）『地方自治体における行政運営の変容と今後の地方自治制度改革
に関する研究会報告書』では、これまでの制度改革を 7 つ（①地方分権、②規模
拡大と広域連携、③行政改革、④NPM／PPP、⑤行政の透明化、⑥ICT、⑦多
様化（ダイバーシティ））に分類し、「カテゴリーＡ×カテゴリーＢ」の手法で検
討している。そして、地方自治体に関する諸改革が並立して相互に競合する側
面があり、行政運営に新たな負荷や軋みをもたらしているとして、例えば、ア
ウトソーシングによる行政効率化	×	行政の透明性確保の事例を取り上げて、
アウトソーシング後の規制や責任分配のあり方が問われる事例が発生している
と指摘している。そのうえで、地方自治体と民間企業の地位・立場の明確化や、
リスク要素を適切に管理できる制度の導入を検討することが必要ではないかと
している。

29	 ドイツ鉄道の改組に伴い１993年に地域公共交通の権限を連邦から州に移管した
公共近距離旅客輸送の地域化に関する法律（Gesetz	zur	Regionalisierung	des	
öffentlichen	Personennahverkehrs）は、地域公共交通が「生存配慮」に分類さ
れることを明記（ １ 条 １ 項）した。
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（3）�ドイツにおける経営手法と地方自治体理念、統合型都市総合計
画をめぐる動き

ア　�新制御モデル（NSM）から自治体制御モデル（KSM,�Kommunales�
Steuerungsmodell）へ

１993年以降、新制御モデルは、多くの調査研究を経て実施に移さ
れた。KGStは、新制御モデルの枠組みの要素を、個々の地方自治
体の個別のケースに合わせて展開するように勧告した。そして、理
論と実践には様々な成果があった。地方自治体の顧客志向は高ま
り、自治体サービスは迅速に提供されるようになった。地方自治体
のいわば生産性も向上した。

出典：	Alfred	Reichwein,	“Kommunen	agieren	in	unterschiedlichen	Leitbildern”,	Wir 
entwickeln Lösungen Mit der KGSt auf dem richtigen Kurs,	KGSt,	20１4（『１9.	
Europäischer	Verwaltungskongress（第１9回欧州行政会議）（20１4年 2 月27日・
28日）における講演資料』（以下、「第１9回欧州行政会議資料」という））を筆
者が翻訳

図2-2-2　新制御モデルがもたらした変革

しかしながら、2１世紀を迎え、地方自治体は、急速な時代の変化
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の波に見舞われている。KGStによれば30、時代の変化の波は、以下
のようなものである。
・	人口変動（超高齢・人口減少社会の到来）と価値の転換
・	機会均等と多様性の要請
・	グローバル化の進行に伴う経済社会の変化
・	欧州共同体の地方自治体への影響
・	地球気候変動
・	インターネットとソーシャルメディアの影響力拡大
・	地方自治体における市民の自己理解と役割の拡大
・	政治的制御のルールと質の向上の重要性
・	地方自治体の事務の見直しと厳しい財政事情
・	職員の質的量的確保の重要性
・	リーダーシップや組織文化の変容

出典：	第１9回欧州行政会議資料を筆者が翻訳

図2-2-3　新制御モデルから自治体制御モデルへ

30	 アルフレッド・ライヒヴァイン博士（当時、KGSt業務執行理事代理）が第１9回
欧州行政会議（１9.Europäischer	Verwaltungskongress）（20１4年 2 月27日・28日）
において行った講演資料「KGStの課題解決の取組み（Wir entwickeln Lösungen 
Mit der KGSt auf dem richtigen Kurs）」による。
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こうして、新たな枠組み条件のもとで、新たな知見を得て、経営
の観点から新制御モデルは自治体制御モデルへと進化した。

出典：	ブレーメン会議資料を筆者が翻訳

図2-2-4　自治体制御モデルによる制御のイメージ

イ　�規制自治体→サービス自治体→市民自治体
また、地方自治体の理念も、大きく変容してきた。まず、法治国

家の理念の下での規制官庁としての地方自治体から、自治体間競争
の中で顧客志向のサービス提供者としての地方自治体の理念が追求
された。その後、市民の参加と協働の重要性が唱えられるようにな
り、KGStは、市民自治体の理念を掲げるようになった。こうして、
自治体制御モデルは市民自治体の理念と結びつけられ、正統性を付
与されることとなった。
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出典：	第１9回欧州行政会議資料を筆者が翻訳

図2-2-5　地方自治体の理念の変容（市民自治体へ）

ウ　�統合型都市総合計画と都市経営
一 方、Difu（ ド イ ツ 都 市 研 究 機 構：Deutsches	Institut	 für	

Urbanistik）は、今後の都市を取り巻く大きな潮流として、次のポ
イントを指摘31している。
・	人口変動（量的・構造的）
・	生活様式・態様、消費の変化（家族から個人へ）
・	より一層困難さを増す社会の分断
・	気候変動とその対応
・	エネルギーの効率使用、再生可能エネルギー・省エネルギー
・	原料・資源の欠乏と効率化戦略の必要性
・	技術革新、特に情報通信、移動、エネルギー、上下水道・廃棄物

処理の分野
・	参画・責任・社会統合の局面において政治・行政・経済界・市民

団体の役割が大きく変化
そして、取組みの方向性として、次の事項を掲げている。

31	 Difu,	Difu-Insitutstrategie 2020+ -thematische Schwerpunkte,	20１3,	pp.１-2
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・	分権的かつ情報で制御される業務システムと業務推進の強化
・	公共社会における分権的な協議決定過程の増大
・	統合的な取組みの強化と多分野の連携
・	適合戦略、転換プロセスの推進

こうした背景のもとで、主に土地利用計画・都市計画を通じてま
ちづくりを制御し、個別プロジェクトを推進してきたドイツでは、
統合型都市総合計画（Integrierte	Stadtentwicklungsplanung）を策
定し、交通網整備や環境保全・気候変動対応といった戦略を盛り込
んで、まちづくりを制御することをめざすようになった32。

出典：	BBSR,	Integrierte Stadtentwicklung in Stadtregionen Projektabschlussbericht,	
p.５0、BBSR-Online-Publikation,	Nr.	37/2009　（オリジナルはドイツ都市研究
機構作成）の図を筆者翻訳作成

図2-2-6　統合型都市総合計画

32	 石川義憲（20１8）「都市自治体のまちづくりを支援するドイツ都市研究機構
（Difu）」『都市とガバナンス第29号』、日本都市センター、pp.１40-１42
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こうした動きはまちづくりの面からも総合都市経営の必要性を示
唆するものであろう。

（4）�ドイツにおける総合都市経営の今日的課題
ア　�都市のインフラシステムの運営

Difu 33によれば、都市のインフラシステムは、人口・経済・エネ
ルギー・気候といった多くの課題を考慮に入れなければならず、抜
本的な更新、改造の過程にある。技術的なインフラのみならず社会
的インフラも同様の課題に直面している。

伝統的なサービス指向の供給の考え方は、より大きな成果を求め
る需要指向の考え方に置き換えられつつある。空間的な見方から
は、地区単位のサービス供給の必要性が増しており、ただし、その
組織は都市全体の立場から最適化しなければならない。公的な主体
による運営と民営化という対極にある組織の方向性に対して、新た
なモデルとして、再自治体公営化のモデル、公共組合モデル、なか
んずく市民団体が参加するという形が出現してきている。同様に、
供給企業のビジネスモデルも変化しつつある。

イ　�“移動交流（モビリティ）”の場としての都市
Difu 34によれば、人口構造の変化により、需要のモデルと利用者

のニーズがもたらす結果として、地方自治体の公共交通、道路空間
設計、自動車以外の交通、交通組織は新たな課題に直面している。
モビリティは、人口変動の中にあっても、社会生活の重要な一部で
あり経済活動に欠かせない基本条件である。地方自治体の任務は、
交通がもたらす負担の解消であり、健康面での配慮（事故回避、騒

33	 石川義憲、前掲、pp.１38-１39、Difu,	20１3,	前掲、“Daseinsvorsorge und Infrastruktur” 
– Umgestaltung von Infrastruktursystemen,	p.５

34	 石川義憲、前掲、p.１39、Difu,	20１3,	前掲、“Städte als Orte der Mobilität”,	pp.５-6

Copyright 2023 The Authors. Copyright 2023 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



56

第Ⅰ部　総合都市経営のコンセプトと理念

音減少、大気汚染解消、移動の困難性解消）、エネルギーの転換、
気候変動への配慮・適合、高齢者に配慮した交通基盤・サービスの
推進、例えば、高齢社会に適合した速度規制や高齢者に快適なサー
ビスである。

さらに、複数の交通機関の連携、交通機関内部の連携が重要と
なってきている。個々人の自家用車の役割の重要度が低くなる一方
で、平日でも休日でも、個人でも業務でも、自動車交通と自動車以
外の交通を利用しなければならない。様々な交通機関を最も適切に
結びつけることは、交通機関選択を効果的に行うために最も重要な
前提である。地方自治体の交通計画においては、鉄道・長距離バ
ス・広域交通・都市内交通の結節点としての鉄道駅の設計と組織化
が課題である。また、現在の交通インフラを抜本的に更新する必要
があり、一般会計予算を投入するか、利用者負担を求めるか、公民
連携で負担を図るかの検討が迫られている。その場合、特に利用
者、事業所、土地所有者を組み入れなければならない。

ウ　�“出会いと交流の場”としての都市�
～総合都市経営におけるデータ戦略

総合都市経営は、デジタル社会においても重要な意味を持ってい
る。ドイツ都市会議はデータ戦略に関する報告書（データで未来の
都市をつくる）35を作成し、コロナの大流行を契機に自らを見つめ
直す大きな変化を感じ取っている都市が公共空間を利用し結束を強
化するためには、未来の都市がデータに基づいて構築される必要が
あるとしている。特に、モビリティやエネルギーはデータ戦略上の
重要課題であり、その場合、都市グループ企業とのデータ連携が不
可欠であるとしている。

35	 Deutscher	Städtetag,	202１,	Die Stadt der Zukunft mit Daten gestalten,	p.4
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（5）�わが国における改革の模索��
～エネルギー、地域交通、データ戦略と公民連携、広域連携

わが国においても、都市自治体のエネルギー事業や地域交通への
取組みは重要なものとなっており、総合戦略のなかに組み込んでき
ている。また、都市自治体のデータ戦略も課題であり、スマートシ
ティの取組みも、総合都市経営を意識したものとなる必要があろう36。

都市経営については、都市自治体単位での経営といったことにと
どまらず、広域圏としての地域経営37や地域コミュニティレベルで
の地域運営も課題となってきた。地域の課題に地域経営として総合
的に取り組むためには、必ずしも既存の都市自治体のエリアにとど
まることなく、広域圏で総合性を確保することや、逆に地域コミュ
ニティの領域で総合性を確保することも必要となる。

【参考文献】
Ramon	Linhos（2006）,	Der Konzern Stadt. Zum veränderten Bild der 

Kommunen und ihrer Beteiligungen,	KWI-Arbeitshefte	１１,	
Kommunalwissenschaftliches	Institut,	Universität	Potsdam

石川義憲（2007）「KGStのNSMからコンツェルン都市、市民自治体
まで」『平成１8年度比較地方自治研究会調査研究報告書　第
１ 編 ５ 	ドイツ地方自治体における行政改革と市民参加・協
働』自治体国際化協会、pp.１29-１５9

36	 わが国における新たな公民連携の取組みにも注目したい。一つには、企業、大
学等との包括的な連携協定の締結によるものであり、観光、経済などの政策分
野が多い。また、民間事業者の提案やアイディアを募集し事業を進める共創型
の取組みなどがある。（橘田誠、前掲pp.206-2１3）

37	 ドイツでは、圏域の地域経営といった取組みも進められている。その場合、地
域に共通にみられるのが広域的な土地利用計画の策定と地域公共交通の運営で
ある。すなわち、まちづくりと地域公共交通を中心とした生存配慮サービスを
通じた地域経営である。（日本都市センター（20１５）『ドイツにおける都市経営の
実践－市民活動・都市内分権・都市圏経営の諸相－』　ほか）
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同（20１7）「KGSt（自治体行政経営センター）～都市経営の理念と
実践を提唱するドイツの都市シンクタンク～」『都市とガバ
ナンス第27号』、日本都市センター

同（20１8）「都市自治体のまちづくりを支援するドイツ都市研究機構
（Difu）」『都市とガバナンス第29号』、日本都市センター

同（2022）「都市行政研究の視点　DX、データ戦略と地方自治の視
点～デジタル主体性自律性（主権）に注目して」『都市とガ
バナンス第37号』、日本都市センター

井手英策	ほか（20１7）『超高齢・人口減少時代に立ち向かう－新た
な公共私の連携と原動力としての自治体－（地域経済財政
システム研究会WG報告書）』、日本都市センター

橘田誠（2020）「公共サービス提供主体の多様化」、『人口減少時代の
都市行政機構（第 6 次市役所事務機構研究会報告書）』、日
本都市センター

総務省（20１4）『地方自治体における行政運営の変容と今後の地方自
治制度改革に関する研究会報告書』

三浦正士（2020）「都市自治体の総合行政と計画行政」、『人口減少時
代の都市行政機構（第 6 次市役所事務機構研究会報告書）』、
日本都市センター
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１　はじめに

本章では、今後迎える多様な政策課題－人口減少、気候変動、デ
ジタル化－などの社会変化に対応していく上で、そのヒントとなる
ドイツの都市自治体と出資団体（Beteiligungen：都市公社等の企業
グループを含む）との戦略的連携のあり方をエネルギー政策と交通
政策を中心に具体的に論じる。ドイツでは、都市自治体は公企業

（公）や私企業（私）などとどのように連携（出資、補助、委託、契
約等）をしているのだろうか。本章ではこうした問題をいくつかの
都市の事例を通じて考察することにする。なお、本章は（公財）日
本都市センターに設置された「総合都市経営研究会」（2019年～2021
年度）における研究報告（中山（2020）、坂本（2021））に負うとこ
ろが大きい。

まず、ドイツでは自治体は実に多様な形態の公法上及び私法上の
組織である出資団体（都市公社を含む）と連携しているが、そのグ
ループ企業に出資（所有）をすることでその政策や事業の多くを実
施させている。しかも、こうした出資（所有）は実に多様な形態を
とっている。

例えば、ブッパータール市1とその都市公社グループ（WSW：ブッ
パータール都市公社）との連携を図3-1-1で見てみよう。具体的に
は、都市自治体（ブッパータール市など）がその子会社である都市
公社（持株会社：ホールディングス）とさらにその傘下の子会社の
グループ企業に出資をしている様子がこの図からうかがえる。こう
した連携は都市自治体から都市公社グループへの出資という点では
最も典型的な形態をとっていると言えるが、WSWに限らずドイツ

1	 ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州に属するルール地方の工業都市
（郡独立市）で人口は約36万人。なお、WSWについては、坂本（2021）を参考
にした。
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の都市公社グループに特徴的なのはエネルギーや水道などの事業を
黒字事業として、交通などの赤字事業として会計を別にしていると
いう点である。具体的には、黒字事業であるエネルギー事業は

「WSW	エネルギー	＆	水	株式会社」が主に担い、赤字事業である交
通事業は「WSW	モービル	有限会社」が主に担っている。

出典：	坂本（2021）、12頁、都市公社ブッパータールHPを基に修正し和訳を付した。

図3-1-1　�ブッパータール市（Wuppertal）とその都市公社（シュタッ
トベルケ）と主なグループ企業の出資関係

さらに、利益の出ない赤字事業にはWSW（ブッパータール都市公
社）が100%を出資している一方、利益の出る黒字事業であるエネル
ギー事業などについては、市からの出資とともに民間事業者からの
出資もまた受け入れている（＝「エンジードイツ株式会社」から「WSW
エネルギー＆水株式会社」への33.1%の出資）。また、WSW（ブッ
パータール都市公社）への出資もまたブッパータール市とエルベ・
ルール－クライス市という複数の自治体によるものである。このよ
うに自治体から都市公社グループへの出資は単線的ものではなく、
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近隣の地方自治体や民間事業者からの出資もまた受け入れているこ
とから広域連携や公民連携という側面も併せ持つことが分かる。

しかも、こうした出資（所有）は実に多様な形態をとっている。
例えば、その他にも、小規模自治体による広域的な都市公社への出
資による経営参加（図3-1-2：都市公社テクレンブルガーラントへの
７ つの自治体（主にドイツ北部のノルトライン・ヴェストファーレ
ン州北部地方の市町村）の出資）2や、複数の自治体が出資する広域
的な都市公社連合（図3-1-3： 6 つの自治体による都市公社連合（北
ヘッセン地方）3を通じた広域連携）の結成による広域的な事業展開
といった形態まである4。

ドイツではこうした多様な出資（所有）形態を通じた都市自治体
と出資団体（都市公社を含む）との連携がこれまでも歴史的に進め
られてきた。都市自治体はこうした多様な形態をとる出資（所有）
によって、一定の配当を得て出資団体の運営費等への補助を最小化
し、都市公社グループの持株会社（ホールディングス）への増資を

2	 本事例の特徴としては、都市公社テクレンブルガーラントを通じて ７ 都市での
共同運営をして13万5,000人をカバーしていること、同社が都市公社オスナブ
リ ュ ッ ク な ど と の 戦 略 的 パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 結 ぶ と と も に、 配 電 網

（4,220km）・ガス導管網（1,220km）・分散型発電所（5,660ヶ所）を有し、従来の
褐炭地域からの脱却を目指していることなどが挙げられる。

3	 本事例の特徴としては、北ヘッセン都市公社連合が2011年設立で参加自治体は
パートナーとして活動していること、同社が北ヘッセン地方の約29万人に安定
した電気・ガス・水の提供、電気は1,300GWhを販売していること、関連会社で
1,100人の雇用が生まれていることなどが挙げられる。

4	 わが国でもドイツの都市公社（Stadtwerke：シュタットベルケ）に関する詳細
な研究が見られるようになっている。本稿の問題意識（自治体の出資団体との連
携という観点）から注目される先行研究としては、諸富（2016）、ラウパッハ

（2019）、ヴッパータール研究所（2018）、国土交通政策研究所（2021）などがあ
る。また、後述するドイツのコンツェルン都市（Konzern	Stadt）に関する先行
研究としては、Linhos（2006）、石川（200７）などがある。なお、ドイツととも
にわが国でも地域新電力をはじめとする日本型シュタットベルケの動向も注目
されるが、本章では紙幅の制約もあることから、都市自治体とその出資団体と
の連携に焦点を絞ることとしたい。
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通じて交通事業のような公益的な赤字事業の財源手当てを必要に応
じて行っている。また、市の政策目的のために出資団体とそのグ
ループ企業へ多様な形態での補助（横断連結による補助、一部の赤
字企業への補助等）も行っている。そして、当然ながらこうした自
治体による出資や補助はその議会での承認を得ることで公共性が担
保される。こうした取組は、都市自治体が多様な政策分野の事業を
組み合わせて総合的に実施するという意味で、本書で述べるところ
の「総合都市経営」の最も代表的な事例だと言えるだろう。

出典：	都市公社テクレンブルガーラントHP、中山（2020）30頁を基に加筆修正
筆者注：	図中の矢印は出資、%は出資比率を示している。

図3-1-2　�７ つの自治体の出資による都市公社（テクレンブルガー
ラント都市公社）を通じた広域連携

わが国でも近年注目されているドイツの都市公社（シュタットベ
ルケ）はその子会社と企業グループ（コンツェルン）を形成するこ
とで、複数の生活基盤インフラ事業を併せ持つことが多いため、例
えば熱供給と電力とガスの複数契約による料金のセット割、これら
事業の料金請求や販売窓口の一本化などなど、地域に密着した独特
の事業展開をしていることが広く観察される。また、ドイツでは公
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道は自治体所有が多いことから、公道の地下部分での共同溝への配
電網やガス管、通信網等の共同設置も広範に行われるようなってい
ることに加えて、地域公共交通（近距離旅客交通）や浴場（温水プー
ル等）などの非営利的ではあるが公益的な事業を運営している。こ
うしたことでも、地域住民の福祉に貢献する公益的なサービスの提
供によって、都市公社はその存在意義を示すのにも大きな成功を収
めているように思われる。

そこで、本章ではドイツの都市自治体と都市公社による戦略的連
携のあり方をエネルギー政策と交通政策を中心に具体的に論じる。
まず、エネルギー政策を基軸にした総合都市経営の取組（ミュンヘ
ン市、フライブルク市）について触れ、次に交通を基軸にした総合
都市経営の取組（フライブルク市）に触れる。その際、ドイツの都
市自治体では「生存配慮」や「コンツェルン都市」などといった都
市経営のコンセプトの下で、エネルギー事業、交通事業、水道事
業、浴場事業、廃棄物事業、都市開発事業（駐車場、住宅地開発等）
などの生活基盤（社会インフラ）を支える多様な事業が総合的に実
施されていることについて触れたい。ドイツではこうした都市経営
のコンセプトが伝統的な政策分野において発展してきたが、今後の
人口減少や気候変動やデジタル化（電子政府化）などの多様で新た
な政策ニーズに対応していく上でも、自治体による新たな戦略的連
携（出資や補助など）のありかたを考えるうえでこれらは多くの示
唆を提供すると考えられるため、あらためて整理しておくこととす
る。
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出典：	北ヘッセン都市公社連合HP、中山（2020）を基に修正の上、和訳を付した。

図3-1-3　�６ つの自治体による北ヘッセン都市公社連合（SUN：
Stadtwerke�Union�Nordhessen�GmbH�&�Co.�KG：北ヘッ
セン都市公社連合�有限合資会社）を通じた広域連携

すでに本書の第 2 章の石川論文においても触れてきたとおり、ド
イツでは伝統的に都市経営のコンセプトが多様な形で議論され、そ
うしたコンセプトのもとで総合的な都市政策が実践されてきた。と
りわけ、「生存配慮」（Daseinsvorsorge）はときに「自治体による生
存配慮」（Kommunale	Daseinsvorsorge＝自治体による現存在配慮
や生活配慮とも訳される）とも表現され、ドイツではこうしたコン
セプトの下で市民生活に不可欠な生活基盤サービス（社会インフラ）
を提供することが自治体の使命と位置づけられており5、それを自治

5	 ドイツ基本法第28条 2 項では「市町村は地域的共同体のすべての事項について法
律の範囲内で自らの責任において規律する権利を保障されなければならない」と
規定され、市町村の自治権（全権限性）が保障されており、エネルギー供給や地
域公共交通の確保などの住民生活を送る上で必要な事業がいわゆる生存配慮の
一環として自治体の任務と解されている。個別法としても、総合的なエネル
ギー政策（既存エネルギー源から再エネへの転換）については、1991年の「電力
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体と出資団体（Beteiligungen）が連携することで担ってきた。具体
的には、エネルギー、交通、上下水道、ごみ処理、プール、買物店
の維持、医療・福祉・教育分野の施設や墓地の運営などを生存配慮
は広く包含する概念であり、地域ごとに、また自治体ごとに定義さ
れて活用されている政策コンセプトでもある。さらに近年は、人口
減少、気候変動、デジタル化といった社会変化に対応する自治体の
生活基盤（社会インフラ）の維持管理と戦略的活用もまた「生存配
慮」（Daseinsvorsorge）というコンセプトの下で議論されており、こ
うした分野ではそうして生まれた施策が現実に実施に移されている。

また、前章で触れたように、ドイツではNPM概念がNSMやKSM
といった独自の政策コンセプトへと進化を遂げていく中で、都市自
治体による行政組織のアウトソーシングの進展とともに、公企業、
私企業、そして民間組織等の制御とコントロールが大きな政策課題
として認識されるようになった6。そうしたなかで、「コンツェルン
都市（Konzern	Stadt）」というコンセプトが登場し、都市自治体が
公企業や私企業、地域組織等のコントロールをあたかも企業のコン
ツェルンのように行うという都市経営の概念として発展してきた7。

供給法」（Stromeinspeisungsgesetz）と2000年以降の数次の「再生可能エネル
ギー法（EEG：Erneuerbare-Energien-Gesetz）」の改正が重要である。また、地
域公共交通の充実については1990年代のいわゆる「解消法（Entflechtungsgesetz）」
と「地域化法（Regionalisierungsgesetz）」という二つの法律によりソーシャル
ミニマムの観点から連邦と州が多額の補助金を毎年交付することで地域公共交
通を充実させるようになっている。

6	 なお、こうした自治体からの出資団体への出資比率は重要な組織であるほど過
半数を占めていることが多い。また、自治体と出資団体との間では人事面の交
流も観察される。加えて、複数の市町村で広域的な業務を行う出資団体（例えば
後述するフライブルク市が出資するバーデノヴァ社）に対しては、複数の自治体
が出資するため 1 つの自治体あたりの出資比率が結果として下がることもある。

7	 なお、「コンツェルン都市（Konzern	Stadt）」は「都市コンツェルン（Stadtkonzern）」
とも呼ばれている。また、これらは人口規模の小さな自治体においても「コン
ツェルン自治体（Konzern	Kommune）」や「自治体コンツェルン」（Kommune	
Konzern）などと表現されることもある。その意味ではこのコンセプトの有効性
は人口規模の大きい地域に限られるものではない。
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そして、本章で扱う「都市公社（シュタットベルケ：Stadtwerke：
以下、SWないしは都市公社と表記）」こそ、これらのコンセプトで
実施される生活基盤（生存配慮）事業の多くを担っている。ドイツ
では都市自治体が都市公社のグループ企業と連携することで、生活
基盤（社会インフラ）に関わる収益事業（営利事業：電気、ガス、
熱供給、上下水道、送配電網の維持等）を実施するとともに、市か
らの補助金とともにそれらで得た収益の一部を多様な公益事業（非
営利事業：地域公共交通、温水プール、図書館、劇場等）にも還元
する形での資金調達もしている。

しかしながら、本章ではこうした都市自治体と都市公社との関係
は「コンツェルン都市」というより包括的な出資関係の中で位置づ
けて把握されるべきであると考えている。例えば、図3-1-4はフラ
イブルク市8と都市公社グループとの出資関係（図中の左側のフライ
ブルク都市公社有限会社（SWF）の企業集団）を含む形で、市によ
る都市公社グループ以外の多様な公企業グループへの出資関係もま
た示している。具体的には、フライブルク市はその直接的かつ間接
的な出資を通じて、「フライブルク廃棄物管理・都市清掃有限会

（ASF）」とも、「フライブルク都市開発有限会社（FSB）」とも、「フ
ライブルク経済・観光・見本市有限合資会社（FWTM）」とも連携

（出資・補助）をしており、これら 4 つの出資企業のそれぞれがその
子会社への出資により企業グループ（コンツェルン）を形成してい
ることがわかる。これにより、都市自治体が実に多様な形態で出資
や補助を通じて全体として「コンツェルン都市」を形成しているこ
とが看取されるのである。実際、フライブルク市はこうした「コン

8	 フライブルク市はドイツ南西部のバーデン・ビュルテンベルク州の人口約24万人
の郡独立市である。なお、通常は「フライブルク（ブライスガウ地方）：“Freiburg	
im	Breisgau”）」と表記されるが、本章ではフライブルク市と簡潔に表記するこ
ととする。
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ツェルン都市」というコンセプトを総合的な都市経営の理念として
前面に打ち出している9。そして、本章の後段で述べるように、こう
した視点はエネルギー政策や交通政策における都市自治体とその出
資団体との連携を具体的に見る上でもより一層重要となる。という
のも、フライブルク市では、市財政局（Stadtkämmerei）が統括す
る「都市公社グループ」（SWF）（エネルギー、交通などの事業を実
施）と市園芸土木局（Garten-	und	Tiefbauamt）が統括する「都市
開発公社グループ」（FSB）（都市開発事業を実施）との連携がとり
わけ重要と考えられるためである。

以上、本節ではドイツにおける都市経営のコンセプト（「生存配
慮」、「コンツェルン都市」、「シュタットベルケ（都市公社）」）を整
理したうえで、フライブルク市を例に「コンツェルン都市」の具体
的なあり方を見てきた。以下では、これらを意識しつつ、主にエネ
ルギー政策や交通政策を実践するドイツの都市自治体と都市公社の
連携を具体的に考察していくこととしたい。

9	 例えば、フライブルク市HP「Töchter	und	Beteiligungen	der	Stadt	Freiburg（フ
ライブルク市の子会社と出資団体）」（https://www.freiburg.de/pb/206480.html）
では「Konzern	Stadt	Freiburg（コンツェルン都市フライブルク）」の詳細は毎
年の「出資団体報告書」を参照されたいとの指摘がある。また、別の同市のHP

「Erklärvideos	zum	Haushalt（財政に関する説明動画）」（https://www.freiburg.
de/pb/1913960.html）では、「Konzern	Stadt	Freiburg（コンツェルン都市フラ
イブルク）」の概要が分かる動画を視聴することもできる（ともに2022年10月 5
日最終閲覧）。
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出典：	フライブルク市財政局（2021）「出資団体報告書」、 9 頁を基に筆者作成
筆者注：	図中の%は市またはその子会社（それぞれの企業グループの親会社）からの

出資比率を示している。	 	
太線は市による直接出資、細線は市の子会社による（グループ企業への）間
接出資を表している。

図3-1-4　�フライブルク市による出資団体（主に都市公社グループ、
都市開発公社グループ等）への出資の概要（2020年12月31
日時点）

２　ドイツにおけるエネルギーを基軸にした 
総合都市経営 

（ミュンヘン市、フライブルク市を中心に）

ドイツでは再生可能エネルギーの導入や省エネ、エネルギー利用
の高効率化（コジェネレーション等）をはじめとする脱炭素化（温
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室効果ガスの排出量削減）に向けた取組が急速に進んでいる。ドイ
ツでは1990年代よりこうした取組を進めてきたが、とりわけ連邦政
府による2010年の「エネルギー政策大綱（エネルギーコンセプト：
Enerigiekonzept	der	Bundesregierung）」では2050年までに温室効
果ガスの排出量の目標値を1990年比でマイナス80%～95%とし、エネ
ルギー消費における再エネの割合も1990年比で最低80%とすることと
されたが、2019年の「連邦気候保護法（Bundes-Klimaschutzgesetz）」
では、さらに2050年までにドイツを気候中立化することを目指し、
温室効果ガスの排出量を2030年までに1990年比で55%削減すること
を定めた。これによりドイツは気候保護目標を拘束力のある法律で
定めた最初の国となったが、より重要なことはこの法律においては
政策部門ごとにCO2排出量の上限を定め、「電力（生産）」、「産業」、

「建物」、「交通」、「農林業」、「廃棄物処理業等」という 6 つの分野に
おける年間の目標排出量の維持に連邦各省が努めるよう義務づけら
れた点である10。

この点が重要なのは、こうした政策が気候保護政策（環境政策）
であると同時に、経済成長を促進する産業構造のグリーン化（脱炭
素化）への転換を伴う経済政策でもあり、その意味では総合的なエ
ネルギー政策であるという点である。こうした施策を通じて、ドイ
ツのみならずデンマークやスウェーデンをはじめとする欧州諸国は
経済成長と温室効果ガス排出削減の同時達成（デカップリング）を
さらに推し進めつつある11。後述するように、ドイツではこうした

10	 しかも、この法律では独立した審議会を設けて達成状況を監視し、必要に応じ
て迅速に対応する仕組みも定められた。

11	 欧州諸国の経済成長と温室効果ガス排出削減の同時達成（デカップリング）の動
向の詳細については、諸富徹（2021）「「グリーン成長戦略」に何が足りないの
か」（京都大学再生可能エネルギー経済学講座HPコラムNo.230）（https://www.
econ.kyoto-u.ac.jp/renewable_energy/stage2/contents/column0230.html）（2022
年 9 月22日最終閲覧）などが参考になる。
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総合的なエネルギー政策が、国レベルのみならず自治体レベルでも
施策として意識され展開されていることに注意を喚起したい。

出典：	BMU	（Bundesministerium	für	Umwelt,	Naturschutz	und	Nukleare	Sicherheit）	
（2021）	Klimaschutzbericht 2021、p.11を基に修正し和訳を付した。

図3-2-1　�温室効果ガス排出量の実績値と目標値��
（2020年までの推移と2050年までの目標値）

さて、ドイツではその後もパリ協定の発効など世界的な気候保護
の機運の高まりを背景に、CO2削減目標をさらに引き上げてきた。
例えば、2021年 5 月の気候保護法の改正では、2019年の1990年比の
CO2	削減目標を2030年で（55%から）65%とし、2040年には88%、
CO2ニュートラルの達成時期を（2050年から）2045年へと前倒しし
た。その後の2021年 8 月の気候保護法第 1 次改正法でも、これらの
目標が維持されるとともに2050年以降はCO2の吸収が排出を上回る

「CO2マイナス」を目指すとされた。なお、この法改正では2031年か
ら2040年までの各年について具体的な削減目標値が定められたほ
か、森林活性化など土地利用の改善を通じたCO2吸収効果の向上に

Copyright 2023 The Authors. Copyright 2023 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



74

第Ⅱ部　総合都市経営の多様性

ついても新たに目標値が設定された。これらの取組の結果、ドイツ
では2045年までに気候中立化することを目指し、温室効果ガスの排
出量を2030年までには1990年比で65%削減することが法律で定めら
れている。こうした目標値が設定されたことで、ドイツでは再生可
能エネルギーなどの利用拡大によるエネルギー転換がより急速に取
り組まれてきた12。

こうした取組の結果について、ドイツ連邦環境・自然保護・原子
力安全省（BMU）の2021年の「気候保護報告」（Klimaschutzbericht	
2021）で確認すると（図3-2-1を参照）、1990年から2020年にかけてド
イツの温室効果ガス排出量は1990年比で40.8%減少しており、2010
年の「エネルギー政策大綱」で設定されていた「2020年までに温室
効果ガス排出量を40%削減」という目標はすでに達成されているこ
とがわかる。加えて、従来までゼロエミッションの目標年としてい
た2050年を前倒しし、2045年にはこれを達成し、2050年には全体で
温室効果ガス排出量のマイナス化が目指されていることがこの図か
らも確認することができる13。

12	 これらの経緯についての詳細は以下のサイトが参考になる。c.f,	ドレスデン情報
ファイルホームページ「ドイツの環境・エネルギー政策」（https://www.de-info.
net/kiso/atomdata11.html）（2022年 9 月13日最終閲覧）。

13	 なお、この報告書によれば、2020年度の温室効果ガス排出量の抑制分がドイツ
で過去最大となったが、その約 3 分の 1 が新型コロナの蔓延による影響による
ものではないかとのことである（同書、10頁）。
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出典：	BMU	（2021）,	Klimaschutzbericht 2021、12頁を基に修正し和訳を付した。

図3-2-2　�エネルギー源（再エネ、石油、原子力、天然ガス等）別総
発電量の推移（1990年～2020年：左図）、再生可能エネル
ギーに占める各部門（陸上風力、太陽光、バイオマス等）
の割合（2020年：右図、単位：%）

また、この図3-2-1からは、国レベルで「電力（生産）」、「産業」、
「建物」、「交通」、「農林業」、「廃棄物処理業等」の 6 つの分野におけ
る年間の温室効果ガス排出量の削減が総合的に取り組まれているこ
ともうかがえる。その結果、後述するミュンヘン市やフライブルク
市などのように、こうした政府の動きに合わせて2050年の温室効果
ガス排出量ゼロという目標を前倒ししたり、気候保護政策としてエ
ネルギー政策や交通政策に総合的に取り組む自治体もまた見られる
ようになっている。

ドイツではこうした脱炭素に向けた取組が進む中で、そのための
再生可能エネルギーの導入もまた急速に進んでいる。図3-2-2でエ
ネルギー源別総発電量の推移（1990年～2020年）を見ると、近年に
なるほど再生可能エネルギーによる発電量、特に風力と太陽光の発
電量が大きく伸びていることがわかる。ドイツでは2020年までの自
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然エネルギー電力の拡大目標を総電力消費量の少なくとも40%と定
めていたが、2022年 ７ 月に改正された「再生可能エネルギー法

（EEG	2023）」では、2030年の自然エネルギー電力の拡大目標を総電
力消費量の少なくとも80%と定めており、2050年のカーボンニュー
トラルに向けた取組を加速させている14。さらにここで注目すべき
ことは、こうした動きが経済安全保障上の対応（例えば、ロシア産
天然ガス供給の急減や天然ガスや原油などの 1 次エネルギー価格の
急上昇への対応）という中長期的な観点からも進められているとい
う点である15。

14	 この点、再エネを重視するドイツの取組と原子力を重視するフランスの取組は
対照的に見えるが、すでにEUでは原子力や天然ガスも脱炭素化に向けた移行期
のエネルギー源として位置づけられている。

15	 この点については、例えば連邦政府のハーベック連邦経済・気候保護大臣は、昨
今の世界情勢の緊迫を視野に入れて「エネルギー政策は安全保障政策である」と
いう姿勢を明確にし、「エネルギー自立を強化することは安全保障を強化するこ
と」であるとして、「欧州レベルでエネルギー転換を推進する必要があり、再生
可能エネルギーの拡大は国内とヨーロッパの安全保障の問題である」という発言
をしている。c.f,	Habeck	bei	Sonder-Energieministerrat	 in	Brüssel	28.02.2022	
-PRESSEMITTEILUNG	-Europäische	und	internationale	Energiepolitik（https://
www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/02/20220228-habeck-
bei-sonder-energieministerrat-in-bruessel.html%E3%80%80）（2022年 9 月13日最
終閲覧）。
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出典：	連 邦 経 済 環 境 保 護 省 HP	“Zeitreihen	zur	Entwicklung	der	erneuerbaren	
Energien	in	Deutschland（ドイツにおける再生可能エネルギーの推移）”	（https://
www.erneuerbare-energien.de/EE/Navigation/DE/Service/Erneuerbare_
Energien_in_Zahlen/Zeitreihen/zeitreihen.html）（2022年10月 6 日最終閲覧）
を基に修正し和訳を付した。

図3-2-3　�ドイツの部門別（電気、熱、交通）の再生可能エネルギー
の割合（1990-2021）※2022年 2 月時点

他方、図3-2-3は、ドイツの電気・熱・交通の各部門別の再生エネ
化の割合を時系列でみたグラフである。このグラフからは、電力

（電気）の再エネ化の割合は急速に伸びて 4 割を超えている一方で、
熱（Warme	und	Kälte）部門では16%程度、交通（Verkehr）部門
では ７ %程度であり、こうした熱部門および交通部門における再エ
ネ化がドイツのエネルギー政策の今後の課題であることがわかる。
なお、デンマークをはじめとする北欧諸国では、地熱供給プラント
の大量建設などによって熱部門の再エネ化とともに、電気自動車の
大量導入などにより交通部門の再エネ化もまた急速に推し進められ
ている。もっとも、ドイツにおいてもこれらの分野でのセクター
カップリング（電気、熱、交通の部門の間のエネルギーの相互変換
と相互融通）とデジタル化の進行で余剰電力をうまく使うことでコ
ストダウンさせる良い展開が期待されている。電気も熱も交通もそ
の100%を再エネで賄うという理念の実現はどの国にとってもけっ
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して容易ではないが、ドイツではこれまでも当初の目標を前倒しし
て急速にその取組を進めてきたという点が重要であろう。

そして、こうしたエネルギー政策の担い手として、ドイツでは都
市自治体と都市公社との戦略的連携が大きな役割を果たしている。
とりわけ、ドイツでは都市自治体が出資する都市公社グループの各
企業を通じて、電気、ガス、熱供給、交通、通信といった複数の生
活インフラ事業を総合的に管理し、また活用することによって、再
生可能エネルギーの導入推進をはじめとしたカーボンニュートラル
に向けた取組の担い手と目されるようになっている16。すでに第 1
章で述べたように、今後は欧州諸国をはじめとして、どの国におい
ても電気や熱などのエネルギー事業と交通事業（例：自動車や公共
交通機関の再エネ電源化による電動化）や通信事業（例：デジタル
技術による電気部門や熱部門における相互の需給調整）などの他の
政策分野の事業との戦略的な連携が自治体には多様な形で求められ
てくるだろう。それはドイツの都市自治体においても例外ではない。

もっとも、一口にエネルギー事業といっても、狭義の部門（セク
ター）としては「電気」「熱」「交通」に一応は分類されるものの、
より広義の環境政策を意識したエネルギー政策として自治体は「再
エネ」と同時に「省エネ」や「（エネルギー使用の）高効率化」に取
り組むとともに、「モビリティ（広義の交通）」や「商工業」の脱炭
素化などにも総合的に取り組むようになっている。本章で扱うドイ
ツの都市自治体と都市公社はそのグループ企業を通じて多様なエネ
ルギー事業（＝電気（発電・小売）、ガス（小売）、熱供給（熱導管

16	 なお、わが国でも古くは「環境モデル都市」、近年でも「SDGs未来都市」や「カー
ボンゼロシティ宣言」を地方自治体が理念として掲げるようになっており、国は
これらの認定や指定を通じてそうした動きを支援してきた（例えば「カーボンゼ
ロシティ宣言」の詳細については、以下のURLを参照されたい。環境省HP「地
方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況」（https://www.
env.go.jp/policy/zerocarbon.html）（2022年 8 月30日最終閲覧））。
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の管理を含む）、送配電（送配電網の維持管理を含む）、ガス管の維
持管理など）、交通事業などを管理・活用しているが、これによって
事業間の相乗効果ももたらされている。例えば、狭義のエネルギー
事業については、熱電併給（コジェネレーション）の推進はもちろ
んのこと、将来的にはデジタル化を通じたセクターカップリング

（電気、熱、交通の部門の間のエネルギーの相互変換と相互融通）が
目指されている。他方、こうした「再エネ」の取組と同時に、「省エ
ネ」と「（エネルギー使用の）高効率化」の取組、さらには「モビリ
ティ（広義の交通）」や「商工業」の脱炭素化などの取組を総合的に
推進することが脱炭素社会を実現していくうえでは必須とみなされ
るようになっている。

そこで、以下では「電気」「熱」「交通」の再エネ化で先端的な取
組を行うミュンヘン市、「省エネ」「再エネ」「（エネルギー使用の）
高効率化」「交通（モビリティ）」などの総合的な取組を先駆的に実
施してきたフライブルク市を扱うことで、ドイツにおける都市自治
体と都市公社の戦略的連携を総合都市経営の事例として考察するこ
とにしたい。

３　ミュンヘン市の取組 
（市とミュンヘン都市公社（SWM）、 

ミュンヘン交通公社（MVG）との連携）

これまでドイツのエネルギー政策を概観してきたが、こうした動
きを踏まえてもなお、ミュンヘン市（バイエルン州の州都）とミュ
ンヘン都市公社（以下ではSWMと略す）の取組は先駆的と言えるだ
ろう。まず、ミュンヘン市とその子会社の都市公社グループ企業と
の出資構造を図3-3-1で整理しておくと、エネルギー事業の一部は
SWM供給有限会社とSWMインフラ有限合資会社などの複数のグ
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ループ企業が担っており、交通事業はミュンヘン交通公社（MVG）
が主に担っている。これらは市と委託契約やコンセッション契約な
どを締結することにより、SWM供給有限会社やSWMインフラ有限
合資会社などのグループ企業は市よりエネルギー事業の一部（送配
電網やガス管の維持管理等）を委託され、ミュンヘン交通公社

（MVG）は市より交通事業を委託され、市からの出資と補助をうけ
ながらそれぞれ市と連携して事業を実施している。また、図3-3-1
の市の子会社（都市公社（SWM）のグループの企業）のそれぞれ
が、市の直接的かつ間接的な出資を通じてそれらの企業集団を形成
しており、さきのフライブルク市と同様に「コンツェルン都市」を
形成している。

さて、次にミュンヘン市のエネルギー政策について見ていくと、
市は2030年までにCO2排出量を1990年比で50%削減することを温暖
化防止（気候保護）政策の目標に掲げてきたが、こうした市の政策
を反映してその子会社のSWMとそのグループ企業は大幅な再生可
能エネルギーの増産に取り組んできた。その目標の一つが、2025年
までに一年の電力供給量である７5億キロワット時（kWh）を、自社
の再エネ設備で生産するというものである。そこには産業の電力消
費量も含まれるため、この目標が達成されれば、人口100万人を擁
する都市としては世界初の例になるという17。

17	 滝川薫（2015）「ドイツ、ミュンヘン：都市公社が全世帯の電力消費量を再エネ
で生産」新農林社『新エネルギー新聞』（2015年 6 月29日付	第29号）。人口が約
150万人の都市ミュンヘンでは、市が100%出資（所有）するミュンヘン都市公社

（SWM）がそのグループ企業を通じて、電力・地域暖房・ガスといったエネル
ギーの供給や、水道・地域公共交通の供給を行っている。SWMは都市公社と
いっても、8,000人の従業員を抱える大企業でもあり、ドイツでは電力会社とし
ても 5 番目の規模を持つ。このSWMは2014年 5 月にはミュンヘン市の全世帯

（80万世帯）と、トラム・地下鉄の電力消費量を合わせた20億キロワット時を、
自社で所有する再エネ発電設備で生産できるようになったことを発表した。
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出典：	ミュンヘン都市公社（Stadtwerke	München）HP（https://www.swm.de/
stadtwerke-muenchen）（2022年 8 月30日最終閲覧）をもとに筆者作成。

図3-3-1　�ミュンヘン市とその都市公社（SWM）とそのグループの
子会社のコンツェルン構造（出資構造）

これを部門別にみれば、SWMは「電気」に関しては2015年に全家
計および公共交通部門（地下鉄、トラム）の電源の再エネ100%化を
すでに達成しており、2025年までには市内の全需要のできるだけ多
くを再生可能エネルギーでまかなうことを目標としている18。また、

「熱」に関しては遅くとも2040年までに市の地域熱供給の需要をCO2

ニュートラルにするという目標（「地域熱供給ビジョン（2012）」で
設定）を維持し続けており、「交通」に関してはE-BUSの導入や自家
用車の電化を進め、2030年までにはその７5%を、2035年までには全
てのバスや事業所の電源を再生可能エネルギーで賄うことを目標と
している（図3-3-2を参照）。

18	 Stadtwerke	München	（2021）,	Nachhaltigkeitsbericht 2021,	p.2.
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出典：	Stadtwerke	München	（2021）	“Nachhaltigkeitsbericht 2021”,	p.2及びその和訳。

図3-3-2　ミュンヘン都市公社（SWM）の気候中立に向けた取組

ミュンヘン市では、こうした目標を達成するために、ミュンヘン
都市公社（SWM）とそのグループ企業と連携をすることで、広くド
イツ国内外で風力発電施設（洋上風力、陸上風力ともに）への出資
と建設を進めるとともに（図3-3-3、図3-3-4を参照）、ミュンヘン市
の内外で地熱発電所（地熱CHP等）の建設を急速に進めている（図
3-3-5、図3-3-6を参照）。SWMはこうした再エネ電力の増産にあた
り、太陽光・太陽熱・水力・地熱・バイオマス・風力による発電設
備をヨーロッパ全土に所有する戦略を採っているが、国内外の陸上
風力設備の購入に特に力を入れている19。これは陸上風力が再エネ
の中で最も安いコストで発電できる技術であるためであるが、ドイ

19	 滝川薫（2015）「ドイツ、ミュンヘン：都市公社が全世帯の電力消費量を再エネ
で生産」新農林社『新エネルギー新聞』（2015年 6 月29日付	第29号）。
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ツ全土で100基の風車を所有するほか、フランス、ポーランド、ス
ウェーデンといった近隣諸国にも風車を所有している。また、洋上
風力にも進出しており、北ドイツとイギリスで 4 か所の洋上ウィン
ドパークに出資しているという20。

加えて、ミュンヘン都市公社（SWM）はその子会社であるミュン
ヘン交通公社（MVG：Münchner	Verkehrsgesellschaft）を通じて
交通機関（バス、トラム、鉄道等）の再エネ化を進めており、2030
年までにはその７5%の電源を再生可能エネルギーで賄うことを目標
としている（図3-3-７、図3-3-8を参照）。

ここで重要な点は、エネルギー政策の一部はミュンヘン市が出資
するその子会社の都市公社（SWM）と主に連携して推進する一方、
交通政策はSWMの子会社であるミュンヘン交通公社（MVG）と主
に連携をすることで進めているという点である。より具体的には、
図3-3-1にもあるように、エネルギー事業の一部は都市公社（SWM）
の子会社であるSWM供給会社やSWMインフラ会社（有限合資会社）
などの複数のグループ企業が主に担っており、交通事業は同じく都
市公社（SWM）の子会社であるミュンヘン交通公社（MVG）が主
に担っている。

20	 同上。
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出典：	中山（2020）26頁、press@swm.de

図3-3-3　ミュンヘン都市公社（SWM）による電気の再エネ化

出典：	Stadtwerke	München	（2021）,	Nachhaltigkeitsbericht 2021,	p.32及びその和訳。

図3-3-4　�ミュンヘン都市公社（SWM）が出資する国内外の発電所
の分布

Copyright 2023 The Authors. Copyright 2023 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



85

第 3 章　ドイツの総合都市経営

出典：	中山（2020）2７頁、press@swm.de

図3-3-5　ミュンヘン都市公社（SWM）による熱供給の再エネ化

出典：	Stadtwerke	München	（2021）,	Nachhaltigkeitsbericht 2021,	p.33及びその和訳。

図3-3-6　ミュンヘン都市公社（SWM）による各種発電所の分布状況
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出典：	Stadtwerke	München	HP（https://www.swm.de/elektromobilitaet）（2022年
8 月30日最終閲覧）及びその和訳。

図3-3-7　�ミュンヘン都市公社（SWM）の子会社・ミュンヘン交通
公社（MVG）による公共交通機関の再エネ電動化

出典：	Stadtwerke	München	（2021）,	Nachhaltigkeitsbericht 2021,	p.21.

図3-3-8　�ミュンヘン都市公社の子会社・ミュンヘン交通公社（MVG）
が運行する公共交通機関（トラム、バス、地下鉄）
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４　フライブルク市の取組 
（市と都市公社グループ企業（バーデノヴァ社、 

フライブルク交通公社）との連携）

前節では「電気」「熱」「交通」の再エネ化を急速に進めるミュン
ヘン市の取組を見てきたが、本節では「再エネ」のみならず「省エ
ネ」や「（エネルギー使用の）高効率化」から「交通（モビリティ）」
まで総合的な取組が見られるフライブルク市の事例を扱うことで、
ドイツにおける都市自治体と都市公社の連携のあり方を考察するこ
とにしたい。フライブルク市の取組で重要な点は、エネルギー政策
の一部についてはフライブルク市と市が出資するその子会社の都市
公社のグループ企業であるバーデノヴァ社（badenova	AG	&	Co.	
KG）と連携して進める一方、交通政策について市は同じく出資する
都市公社のグループ企業であるフライブルク交通公社（VAG）と連
携をすることで進めているという点である。より具体的には、図
3-4-1にもあるように市は都市公社ホールディングス（持株会社）と
いう子会社を通じてこれらに出資しており、エネルギー事業の一部
はバーデノヴァ社が主に担い、交通事業はフライブルク交通公社

（VAG：Freiburger	Verkehrs	AG）が主に担っている。市と委託契
約やコンセッション契約などを締結することにより、バーデノヴァ
社は市よりエネルギー事業の一部（送配電網、ガス管の維持管理な
ど）と水道事業を委託されて、フライブルク交通公社（VAG）は市
より交通事業（主に近距離旅客交通）を委託されて、市からの出資
と補助をうけながらそれぞれ市と連携して事業を実施している。
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出典：	フライブルク市HPおよび諸富（2016）を基に加筆修正
筆者注：	図中の%は市またはその子会社（それぞれの企業グループの親会社）からの

出資比率を示している。	 	
太線は市による直接出資、細線は市の子会社による（グループ企業への）間
接出資を表している。

図3-4-1　�フライブルク市と都市公社（シュタットベルケ）とそのグ
ループ企業の出資関係

まず、エネルギー政策について見ていく。さきに触れた連邦政府
のエネルギー政策と同様、フライブルク市のエネルギー政策もまた
その環境政策と分かちがたく結びついている。前節で扱ったミュン
ヘン市とその都市公社の取組とはまた別の意味において、フライブ
ルク市とフライブルク都市公社の取組もまた先端的である。という
のも、フライブルク市は、2019年に住民参加を経て作成された「気
候保護コンセプト」（Klimaschutzkonzept	2019）を決定することに
より2030年までにCO2排出量を1992年比で一人当たり60%削減する
ことで、2050年までにはカーボンニュートラル（気候中立）を達成
するという目標を設定していたが（図3-4-2を参照）、その後の2021
年に連邦政府とバーデン・ヴュルテンベルク州が設定した温室効果
ガス排出量削減目標の修正を踏まえて、それらが実際に実施されて
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それらの目標が達成された場合には、フライブルク市は早ければ
2035年までにカーボンニュートラルを実現するという野心的な目標
を掲げているためである21。

出典：	City	of	Freiburg	im	Breisgau,	Department	for	the	Environment,	Youth,	Schools	
and	Education	Environmental	Protection	Office	（2019）	“Environmental and 
climate protection in Freiburg”,	p.10を元に加筆修正の上、和訳を付した。

筆者注：	この図では交通部門とエネルギー部門のCO2排出量削減の実績値と目標値と
が描かれている。

図3-4-2　�フライブルク市の気候中立（一人当たりCO2排出量の削減）
に向けた取組（2019年時点）

そもそもフライブルク市が全市を挙げてエネルギー政策に取り
組むようになったきっかけは、19７0年代の原子力発電所建設反対
運動であったが 22、その後の1986年10月に市によって住民参画を
経てまとめられた「地域エネルギー供給コンセプト」（Das	lokale	

21	 この点についての詳細は、例えば以下の市HPをご参照されたい。フライブルク
市HP	“Freiburg	2050	Auf	dem	Weg	zur	klimaneutralen	Kommune”、（https://
www.freiburg.de/pb/1163661.html）（2022年 9 月13日最終閲覧）。

22	 当時のドイツは、戦後の経済成長とともに急増する電力需要を賄うために原子
力発電の積極的推進を掲げ、その一環として19７3年にフライブルク市の北西に
あるライン川沿いの村ヴィール（Wyhl）に原子力発電所の建設計画が持ち上がっ
たとき時に住民が原発反対の声を上げたことがその大きな端緒と言われている。
この間の事情の詳細は以下の文献を参照されたい。飛田（2009）、140～141頁。
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Energieversorgungskonzept）は、こうした原発推進政策に対する
カウンタープランであったとともに、その後のフライブルク市のエ
ネルギー政策と気候保護政策の基本ともなり、今日でもフライブル
ク市の総合的な「エネルギー政策の三本柱」（ 3 つの重点分野）とし
ても知られており（図3-4-3を参照）、現在でも市のホームページや
議会資料や報告書などで見ることができる23。

こうしたフライブルク市の総合的な「地域エネルギー供給コンセ
プト」は、①～③の 3 つの柱から構成されている。このコンセプト
の意味するところは、持続可能なエネルギーの供給と脱炭素化によ
る気候保護とを実現していくには、まずは①「省エネルギー（の推
進）：断熱、低エネルギー建築、パッシブハウス、節電」の取組に
よってエネルギー使用そのものの総量を減少させた上で、②「再生
可能エネルギー源（の促進）：太陽エネルギー、バイオマス、水力、
風力、地熱エネルギー」とともに③「高効率なエネルギー技術（の
導入）：高効率化技術熱電併給（コジェネレーション）、ブロック型
火力発電所、長・短距離エネルギー（供給）」の取組を進めること
で、既存のエネルギーを高効率で使用するための取組もまた同時に
実施する必要があるということである。

23	 例えば、以下の市のHPにおいても、エネルギー政策と気候保護の 3 つの重点分
野としてこうした考え方が看取される。c.f,	フライブルク市HP	“Auf	dem	Weg	
zu	einer	nachhaltigen	Stadt	Umweltpolitik	in	der	Green	City	Freiburg”	（https://
www.freiburg.de/pb/232７53.html）（2022年 9 月13日最終閲覧）
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出典：	ディーター・ヴェルナー（2011）「持続可能な都市を目指して：フライブルク
市のカーボンニュートラルな都市開発」低炭素都市推進協議会（内閣官房	地
域活性化統合事務局）『低炭素都市推進国際会議in京都』（ 8 頁）を元に加筆修
正して番号を付した。

図3-4-3　�フライブルク市のエネルギー政策の三本柱（エネルギー
供給コンセプトによる 3つの政策分野）

出典：	市HP	“Klimaschutzkonzept	2019”（https://www.freiburg.de/pb/1193584.html、
2022年10月6日最終閲覧）、Öko-Institut（2019）,	Fortschreibung Klimaschutzkonzept 
Freiburg – 2018、p.24などを元に加筆修正して番号と和訳を付した。

図3-4-4　�フライブルク市の「気候保護コンセプト」の ６つの行動分野
（エネルギー分野（①～③）を含む）
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①気候変動に配慮した建築物、都市計画、行政
（＝図3-4-3の省エネ（①）に該当：公私に渡る建築物の断熱改築、
低エネルギー建築への改築、パッシブハウス化、節電の推進）

②持続可能な熱供給
（＝図3-4-3の高効率化技術（③）に該当：高効率化技術熱電併給
（コジェネレーション）、ブロック型火力発電所、長・短距離エネ
ルギー（供給）の推進等）

③再生可能エネルギー
（＝図3-4-3の再エネ（②）に該当：太陽エネルギー、バイオマス、
水力、風力、地熱エネルギー）

④CO2	-フリーモビリティ
（＝CO2を排出しない徒歩・自転車・公共交通機関の利用推進：自
転車専用道やパークアンドライド拠点の整備等）

⑤気候変動に配慮したライフスタイル
（＝食生活・交通・住宅などのエネルギー消費の削減に向けた生活
上の行動変容）

⑥商工業
（＝商工業部門の脱炭素化（＝図3-4-3の①②③に該当））

さらに、ここで重要なことは、こうしたフライブルク市の総合的
な「エネルギー供給コンセプト」の考え方は、その後の市のエネル
ギーと気候保護（環境）の統合的な政策の基本となって今日まで発
展的に継承されているという点である。例えば、市の「気候保護コ
ンセプト2019」（Klimaschutzkonzept	2019）において、新たな項目
の追加とともに市のこうしたエネルギーコンセプトの基本的な考え
方が継承されている。この点について、図3-4-4でフライブルク市
の「気候保護コンセプト2019」における温暖化防止のための 6 つの
行動分野（エネルギー分野を包む）を意味するアイコンを示すとと
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もに、ここでは①から⑥という記号を付して簡単な説明を付した
（※これらのアイコン説明は市HPをもとに筆者が付している）。

端的に言えば、この「気候保護コンセプト」では従来までの政策
分野である省エネ・再エネ・エネルギーの高効率化（①～③）とと
もに、⑥「商工業」（＝商工業部門の脱炭素化）や⑤「気候変動に配
慮したライフスタイル」（＝食生活・交通・住宅などのエネルギー消
費の削減に向けた生活上の行動変容）とともに、④「CO2	-フリー
モビリティ（交通）」という分野もまた追加されていることがわか
る24。今日では、エネルギー事業の一部は主にバーデノヴァ社への
委託を行っていることなどの事情から、エネルギー政策のみのコン
セプトは策定されていないが、このようにフライブルク市のエネル
ギー政策はその環境政策（気候保護コンセプト）の中で位置づけら
れており、しかも交通政策もまたこの中で位置づけられている。こ
れらは相互に深く結びついており、現在でも同市ではこうした分野
別に具体的な行動目標が設定され、気候保護という環境政策の一環
としてエネルギー政策や交通政策もまた総合的に進められているこ
とがこうしたことからうかがえる。

すでに述べたように、エネルギー事業についてフライブルク市は
都市公社ホールディングス（持株会社）という会社を通じてその子
会社のバーデノヴァ社に出資をしており、また必要に応じて補助も
行うことで連携をしながら進めてきた。例えば、フライブルク市は
その太陽光発電・貯蔵施設の設置推進（公共施設や個人住宅への太
陽光施設の設置・補助等）をはじめとする再生可能エネルギーに関す
る先端的な取組で従来からソーラーシティや環境首都などとして国
際的にも知られてきたが、近年もさらに興味深い取組を進めている。

例えば、図3-4-5にあるように、バーデノヴァ社は市とフラウン

24	 Öko-Institut	（2019）,	Fortschreibung Klimaschutzkonzept Freiburg – 2018,	p.24.
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ホーファー研究所（Fraunhofer	Institute	for	Solar	Energy	Systems	
ISE）と連携し、フライブルク市の新市庁舎を完成させ、201７年11
月より稼働させている。この建物が画期的だったのは、 1 年間に消
費するエネルギーよりも多くのエネルギーを生成する世界初のプラ
スエネルギーハウスの公共建築物であったという点である。このフ
ライブルクのプラスエネルギーハウスは、暖房、冷房、換気、照明
などに必要なエネルギーよりも多くのエネルギーを太陽光発電（建
物の外観と屋根にある約800枚のソーラーパネル）と水力発電で生成
しており、新市庁舎のエネルギー需要を賄うとともに余剰エネル
ギーは送電網へと供給される仕組みとなっている。（なお、今後も
市はこうしたプラスエネルギーハウスの公共施設を複数建設してい
く予定である。）

出典：	フライブルク市、市観光経済見本市公社「グリーンシティフライブルク－持続
可能性への道－」（Green City Freiburg - Wege zur Nachhaltigkeit）（https://
greencity.freiburg.de/pb/14７5868.html）（2022年10月 5 日最終閲覧）を基に加
筆修正した。

図3-4-5　�市とバーデノヴァ社が出資して新設したフライブルク市の
新市庁舎（ステュリンガー地区）
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また、図3-4-6にあるように、バーデノヴァ社はフライブルク市
内の多くの建物（特に公共施設）の屋根の太陽光発電施設を設置し
てきた。具体的には、図3-4-6の左上から、ヨーロッパパークスタ
ジアムの屋根に設置された太陽光発電施設、グートロイトマッテン
住宅地の太陽熱エネルギー施設、軍の旧弾薬庫の屋根への太陽光発
電施設の設置、アイヒェルブック屋外太陽光発電所（＝廃棄物処理
場の屋根やゴミの埋立地の外壁に太陽光発電施設を設置）、ソー
ラーパネル付き屋根の刑務所、ソーラースタジアムSCフライブル
ク（＝FCフライブルクのサッカー場（バーデノヴァスタジアム）の
屋根に太陽光発電施設を設置）、ソーラーユニ（＝フライブルク大学
の施設の屋根に太陽光発電施設を設置）などである。そして、こう
した取組はさきの市の「気候保護コンセプト」における「③再生可
能エネルギー」にかかる取組であると同時に、「①気候変動に配慮し
た建築物、都市計画、行政（＝公私に渡る建築物の断熱改築、低エ
ネルギー建築への改築、パッシブハウス化、節電の推進）」にかかる
取組でもあろう。

また、市はバーデノヴァ社とともに地域熱供給事業（＝さきの気
候保護コンセプトの②に該当、高効率化技術熱電併給（コジェネ
レーション）の推進等）の拡大にも力を入れており、図3-4-７にある
ように市域で熱電併給プラントが急速に整備された結果として13箇
所にまで増えており、フライブルク市の熱供給における地域暖房の
シェアは2014年には約1７%となっている25。

こうした取組の結果、フライブルク市の再生可能エネルギーによ
る 年 間 発 電 量 は、2005年 か ら2018年 の 間 に21.７GWh/ 年 か ら
７７.8GWh/年にまで大幅に増加してきている（図3-4-8）。ただし、そ
の総使用電力における再生可能エネルギーの割合は約 8 %（2018年）

25	 Öko-Institut	（2019）,	Fortschreibung Klimaschutzkonzept Freiburg – 2018,	p.35.
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ほどとまだ低く、加えてフライブルク市のみで再生可能エネルギー
の施設を大幅に増設することは市内の自然環境保護や景観保護との
兼ね合いで困難であることから、市とエネルギー事業の一部を担う
バーデノヴァ社は市域のみならずバーデン地域全体での広域連携を
通じて再生可能エネルギー100%を達成するとしている26。

出典：	バーデノヴァ社HP“Sonnenenergieanlagen	und	 -projekte”（https://www.
badenovawaermeplus.de/erneuerbare-energien/sonne/anlagen/）（2022年 9
月20日最終閲覧）及びその和訳。

図3-4-6　�バーデノヴァ社が出資するフライブルク市域の太陽光発電
施設

最後に、こうしたフライブルク市のエネルギー事業の一部を主に

26	 この点についての詳細は、例えば以下の市HPをご参照されたい。c.f,	フライブルク
市HP	“Freiburg	2050	Auf	dem	Weg	zur	klimaneutralen	Kommune”	（https://
www.freiburg.de/pb/1163661.html）（2022年 9 月13日最終閲覧）。
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担うバーデノヴァ社についても触れておく。バーデノヴァ社はその
前身はフライブルク市単独の出資企業（FEW：フライブルクエネル
ギー水供給公社）であったが、実はその他の自治体の市営エネル
ギー供給企業等と広域的に合併を繰り返して広域的なエネルギー企
業として2001年に設立された。その結果として、図3-4-9にあるよ
うに、フライブルク市とともに複数の自治体や都市公社などが過半
数の出資をしていることから、図3-4-10にあるようにバーデノヴァ
社はフライブルク市をはじめとする100を超える市町村において、
電力、天然ガス、地域暖房、再生可能エネルギー、エネルギー管理

（配電網の管理等）、水道（水力発電も含む）、ITネットワークなど
を実施する総合的なインフラ企業となっている。バーデノヴァ社は
これらの地域で広域的に子会社を持つことでコンツェルンを形成
し、これらの多様な分野で事業展開を行っている。

出典：	フライブルク市	HP	“Freiburg	klimaneutral	bis	2050-	Standortbestimmung”	
（https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E6468261/11７6７15/	
G1７15７a3Erfolgsmonitoring.pdf）（2022年 9 月20日最終閲覧）

図3-4-7　�フライブルク市域にある最大規模の熱電併給プラントと
暖房ネットワークの一覧（主にバーデノヴァ社の子会社
（バーデノヴァ・ヴェルメプラス社（バーデノヴァ社の熱
部門の子会社））が設置、201７年時点）
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なお、バーデノヴァ社が提供する「グリーン電力」（＝クリーンな
電力使用につながることを付加価値とするサービス）に再生可能エ
ネルギーが占める割合は約100%とドイツ平均の約50%の約 2 倍と
非常に高い割合であり、これにはバーデノヴァ社が所有・運営する
発電所による発電と再生可能エネルギー法で買電した電力が含まれ
ている27。バーデノヴァ社の所有・運営する発電所はバーデン地域を
中心に1７カ所（2022年 9 月20日時点）あり、広域的にエネルギー事
業に取り組んでいることがわかる（図3-4-10、図3-4-11を参照）。

こうしてフライブルク市は再生可能エネルギー事業を主軸とする
バーデノヴァ社と連携（出資と補助）をすることで、風力・太陽光・
地熱供給・水力をはじめとする「再生可能エネルギー」の拡大に取
り組むとともに、「気候変動に配慮した建築物」や「持続可能な熱供
給」などにも取り組むことで、気候変動対応を視野に入れた総合的
なエネルギー政策を推進してきたと言えるだろう。

27	 出典：バーデノヴァ社HP“Der	Ökostromanbieter	badenova”（https://www.
badenova.de/privatkunden/oekostrom/）（2022年 9 月20日最終閲覧）
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出典：	ifeu	（Institut	für	Energie-	und	Umweltforschung	）（2021）,	CO2 Bilanz Energie 
und Verkehr für die Stadt Freiburg bis 2018 Bericht, Heidelberg, 15. Januar 
2021,	（フライブルク市のエネルギーと交通のCO2会計に関する報告書（～
2018年））、p.13などを基に筆者作成

図3-4-8　�フライブルク市における再生可能エネルギーによる発電量

出典：	バーデノヴァ社HP、業務報告などより筆者作成

図3-4-9　�バーデノヴァ社への出資構成（フライブルク市、バーデン
地方の自治体、テューガ社等）
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出典：	バ ー デ ノ ヴ ァ 社 HP“ Sonnenenergieanlagen	und	 -projekte”（ https://www.
badenovawaermeplus.de/erneuerbare-energien/sonne/anlagen/）（2022年 9
月20日最終閲覧）及びその和訳。

筆者注：	太陽光発電施設（主に市内）は10ヶ所、風力発電施設は 4 ヶ所、バイオマス
発電施設は 3 ヶ所。図中の⑩は太陽光発電施設の 9 ヶ所と風力発電施設の
1 ヶ所の合計をさす。また、図中の②は太陽光発電施設の 1 ヶ所とバイオ
マス発電施設の 1 ヶ所の合計をさす。

図3-4-10　�バーデノヴァ社の再エネ発電施設の分布（風力、太陽光、
バイオマス）（主にバーデン地域）
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出典：	バーデノヴァ社年次報告（2020年度）、10頁及びその和訳（一部）。

図3-4-11　�フライブルク市とその近隣地域におけるバーデノヴァ社
の業務領域（主にバーデン地域）
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５　ドイツにおける交通を基軸にした総合都市経営 
（フライブルク市の総合交通政策、 

交通と都市開発との連携）

これまで見てきたとおり、ドイツではエネルギー政策とともに交
通政策もまた気候保護政策の一環として取り組まれてきたことを踏
まえ、ミュンヘン市では「電気」「熱」「交通」の再エネ化の取組が
急速に進められ、フライブルク市では「省エネ」「再エネ」「（エネル
ギー使用の）高効率化」「交通（CO2フリーモビリティ）」などの施
策が気候保護政策として総合的に進められていた。それぞれエネル
ギー政策に関する都市自治体と都市公社の連携のあり方を中心に見
てきたが、ドイツという国レベルでも、ミュンヘン市やフライブル
ク市のような自治体レベルでも、気候保護政策の一環として交通政
策もまた総合的に取り組まれてきたという点もまた注目される。そ
こで、以下では、フライブルク市のその都市公社（主にフライブル
ク交通公社（VAG：Freiburger	Verkehrs	AG））との連携による総
合的な交通政策の取組に焦点を当てる。

（1）　�フライブルク市とフライブルク交通公社（VAG）の連携� �
－その総合的な交通政策を中心に－

すでに触れたとおり、図3-4-1にもあるようにフライブルク市は
都市公社ホールディングス（持株会社）という子会社を通じてその
子会社であるフライブルク交通公社（VAG：Freiburger	Verkehrs	
AG）に出資しており、VAGは市とコンセッション契約を締結する
ことで地域の近距離旅客交通事業（主にトラム、バス、地域鉄道等
の運行業務）を市から委託され、市の出資と補助をうけながら交通
事業を実施している（図3-5-1を参照）。なお、交通インフラへの投
資もまた市とこのVAGが共同で担っている。
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出典：	筆者撮影

図3-5-1　�フライブルク交通公社（VAG：Freiburger�Verkehrs�AG）
が運行するトラム、バス

他方、フライブルク市の交通政策は気候保護政策の一環として位
置づけられ進められてきたため、交通政策のコンセプトもまた総合
的な政策の体系として今日まで受け継がれている。加えて、フラン
スの諸都市と同様、フライブルク市をはじめとするドイツの都市に
おいても交通政策（とりわけLRTの導入）と都市開発（例えば団地
や住宅地の開発、研究開発施設などへの）とを連携させ、これらの
事業を複合的に行うという意味では、TOD（公共交通指向型開発）
による経済効果や雇用創出効果が観察されるようになっていると言
えるだろう。以下、順に見ていこう。
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出典：	Peter	Schick	（2015）	“Urban	development	&	transportation	planning	in	Freiburg	
im	Breisgau	（1st	part）”（https://docplayer.net/28７6７359-Urban-development-
transportation-planning-in-freiburg-im-breisgau-1st-part.html）（2020年 3 月31
日最終閲覧）を基に加筆修正し番号と和訳を付した。

図3-5-2　�フライブルク市の総合的な交通計画戦略（いわゆる交通
政策の 5本柱）

ま ず、 フ ラ イ ブ ル ク 市 で は 1989 年 に「 総 合 交 通 計 画
（Generalverkersplan）」が策定され、そこで示された総合的な交通
コンセプトの主な目標は都市開発と交通政策の調整（ショートウェ
イシティ（Stadt	der	kurzen	Wege：短距離都市））を通じて可能な
限り自動車交通（特に自家用車）を回避し、環境に優しい輸送モー
ド（徒歩、自転車、公共交通機関等）を形成することとされた。こ
れにより公共交通機関だけでなく、徒歩や自転車などの交通手段に
よるより魅力的な車の代替手段を提供し、残りの車の通行に関して
は騒音・排気ガス・危険等を最小限に抑えること（道路の静音化や
生活道路化、30キロ以内への速度制限）により可能な限り環境と都
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市に優しい方向で考慮する必要があるとされた28。こうした総合的
な交通政策のコンセプトは今日（正確には2008年の「交通開発計画」

（VEP	2020））まで若干の修正を経ながら継承されて具体化が進んで
きた。具体的には、「交通政策の 5 本柱」（図3-5-2を参照）に基づく

（温室効果ガスを排出する）「自動車交通」から（温室効果ガスを排
出しない）「環境親和的な交通」（徒歩・自転車・公共交通）へのシ
フトが、先の総合交通計画から今日まで市の総合的な交通政策のコ
ンセプトとして受け継がれてきた。図3-5-2について左から簡単に
整理すると、概ね以下の①～⑤のようにまとめられるが、 1 つには
自動車から降ろさせ（＝いわゆるプッシュ施策（⑤））、 2 つには環
境親和的な交通手段（徒歩・自転車・公共交通）の利用へ誘導し（＝
いわゆるプル施策（①～③）、 3 つには車の通行による騒音・排気ガ
ス・危険を最小限に抑える必要がある（④）という総合的な交通政
策のコンセプトがフライブルク市の長期的な交通政策の基本原則と
して継承されてきた。例えば、公共交通網の拡充はこの市の総合的
な交通政策のコンセプトでは 5 本柱の一つ（①）としての位置づけ
ということになる。

市の「総合的な交通計画戦略（いわゆる交通政策の 5 本柱）」（1989
年～現在）
①　	公共交通網の拡張（＝LRT路線およびバス路線の拡張、市内中

心部のトランジットモール化、パークアンドライド拠点の整
備、住居の400m以内の公共交通機関の停留所の設置等）

②　	自転車利用の促進（＝自転車道（網）の拡充、駅周辺の駐輪場
運営、レンタサイクルステーションの整備等）

③　	徒歩（ウォーキング）の促進（＝歩行者道の整備と拡充、生活

28	 この点については、今日でも市HP（https://www.freiburg.de/pb/231648.html）
（2022年 9 月25日最終閲覧）においても触れられている。
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道路への自動車の制限等）
④　	生活道路（＝自動車に対する歩行者や住民の優先した道路の生

活空間化：道路静音化、車の速度制限（時速30キロ以内）など）
⑤　	自動車交通の抑制（＝市内駐車場の集約化、市中心部の駐車料

金のコントロールによる郊外駐車場への誘導、郊外駐車場の一
部の無料化、市郊外の環状道路の整備、市内道路の片道車線
化、等）

そして、こうした市の総合的な交通政策のコンセプト（交通政策
の 5 本柱）が本稿の問題意識から見て重要なことは、市とフライブ
ルク交通株式会社（VAG）の交通事業にこれが大きな影響を与えて
きたということである。例えば、上記の市の総合交通政策の①の

「公共交通網の拡張」については、図3-5-3にあるように、フライブ
ルク市では1980年代から今日まで一貫して新たなLRT路線の新設
と拡張が重視されてきた。これは 1 つにはLRT路線はフライブル
ク大学（大学病院など市内の 6 ヶ所にキャンパスが点在）や研究開
発施設（フラウンホーファー研究所等）などの人口密度の高い地域
を通るようにも整備されてきたことによる。加えて、新たな住宅地
開発や団地開発などはそうした地域（図3-5-3の中の市西部地区のラ
ントヴァッサー、ディーゼルフェルト、ヴァインガルテン、ヴォー
バン、ディーテンバッハなど）へのLRT路線などの公共交通機関の
延伸が都市計画上の条件とされてきたことも大きい。こうしたこと
は、フライブルク市内のトラム路線数とその運行距離と乗客数の歴
史的な増加からも見て取れる。
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出典：	Beim,	Haag	（2011）	pp.11、Frank	Uekermann	（2019）	p.14等を基に加筆修正
筆者注：	黒色のボックスに白文字の路線は19７0年代まで（旧市街地・南西部地区）、灰

色のボックスに白文字の路線は1980年代から2020年（主に西部地区）、白い
ボックスに黒文字の路線（主に東部地区）は2020年前後の延伸状況である。

図3-5-3　�フライブルク市内のトラム路線の推移（1980年代～2000
年代）

例えば、この点についてあらためて図3-5-3を見ると、19７0年代
までは市の東部地域（旧市街地）のトラム路線（図中の右下の黒い
ボックスの白文字の「従来のネットワーク（～19７0年代）」という部
分）のみがあったのに対して、その後の1980年代から2010年代にか
けては、市の東部地区（旧市街地）から西部地区（新市街地）の方
へ拡張させる形でトラムの新路線が開通してきた様子がこの図から
もうかがえる（図中の灰色のボックスの白文字の路線）。

さらに、同じ図3-5-3で白いボックスに黒文字で示した市内の
LRT路線の2020年までの開通状況と2020年以降に整備予定の路線
を見ると、再び東部地区を中心に近年も活発な投資によるトラム路
線の延伸が続いていることもうかがえる。こうしたLRTの従来路
線の延伸・拡張や新路線の整備は新たな住宅地などの都市開発とと
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もに進んできたと言うことができる。
また、図3-5-4で乗客数（市内のトラム、バス等）の全体の推移を

見ると、19７4年から201７年にかけての約40年間でフライブルク市内
の全体としての乗客数が約3,400万人から8,000万人を超えるように
なっている点が注目される29。なお、この間のフライブルク市にお
ける乗合バスとトラムの運行距離の推移を歴史的に見ると、1980年
代から1990年代前半にかけてはバスとトラムはともに乗車客数が増
加していたが、それ以降はトラム路線の延伸によりバス路線を代替
してきた。具体的には、バスの運行距離は90年代にピークを迎えて
からはほぼ横ばいか減少する傾向にあるのに対して、トラムの運行
距離は1,196千キロメートルから3,849千キロメートルへと 4 倍近く
にまで伸びてきている30。こうした乗客数の歴史的な増加は、これ

29	 フライブルク市では、端的に言ってレギオカルテ（＝環境保護定期券、地域環境
定期券、地域定期券などと名称は時期によって変化）の導入と交通機関の運行距
離数の延伸をはじめとする政策的なイノベーションにより、乗客数の大幅な増
加が見られた。具体的には、1984年にドイツで初めてフライブルク市で市内の
路面電車とバスに共通して使用できる「環境保護券」（Umweltschutzkarte）が
導入され、さらにこの成功を踏まえて、1991年には市と近隣 2 郡にも利用範囲
を拡大したレギオカルテ（「地域環境定期券」）が導入された。一般的には、これ
らの導入がフライブルク市での公共交通機関の乗客数を急速に増加させたとい
う理解がなされることが多い。とりわけ、レギオカルテはその導入により、フ
ライブルク市を中心に路線延長3,000kmが乗り放題となり、1７ほどあった交通
事業者の90路線、鉄道 8 路線、路面電車 4 路線、バス７8路線の公共交通機関を
すべて利用でき、どこでも乗り降り自由という意味で安価な定期券となった。

	 なお、図3-5-4ではこの間の交通モードごとの乗客数の増加の内訳もわかる。こ
れを見ると、19７0年代までは「 1 回券、回数券、一日券による乗客数」が多かっ
たものの、1980年から1990年代にかけては「半年券（学生定期券等）、 1 年間の
定期券による乗客数」がそれを抜き、相対的に飛躍的に増加していった。すなわ
ち、レギオカルテによる乗客数が1,28７万人から6,930万人へ伸び、「 1 回券・回数
券・1 日券の乗客数」は1980年代から1990年代前半にかけて相対的に減少し、そ
の後は上下はあるもののほぼ横ばいで今日まで推移してきている。

30	 この点についての詳細は、清水（2020）「ドイツ・フライブルク市の地域公共交
通の資金調達とその経営戦略～我が国の地方公営企業の経営戦略との比較に向
けて～」地方公営企業連絡協議会『公営企業の経営戦略、法適用化、広域連携の
取組、経営分析手法等に関する調査報告書』（令和 2 年 3 月）の43頁以降を参照
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までのフライブルク市域のLRTの新路線の開通とともに都市開発
（特に住宅地開発）とが連動して進んできたこととともに、レギオカ
ルテ（地域定期券：フライブルク市域から 1 市 2 郡の地域まで追加
料金なしで一定期間は乗り降り自由で使えるようになった）の導入
や広域的な運輸連合の設立によって市の交通政策の広域化（フライ
ブルク市内から 1 市 2 郡の範囲にまで）が進んできたことなどが大
きく寄与したものと考えられる。

以上のように、フライブルク市では交通政策（とりわけLRTの導
入）と都市開発（例えば団地や住宅地の開発、研究開発施設などの
立地）とを連携させ、これらの事業を複合的に行うことによる相乗
効果（＝公共交通の利用者増による温室効果ガス削減効果や沿線地
域開発による経済効果、中心市街地の活性化など）が観察されてお
り、まさに交通を基軸にした総合都市経営が実践されていると言っ
てよいであろう。しかも、こうした市の総合的な交通政策の公共交
通網の拡張（①）は人々を自動車から降ろさせて、環境親和的な交
通手段（徒歩・自転車・公共交通）の利用へ誘導（②③⑤）し、車
の通行による弊害を最小限に抑える（④）という総合的な交通政策
の一環として実施されていることにここではあらためて注意を喚起
したい。

最後に、紙幅の制約もあるため、ここでは上記の「⑤自動車交通
の抑制」についてのみ触れることとする。具体的には、市中心部の
駐車料金のコントロールによる郊外駐車場への誘導（図3-5-5）、郊
外駐車場の一部の無料化（図3-5-6）、市内駐車場の集約化・地下化、
市郊外の環状道路の整備、市内道路の片道車線化等の施策である。

されたい。なお、フライブルク市（地域）に限らず、ドイツでは都市自治体（ま
たは複数の自治体）や民間交通事業者などが出資して構成する運輸連合（一種の
広域行政組織）が数多く設立されており、それが同国における地域公共交通の発
達を大きく促してきたとされる。
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出典：	フライブルク市統計局のデータを元に筆者作成

図3-5-4　�フライブルク市における乗客数（トラム、バス等）の全体
の推移、購入券種別の乗客数の推移（縦軸の単位は千人、
横軸の単位は西暦年（19７4年～201７年））

出典：	フライブルク市園芸土木局HPを基に加筆修正

図3-5-5　�フライブルク市内の駐車場のゾーン別料金（公共ストリー
トエリアの駐車料金）（＝中心部へ行くほど高くなり、郊
外へいくほど安くなる駐車ゾーン別料金制、 1時間あた
り：Ⅰが 2ユーロ、Ⅱが1.5ユーロ、Ⅲが0.5ユーロ）
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出典：	筆者撮影（＝郊外からの車の駐車料金を無料にして市中心部への車の流入を抑
制する施設。上記の⑤の自動車交通の抑制政策の一環。なお、市内駐車場は
有料）

図3-5-6　�フライブルク市郊外の無料立体駐車場（＝駐車料金を無
料にし、市中心部への車の流入を抑制する施設）

本章の問題意識から重要な点は、こうした総合的な交通政策を図
3-1-4（フライブルク市の都市公社グループを含む多様な公企業グ
ループへの出資関係を示した図）のなかのフライブルク交通株式会
社（VAG）とともに、「フライブルク都市開発有限会社（FSB）」と
その傘下の企業集団がフライブルク市とともに連携して実施してき
たということであろう。すでに述べたように、市では新たな住宅地
開発や団地開発はそうした地域へのLRT路線などの公共交通機関
の延伸が都市計画上の条件とされてきたが、その際、市財政局

（Stadtkämmerei）が統括する「都市公社グループ」（SWF）（エネ
ルギー、交通などの事業を実施）と市園芸土木局（Garten-	und	
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Tiefbauamt）が統括する「都市開発公社グループ」（FSB）（都市開
発事業を実施）との連携や調整がとりわけ重要と考えられる。（な
お、そうした市を中心とした都市公社グループや公企業グループと
の連携や調整の詳細については今後の検討課題としたい）。

最後に、こうした交通を基軸にした総合都市経営の取組について
は、本書の第 6 章以降でさらに具体的に取り上げられる。

６　「地域で稼ぐ」わが国の自治体の 
多様な事業（エネルギー・交通等）の組み合わせ 

と多様性を考える 
～地域の多様性に応じて収益事業と 

公益事業の組み合わせを広域的に考える～

本章では、今後迎える人口減少、気候変動、デジタル化などの社
会変化に対応していく上で、そのヒントとなるドイツの自治体と都
市公社など出資団体との連携のあり方を具体的に論じてきた。ま
ず、ドイツにおける都市経営のコンセプト（「生存配慮」、「コンツェ
ルン都市」、「シュタットベルケ（都市公社）」）を整理した上で、エ
ネルギーを基軸にした総合都市経営の取組とともに、交通を基軸に
した総合都市経営への取組を見てきた。具体的には、ドイツの気候
保護政策とエネルギー政策の最新動向を踏まえた上で、主にエネル
ギー政策や交通政策におけるミュンヘン市とフライブルク市の都市
自治体と都市公社との連携を見てきた。

その結果、こうしたドイツの諸都市でも、気候保護政策の一環と
してエネルギー政策は総合的な施策として実施されていることが明
らかとなった。また、交通政策も気候保護政策の一環として総合的
な施策として実施されるとともに、交通事業は都市開発事業と組み
合わせた総合的な施策としても実施されていることも明らかとなっ
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た。これらは、まさに本書がテーマとする総合都市経営の取組と言
えるのではないだろうか。

わが国でもエネルギーと交通を基軸とした総合都市経営の取組と
して、例えば宇都宮市の取組が注目される。宇都宮市では「環境未
来都市うつのみや」の実現に向け、脱炭素社会の構築を図るため再
生可能エネルギーの地産地消を推進する「宇都宮ライトパワー株式
会社」を2021年 ７ 月に設立した31。同社は市が保有するバイオマス発
電施設や（電力の固定価格買取期間が終了した）市内の家庭用太陽
光発電による再生可能エネルギーを市有施設の一部やLRT等に供
給することで、市の「二酸化炭素排出量の削減」や「地域経済の活
性化」を図るとともに、電力売買で得られた収益を活用して地域の
脱炭素化など市の地域課題の解決を図るという取組を進めている。
とりわけ、2023年度から開通予定の市内を循環するLRT（路面電
車）に使用する電力を全て再エネで自給しつつ、そうした再エネ事
業の収益の一部を公益的な事業に再投資するという形で事業スキー
ムを組み立てている点が注目される。

今後もこうしたドイツの都市自治体と都市公社や出資団体のあり
方をコンセプトとした、エネルギーや交通などの多様な事業の組合
せを意識した総合都市経営のあり方がわが国でも多様な形で模索さ
れていくのではないだろうか。

謝辞：	本稿の作成に当たり、地方公営企業連絡協議会の研究助成事
業（2019年度）の成果を一部で用いた。ここに記して御礼を
申し上げたい。また、本書の第 1 章および第 3 章の作成にあ
たり、府川りくか・日本都市センター研究員補（上智大学大

31	 この点については、以下の市HPを参照した。c.f,	宇都宮市HP「地域新電力会社
（宇都宮ライトパワー株式会社）について」（https://www.city.utsunomiya.tochigi.
jp/kurashi/kankyo/ondanka/102555７.html、2022年10月 ７ 日最終閲覧）。

Copyright 2023 The Authors. Copyright 2023 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



114

第Ⅱ部　総合都市経営の多様性

学院法学研究科修士課程）の多大なご協力をいただいた。こ
こに厚く御礼を申し上げたい。
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はじめに

デンマークは他の北欧諸国と同様に、高福祉高負担を実現する国
の一つである。また、北欧諸国は分権的な地方行財政度の下、普遍
主義的な対人社会サービスを実現していることも特徴的である。一
方で公共交通やエネルギー関連事業などの自治体経営はどのように
なっているのか。

本稿の目的は、デンマーク、特にコペンハーゲン市における公営
企業の位置づけを整理した上で公共交通とエネルギー事業の概要、
自治体の電子政府化とこれらとの連携を明らかにすることである。

本稿で述べるように、デンマーク、特にコペンハーゲン市は財政
的な持続可能性だけでなく、カーボンニュートラルなどの環境面、
都市計画・都市環境といった生活面での持続可能性を重視する総合
的な都市経営を進めるモデル国・都市として位置づけられる。また、
都市経営のパフォーマンスやプロセスを支えるのが、電子政府化

（デジタル化）の取り組みである。
本稿の構成は以下の通りである。 １ 節では、デンマークやコペン

ハーゲン市の基本的情報を整理した上で、デンマークの地方行財政
制度・改革について概観する。これらの制度改革を踏まえながら、
近年の都市周辺の ２ つの再開発の状況について検討する。

２ 節では、デンマークの公営企業の概要を、特に公共交通、エネ
ルギー関係、電子政府関係に注目して分析し、それとコペンハーゲ
ン市周辺の都市問題や再開発をめぐる問題との関係を明らかにす
る。最後に本稿のまとめと今後の課題を述べて締めくくることにす
る。
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１　デンマーク・コペンハーゲン市の概要

（1）�デンマーク・コペンハーゲン市について
デンマークは北欧諸国の一つで、人口は約583万人の小国であり、

これは兵庫県の人口とおおよそ同じである。面積は約４.3万平方キ
ロメートル（フェロー諸島やグリーンランドを除く）であり、九州
地方と同じぐらいの大きさである。政治制度については、一院制、
比例代表制が採用されている。２0１9年 ６ 月の国政選挙で左派政党グ
ループが勝利し、社会民主党政権が樹立することになった。国際的
にはデンマークは１973年にECに加盟し、２0２２年時点でもEUには加
盟しているが、ユーロは２00１年の国民投票の否決により導入してい
ない。独自通貨であるデンマーク・クローネを中央銀行が管理して
いるものの、ユーロとのペッグ制を採用しているため、金融政策が
完全に自立しているとはいえない。また、デンマークは外交的には
米国とも距離が近く、NATOに加盟している1。

デンマークはOECD諸国のなかでブラジル、ノルウェーについで
3 番目に租税収入の対GDP比が53.3%と高く（２0２１年）、公的社会支
出（２0１9年）の対GDP比もフランス、フィンランド、ベルギーに並
んで２8.3%と ４ 番目に高い国であり、いわゆる「大きな政府」である

（OECD Revenue Statisticsより）。また、政府に対する信頼・評価も
比較的高い国である。OECD指標（２0２0）による中央政府に対する
信頼度は7１.６%とOECD諸国（平均5１%）のなかで 8 番目に高い

（OECD，２0２１）。
続いてデンマークの自治体についてみていく。デンマークの首都

であるコペンハーゲン市は、２0２２年第一四半期時点で約６４万人を有
する都市であり、２0１２年には「欧州環境首都」に選出されるなど環

1 元首相のアナス・フォー・ラスムセンは２009年から 5 年間、NATO事務総長を
勤めているなど、NATOとも緊密な関係にある。
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境先進都市としても知られる。
本稿との関連でいえば、コペンハーゲン市は「世界一の自転車都

市」として知られ、通勤時間になると、コペンハーゲン駅周辺では
多くの自転車が専用車道を交通している風景をみることができる。
実際にコペンハーゲン都市圏の交通分担率（２0１9年）は、自転車が
４１%、自家用車が２６%、公共交通が２7%、徒歩が ６ %と自転車が最
も大きな割合を占めている（国土交通省国土交通政策研究所２0２１：
１２１）。デンマークでは電車やバスへの自転車持ち込みが認められて
いるため、自家用車の代替として自転車を利用しやすい環境が整っ
ている。自転車は自家用車と比べて温室効果ガス排出を多く削減す
ることが可能であるし、（交通インフラの整備が整えば）交通事故な
どの社会的費用の軽減にも繋がるというメリットがある。一方でコ
ペンハーゲン市は緑地が比較的少ない地域であり、いかに都市空間
のなかに緑地を計画的に確保し、住環境の改善を図っていくかが課
題となってきた。

（2）�デンマークの地方行財政
デンマークは２007年の地方行財政改革以降、基礎自治体と広域自

治体からなる二層制が敷かれている。基礎自治体は介護、障害者福
祉、義務教育、移民統合政策、生活保護、職業訓練などの対人社会
サービス、現金給付業務を主に担い、広域自治体は医療サービス、
社会・特別支援教育、地域開発を担う。国は警察、防衛、司法、外
交、失業保険、高等教育などを担当する。広域自治体は１3の県（ア
ムト）が合併する形で再編された行政組織であるが、県の自主財源
である所得税が廃止・税源移譲されたため、自主財源を持たない地
方公共団体となっている。

デンマークは他の北欧諸国と同様に、地方分権が進んだ国だとい
われているが、それを支えるのが税収の 7 〜 8 割を占める豊富な自
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主財源である。地方税は、地方所得税が税収の 9 割近くとほとんど
を占め、その他には土地税、サービス料金、全国一律で税率が定め
ら れ て い る 法 人 税、 調 査 税、 不 動 産 税 が あ る（ Økonoim og 
indenrigsministeriet, ２0１４：２8）。また、地方政府の課税自主権が保
障されていることも特徴である。課税力（taxing power）でみると
ノルウェー以外の北欧諸国は国際的にみて課税力が高い水準にあ
り、地方政府の課税自主権が保証されている（片山２0１3）。もっとも
課税自主権は税率操作権のみであり、新しい税目を創設することは
認められていない。加えて、デンマークは地方債発行に関して厳し
い制限が課されており、日本の地方公共団体金融機構に相当する
KommuneKreditによる共同債発行しか認められていない。課税自
主権が認められているとはいえ、財政自主権でみると一定程度制限
もあるということである。

近年は、分権的なデンマークの地方財政において集権化の動きが
みられる。

第一に地方自治体の再編である。２007年の地方行財政改革によっ
て、県の所得税が廃止され、国には拠出金という形で、基礎自治体
には地方所得税として税源移譲されることになった。したがって、
２007年改革以降、財政自主権を持たない広域自治体が設置されるこ
とで集権化が進んだ。一方で基礎自治体は一部税源移譲されたた
め、税収面のウェイトが高まってきている。

広域自治体は主に医療サービスや地域開発を担当する。予算ベー
ス（２0２２年度）をみると、病院サービスが9６%と殆どを占め、残り
は地域開発が ２ %、共同目的支出・行政が ２ %、社会・特別支援教
育が 0 %、利子支出が 0 %である（Denmark Statisticsより）。自治
体再編の背景には医療圏の再編がある。１970年の地方自治体の再編
以降、県が医療サービスを担当していたが、当時は医療サービスへ
のアクセスは居住県内に限定されていた。だが、税方式の医療サー
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ビスの下ではイギリスと同様に待機時間の増加が課題となってい
た。そこで県をまたいで医療サービスを受けられるように県間の財
政調整を行うようになっていった。これが医療圏の再編と広域自治
体の設置の背景となったのである。

第二に、基礎自治体の課税自主権に対する国の制限強化である。
デンマークでは毎年度の地方財政計画に相当する財源保障フレーム
ワークを国と地方政府代表機関の間で合意し、合意に基づいて地方
政府代表組織と各地方政府が税率や歳出の調整をそれぞれ行う。そ
のため、実際には地方政府の課税自主権は一定程度制限されている

（倉地２0１9）。この合意は法律ではなく紳士協定であるため、合意を
守る法的義務はない。だが、仮に一つの基礎自治体が合意を破って
増税をした場合、国はその基礎自治体と全体に対して連帯責任的に
包括補助金を削減する制裁を課す。いわゆる租税制裁（Skatte-
sanktion）と呼ばれるもので、これが２0１0年代以降、頻繁に行われ
るようになっており、国による統制が強まってきているのである。

（3）�都市問題と ２つの再開発2

このような地方行財政改革の一方で、近年デンマークでは都市問
題の解消に向けて都市周辺の再開発が進められてきた。デンマーク
は日本のように急激な都市の人口集中が進んでいるわけではない
が、リーマンショック以降、コペンハーゲン市周辺の緩やかな人口
増加と土地価格の高騰が問題視されている。その背景には、デン
マークの不動産関連税制やマイナス金利政策による不動産投資の活
発化、都市人口集中・増加を背景とした地域再開発と地域間格差の
拡大があげられる。

首都であるコペンハーゲン市は１99４年以降、緩やかな人口増加傾

2 コペンハーゲンの再開発に関しては、国土交通省国土交通政策研究所（２0２１）、
倉地（２0２２a；２0２１）を参照。
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向にある。統計局の推計によれば、２0２２年以降も人口は増加し続
け、２0２１年の約６3万 8 千人から２0４5年には約7４万 5 千人へ増加する
ことが見込まれている（Denmark Statisticsより）。もともとデン
マークは再分配前の地域間格差は他国と比べてそれほど大きくはな
いが、近年の都市への緩やかな人口増加により地域間格差が拡大し
てきている。これによって地域間財政調整による都市部から地方部
への財源移転額が拡大した。その結果、都市部の自治体首長が地方
財政調整制度の枠組みに対して反対姿勢を表明している。

また、１980年代に多くの難民がデンマーク国内に移住し、移民が
都市部に集住するようになった。２000年代初頭には9.１１テロやユー
ロ導入国民投票否決などの背景もあり、極右政党のデンマーク国民
党が台頭し、２0１0年代まで国政のキャスティング・ボートを握って
きた。このようにデンマークでは２000年代以降、移民問題が政治的
なイシューになり続けた。特に都市部では移民が特定地域に集住
し、移民とそれ以外の人々の地理的・社会的分断が広がり、移民問
題は都市問題の最たるものであった。

このような背景から近年デンマーク、特にコペンハーゲン市周辺
では ２ つの再開発が行われてきた。

第一は、コペンハーゲン駅周辺の再開発である。２0１9年 9 月に
は、コペンハーゲン市中心部に１7駅が新設（Cityringen, M3）、２0２0
年 3 月にはさらに 8 駅が新設された3。２0２４年には鉄道の延長が予定
されている4。地下鉄会社は一部で新型電車の試行走行を開始し、地
下鉄の輸送能力を２0%向上させることが期待されている（２0２２年前
半から順次運行開始）。また、地下鉄の再開発にあわせて２0１9年１0

3 地下鉄再開発は当初２0１8年が完成予定であったが、複数回に渡って計画は延期
された。

4 Metroen HP “Alt om Metroen” https://m.dk/om-metroen/ （２0２２年 8 月 3 日最
終閲覧）

Copyright 2023 The Authors. Copyright 2023 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



124

第Ⅱ部　総合都市経営の多様性

月にはバス運行会社のMovia社がコペンハーゲンのバス路線の約半
数（33路線）を変更し、新たに開通したM3と接続改善を目指してい
る（Nyt Bynetプロジェクト）（国土交通省国土交通政策研究所２0２１：
１２４-１２5）。

次に、コペンハーゲンメトロへの投資額の推移を確認すると、建
設投資は１99４年頃から行われ、その後増加し続け、２000年には２0億
DKKを超えた。２003年の地下鉄開設後、建設投資は急減したが、
２0１１年頃から再開発投資が行われるようになった。その後は投資額
は急増し、２0１６年には４5億DKKに達した。開設時のメトロの運行
距離は１１kmしかなかったが、２0２１年には38kmまで延線することに
なった（Denmark Statisticsより）。

第二に、移民が集中する地区の再開発である。デンマークは２0２１
年時点で約8６%がデンマーク出身の国民、約 ６ %が非ヨーロッパ出
身の移民、約 ４ %がヨーロッパ出身の移民、約 ４ %が移民の第二世
代で構成されており、他の欧州諸国と同様に移民大国の一つでもあ
る（Denmark Statisticsより）。だが、一方でデンマークは移民統合
に関する指標（MIPEX等）を見ると他の欧州諸国と比較して移民統
合が進んでいる国とはいえない。

そのため、移民が集中する地区であるコペンハーゲン市街地の
南・オアスタッド（Ørestad）地区では近年再開発が進められてい
る。 オ ア ス タ ッ ド 地 区 の 再 開 発 は、Udviklingsselskabet By & 
Havn5社がコペンハーゲン市と連携しながら進めているが、この会
社の前身はArealudviklingsselskabet社でコペンハーゲンメトロの
分割によって設立されたものである。オアスタッド地区はいわゆる
社会住宅地区と呼ばれる移民割合や低所得・高失業率等の一定基準
を満たす特定地域の一つである。この特定地域は２0１１年以降政府か

5 By&Havn “Bæredygtige rammer for byliv, boliger og fællesskaber” https://
byoghavn.dk/（２0２２年 8 月 3 日最終閲覧）
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ら「ゲットー地域」と呼ばれてきた。オアスタッド地区はデンマー
クのなかでも特に移民が集中している地区であり、地区内の建物の
構造上、奥まった暗い場所があった。それが治安悪化の一因になる
ことが指摘されていた。これを受けて政府は特定地域に対して再開
発を行うことで住環境の改善と周辺地域との分断を解消することを
目指した。だが、その方法として採用されたのが、社会住宅地区に
占める移民の割合を制限するというものであった。その結果、社会
住宅地区から一部の移民追い出しが起こるようになり、オアスタッ
ド地区では追い出しをめぐった訴訟問題にまで発展している。

デンマークの社会住宅は、幅広い所得階層を対象とした政府補助
付きの非営利住宅であり、特定の社会的属性を持つものが社会住宅
に集中しないようにすることが社会住宅制度の狙いであった。だ
が、コペンハーゲン市内の土地価格高騰によって、適正な（高すぎ
ない）家賃水準を維持しながら建設コストを抑えることが困難とな
り、一部の地域に社会住宅が集中することになった。これが社会住
宅地区に移民が集中する要因になったわけである（倉地２0２１）。

これらの再開発は「フィンガープラン」と呼ばれる都市計画に基
づいたものである。「フィンガープラン」とは、戦後のデンマークに
おける都市計画の呼称であり、手の指が広がる形で鉄道網を敷設
し、その周辺に住宅地を建設していく計画のことである。都市の人
口増加に対応しつつ、スプロール化現象を防止することが狙いとさ
れている。近年では環境省が「フィンガープラン」を策定し、都市
における生活環境の改善を進めるなど、環境の視点を重視した都市
開発が行われている（倉地２0２２a）。

近年コペンハーゲン市周辺で進められる再開発事業は本稿の主題
である地方公営企業と密接に関わるものであり、再開発が都市問題
の解消を進める一方で、それを引き起こす要因にもなっているので
ある。
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２　デンマークの公営企業

デンマークにおける公的雇用（一般政府に雇用されている者）の
割合は総雇用の２7.６%（２0１9年）とOECD諸国の中でノルウェー、ス
ウェーデンについで 3 番目に高く、いわゆる公的セクターの規模が
大きい国であるといえる。また、この中で雇用先は、国は２3.7%、
地方政府は7６.0%、社会保険基金が0.3%となっており、OECD諸国
の 中 で は 地 方 政 府 の 雇 用 者 割 合 が 高 い 国 で あ る（ OECD 
Government at a Glance ２0２１）。

次に公営企業についてであるが、雇用者数は53,733人、雇用者数
全体の約２.２%となっている（２0１9年）。このうち公共交通が２２,１６5人

（４４%）、情報知識サービスが8,４85人（１7%）、電気、ガス、スチーム
関係が5,１70人（１0%）、水道、下水、水資源管理が４,0１６人（ 8 %）、
公的行政、防衛などが3,3１8人（ 7 %）、情報・コミュニケーションが
２,４55人（ 5 %）、製造関係が１,75６人（ 3 %）といった順になってい
る。したがってデンマークの公営企業は交通・情報・エネルギー資
源インフラに関する雇用者が殆どを占めていることがわかる。

近年の変化についてみると、まず全セクターに占める一般政府雇
用（フルタイム）の割合は、２0１0年第一四半期は35.１%であったが、
その後低下し続け、２0１9年第四半期には3１.0%までになった。ただ
し、２0２0年以降はコロナ対策のために雇用増加策が実施されるな
ど、割合は上昇してきている。構成についてみるとコムーネの雇用
数が占める割合は２007年地方行財政改革直後の２008年第一四半期が
６0.8%であったが、その後緩やかに低下し続け、２0２１年第一四半期
には57.3%まで低下した。一方で広域自治体のそれは改革直後の
２008年第一四半期は１5.7%であったが、その後緩やかに増加し続け、
２0２１年第一四半期には１7.7%まで増加した。次に公営企業について
みると、全セクターに占める雇用割合は、２008年第一四半期は3.0%
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であったが、その後緩やかに低下し続け２0２１年第一四半期は２.２%に
まで低下してきている。

このようにみていくと、確かに近年デンマークでは一般政府や公
営企業によって新たに雇用創出が行われているわけではない。それ
どころか政府セクターや公営企業のフルタイム労働者の数は減少傾
向にある。

出典： Denmark Statisticsより作成。

図１　産業別公営企業フルタイム労働者（２019年第 ４四半期）
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出典： Denmark Statisticsより作成。

図２　セクター別の総固定資本形成

次にセクター別の総固定資本形成をみる（図表 ２ 参照）。２0２0年の
公営企業の総固定資本形成は、電気、ガス、スチーム供給（約
3２%）、水道・下水道（２5%）、公共交通（１６%）、金融仲介・ビジネ
ス活動（１5%）、建設（ ６ %）、廃棄物処理（ １ %）の順番になってい
る。１990年代以降の動きをみると、１990年代後半に最も多くを占め
る公共交通の公共投資（図表 ２ では「運輸、倉庫、通信」の部分）
が減少してきたが、２000年代後半以降、一般政府のそれと同じく公
営企業の総固定資本形成も増加してきた。特にエネルギー、ガス、
スチーム供給の分野においては総固定資本形成の増加が総額増加に
寄与していることが分かるだろう。エネルギー関係投資を増やすこ
とで、カーボンニュートラルの目標達成を進めようとしていること
が伺える。

（1）�デンマークの公共交通
デンマーク、特にコペンハーゲン周辺の公共交通機関としては、
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デンマーク国鉄（Danske Statsbaner）が運行するS-tog、地方鉄道、
コペンハーゲン地下鉄（Copenhagen Metro）、バス事業会社の
Moviaがあげられる。

デンマーク国鉄が運行するS-togは、１885年に設立された国有鉄
道である。１999年に独立採算方式が取られるようになったが、コロ
ナ禍で利用客数が大幅に減少したことに対して、政府は補助金を供
給するなどの対策を取っている。また、地方鉄道に関しては先述の
Moviaが75%の株を所有する鉄道会社Lokaltog A/Sによって運行さ
れている（国土交通省国土交通政策研究所２0２１：１２１）。

次にコペンハーゲン地下鉄（Copenhagen Metro）は、 １ 日に約
3６万人が利用する都市部の主要な交通機関であり、２00２年に開通し
た。近年、再開発によりコペンハーゲン駅周辺の駅新設や延線が進
んでいる（図 3 参照）。地下鉄路線の建設と運営を担当する地下鉄公
社（Metroselskabet）は、２007年１0月にコペンハーゲン市が50%、国
が４１.7%、フレデリクスベア市が8.3%出資して運営されている6。こ
れの前身はØrestad社（地域開発を目的とした機関）であったが、地
域開発と地下鉄公社が分割される形で地下鉄公社が設立された。地
下鉄公社はコペンハーゲン市営地下鉄の責任を持ち、地下鉄路線の
拡張を進めている。

図 ４ は、デンマークの鉄道網の利用者数の推移を示している。鉄
道網全体の利用者数は２0２0年のコロナ禍を除き２003年以降増加傾向
にあることが確認できる。内訳を見ると、デンマーク国鉄のS-tog
はわずかに増加している一方で、コペンハーゲン地下鉄が開設以来
増加傾向にあり、これが利用者数全体の増加に大きく貢献している
ことが分かるだろう。

6 国土交通省「デンマーク運輸事情調査」https://www.mlit.go.jp/common/000１１２73１.
pdf（２0２２年 8 月 3 日最終閲覧）
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出典： Copenhagen Metro“Welcome to the Copenhagen Metro” https://intl.m.dk/
（２0２２年 8 月 3 日最終閲覧）

図３　コペンハーゲン地下鉄の路線図

デンマークのバス事業会社であるMoviaは、コペンハーゲン市と
デンマーク東部をカヴァーするバス事業、Flextrafik 7、地域鉄道の
運行を行っている。２007年に地方行政度改革の際に設立された。前
身は複数の県によって所有されていたが、Moviaは ２ つの広域自治
体と４5の基礎自治体によって所有されている。Moviaのバス路線は
年間 ２ 億１,500万人が利用し、約４50のバス路線、 9 のローカル路線
が運行されている。Moviaには約１２0万人が雇用されている。総資
産は４0億DKKであり、収入の半分が料金収入、残り半分をMovia
のオーナーの基礎自治体と広域自治体による支出（補助金）で賄っ

7 Flextrafikとはバスや鉄道に代わる交通手段であり、通常のタクシー以外に身体
障害者、通院する者、介護者の利用を想定している。
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ている。Moviaはすべてのバス路線について個別予算を作成し、各
地方政府に補助金負担額が割り当てられる。そのため、バス路線の
予算配分は地方政府の予算運営に直接的に影響を与えることにな
る8。また、複数のコムーネで運行するバス事業については時間単位
で補助金の80%を当該自治体が負担し、残り２0%は人口に応じて負
担をする9。

出典： Denmark Statisticsより作成

図４　�一般消費者物価指数と交通料金のインデックス（２015=100）
の推移

地域交通の再開発による交通料金への影響はどのようなもので

8 “Movias økonomi baserer sig på billetindtægter samt tilskud fra kommuner og 
regioner” https://www.moviatrafik.dk/kommune-region/okonomi/（２0２２年 8 月
3 日最終閲覧）

9 “Movias finansieringsmodel fastsætter tilskuddet fra kommuner og regioner 
efter en række fordelingsnøgler” https://www.moviatrafik.dk/kommune-region/
okonomi/finansieringsmodel/（２0２２年 8 月 3 日最終閲覧）
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あったか。図 ４ は、一般消費者物価指数や交通利用料金の物価指数
の推移を示している。図 ４ によれば一般消費者物価指数（２0１5年を
１00）は上昇傾向にあり、２0２２年 ２ 月時点では１09.２まで達している。
一方でコペンハーゲン地下鉄の方は２0１9年１0月新駅開通に伴う料金
値上げによって１03.２ポイント（２0１9年 8 月）から１１１.5ポイント（２0１9
年１0月）まで急増した。地下鉄の料金は一般消費者物価指数、一般
鉄道、バスの料金価格と比べて大きく上昇していることがわかる。

このようにコペンハーゲン地下鉄の再開発投資費用の一部は利用
料金値上げによって回収されようとしているが同時に利用者の納得
を得ながら、地域公共交通の再開発を行うことが求められてい
る10。

地域公共交通の再開発に関してコペンハーゲン市は「Action Plan 
for Green Mobility」という行動計画を２0１3年に策定し、グリーンで
持続可能なモビリティを拡大することを目的にグリーンな交通手段
の利用増加のための合計２5の取り組みを掲げている。これらの取り
組みによって都市の人口増加に対応しながら、都市生活の質を改善
し、気候変動への影響を削減することが期待されている（国土交通
省国土交通政策研究所２0２１：１２２-１２3）。

（2）�デンマークのエネルギー政策11

デンマークは環境先進国としてEU諸国をリードしてきた。政府
は２030年までにCO２排出量 7 割削減、２050年までのカーボンニュー
トラルの達成に向けて、グリーン税制優遇措置や投資を実施してき
た。首都であるコペンハーゲン市も同様に環境先進都市としてデン

10 もっともデンマークでは通勤距離が２４kmを超える場合、自宅と職場の交通費控
除を受けることができ、税制のスキームで通勤料金価格の上昇に対応している

（Skat.dk HP “Deduction for transport between home and work” https://skat.
dk/data.aspx?oid=２２４４50４）

11 デンマークのエネルギー政策に関しては、倉地（２0２２b）を参照。
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マークのみならずEU諸国都市をリードしてきた。２009年には「コペ
ンハーゲン気候計画」が市議会で採択され、２0１5年までにCO２排出
量の２0%を削減、２0２5年までのカーボンニュートラルの達成が打ち
出された。続く２0１２年 8 月には２0２5年までに世界初のカーボン
ニュートラルな首都を目指す計画として「コペンハーゲン気候計画
２0２5（CHP２0２5）」が採択された。CHP２0２5ではエネルギー消費、エ
ネルギー生産、モビリティ、市行政イニシアチブを ４ つの柱にし
て、カーボンニュートラルの目標をハシゴにして行動を変え、イノ
ベーション、雇用創出、投資を促進することで、コペンハーゲン市
民の生活の質を高めることが狙いとされた（KØBENHAVNS 
KOMMUNE, ２0２0）。この目標を達成するためにコペンハーゲン
市、大学、企業との戦略的パートナーシップを結ぶことの重要性が
指摘された。また、市民が当事者としてCHP２0２5に参加・貢献する
機会、具体的には自転車・徒歩での移動、廃棄物の分別、職場・自
宅でのエネルギー節約、太陽光発電の投資などが提供される。した
がって地域公共交通を行う地方公営企業との連携、さらには市民に
よる自転車利用の促進がカーボンニュートラルの達成には不可欠な
要素となってくるのである。

この他に、コペンハーゲン市は毎年 8 月にCO２会計を発表してい
る。これはコペンハーゲン市の年間CO２排出量を算出し、評価する
ものであり、コムーネ連合とデンマーク環境研究所による算出方法
に基づいている。２0２0年のコペンハーゲン市の再生可能エネルギー
算出分を加味したCO２排出量は、最も多いのが交通の６２%、電力消
費量分が２3%、地域暖房が１１%、個人利用が ２ %、その他が ２ %と
なっており、カーボンニュートラルの達成のためには公共交通等の
取り組みが一層重要になってくることが見て取れるだろう。

計画の一環としてコペンハーゲン市を含む 5 つの基礎自治体が共
同で所有（コペンハーゲン市が約６7%）するAmager Resource 
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Center（ARC）はコペンヒル（Amager Bakke）と呼ばれる炭素回
収施設・廃棄物処理施設を設置した。炭素回収施設では500トンの二
酸化炭素を回収することが可能であり、カーボンニュートラルのた
めの切り札として位置づけられている。また、この施設は屋上がレ
ジャー施設となっており、観光客や地域住民がスキー、ロッククラ
イミング、森林ハイキングを楽しむことができる（図 5 参照）。一般
的な廃棄物処理施設とは異なり、地域住民が訪れやすい公園・レ
ジャー施設・環境教育施設として位置づけ、周囲への住環境（臭気
など）の配慮をしている。

出典： a/cHP “CO２-fangst: Sådan kommer vi i mål” https://a-r-c.dk/klima-og-miljo/
co２-fangst/co２-fangst-saadan-kommer-vi-i-maal/より抜粋（２0２２年 8 月 3 日最
終閲覧）

図５　コペンヒルの上空写真
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出典： KØBENHAVNS KOMMUNE （２0２１） p.8より抜粋

図６　コペンハーゲン市内の２0２0年CO２総排出量（部門別）

以上のように、コペンハーゲン市は政府のカーボンニュートラル
の目標と並行して野心的な環境改善目標を掲げ、それを達成するた
めに計画を立てて、それを着実に実行してきた。そして、カーボン
ニュートラルを達成するだけでなく、これを足がかりに雇用創出、
所得増加、イノベーション、生活環境の改善など、総合的な都市経
営の視点から持続可能性を追求しているのである。

（3）�デンマークのデジタル政策
デンマーク、特にコペンハーゲン市の都市経営やエネルギー戦略

を支えるのがデジタルインフラの存在である。デンマークは電子政
府化が世界で最も進んだ国だといわれており、国際連合の指標や早
稲田大学電子政府・自治体研究所による「電子政府ランキング」で
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世界 １ 位に位置している12。
デンマークは早くから電子政府化を進めてきた国である。１9６8年

に は 社 会 保 障 番 号 が 導 入 さ れ た。１97２年 に 設 立 さ れ た KMD
（Kommunedata：自治体データ機構；当時は公営企業）が自治体の電
子政府化を進めてきた。その結果、２00４年には市民ID（NemKonto）、
２007年には市民ポータル（Borger.dk）が導入され、２0１１年１0月には
デジタル化庁が設置された。自治体や国からの通知連絡はほとんど
がメールによって完結し、市民ポータルを使うことで申請手続きを
自宅から簡単に行うことができる。

設立当時は公営企業だったKMDは２009年に民営化され、２0１8年
１２月にはNECに買収されたが、民営化後のデンマークの電子政府
を支える企業である。KMDが財務省によるタスクフォースとして
設立されたのに対して、その民営化とほぼ同時期に地方政府のIT
システム導入促進のために設立された連携基盤組織のKOMBITは、
デ ン マ ー ク の 基 礎 自 治 体 と 自 治 体 連 合（ Kommunernes 
Landsforening（KL）：98ある基礎自治体の全国代表組織）と連携し
ながら、自治体DXを支援するKL１00%出資の株式会社である。
KOMBITは、地方自治体にITベンダーを仲介するコンサルタント
機能を提供し、個別に自治体にITサービスやシステムを調達する
のではなく、一体的に交渉・調達を行う役割を担っている（野村
２0２0：9）。KOMBIT設立以前は、自治体の大規模なデジタル化プロ
ジェクトはKMDが担当していたが、民営化時の売却益の半分を
KOMBITに投入し、それ以降はKOMIBITがそれを引き継いでい
る13。KOMBITは地方自治体だけでなく、中央政府や公共機関など

12 早稲田大学電子政府自治体研究所「世界デジタル政府ランキング発表（２0２２年
度）」https://idg-waseda.jp/ranking_jp.htm（２0２２年 8 月１9日最終閲覧）。

13 Kombit HP “Om Kombit” https://kombit.dk/indhold/om-kombit（２0２２年 8 月 3
日最終閲覧）
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のシステム間の連携を確保する役割を担っており、電子政府化を強
力に推し進める組織と地方政府が連携することで、近年ではカーボ
ンニュートラル目標に向けた取り組みが行われている。これらは特
にデジタルインフラに関してはカーボンニュートラルの目標を地方
政府や地方公営企業と共有し達成していくためのプラットフォーム
になっている。つまり、カーボンニュートラルのプロセスを電子政
府のインフラが支えているのである。

コロナ禍においてもデンマークは電子政府のノウハウを存分に発
揮した。デンマークはコロナ禍において欧州諸国の中でもいち早く
ロックダウンを実施し、その後の規制緩和も同様に早く実施した国
である。２0２１年春には欧州諸国でいち早くコロナパスを導入した。
コロナパスはいわゆるワクチン接種証明書あるいは陰性証明をスマ
ホ上で管理するサイト・アプリである。ワクチンを摂取していない
者はコペンハーゲン市街地で開設されているPCR検査スポットで陰
性証明を行う。コロナパス所持者は公共交通機関やレストラン利用
時にこれをかざすことで利用できる仕組みである。陰性証明アプリ
などは日本でも既に導入されてはいるが、非常に早いタイミングで
導入できたのも、普段からローカルレベルで電子政府化や新しいテ
クノロジーの取り入れを進めてきた結果であろう。

このようにデンマークは早くから電子政府化を進めることで、近
年ではこうしたテクノロジーは住民にとって恩恵の大きい、もはや
不可欠なインフラとなってきている。デジタルインフラは住民を一
方的に管理するのではなく、福祉を提供するために存在し、それが
透明性の高い行政サービスと政府に対する高い信頼をもたらしてい
ると考えられる14。

14 デンマークのデジタル化戦略に関しては野村（２0２0）、安岡・Nielsen（２0１5）が
詳しい。
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３　おわりに

本稿では、デンマークの公営企業、特に公共交通、エネルギー政
策、電子政府に関連するものを取り上げて、その特徴やそれらの連
携について分析してきた。

第一に、コペンハーゲンの都市経営において、カーボンニュート
ラルが具体的で戦略的な目標として定められているという点であ
る。カーボンニュートラルの目標は国や地方政府が定めたものであ
るが、それを公営企業（特に地域公共交通）も地方政府と戦略的に
連携しながら目標を共有している点が特徴的であろう。また、コペ
ンハーゲン市にみるようにカーボンニュートラルの目標達成の状況
を各分野で毎年度評価し、フィードバックを行っている点も特徴的
である。

第二にデンマークはたしかに「大きな政府」であり、公に関わる
雇用の割合は国際的にみて高い。だが、近年公的雇用数や全産業に
占める割合を積極的に拡大しているかといえば、コロナ禍の緊急事
態を除けば必ずしもそうではなかった。その中でコペンハーゲン市
は、カーボンニュートラルの目標達成を企業や市民と戦略的に連携
をとりながら達成することで、経済効率性を高め、可処分所得を増
やし、新たな雇用創出を都市レベルで行うことを目指してきた。

第三に、都市問題の解消へのアプローチとしての都市再開発につ
いてである。緩やかな都市への人口集中や地価の高騰は、家賃の高
騰や人口過密による生活環境の悪化など都市生活の持続可能性を危
ぶむ。「フィンガープラン」のもと、都市交通網を拡張し、都市のス
プロール現象を防止し、同時に社会住宅地区の再開発を行うことで
地域間の社会的分断を解消することが目指されている。

第四に、デンマークは電子政府化が世界で最も進んだ国として評
価されているが、デンマークでは電子政府化が政府の目標を達成す
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るプロセス全体に関わるものとして認識されているということであ
る。それゆえ、様々なセクターがカーボンニュートラルという目標
を共有し、連携しながら実現する点において、電子政府化は欠かせ
ない戦略の要素となりうる。また、デンマークの電子政府化は住民
を管理することよりも、住民への福祉という観点を重視し、住民に
とって便益が還元される仕組みになっている点も重要であろう。

デンマークの地方財政に関する研究蓄積は少なく、特に公営企業
などの特別会計となると、先行研究はほとんどない。そのため、本
稿では公営企業を概観するにとどまり、セクター間の財政関係を明
らかにすることはできなかった。今後、自治体ヒアリング調査など
を行うことで、財政関係を示し、ドイツのようなシュタックベルケ
の構造が類似しているかを明らかにしたい。
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はじめに

日本では、もともと、公営企業や第三セクター等も積極的に活用
し、地域の実情に合わせて地方自治を活性化していこうとする方向
性と、公営企業や第三セクター等を含めて財政規律を重視する方向
性が併存してきたが、バブル経済崩壊の過程で生じた第三セクター
等の破綻等に直面し、その後は、第三セクター等の経営健全化を図
り、その経営リスクに対して保守的に対応するようになった。

特に、2006年に夕張市が「財政破綻」を宣言すると、それをきっ
かけとして地方公共団体の財政の健全化に関する法が整備され、健
全化判断指標のひとつである「将来負担比率」には第三セクター等
の負債や損失補償額のうち地方自治体負担分が算入されることに
なったことで、第三セクター等の抜本的な経営改革が求められるよ
うになった。その結果、破たん処理や統廃合が続き、10,111法人

（2013年）あった第三セクター等は7,325（2019年）まで大きく減少
した1。

しかし、現在でも7,300を超える第三セクター等が存在し、また、
毎年度新設されてもいる。その事業範囲は広く、温泉施設、再開発
ビルの取得・管理運営、商店街支援事業、牧場管理・畜産物販売、
道の駅運営などの地域生活支援や地域活性化のための事業も含ま

1	 総務省（2019）「平成29年度第三セクター等の出資・経営等の状況に関する調査
結果」。ここで「第三セクター等」とは、①地方公共団体が出資又は出えんを行っ
ている一般社団法人・一般財団法人（公益社団法人・公益財団法人を含む。）及
び特例民法法人（以下「社団法人・財団法人」という。）並びに会社法法人、②
地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社のことを指す。同様のもの
を指す概念として、以下、特にドイツの事例では「公企業」や「出資企業」を用
いている。また、横浜市の事例においては、横浜市がその範囲を定義する第三
セクター等を指すものとして「外郭団体」を用いている。
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れ、また、それらは必ずしも赤字事業なわけではない2。自治体新電
力や公共施設管理のための第三セクターなど新分野での創設も見ら
れている。公企業（公営企業や第三セクター等）は、都市や地域の
リスクであると同時に、その維持や発展のための可能性も秘めてい
ると言えるだろう。

そうであるならば、都市の維持・発展のために今後必要となるの
は、過去の第三セクター等の失敗を踏まえ、公企業の事業のリスク
の大きさを見極めながらも、その適切な管理手法を取り入れること
で、公企業をその地域の実情に応じて有効に活用する方策であろう。

こうした問いを考えるために本章が着目するのはドイツの都市自
治体の経験である。

ドイツでは、古くから都市自治体において公企業が活用されてき
た3。また、1990年代以降、NPM（New	Public	Management）に影
響を受けた改革が行われる中でさらなる外部化が進められ、それら
を統括する「コンツェルン都市」の構想が掲げられた4。そして、現
在でも都市自治体の公企業は幅の広い分野で公共サービスを提供
し、都市自治体の戦略の一翼を担っている。

そこで、本章では、ドイツの都市自治体において公企業がどのよ
うに活用されているのか、また、それらがどのように管理されてい
るのかを概観し、そこから日本における総合都市経営へのヒントを
探してみたい。

2	 宇野二朗、長野基、山崎幹根（2022）『テキストブック地方自治の論点』ミネル
ヴァ書房、253-260頁。

3	 関野満夫（1997）『ドイツ都市経営の財政史』中央大学学術図書。
4	 石川義憲（2006）「KGStのNSMからコンツェルン都市、市民自治体まで」『平成

18年度比較地方自治研究会調査研究報告書	第 1 編 5 	ドイツ地方自治体におけ
る行政改革と市民参加・協働』自治体国際化協会、2007年、129-159頁。
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１　ドイツの公企業制度の改革動向

（1）�自治体の経済活動の規律
ドイツでは、古くから自治体は経済活動を行い、地域社会を形成

してきた。自治体の経済活動の範囲は広く、例えば、「電気、ガス、
地域集中暖房用の温水、上水の供給から、廃棄物の処理、道路の清
掃、近距離交通から空港、港湾の管理、登山鉄道、スキー場のリフ
ト」にまで及び、さらに「銀行、保険業、公益質屋、メッセ（見本
市）、マルクト（市場）、劇場、オペラ、博物館、図書館、フィルム
及びビデオ収蔵館、葬儀用施設、倉庫、広告業、旅行案内所、運送
業、住宅仲介業、家畜解体処理場、標識販売所」等を含んでいると
いう5。

ドイツの市町村（Gemeinde）が、こうした各種事業を営むこと
は、基本法によって認められた「全権限性」（Allzuständigkeit）に
根拠を持つ自治行政権の一部をなすものと理解されている。そのた
め、上記のような幅の広いサービスが自治体の企業によって提供さ
れている。しかし、そうした活動の範囲にまったく制約がないわけ
ではなく、各州法（各州市町村法等）が、企業設立や経営形態など
について規律している。

ドイツでは、第一次世界大戦後の経済状況の悪化をきっかけに自
治体の経済活動が増大したとされるが、その経済危機の時期が過ぎ
た1930年前後から、民間の経済界からの反発と、市町村による収益
的企業経営のリスクに対する懸念から法律による規制が行われるよ
うになった。特に1933年のプロイセン市町村財政法第87条は、市町

5	 ハンス・U.・エーリヒゼン［中西又三編訳］（1991）『西ドイツの自治団体』中央
大学出版部、65-66頁。
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村が経済的企業を設立する際の三つの要件を示し、画期となった6。
この「三要件」は、その後の各州の法制度に引き継がれていった。

この三要件とは、①公共目的、②給付能力の適切性（需要条項）、
③民間企業との関係（補完性条項）である。①は、単なる営利企業
の設立を制限したもの、②は、需要との関係から自らの財政能力を
考慮に入れて設立するべきとしたもの、そして、③は、自治体の経
済活動が民間企業を不適切に圧迫しないようにするべきとしたもの
である。なお、このうち③の補完性条項には、その強さの程度によ
りバリエーションがあり、また、水道事業などの生活に必要不可欠
なサービス等を対象除外としている州も多いことに注意する必要が
ある（後述）。

この三要件は、原則として、自治体の経済活動に適用されるもの
である。ただし、各州の市町村法等に経済活動や経済的企業の定義
は明記されていない。その代わりに、それに属さず、この三要件が
適用されないものが、「非経済活動」として列記される。

例えば、ノルトライン＝ヴェストファーレン州市町村法（第107条
第 2 項）では、経済活動に該当しないものとして次の 5 項目が挙げ
られている。なお、これらの非経済活動には上記の三要件は適用さ
れないが、これらもまた経済的観点から管理されなければならない
と規定されている点には注意する必要があるだろう7。

①　	市町村に義務づけされている施設に関する事業
②　	社会・文化施設、特に教育・文化（学校、社会教育センター、

青少年福祉施設、図書館、美術館、展示会、オペラ、劇場、
映画館、舞台、オーケストラ、市庁舎、高齢者用クラブ）、

6	 成田頼明（1962）「地方公共団体の経済活動とその法的限界（二）」『自治研究』
第38巻第 7 号、64頁。

7	 宇野二朗（2020）「ドイツの地方公営企業法の枠組と適用範囲」『公営企業』第52
巻第 8 号、 9 頁。
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スポーツまたはレクリエーション（スポーツ施設、動植物園、
森林・公園・庭園、宿泊所、旧経書、浴場、祭りのための施
設）、医療・社会サービス（病院、葬儀場、両養生、スパ、高
齢者・障がい者ホーム、女性の避難所、社会・医療に関する
相談所）の分野の施設に関する事業

③　	街路清掃、経済開発、観光振興、住宅提供の施設に関する事
業

④　	環境保全施設、特に、廃棄物処理、下水処理、メッセ・展示
場の施設に関する事業

⑤　	補助的事業（市町村自らの必要に応じる事業）
このようなリストを眺めるならば、自治体の経済活動とは、利益

獲得が可能であるようなものを指し、例えば、エネルギー等の供給
事業、交通事業、商工業、等がそこに含まれるだろう。

（2）�補完性条項の改革動向
都市自治体が、その経済活動によって都市を維持し、発展させよ

うとするときに重要となるのは、上記三要件のうち、③の補完性条
項である。

上記の通り、この補完性条項とは、その沿革を見るならば、民間
企業の経営を不用意に圧迫しないように経済的企業の設立を制限し
ようとするものであった。

そのため、補完性条項とはもともと、公共目的が、他の公法上又
は私法上の事業主体によって「より良くかつ経済的に」達成されな
いものである場合に、自治体の経済活動が認められるとする規定で
あった。その後、これをさらに強め、公共目的が、民間の提供者に
よって「同様に適切かつ経済的に」目的が充足されない場合にのみ
認めるとする規定も見られるようになった。

前者を「不真正補完性条項」、後者を「真正補完性条項」と呼ぶ。
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前者よりも後者の方が、民間企業に対する補完物であることが強調
され、「真正」なものと理解されているからである。

このうち「真正補完性条項」は、1990年代に、体制転換に伴い民
営化への圧力が高まっていた旧東ドイツ諸州を中心に広まり、ま
た、旧西ドイツ地域においても、例えば、民営化の余地を拡大しよ
うとするラインラント＝プファルツ州で1998年に新たに導入され
た。しかし、近年では、むしろ、民間企業優先の考え方を緩める傾
向が見られるようになっている8。

その一例が、ノルトライン＝ヴェストファーレン州である。ノル
トライン・ヴェストファーレン州では、2010年に、自治体のエネル
ギー供給事業と民間事業者との競争条件をそろえることなどを目的
に「市町村経済の再活性化に関する法律」（Gesetz	zur	Revitalisierung	
des	Gemeindewirtschaftsrechts）が施行された。

具体的には、「真正補完性条項」から「不真正補完性条項」へと、
民間企業との補完関係に関する規制が緩められた。また、ノルトラ
イン＝ヴェストファーレン州では、他の多くの州よりも厳しく、経
済活動は「差し迫った公共目的」が企業を必要するときとしていた
が、これが「公共目的」が企業を必要するときであれば経済活動が
許容されるというように緩和された。

さらに、エネルギー事業に関しては、補完性条項が適用外であ
り、また、域外活動も一定の条件を満たせば可能であること、さら
に一定の条件を満たし認可があれば海外での活動も許容されること
が特に規定された（ノルトライン＝ヴェストファーレン州市町村法
第107a条）。

こうした改革動向からは、自由化という新しい経営環境の下に

8	 人見剛（2019）「ドイツにおける地方自治保障の現状－分権化と民営化の挟撃の
中の市町村行政」大津浩『分権改革下の地方自治法制の国際比較－地方自治法制
の新たなパラダイムを求めて』有信堂、148-150頁。
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あっても、必ずしも民間企業を優先させるわけではなく、場合に
よっては都市自治体が自らの関与する企業によって公共サービスを
提供し、都市の維持や発展に積極的に関わっていくことが認められ
ていることがわかる。

実際に、2010年前後には、以前に締結されていたコンセッション
契約終了の時期と重なったこと、2022年までに原子力発電を廃棄し
ようとする2011年の連邦政府の決定、さらに、EU（ヨーロッパ連
合）による競争強化の圧力などの影響から、自治体が都市公益事業
体（シュタットベルケ）を新設し、あるいは民営化されていたエネ
ルギー事業を買い戻し（「再公営化」）、また、都市公益事業体を強化
し、活性化する動きが見られた9。

こうした改革動向は、他州にも拡がっている。
例えば、ブランデンブルク州では、2012年に、「自治体の生存配

慮の強化に関する法律」（Gesetz	zur	Stärkung	der	kommunalen	
Daseinsvorsorge）が制定された。この法律では、補完性条項の緩
和、エネルギー供給での域外活動の緩和、認可のある場合の海外活
動の許容、附帯事業の範囲拡大が行われた。注目に値するのは、そ
の一方で、透明性と民主的コントロールの強化が行われた点であろ
う。監査役会の機能が強化され、また、間接的出資団体の透明性・
民主的コントロールの強化が行われた。

さらに、風力発電事業が盛んなシュレースビィッヒ＝ホルシュタ
イン州でも、2016年、「自治体経済強化法」（Gesetzes	zur	Stärkung	
der	Kommunalwirtschaft）が制定され、エネルギー・通信分野での
三要件の緩和が行われた。具体的には、①エネルギー事業での「公
共目的」の証明の必要性を廃止し、②エネルギー・通信分野での需
要条項を削除し、また、③エネルギー分野を補完性条項の適用除外

9	 ザビーネ・クールマン、ヘルムート・ヴォルマン［縣公一郎他訳］（2021）『比較
行政学入門－ヨーロッパ行政改革の動向』成文堂、232-235頁。
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とした。その一方で、株主としての権利留保のために必要となる条
項を定款等に記載することの義務付けるというように、民主的コン
トロールが強化された。

最後に、ニーダーザクセン州の事例も挙げよう。ニーダーザクセ
ン州では、2016年に、「地方自治体基本法」（Niedersächsisches	
Kommunalverfassungsgesetz）が改正された。この改正では、補完
性条項は「真正」から「不真正」へと緩和され、エネルギー供給、
水道、近隣公共交通、通信に対する補完性条項の除外も継続され
た。また、域外活動が、補完的であり、また、域外自治体の利益が
保護されていることなどの条件付きで許容された。さらに、再生可
能エネルギー事業が需要条項を充たせば経済的活動となり得ること
も規定された。

２　ドイツ都市自治体における公企業の管理

（1）�公企業の経営形態
ドイツでは、自治体が経済活動や非経済活動を実施する場合、公

企業を設立するが、その経営形態は様々である。下水道事業のよう
に州法によって採用するべき経営形態に制約が設けられている場合
もあるが、州法の定める経営形態の中で、各自治体が自由に選択す
ることができる。

経営形態は、公法上のものと私法上のものとに大別できる。公法
上のものには、経済的には独立しているが法人格は持たない「地方
公営企業」（Eigenbetrieb）、独自の法人格を持つ「営造物法人」

（Anstalt	des	öffentlichen	Rechts）、また複数の自治体によって設立
する「目的組合」（Zweckverband）などがある。他方、私法上のも
のとは、株式法などの私法に基づく会社であり、有限会社（GmbH）
や株式会社（AG）の形態をとることが多い。
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主要30都市の上下水道事業の経営形態を見ると、下水道事業では
公法上の経営形態を採用する団体が多いが、水道事業やエネルギー
事業を複合的に営む都市公益事業体では、有限会社の形態が採用さ
れることが多い。有限会社が多くなる傾向は1970年代頃から続いて
いる。ただし、有限会社のように私法形態になっている場合にも、
自治体が持分の過半数以上を持ち、影響力を確保していることが多
い10。

（2）�私法上の経営形態の公企業設立時に求められる事項
私法上の経営形態を採用する場合には、制約が設けられているこ

とがある。以下は、バーデン＝ヴュルテンベルク州の例である
（バーデン＝ヴュルテンベルク州市町村法第137条）11。バーデン＝
ヴュルテンベルク州では、自治体が私法上の会社を設立するために
は、有限責任であり、自治体の過度な財政負担とならないようにす
るべきことが前提となる。さらに、ここでより注目するべきこと
に、定款等や監査役会を通じて自治体の影響力確保が求められてい
ることである。すなわち、定款等によって企業の公共目的が実現さ
れることが確実となっていること、また、市町村がとりわけ監査役
会において適切な影響力を保ち、それが定款等によって保障されて
いることが求められている。

加えて、人的なつながりを通じたコントロールが意図されてい
る。すなわち、私法形態の公企業に派遣される代表者に関する規定
も設けられ、それによれば、自治体が公企業に派遣する代表者は、
原則として市長がなるが代役として職員を充てることもできる。代

10	 宇野二朗（2016）「再公営化の動向からみる地方公営企業の展望－ドイツの事例
から」『都市とガバナンス』第25号、17-19頁。

11	 宇野二朗（1996）「ドイツにおける地方公営企業の経営形態と再公営化」『公営企
業』第48巻第 7 号、4-16頁。
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表者は自治体議会によって選任され、代表者は議会の決定に拘束さ
れる（同法第138条）。

さらに公企業が株式会社（AG）の形態を採用する場合には、自治
体が監査役会に構成員を派遣する権利を公企業の定款に明記するよ
うに努めるべきとされる。実際に派遣する場合には派遣者を議会が
決定し、派遣される者は公企業の重要事項について議会に報告する
ことが義務づけられる。

（3）�出資企業管理に関する州法の規定
以上に見たように、ドイツの自治体は、有限会社（GmbH）や株

式会社（AG）などの私法上の経営形態の公企業に出資し、また、他
の自治体との目的組合に参画している。その他、公法上の経営形態
である地方公営企業や営造物法人の形でも、様々な公共サービスを
提供している。そこで、各州法では、自治体に対して、こうした出
資関係・外郭団体に関して、それらを管理し（出資企業管理）、ま
た、それに関して報告することを義務付けている。以下では、ニー
ダーザクセン州（ニーダーザクセン州地方自治体基本法第150条）と
その州都であるハノーファー市について見てみよう12。

ニーダーザクセン州自治体基本法では、自治体による出資企業の
管理、監視、調整について規定されている（同法第150条）。その対
象は、原則として、経済的企業や非経済活動であるが経済性に留意
した自律的経営が求められる企業などである。

自治体は、これらの企業等、またその子会社から情報を得ること
ができるのだが、会社法の強行規定に矛盾する場合には適用されな
い（同法第150条）。自治体は、これらの企業等に関して出資企業報
告書（Beteiligungsbericht）を、毎年、作成しなければならず（同

12	 宇野二朗（1996）「ドイツにおける地方公営企業の経営形態と再公営化」『公営企
業』第48巻第 7 号、4-16頁。
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法第151条）、公開される。
ニーダーザクセン州地方自治体基本法が定める出資企業報告書の

対象は、私法形態の企業等、出資、及び営造物法人である。また、
報告書は次の事項を含むものとされている。
①　	企業等の対象、出資関係、機関の構成、公共目的の履行状況
②　	事業発展の基本的な特質、企業等が置かれた状況、自治体によ

る資本注入・取り崩し、予算・資金に対する影響
③　	経済活動の三要件（公共目的、需要条項、補完性条項）が満た

されていること

（4）�ハノーファー市における出資企業管理
上記の出資企業管理の制度がどのように運用されているのか、州

都ハノーファー市（人口約53万人）の事例で見てみよう13。
出資企業管理には、財務部門等の市役所に一部門に集中して管理

する場合と、専門部署ごとに管理する場合があるが、ハノーファー
市では、財務局に集中して管理する方式を採用している。

出資企業管理を所管する財務局の財政課出資企業管理係には、12
名（常勤換算で10.8名）が配置されている14。

2021年 7 月現在、ハノーファー市には、出資報告書の対象となる
企業等として、直接出資の企業等が20社、間接出資の企業等が 8
社、合計28社が存在している。

この28社には、官庁企業が 1（老人・介護施設センター）、地方公
営企業が 3（下水道局、港湾局、コングレスセンター）、営造物法人
が 1 （Webサイト運営・マーケティング）、目的組合が 1 （廃棄物

13	 以下の記述は、主に、2016年 1 月に実施した現地調査の結果に基づく。その内
容は、次の文献を参照。宇野二朗（1996）「ドイツにおける地方公営企業の経営
形態と再公営化」『公営企業』第48巻第 7 号、4-16頁。ただし、その後の変化に
ついて、調査時点後に公表された、毎年度の出資企業報告書を参照した。

14	 Landeshauptstadt	Hannover	（2021）,	Beteligungsbericht 2021,	p.17。
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処理）、貯蓄銀行 1 が含まれ、それら以外は私法上の経営形態（その
大半は有限会社）を採用している。

また、これらは、「住宅」（ 3 社）、「供給・廃棄・交通」（10社）、
「経済・雇用」（11社）、「環境」（ 4 社）の 4 つのカテゴリーに分けら
れている15。事業分野別に見ると、電力事業などの供給事業の分野、
また、産業政策や都市基盤の分野において公企業が活用されている
ことがわかる。

出資企業管理の目的は、調整と監視という手段によって、企業等
に固有の目的追求と、公共目的の追求を保障することである。その
ために、公企業に自治体の代表者を派遣し、自治体全体の利益と企
業目的を調整する。また、その公企業の発展と目的達成とを監視す
る。

さらに、公企業の所有者としての利益を代表するために、例え
ば、社員総会等での意思決定のための投票者への指示書を作成す
る。また、公共目的を明記し、また自治体側の代表者派遣の権利を
確保するなどを目的とした定款の作成・改訂などにも取り組む。

監査役会構成員の世話や助言の役目も担う。例えば、監査役会や
社員総会の議案を検討し、出資者の観点から重要となる点について
助言し、あるいは、願いに応じて、監査役会構成員に対して提案を
行う。

こうした役割を果たすために、担当職員は、例えば、公企業の中
期計画や予算の策定、あるいは四半期報告書や決算の作成などにも
参加する。中期計画や予算は、公企業の取締役会で作成されるが、
出資企業管理部門と事前調整が行われる。

その際、出資企業管理部門は、それを分析した上で、意見書や提
案書を作成する。その後、監査役会あるいは社員総会において決

15	 Landeshauptstadt	Hannover	（2021）,	Beteligungsbericht 2021,	p.6。
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定・報告される。加えて、監査役会の各種委員会の際に、意見書や
提言書を作成することを通じて、各構成員に対して助言を行い、ま
た、その標準化を図る。そのための基礎として、決算書の分析、指
標の時系列分析、あるいは、ベンチマークを用いた分析が実施され
ている16。

出資企業管理報告書には、 1 社あたり20頁程度を使って各公企業
について記載される。公企業名、対象、資本額及び出資比率、監査
役会構成員、取締役会構成員、子会社の一覧図（名称、資本額、出
資比率）、そして公共目的が掲載される。

次に、営業報告として、ビジネストレンドの記述、資産や収益の
状況が主に 5 年間の時系列比較によって記述される。さらに、重要
な子会社の対象、資本額、出資割合、取締役、そして経営状況に関
して簡単に記述される。

最後に、業務データ（管路網の長さや業務量など）、貸借対照表、
損益計算書、各種経営指標の表（各 5 年分）が掲載される。

３　公企業をどのように活用し、管理するべきか

ここまでドイツの都市自治体における第三セクター等の活用とコ
ントロールの制度について概観してきた。本節では、日本の事例と
して横浜市の事例を見た上で、こうしたドイツの都市自治体での経
験から得られる日本への示唆をまとめる。

16	 以上は、2016年 1 月に実施した現地調査結果。宇野二朗（1996）「ドイツにおけ
る地方公営企業の経営形態と再公営化」『公営企業』第48巻第 7 号を参照。
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（1）�横浜市の外郭団体管理
ア　外郭団体の数と種類

横浜市には36の外郭団体があり17、これが上記の「公企業」や「出
資企業」に相当するものである。横浜市では、次の三つのいずれか
の要件を満たすものを外郭団体として管理している。
・	横浜市の出資比率が25%以上の団体（国又は他自治体の出資比率

が横浜市よりも高い団体、事実上解散している団体及び地方独立
行政法人を除く）（31団体）

・	横浜市の出資比率が25%未満の団体のうち、横浜市が主たる出資
者で、主要な役職員に本市職員等が就任している団体、若しく
は、市が補助金、貸付金、損失補償などの財政的関与を行ってい
る団体（ 3 団体）

・	非出資団体のうち、その総収入額の 2 分の 1 以上が横浜市からの
財政的関与によるもの、若しくは、団体の代表者等に横浜市職員
等が就任しているなど、横浜市の事務事業と密接な関係を有し、
かつ、横浜市が主導するもので市長が特に指定する団体（ 2 団体）
外郭団体数の業務分野別内訳を見ると、「産業・流通・コンベン

ション」（ 9 団体）と「都市づくり・交通」（ 8 団体）といった産業
政策や都市基盤分野の外郭団体が多い。次に、「教育・学術・文化」

（ 7 団体）や「福祉・保健・医療」（ 5 団体）の分野が続き、その他
にも「市民生活・市民活動」（ 3 団体）、「スポーツ・リクリエーショ
ン」（ 2 団体）、「環境保全」（ 2 団体）の分野でも外郭団体が活用さ
れている。

イ　�情報公開
各外郭団体の経営状況に関して、毎年度、「法人の経営状況を説

17	 以下の記述については、横浜市総務局（2020）『令和 2 年度横浜市外郭団体白書』
を参照。
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明する書類」が作成され、議会に提出されている。これにより、各
団体の財務状況、職員数、事業内容などが確認できる。

それに加えて、毎年度、①各団体の出資状況、②資産・負債・純
資産、③経営状況（経常損益・当期損益・累積損益）、④横浜市から
の補助金・委託金の推移、⑤借入金の推移、⑥損失補償残額の推移、
⑦役員数・職員数の推移などの重要な指標の推移が市のホームペー
ジにおいて情報公開されている。

これに加えて、後述する「横浜市外郭団体等経営向上委員会」の
評価に関する答申には、①各団体が取り組む主要な目標に関する取
組み内容、成果・実績、今後の課題やそれに対する取組、また、②
財務や人事に関する取組み、③団体を取り巻く環境等に関する情報
が掲載されている。

ウ　�コントロールの体制
こうした外郭団体が置かれることのメリットとして、横浜市で

は、民間企業からの出資を受けられることに加えて、その分野の専
門職員による高度な公共サービスが実施できることが挙げられてい
る18。そのため、外郭団体の自主的・自立的な経営が重視され、プロ
パー職員の比率（全体の89%）やプロパーの管理職の比率（全体の
77%）も高い19。

その一方で、横浜市では、市役所から派遣される者（市派遣）や
市役所を退職した者（市退職者）を役員や管理職に配置することに
よって、市の政策の方向性との調整を行っている。市派遣の職員は
1 団体あたり数名程度であるが、主に総務部長や事務局長といった
総務部門に配置されている。市派遣の職員は、市の政策動向等の情

18	 横浜市総務局に対するヒヤリング調査に基づく。
19	 横浜市総務局（2020）『令和 2 年度横浜市外郭団体白書』、12-13頁。数値は2020

年 7 月現在。
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報を得て、それを外郭団体に伝えるという役割も担っている。一
方、市退職者も市職員であった経験を活かしながら市の政策の方向
性を意識した経営にあたっている20。

こうした人的なコントロールの他にも、「協約」によるコントロー
ルも行われている。これは、一定期間（ 2 〜 5 年程度）の主要な経
営目標について、外郭団体と横浜市が協議の上で締結するものであ
り、これを基に、取組実施とその評価、そして評価結果を反映した
改善が取り組まれている。その際、第三者委員会である「横浜市外
郭団体等経営向上委員会」（以下、経営向上委員会と呼ぶ）において
総合的な評価が行われている。経営向上委員会は、協約の目標達成
状況に加えて、「経営全般の健全性」、「環境変化への対応」を含めた
評価を行い、助言を与えている21。

外郭団体評価の焦点は、2013年度頃までは外郭団体の整理・統合
に置かれていたが、67あった外郭団体が36に削減されるなど、一定
の成果を挙げ、一区切りがつけられている。2014年度以降は、経営
の向上に焦点は移行し、上記の経営向上委員会が2014年10月に設置
された。これは、 5 名の専門家の委員（大学教員、公認会計士、経
営者）から構成されるものであり、毎年度、各団体の経営状況が審
議されている。こうした毎年度の評価に加えて、この経営向上委員
会は、外郭団体が「協約」を結ぶ年度には、その内容に対して意見
を答申している。

こうしたコントロールの体制が整備されていることで、市の政策
との関連に関して外郭団体との間でコミュニケーションが図られ、
また、上記の評価の結果が市会に報告されることで住民に対する情

20	 横浜市総務局に対するヒヤリング調査に基づく。
21	 横浜市webページ「外郭団体の指導・調整について」（https://www.city.yokohama.

lg.jp/city-info/gyosei-kansa/shigoto/gyosei-unei/gaikaku/gaikaku.html、最終ア
クセス2022年 4 月18日）を参照。
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報公開の要請を果たせるというメリットが指摘される。
その一方で、こうしたコントロールの体制に対しては、①複数の

政策目的を持つ外郭団体の場合、複数の局からコントロールされる
ことになり複雑化する、②評価のしくみが36団体で共通となってい
ることで個別団体の事業特性に適合しない場合も見うけられてい
る、という課題が指摘されている22。

（2）�ドイツの事例からの学ぶべき点
ドイツの都市自治体では、公企業（特に、電力事業などの供給事

業、産業政策関連など）の活用が盛んである。本章ではその活用と
コントロールの制度を概観してきた。最後に、ドイツにおける公企
業の活用とコントロールのあり方から得られる示唆をまとめると、
少なくとも次の 3 点が挙げられるだろう。

第 1 に、公企業活用に関する制度整備である。ドイツでは、再生
可能エネルギーへの転換や条件不利地域の地域経済強化を考慮に入
れ、自治体が公企業を活用するために、官民での優先関係に関する
規定を緩和し、また、域外活動を緩和するなど、条件整備を行って
いる。日本でも、再生可能エネルギーの活用などの領域で、地域経
済と公企業の活動との関係を再検討し、その条件整備を行う必要あ
るだろう。

第 2 に、公企業に関する情報の充実である。ドイツの出資企業管
理報告書では、 1 社あたり20ページ程度が割かれ、包括的なものと
なっていた。情報の内容も、企業の対象、監査役会・取締役の構成
員、資本額や出資比率などの基本情報が詳細に記載され、また、果
たすべき公共目的が明記されている。加えて、経営を取り巻く環境
や営業の報告が業務データや財務データとともに簡潔にまとめられ

22	 横浜市総務局に対するヒヤリング調査に基づく。
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ている。さらに、重要な子会社に関する情報も加えられている。詳
細であればあるほど読み解くのが難しくなり、また、作成にも手間
がかかるかもしれないが、市役所の政策目標達成のために設置され
る企業であることから、その内容は外部から見てもわかりやすくし
ておく必要性は高いだろう。こうした報告書の作成は、また、市役
所における外郭団体に関する情報を分析する能力を要するため、そ
の能力向上に資する。もちろん、横浜市の事例に見る通り、日本で
も多くの情報が集められ、特に、評価の体制が整えられていること
でドイツの場合よりも深い情報も見られる。こうした場合には、い
くつかの媒体に分散している情報をまとめ、包括的・統合的な報告
体制を整えることが重要だろう。

第 3 は、公企業に派遣される「人」を支える仕組みを整えること
だろう。ドイツでの「出資企業管理」の重要な業務の一つは、公企
業・出資企業に派遣される職員の意思決定をサポートすることであ
る。そのために、それぞれの公企業の監査役会での意思決定に備え
て、経営状況の分析や議案の分析、さらには議案への対応に関する
助言を行っている。日本の外郭団体は、ドイツのものよりも業務的
なものが多く、政策的な意思決定は市役所内部で行われていること
も多く、そのため、こうした派遣者に対するサポートの必要性は低
いのかもしれない。しかし、今後、自主的・自立的な経営を尊重し
つつ、民間企業の出資も受ける比較的大規模な公企業を活用した政
策展開を行うのであれば、公企業において、より戦略的な意思決定
が行われることも考えられる。その方が現場の情報を有効に活用で
きるメリットもあるかもしれない。こうした場合には、人によるコ
ントロールがこれまで以上に重要となることから、派遣者の意思決
定を支える体制づくりも求められるだろう。
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１　公共交通の政策的意義

（1）�はじめに
本章以降では、総合都市経営における公共交通について論じられ

ることとなるが、その主要な論点は、以下の ３ つの次元に分けて考
える必要がある。
①　�都市・地域の持続可能な発展に資する各種政策、戦略、事業の

実現のために、公共交通の維持・充実が重要な役割を果たし、
特に空間的には公共交通を基軸とした計画や開発（後述する公
共交通指向型開発：TOD）が重要であるという政策的論点

②　�公共交通が上記の役割・機能を果たすために、既存の公共交通
機関の機能強化や新規整備、沿線都市開発などによって、維
持・活性化を図るための具体的な方策に関する技術的論点

③　�上記の方策を実施し、公共交通の運営方法を革新するための、
財政や法制度、事業者と行政の連携・関係性などに関する、ガ
バナンス的論点

本章では、以上 ３ つの論点について概略的に整理したうえで、第
４ 節では本研究会にてヒアリング調査を実施した神戸市の事例につ
いて分析する。最後に、次章以降で紹介される諸外国の議論との位
置づけを整理するため、日本都市センターの過去の調査研究の成果
も参照しつつ、ドイツ・フランスにおける公共交通政策から得られ
る示唆について考察する。

（2）�都市・地域の空間と生活様式を規定する交通インフラ
公共交通の具体的な意義について論じる前に、公共交通、自動

車・道路交通を併せた交通機関は、都市・地域の物理的な空間だけ
でなく産業・経済や住民の生活様式までも規定する基礎的なインフ
ラであることを確認しておきたい。
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古くから、また洋の東西を問わず、多くの都市は交通の要衝と呼
ばれる場所を中心に発展してきた。近代、現代において人口がより
都市部に集中し、都市空間が拡大する過程においては、計画的な開
発であっても、あるいは自然発生的なスプロールであっても、既存
の交通インフラをベースとしつつ、新たな道路や公共交通機関が整
備されながら、住宅、商業、工業など都市的な土地利用、観光や研
究教育など多様な機能を持った施設が立地し、それぞれ固有の空間
構造を持った都市が形成されてきた。

都市・地域の人口規模や密度、地形などの地域固有の条件は、交
通手段の分担の特性（公共交通が主か、自動車・道路交通が主か）
を決定する基礎的な条件である。

また広域的な交通インフラ整備などの外的要因を含め、交通機
関・インフラの変化が地域の発展・衰退へ与える影響も大きい。典
型的な例として、バイパス道路が開通したことで旧道の通過交通が
減少し、旧道沿いの市街地、特に商業が衰退してしまうことや、高
速道路が開通したことで競合する都市間の鉄道利用者が転移し、鉄
道路線の採算性が悪化して利便性が低下し、ひいては沿線の都市が
衰退してしまうことなどが挙げられる。

（3）�総合都市経営の文脈における公共交通の政策的意義
以上を踏まえ、総合都市経営の文脈において自治体が主体的に公

共交通機関の充実を図ることの政策的意義は何であろうか。
第一の意義は、自動車依存による負の影響（外部不経済）を緩和・

解消することである。公共交通機関が無い、あるいは極めて脆弱な
都市においては、過度な自動車依存となることが想定される。過度
な自動車依存は、交通渋滞による社会的な時間損失、交通事故の増
加といった直接的な影響だけでなく、排出ガスによる大気環境の悪
化、その影響による人体への健康被害、活動量の低下による肥満や
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成人病発症リスクの増大、中心市街地の衰退、地域コミュニティの
衰退など、負の影響は多岐にわたる。これらが深刻化することは都
市の衰退につながるため、公共交通の維持、充実は都市の持続性を
担保するために必要なものである。

第二の意義は、より魅力的で競争力のある都市を目指すための戦
略的な役割を果たすことである。例えば観光・コンベンションなど
を推進するにあたって、外部からの来訪者がストレスなく目的地へ
移動できることは重要である。あるいは、都市にとって多くの税収
をもたらす事業所や大学などを誘致するにあたっても、従業員や学
生の居住地や交通手段が整えられていることは企業や大学等にとっ
ては立地選択の大きな要素となりうる。

公共交通指向型開発（Transit�Oriented�Development：以下、
TOD）はアメリカの都市計画家ピーター・カルソープによって1980
年代に提唱された概念であるが、公共交通機関を基軸とした都市開
発は、日本（主に三大都市圏）において主に鉄道事業者が主体となっ
て戦前より一般的に行われてきたものである。都市部の人口が急増
した高度経済成長期においては、新たな宅地を開発するうえでアク
セス手段として鉄道・公共交通機関が必要であるという考え方で
あったが、人口減少、高齢化が進む現在、コンパクト・プラス・ネッ
トワークの都市構造への転換を目指す中では、都市機能の集約・誘
導を図る拠点として、既存の公共交通網を活用し、さらに公共交通
の充実・活性化の施策との連携を図ることも、TODのあり方の一つ
として今後も有効な政策コンセプトとなるであろう。

（4）�公共交通経営を取り巻く現状・危機への対応
公共交通の経営を取り巻く状況は厳しさを増しており、既存の公

共交通機関は上記の政策的意義を果たすだけの機能が十分発揮でき
ない、あるいは既に維持が難しくなっているところが多い。その背
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景は、需要面では人口減少・少子高齢化やモータリゼーションの進
行による利用者数の減少、供給面では生産年齢人口の減少による運
転手を中心とした働き手不足であり、これは中長期的な趨勢として
解消は簡単ではない。さらにコロナ禍によって、これまで公共交通
事業者の経営を支えてきた大都市の通勤需要や中長距離のビジネ
ス・観光等の需要が縮小し、公共交通機関の存続の危機は急速に高
まっている。

事業者は、規模の大小を問わず、経営が悪化した時は不採算部門
の縮小や合理化を検討することは当然であるが、その公共交通機関
が走る地域（自治体）にとっては上述のように基礎的なインフラで
あり、撤退したり利便性が低下したりすることは地域の持続性に関
わる問題である。今般のコロナ禍のような事態を契機として公共交
通機関の存続の危機が具体化した時、その存続自体が目的化してし
まいがちであるが、本稿冒頭に挙げた第一の論点のとおり、地域の
持続可能な発展が政策の目的であり、公共交通はその手段に過ぎな
いことが重要である。

公共交通政策においてモデルとなるような先進的な取組みを行っ
ている都市の多くは、かつて公共交通機関の危機に直面し、路線網
の再編、機能強化のための設備投資、事業者の経営形態の転換など
行政による関与を強める形で、危機を乗り越えてきた1。危機に直面
した時はもちろん、本来は具体的な危機が顕在化する前から、中長
期的な視点で地域の将来像と、それに沿った公共交通機関の将来像
を行政、事業者、住民など関係主体との間で議論、共有し、自治体
はより主体的に公共交通政策に取り組むことが求められる。

1� 髙野裕作（2018）「地方都市における公共交通機関を取り巻く危機とその対応」，
『都市自治体による持続可能なモビリティ政策－まちづくり・公共交通・ICT－』
pp.2４-３３，日本都市センター
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（5）�公共交通政策を推進するための法制度
公共交通に関する政策を推進するための法制度として、2007年に

制定された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（以下、活
性化再生法という）は、交通政策基本法（201３年）の基本理念に即
して201４年に改正され、さらに現在まで数度にわたって改正を重
ね、関連する制度が整えられてきた。活性化再生法の第 ４ 条 ３ 項で
は、「市町村は、公共交通事業者等その他の関係者と協力し、相互
に密接な連携を図りつつ主体的に地域旅客運送サービスの持続可能
な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよ
う努めなければならない。」と市町村の責務を定めている。

地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針（令和 2
年度改正）では、「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に
資する地域公共交通の活性化及び再生の目標」として以下の ４ 項目
が挙げられている。

（1）�住民、来訪者の移動手段の確保
（2）�地域社会全体の価値向上
（３）�安全・安心で質の高い運送サービスの提供等
（４）�新たな技術やサービスの活用による利便性向上の促進

上記のとおり、「（1）住民、来訪者の移動手段の確保」は公共交通
政策の基礎的な目標であるが、本章冒頭に述べた総合都市経営にお
ける公共交通の意義は「（2）地域社会全体の価値向上」と結びつく
ものである。具体的にどのような課題に対応し、どのような価値を
向上させるのかは、地域ごとに様々であり、それに対応した公共交
通の維持活性化を図るための方策も一律ではなく、地域ごとの特性
に応じて検討されるべきものと考えられる。
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２　公共交通維持・活性化のための方策

（1）�公共交通事業における収支構造を決定する要素
前節では、自治体の政策的観点から公共交通の意義を整理した

が、本節では公共交通事業の運営の観点から、路線や区間の単位に
おける基礎的な収支構造の前提条件となる収入（需要）と費用（供
給）の要素に分解し、維持・活性化のための方策を検討する。

収入の基盤となる需要には、沿線において発生／集中する総移動
需要と、そのうち当該公共交通機関が選択される割合という二つの
ファクターがある。総移動需要は、沿線に居住する住民による通
勤・通学や通院、用務、買い物などの移動と、沿線外から沿線に立
地する企業や学校などへの通勤・通学、用務、集客施設などへの観
光目的の移動など、多様な需要がある。このうち当該公共交通機関
が選択される割合は、他の競合する公共交通機関や自家用車等との
間で速達性、利便性などの比較によって決まるものである。

費用は、供給量（運行本数・車両）や利用者数に応じて変化する
費用と、そうでない固定費があるが、特に鉄道・軌道においては線
路や駅、保安、電気等の施設の保守にかかる固定費が大きく、また
バス等も共通して、計画された運行のために必要な車両や雇用を確
保すると、利用の多寡にかかわらず保守費や人件費は発生するた
め、全体としては固定費の割合が大きいという特性を持つ。

利用者の長期的・安定的な増加が見込まれるのであれば、事業者
自身による設備投資でサービスレベルを向上させ、収支を改善する
ことも可能であるが、既述の通り多くの事業者にとってそれは難し
い状況になっており、事業者が単独で可能な施策は運賃・料金の変
更や、利用促進のためのイベント、キャンペーンなどに限られる。
以下では、自治体が主体となって、あるいは自治体と事業者が連携
して実施する、収入、費用それぞれに対する施策を整理する。
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（2）�収入・需要を維持・増大させるための方策
ア　�土地利用の誘導・公共施設の立地による需要喚起
「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市構造への転換を目指

して、全国６３４団体（2022年 7 月末時点）で立地適正化計画が策定さ
れている。多くの都市では公共交通機関を居住および都市機能の誘
導区域設定の根拠とし、公共交通の維持・活性化の事業と連携して
いる。これは中長期的に沿線地域の総移動需要を維持・増大させる
のに有効な方策であるが、実際に宅地や都市機能施設が立地するの
には時間がかかり、短期的な効果が見込みにくいこと、誘導区域の
実効性が弱いため郊外の開発を抑制することが難しいことが課題と
なる。

より直接的、短期的に、需要を増大させるためには、自治体が実
施する施策・事業において公共施設を公共交通の沿線（駅・バス停
の至近）に立地させることは有効な手段である。

高松市では、市立病院の移転にあたり、立地適正化計画で定める
都市機能誘導区域の中央連携軸南端に位置する、高松琴平電鉄琴平
線の仏生山駅至近に、高松市立みんなの病院として立地させた。茨
城県ひたちなか市では、小中学校の統合によって新設する義務教育
学校（ひたちなか市立美乃浜学園）を、ひたちなか海浜鉄道沿線に
立地させ、併せて新駅を設置することで、学校統合によって通学距
離が一定距離以上となる児童生徒は鉄道利用とし、通学定期券は原
則として市が負担し児童生徒に支給し、統合の影響を緩和している。

イ　�設備投資（新設・改修）による機能の強化
事業者単体では困難な設備投資を、自治体（あるいは自治体が出

資する事業者）が直接事業として実施する、あるいは事業費を補助
することで、交通機関としての機能を向上させ、利用の活性化を図
るものである。鉄道では、老朽化した土木施設に対する安全性向上
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のための整備や、信号保安施設など安全な運行に必要な設備の整
備、速達性や運行頻度を高めるための設備の改良、駅舎や駅前広
場、パークアンドライド用の駐車場の整備などが挙げられる2。バス
では、公共交通優先信号や専用・優先走行レーンの整備、バスロ
ケーションシステムやICカード乗車券の導入などが代表的である。
これらの施策によって公共交通機関の自家用車に対する競争力が高
まり、交通手段選択において公共交通がより選ばれるようになるこ
とが期待される。

（3）�運営費用をマネジメントするための方策
ア　�交通モード転換による固定費の削減・ニーズへの適合

先述の通り、運営にかかる固定費は鉄道の方が大きく、一定以上
の需要が無ければ鉄道としての運行を維持することは難しいため、
これまで多くの鉄道路線が廃止され、バス等の代替交通手段に転換
されてきた。バスに転換することで運行コストが縮減されるが、同
時に速達性・定時性など鉄道の持っていたメリットも失われ、利便
性が低下して更なる需要の縮小を招き、代替バスも廃止され地域か
ら公共交通機関が無くなってしまうケースもある。

東日本大震災の津波被害を受けたJR大船渡線、気仙沼線のよう
に、災害によって鉄道による復旧が困難となった路線において、鉄
道の路盤の一部をバス専用道として走行するBRT（Bus�Rapid�
Transit）に転換する例もある。災害復興事業などによって都市構造
が変化し、鉄道沿線・駅周辺に必ずしも宅地や都市機能施設が立地
していない場合は、一般道と専用道を使い分けて柔軟に路線を設定
したり、高頻度運転をしたりすることで、現状のニーズに適合した
サービスを供給することが可能となる。

2� 後述のように施設の建設・保有・管理を担う事業者（第三種鉄道事業者）を設立
して上下分離を図り、出資という形で自治体が経営に関与することもある。
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イ　�上下分離による事業者のリスク軽減
鉄道事業は、運行に必要な線路などの設備と車両を全て自ら保有

して運行を行う第一種鉄道事業が一般的であるが、運行だけを担う
事業者（第二種鉄道事業）と設備の保有・管理を担う事業者（第三
種鉄道事業）に分離することで、運行を担う事業者の固定費の負担
を軽減する方策が、都市部、地方部それぞれにおいて採られてい
る3。

都市部においては、建設費が膨大となる新線建設において、その
新線の建設・保有のみを目的とした第三種鉄道事業者を設立し、そ
こに既存の鉄道事業者だけでなく行政も出資して国（鉄道建設・運
輸施設整備支援機構を介することが多い）、都道府県、基礎自治体
それぞれが建設費の補助をすることで、建設費に係るリスクを軽減
している。

地方部では、単独での鉄道の維持が難しくなった路線において、
設備の保守、改修費用を行政が補助するために上下分離が導入され
ている事例が多い。また、事業者を上下分離しない形態で、施設の
整備・保守費用の補助や土地の取得・無償貸与、固定資産税の減免
などによって実質的に事業者の負担を軽減する「みなし上下分離」
の方式が、群馬県（上毛電鉄、上信電鉄）や福井県（えちぜん鉄道、
福井鉄道）などで運用されている。

ウ　�路線網再編・競合の解消（共同経営）による効率化
特定の区間において、複数の交通機関、事業者が並行して運行さ

れているとき、これらは競合関係となり、一定の需要が存在してい
る場合は市場原理に基づいてサービスの改善、料金の引き下げなど

3� 鉄道における上下分離とはやや性質が異なるが、バスにおいても、環境やバリ
アフリー対応などのために行政が車両を購入・保有し、事業者に貸与して運行す
るケースもある。
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利用者にとって望ましい競争が生じるが、逆に需要が縮小している
状況においては事業者にとっては過当競争となり利益を圧迫する要
因となるだけでなく、利用者にとってもダイヤや運賃の調整が不十
分でわかりにくく、必ずしも利便性が高くない状況となる可能性が
高い。

特に路線バスにおいては、一般的に中心部から郊外に向けて放射
状にネットワークが形成されている都市が多い中で、中心部では複
数の路線が輻輳し過剰かつ不均等な運行本数となる一方で、末端部
の運行本数が少なくなり、特に昨今の運転手不足の状況においては
不効率性が問題となる。そのため路線バスネットワーク再編のモデ
ルとして、中心部の幹線系統と、郊外部のフィーダー系統を分離
し、中心部の本数の適正化、運行間隔の平準化を図りつつ、郊外の
運行本数も確保し、全体の効率化が目指されている。

地域内で一つの事業者で運行されている場合は自社内の調整に留
まるが、複数の事業者で運行されている場合、ダイヤや運賃を調整
する事は、従来はカルテルにあたるとして独占禁止法によって禁止
されていた。これが2020年の独占禁止法特例法4によって、「共同経
営」として複数事業者の間で路線網、ダイヤ、運賃を調整すること
が可能となり、熊本市、岡山市、前橋市、長崎市および徳島県南
部5において、一部区間におけるダイヤ調整や運賃共通化などの施
策が実施されている。

路線網の再編・共同経営は、その対象区間において運行本数等を
最適化することで直接的な経費が節減できるだけでなく、余裕の生

4� 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービス
の提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の
特例に関する法律（令和2年法律第 2 号）

5� 鉄道（JR四国）とバス（徳島バス）の共同経営の事例。JR牟岐線の阿南駅以南
においてバス（都市間高速バスの一般道走行区間）を鉄道の乗車券類で乗車可能
とするもの。
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じた資源（運転手・車両）を他の路線、特に需要があるにもかかわ
らず運転手不足によって十分な本数が運行できなかった路線に配分
することが可能となり、全体的な経営効率の改善が期待される。

（4）�小結
本節では、公共交通機関の維持、活性化のための方策を、収入・

需要と費用・供給の両面のマネジメントの観点から整理した。特に
需要の維持・増大のための方策として公共交通の沿線地域に居住や
都市機能を誘導するコンパクトシティ政策、公共施設の立地を中心
としたTOD的な施策は、単に公共交通の運営を支えるだけではな
く、冒頭に述べた通り、地域全体の持続可能な発展に直接的に寄与
する施策でもある。

また、ここに挙げた各施策はそれぞれ単独ではなく、各地の特性
に応じて複合的に連携させながら実施していくことが重要である。

３　公共交通事業の経営に対する関与

（1）�自治体（公共セクター）と事業者（民間セクター）の関係性
自治体と事業者の間では、公共交通機関（特定の路線や区間）の

存在意義に対する考え方は異なり、維持・活性化を図る動機や方策
も異なってくる。

自治体は、その沿線地域が自治体の一部分であれ全体であれ、当
該の公共交通機関が廃止・縮小されることは、地域の人口減少、企
業や施設等の撤退、ひいては地域の衰退につながるため、公共交通
機関の維持が必要と考える。そのために前節で挙げたような施策が
行われることとなるが、コミュニティバスのように自治体が企画し
て事業者に委託するという形態を除けば、運営自体は事業者が行う
こととなり、事業者との間で費用の負担、役割の分担を調整しなけ
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ればならない。
一方で事業者は、特に一つの自治体の地域に留まらない広域に

ネットワークを持っている場合は、一つ一つの路線、区間の収支
（単体で赤字か黒字か）は重要であるが、仮に赤字であったとして
も、沿線で自社が運営する施設への誘客や、中長距離のビジネス・
観光移動において自社のネットワークが利用されるのであれば、そ
の路線・区間を維持し、あるいは機能を強化するための投資も可能
となる。逆に、その路線・区間が自社の関連事業やネットワーク全
体の利用に寄与していないのであれば、単に当該地域のためだけに
運営を持続することは難しい。

一義的には、活性化再生法に基づく法定の協議会を設置し、行政
（都道府県、市区町村）と事業者だけでなく、地域の商工、医療、福
祉、教育など、幅広い関係主体を交えた議論・調整の中で、計画や
事業を推進していくこととなる。そのうえで、より主体的に自治体
の政策実現の手段として公共交通を運営していくために、自治体が
公共交通事業の経営に直接、間接的に関与することが、三大都市圏
を中心とした都市部と中山間地域を抱える地方部それぞれにおいて
行われている。

（2）�地方公営企業による公共交通事業運営
もっとも直接的な経営への関与方法は、地方公営企業による地下

鉄（都市高速鉄道）、路面電車、路線バスの運営であり、政令指定都
市や中核市を中心として大都市部で古くから行われてきた方法であ
る。地方の中規模以下の自治体では、市営バスの運営コストの負担
から、民間への移譲が進み、その数は減りつつある。

公営企業も基本的に独立採算を求められる点は民間企業と変わら
ないが、交通不便地域への路線の設定、福祉政策的な運賃補助制度
の導入など不採算分野に対して、一部の黒字路線・事業から内部補
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助によって補填できるというメリットがある。一方で民間企業のよ
うな効率化のインセンティブが働きにくい、一つの自治体の中で
サービスを完結させようとする傾向が強く広域的なネットワークの
最適化が難しいなどのデメリットもある。

（3）�第三セクター事業者への出資
第二の方法は、第三セクター事業者への出資である。地方部で

は、国鉄再建法に基づく特定地方交通線や整備新幹線開業に伴う並
行在来線の経営主体として、道府県や沿線の市町村が出資した第三
セクター鉄道会社が全国各地で設立された。大都市部でも、鉄道新
線や新交通システム、モノレールの経営主体として第三セクター会
社が設立されるケースが多い6。その中には現在まで比較的順調に経
営を続けているところもあれば、利用者の減少により廃止、あるい
はさらなる経営形態を転換（鉄道事業再構築事業による公有民営化
など）したところもある。公有民営による上下分離の場合、自治体
自身7、あるいは複数の自治体によって設立された一般社団法人8が
第三種鉄道事業者となる。

（4）�小結
公共交通事業の経営に自治体が主体的に関与することは、自治体

の政策の方向性に沿って公共交通の運営をすることが可能になる一
方で、特に経常的に赤字運営されている交通機関の場合、その維持

6� バス事業者で県や市が出資した第三セクター企業の形態をとっている事例は、
函館市営バスの路線を譲受した函館バス株式会社、尾道市営バスから移管した
おのみちバス株式会社など、少数ながら存在する。

7� 青い森鉄道（第二種）－青森県（第三種）、四日市あすなろう鉄道（第二種）－四
日市市（第三種）、伊賀鉄道（第二種）－伊賀市（第三種）など

8� 養老鉄道（第二種）－養老線管理機構（第三種）のほか、西九州新幹線開業によっ
て並行在来線となる長崎本線肥前山口（江北）－諫早間（運行はJR九州が第二種
として継続）の鉄道施設を保有する佐賀・長崎鉄道管理センターなどがある。
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に対するリスクを自治体が負うこととなる。前節で挙げたような各
種の方策を実施するための投資や、経常的な運営に必要な補助な
ど、公共交通の維持・活性化を図るためには多額の費用が必要であ
るが、その費用を地域の持続可能な発展に必要なものとして位置づ
けることが、総合都市経営の要点と言えるだろう。

４　神戸市における公共交通を通じた都市経営

（1）�神戸市における市域の変遷と市街地特性
神戸市は人口1,508,99６人（2022年 ４ 月15日現在）、市域面積約

557km2であり、 9 つの行政区で構成されている。神戸港とそれに
関連した産業の発展によって、1889年の市制施行時には約21km2で
あった市域は、第二次世界大戦終戦時には海岸線と六甲山地に挟ま
れた東西に細長い115km2の領域に広がり、そこには高密度な既成
市街地が形成されている。戦後の人口増加に対応するため、数次に
わたって六甲山地以北の町村を合併して市域を拡げ、現在の西区、
北区にあたる地域では丘陵地、山地を造成して住宅地や公共施設、
産業用地が開発されてきた。内陸部だけでなく、神戸港に人工島

（ポートアイランド・六甲アイランド）を造成し、産業、医療、住
宅、学校など多様な機能が立地している。
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出典：�神戸市ホームページ：神戸市域の変遷（https://www.city.kobe.lg.jp/a891３8/
shise/about/energy/rekishi.html）（2022年 ４ 月2６日閲覧）をもとに凡例を加工）

図１　神戸市の市域拡大の経緯

（2）�神戸市の都市経営と公共交通網
神戸市周辺の鉄道網は、日本の大動脈である東海道・山陽本線、

関西圏における都市間輸送を担う阪神電鉄、阪急電鉄、山陽電鉄が
既成市街地を東西方向に走り、六甲山地を超える南北方向には、著
名な温泉観光地である有馬温泉や三田市、三木市方面へのアクセス
を目的とした神戸電鉄（神鉄）が、第二次世界大戦終戦時点で開通
していた。神戸市内に乗り入れる民鉄各線は、阪神は元町、阪急は
三宮、神鉄は湊川、山陽は兵庫と、それぞれ分散した位置にターミ
ナルを設けており、これらは市電・市バスによって連絡されていた。

戦後の鉄道を中心とした交通網の整備は、モータリゼーションの
進展に伴う市電の代替という他都市と共通する目的に加え、上述の
市域拡大に伴う郊外の新興住宅地や公共施設・産業用地へのアクセ
スという、神戸市の都市経営上の目的を達成するための重要な手段
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ともなっている。

出典：�地理院地図を基に路線・文字を筆者加筆

図２　神戸市における鉄軌道系交通機関

内陸部の開発地である須磨ニュータウン、西神ニュータウンへは
市営地下鉄の最初の開業区間（新長田－名谷）が1977年に、神戸港
の埋め立て地へは新交通システム（ポートアイランド線）が1981年
に、それぞれ整備された。また神戸電鉄谷上駅から三宮へバイパス
路線として北神線が1988年に開業している。中心部の都市高速鉄道
は、市営地下鉄の開業に先んじて、既存の民鉄各社のターミナルを
連絡する神戸高速鉄道が19６8年に開業しており、これは神戸市と民
鉄各社が共同して出資する第三セクター鉄道であるとともに、車両
や乗務員を自社で保有しない、「上下分離」による鉄道運営の先駆的
な存在であった。

本節では、2020年 ６ 月の北神線市営化に至る経緯を中心に、神戸
市の都市経営における公共交通の位置づけを分析する。
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（3）�北神線の開業から上下分離の経緯
北神線は、1988年 ４ 月 2 日に北神急行電鉄北神線として新神戸－

谷上間7.5kmが開業し、当初より市営地下鉄西神・山手線と相互直
通運転が行われてきた。北神急行電鉄は市が出資する第三セクター
企業ではなく、阪急電鉄と神戸電鉄を中心とした民間資本によって
出資された純民間企業であり、開業当初は施設保有と運行を一体的
に行う第一種鉄道事業者であった。

市営地下鉄と一体的に運行されている北神線が、北神急行電鉄と
いう民間企業によって建設・運営されていたのは、六甲山地を貫く
北神トンネルの建設費が莫大であり、日本鉄道建設公団9が建設主
体となったためである。運行主体である北神急行電鉄は開業時に公
団から鉄道施設を譲受し、25年間の分割払いにて建設費を償還する
こととなっていた。

谷上で接続する神戸電鉄沿線から新神戸、三宮への所要時間は大
きく短縮されたものの、上述の建設費償還のために運賃が高く設定
されたこと、神戸電鉄－北神急行－市営地下鉄と ３ 事業者に跨りそ
れぞれに初乗り運賃がかかることが相まって、距離に対して非常に
高額な運賃となった。神戸市・兵庫県の補助によって運賃の軽減策
が行われていたものの10、それでも相対的に高額であり、利用が敬
遠される要因となっていた。

一方、開業から10年ほどが経過し、北神トンネルの維持・修繕の
負担が大きく経営が悪化してきたことから、2002年に鉄道施設を神
戸高速鉄道に譲渡し（第三種鉄道事業者）、北神急行電鉄は運行だけ
に専念する（第二種鉄道事業者）上下分離を実施した。これは、ト

9� 現・鉄道建設・運輸施設整備支援機構
10� 1999年度より、兵庫県と神戸市それぞれ毎年1.３5億円ずつ（合計2.7億円）の補助

金を支出し、北神線単体の運賃を４３0円⇒３50円に値下げ（その後消費税引き上げ
に伴い、2020年時点で３70円、谷上－三宮は市営地下鉄の運賃と合算して550円）
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ンネル施設の改修にあたって補助金の交付を受ける際、神戸市も出
資する第三セクターである神戸高速鉄道が施設を保有していること
が有効であったためである。このとき、北神急行電鉄、神戸高速鉄
道双方の主要株主である阪急電鉄は、上下分離から20年後の2022年
をもって神戸高速鉄道が保有する北神線の資産・負債を引き取るこ
とを条件としていた。

（4）�北神線市営化の背景
高額な運賃が障壁となり、神戸市中心部で働く人々にとって、北

神線・神戸電鉄沿線への居住地選択が敬遠される傾向が見受けられ、
図 ３ に示す通り北区の人口減少は神戸市の中で顕著である。1992年
からの人口変化として、1995年の阪神・淡路大震災を受けて都心部
を構成する区が軒並み人口減少したのに対して、内陸部のニュータ
ウンが立地する北区、西区は増加した。その後、神戸市全体の人口
は2000年頃に震災前と同程度に回復し、2010年頃をピークに再び減
少に転じている。2010年以降、三宮を含む都心部（中央区）に人口
が集中する一方で、北区の人口は減少傾向にある11。神戸市の都市
経営上の観点からも、全体的にバランスの取れたまちづくりのた
め、北区の人口減少を抑制するための方策として、交通利便性を改
善することは重要な要素であった。

11� 特に震災の被害が大きかった長田区、須磨区、兵庫区、垂水区は、震災後の人
口の回復も鈍く、高齢化なども相まって人口減少率は大きい。中央区は、都心
回帰の傾向から、三宮を中心とした利便性の高い都心地区に高層タワーマン
ションが多く建設され、人口増加が著しい。神戸市では「タワーマンションのあ
り方に関する研究会」を設置して特定の地域に人口が集中することの課題への対
応を検討するとともに、都心地区において「特別用途地区（都心機能誘導地区）」
を設定し、新たな住宅用途の建設の抑制を図っている。この取組みについては、
以下の論文に詳しい。神戸市（2019）「「タワーマンションのあり方に関する研究
会」の経緯と今後のまちづくりの方向性」、『都市とガバナンス』第３2号、pp129-
1３5、日本都市センター
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出典：�神戸市統計書（主要項目の長期推移データ）を基に筆者作成

図３　神戸市の行政区別の人口増減（1992年を 1とした時の変化）

（5）�北神線市営化のスキーム
2018年度をもって神戸市・兵庫県による運賃軽減のための補助金

制度の期限を迎えるにあたり、北神線の経営形態を根本的に見直す
機運が高まってきた。北神線の運賃問題を解決する一つの手段とし
て市営地下鉄による運営の一体化が持ち上がり、阪急電鉄との間で
資産譲渡にかかる協議が行われた。その結果、2019年 ３ 月には資産
譲渡にかかる基本条件で合意、2019年12月には譲渡契約に至り、そ
の後は鉄道事業の変更に係る国土交通省への申請、認可という手続
きを経て、2020年 ６ 月をもって北神線は神戸市交通局の路線となっ
た。

譲渡時点において、北神線の資産は約４00億円、負債は約６50億円
の評価があったが、神戸市はそのうち資産を約200億円にて買い取
り、その差額と負債は阪急電鉄が受け継ぐこととなった。神戸市と
しては、負債を引き継がずに交通局と一体の運賃体系とすることで
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運賃の値下げが可能となり、資産の購入費用を賄う企業債は交通局
の今後の収入によって十分に償還できると合理的な試算がなされて
いた。一方で阪急電鉄にとっては、もともと2022年に資産・負債と
もに引き継ぐ予定であって、その処分に関する経営判断としてこの
時点で損失を計上しても三宮を中心としたエリアの活性化につなが
ること、神戸市の交通ネットワークが改善され、神戸電鉄（阪急阪
神ホールディングスの子会社）の沿線である北区の人口の維持につ
ながることは、グループ全体として望ましいことと判断されたよう
である。

北神線の市営化は、北区の人口減少に対する神戸市の強い問題意
識と、上記のように市、事業者双方にとって合理的な条件が整った
ことから、協議から正式な契約、移管まで早い判断によって実現に
至ったものである。

（6）�市営化の効果
北神線の市営化によって、 2 社に跨って550円であった谷上－三

宮の運賃は、交通局のみの280円まで値下がりした。コロナ禍の影
響で他の交通機関の利用者数が軒並み減少している中、2020年度の
北神線の利用者数は約 1 割増加している。北神線と神戸電鉄の沿線
地域である北区・北神地区の人口動態が増加に転じるまでの効果は
まだ表れていないが、今後の中長期的な政策において、北神地区に
おける持続可能な居住地の環境整備と、三宮地区における都心機能
の充実を推進する中で、これらを結ぶ北神線の市営化は利用者・市
民にとっても重要な役割を果たすものと思われる。

（7）�小結
神戸市における公共交通を通じた都市経営は、これまでの長い歴

史的経緯の中で都市開発と連携して行われており、交通局による地
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下鉄・バスの直営、第三セクターである神戸高速鉄道による民鉄各
社との連携、神戸新交通による埋め立て地へのアクセスと、路線の
特性に応じた多様な事業経営への関与を行ってきた経緯がある。本
節で主に取り上げた北神線の市営化にあたっても、このように多様
な観点から公共交通事業を行ってきた経験があり、北区の持続可能
な発展という都市経営上重要な課題を解決するための手段として、
市営化という方法をとることができたと考えられる。

神戸市は近年は人口減少傾向にあるとはいえ、三大都市圏におけ
る中心都市であり、民間事業者による公共交通事業運営が成立する
市場環境にある地域である。その中で、このように市の関与を強め
る形での公共交通政策が行われたことは、本書の主題である総合都
市経営に大きな示唆があるように思われる。

（本節は、2020年11月 9 日に神戸市企画調整局交通政策課・都市局公
共交通課にヒアリング調査をした内容を基に構成したものである。）

５　欧州における公共交通政策と都市経営

（1）�本節の位置づけ
ここまで取り上げてきたように、日本においても公共交通を維

持・活性化させるための各種方策や公共交通事業の運営の方法は、
各地での実践が積み重ねられ、各種の制度が整えられつつあるが、
今後公共交通の運営を取り巻く環境はより厳しさを増すなか、現行
制度の活用にとどまらず、総合都市経営の観点から交通政策に取り
組む必要がある。そのモデルとして、欧州を中心とした諸外国にお
ける政策のあり方を参考にすることも重要であり、日本都市セン
ターの既往研究成果を参照し、その示唆を得ることとしたい。
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（2）�既往研究成果におけるドイツ・フランスの政策の整理
公共交通の維持、充実を図るために、各国、各地域の特性に応じ

た組織や制度が運用され、ファイナンス面では運賃収入以外の多様
な財源、ガバナンス面では事業者と行政の連携、あるいは行政によ
る事業者の管理の方法論が、それぞれ独自に発展してきた。日本都
市センターでは2020年に刊行した報告書「次世代モビリティ社会を
見据えた都市・交通政策－欧州の統合的公共交通システムと都市デ
ザイン－」（以下、「次世代モビリティ報告書」）において、フランス
とドイツの都市公共交通政策に枠組みについて、表 1 に示す構成で
包括的に整理している（特に第Ⅱ部と第Ⅳ部を中心にフランス・ド
イツを並列的に分析）。

公共交通機関がその機能・意義を果たし、持続可能な総合都市経
営に資するためには、制度等が個別・単体で機能するのではなく、
一通りの政策システムとして統合されることが重要である。ドイ
ツ・フランス両国の政策の共通項を抽象的に表せば「モビリティを
保障する法的理論を背景として、公的資金を財源として公共交通運
営を支え、地域の公共交通政策を立案・調整する主体（組織）が計
画を策定し、事業者に対して公共交通サービスの供給に関する契約
を締結し、地域ごとの統合された公共交通システムを構築してい
る」ということができるだろう。

Copyright 2023 The Authors. Copyright 2023 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



186

第Ⅲ部　総合都市経営における公共交通

表１「次世代モビリティ報告書」目次抜粋

第Ⅰ部　これからのモビリティと欧州各国の都市・交通の特性

第 1 章 これからの都市モビリティ

第 2 章 欧州各国の都市自治体の基本的特性と都市・交通政策との関係

第Ⅱ部　欧州における都市交通を取り巻く社会的背景

第 1 章 モビリティの保障に係る法的理論

第 2 章 持続可能なモビリティを実現する交通計画と都市計画との連携

第 ３ 章 福祉政策としての公共交通政策のあり方

第 ４ 章 環境政策としての自動車削減と公共交通利用促進

第Ⅲ部　欧州の道路再編を中心とした都市デザイン

第 1 章 道路空間再編の潮流とその背景

第 2 章 道路空間再編による歩行者空間整備の事例

第Ⅳ部　充実した公共交通政策を支える制度

第 1 章 公共交通政策を担う主体と主体間の連携

第 2 章 公共交通政策に係る財源・制度

第 ３ 章 公共交通政策を策定するためのプロセスと住民参加の仕組み

第Ⅴ部　新しいモビリティと公共交通政策との連携

第 1 章 モビリティ・イノベーションの普及によって引き起こされる影響に
関する分析

第 2 章 ドイツ鉄道の取組に見る「MaaS」の要諦

資料編　2018年　ドイツ運輸連合調査報告

日本においても、交通政策基本法によって交通政策の基本理念は
位置づけられ、各関係主体の責務も定められているが、公共交通政
策が自治体行政全体の政策に占める割合は、特に財政的な面におい
て大きくない12。公共交通政策が持続可能な都市の発展に寄与する

12� 髙野裕作・谷口守「都市自治体による公共交通政策に関連した財政支出に関する
研究－全市区を対象としたアンケート調査の分析－」，『都市計画論文集』，
Vol.5３.�No.３,�pp1３85-1３92,�2018

Copyright 2023 The Authors. Copyright 2023 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



187

第 ６ 章　総合都市経営における公共交通の位置づけ

ようになるためには、フランス・ドイツ両国の政策のあり方から次
項で述べるような点に示唆があるのではないだろうか。

（3）�総合都市経営における示唆
ア　�包括的・安定的な財源制度

総合都市経営の観点から、自治体が主体的に公共交通政策に取り
組み、特に事業運営への関与、活性化のための投資を行っていくた
めには、安定的かつ裁量の大きい財源が必要である。各自治体の自
主財源にてそれを賄うことが理想ではあるが、現実的にはそれは難
しく、国、都道府県からの補助金・交付金にて補う必要がある。現
在の日本の公共交通に関連した補助金の制度は、要件を満たした路
線に対する赤字補填の補助や、活性化のための事業ごとの補助、主
に過疎地における住民の足を確保する施策に対する交付税措置な
ど、個別に設けられているが、公共交通政策のための包括的な財源
制度とはなっていない13。

次世代モビリティ報告書の第Ⅳ部第 2 章で論じられているよう
に、フランス、ドイツ両国の公共交通政策に係る財政制度は、地域
固有の財源、連邦からの補助金などさまざまな財源が充実してい
る。フランスの交通負担金（VT）は都市圏のモビリティ政策局

（AOM）が自主財源として、地域内の事業所の給与総額に対して課
税するものであり、公共交通の運営、インフラ（LRT等の専用通行
空間）の整備などに充てられている。ドイツの地域化法では、連邦

13� 2022年に国土交通省に設置された 2 つの有識者検討会（「鉄道事業者と地域の協
働による地域モビリティの刷新に関する検討会」、「アフターコロナに向けた地
域交通の「リ・デザイン」有識者検討会」）の提言を受けて、地域公共交通を包
括的に支援・再構築することを目的とした「地域公共交通再構築事業」が社会資
本整備総合交付金の基幹事業として創設されることが政府の方針として示され
ている。（国土交通省「令和 5 年度予算大臣折衝について」（令和 ４ 年12月21日）
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001579722.pdf（202３.01.05最終閲
覧））
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の鉱油税を財源として、近距離鉄道の輸送実績等を根拠として連邦
から各州に予算が配分される。各州の近距離鉄道輸送の運営補助を
主な目的として設けられた財源であるが、近距離鉄道輸送以外の公
共交通政策にも充てられ、州の特性に応じて裁量が大きいものに
なっている。

イ　�広域連携
本章のここまでの議論では、自治体と事業者との関係性を中心に

事例や制度を考察してきたが、住民の日常的な行動範囲、公共交通
網は基本的には一つの自治体内で完結することは無く、実態として
の都市圏における自治体間の広域連携も重要な要素である。ドイ
ツ、フランスは両国ともに自治体の合併が進まなかった歴史的経緯
から、一般的な基礎自治体の規模が小さく、交通に限らず多くの行
政分野において自治体間で連携をすることが一般的である。

フランスではコミューン間協力機構EPCIと称する広域連合が制
度化され、人口規模、自主財源の有無や担当する行政分野の種類・
数などによって 7 種類に大別されている。公共交通政策を担当する
AOMはこのEPCIのいずれかの形態をとっているものが多く、
EPCIが形成されている都市圏の単位で公共交通政策とその他の都
市政策分野との連携も図られている。

ドイツにおいてもさまざまな形態の広域連携が実践されてい
る14。そのなかでもハノーファーやシュトゥットガルトでは都市圏
連合（Region）と呼ばれる独自の財源や議会を持った行政主体が結
成され、公共交通を含む幅広い行政分野を担当している。運輸連合
は、鉄道から路面電車、バスまで圏域内の公共交通の運行に関係す

14� ドイツにおける都市圏連携については以下の報告書に詳しい。日本都市セン
ター（2015）『ドイツにおける都市経営の実践－市民活動・都市内分権・都市圏
経営の諸相－』
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る主体が所有する有限会社の形態をとっていることが多い15が、
シュトゥットガルトにおいてはRegionが都市近郊電車S-Bahnの任
務担当者16として運輸連合の構成員となっている。

日本において公共交通の連携の枠組みが組織化されているのは一
般的ではなく、地域公共交通計画（旧：地域公共交通網形成計画）
を複数自治体が共同で策定している例があるが、2022年 ４ 月末まで
に策定された計画727件のうち58件に留まる（この他に県の単位で策
定された計画もある）17。一方で公共交通に留まらない広域連携の枠
組みとしては連携中枢都市圏や定住自立圏、広域連合などがあり、
公共交通を主要な政策分野の一つとしている広域連合が、数が少な
いながらも存在している18。

公共交通計画の策定自体も専門性を要する業務であるが、計画を
実行していく段階において、前項で述べた財源の調達、運賃を含め
た事業に係る財政的な調整、事業者の管理・監督など専門性の高い
業務を担わなければならない状況において、特に小規模自治体の場
合、公共交通政策を担う職員の専門性確保などの実務的観点から
も、自治体間および都道府県や事業者も含めた連携の枠組みを常設

15� 運輸連合を構成する主体は、事業者だけ、事業者と行政、行政だけの ３ 類型に大
別することができ、州によって運輸連合の制度上の位置づけも若干ずつ異なる。

16� ドイツでは公共交通機関の種別ごとにその責任を負う行政主体（任務担当者）が
定められており、州ごとに制度は若干異なるが、近距離鉄道輸送は州レベル、
バスや路面電車などの道路系公共交通は自治体レベルが任務担当者となること
が多い。

17� 2018年時点における地域公共交通網形成計画の策定状況については以下の論文
で分析しており、複数自治体で策定された計画の特徴として①特定の鉄道路線
沿線、②特定の政策実施、③自治体間の連携の枠組み、④県内のブロック、⑤
流域、半島、島など地理的まとまりを挙げている。髙野裕作（2018）「交通政策
における自治体間の連携のあり方」、『都市とガバナンス』第３0号、pp20-29、日
本都市センター

18� 長野県飯田市を中心とした南信州広域連合の取組みは以下の論文に詳しい。一
柳和宏（2018）「生活圏の広域連携で取り組む南信州の公共交通」、『都市とガバ
ナンス』第３0号、pp51-55、日本都市センター
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的な組織化することの有効性は高いだろう。

（4）�まとめ
自治体が総合都市経営の手段として公共交通を活用しようとして

も、現在の日本の公共交通を取り巻く環境は、多くの地域で現状の
維持も困難な状況になっている。地域の持続可能な発展に寄与する
公共交通のあり方について、本章にて整理した ３ つの論点（政策的
意義、公共交通を維持・充実させるための方策、公共交通の運営に
対する自治体の関与のあり方）から、各自治体はより主体的に取り
組む必要があるだろう。
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１　はじめに

本章1は、フランスの地方都市交通政策について、「都市を黒字に
する」連携的なモビリティ政策と交通財政という観点から分析し、
日本の総合都市経営に資する交通政策のあり方についての含意を明
らかにするものである。フランスの交通政策の特徴として以下の三
点が挙げられる。第一に、日本とは異なり公共交通の独立採算制を
放棄している点である。なぜならば交通権の保障と環境保護が交通
政策上の最優先課題と交通法典にて明文化されているからである。
第二に、都市交通政策は都市自治体のイニシアチブの下で実施され
ている点である。特に、公共交通の営業許認可や運営に関する財政
負担については、都市自治体が権限と責務を持つ。第三に、都市公
共交通の抜本的改良・拡充が進んでいる点であり、LRT（新型路面
電車）はこの30年間に約30都市で導入が進み、BRT（フランスでは
BHNSと呼ぶ。高レベルサービスの幹線バスのことで、BRT専用
レーンを建設するものも含む）の導入も中小都市を中心に進んでい
る。LRTやBRTの整備は、TOD（公共交通指向型開発。前章も参照
のこと）と一体になっているという特徴がある。フランスでは公共
交通単体の事業収支ではなく、高レベルの公共交通サービスの供給
を通じた、都市の持続可能な発展の実現を重視している、すなわち

「都市を黒字にするモビリティ政策」を重視しているのである。
そこで本章では、フランスの公共交通政策と都市政策の連携につ

いて、「都市の基礎体力を支える」面と、「都市の運動能力を高める」
面の ２ つに分けて、制度や政策のあり方や先進事例のケーススタ
ディを通じて明らかにする。前章でも考察されたように、交通イン
フラは都市の骨格となり、都市の性格やあり方、地理的な構造を決

1	 本稿は筆者個人の意見・見解であり、所属する組織の意見を代表するものではな
い。
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定する要素である。同時に、人流・物流ともに交通システムは都市
における人間活動の循環系となる存在であり、交通がスムーズに流
れないと都市そのものが「不健康」となる。自動車による渋滞や環
境破壊、交通事故、スプロール化などの負のインパクトを除去し、
低所得者や移動制約者、障害者を含むすべての人のモビリティを保
障して初めて、都市の循環系はスムーズに機能する。こういった施
策は、人間の身体で例えれば、病気を治療・予防し、基礎体力を高
める事に相当する。しかしながら、単に都市の循環系が正常に機能
するだけでは、都市の持続可能な発展には不十分であり、雇用の確
保が重要である。なぜならば、雇用の場を確保出来なければ、人口
が他都市へ流失したり、失業が原因で治安が悪化したりするからで
ある2。それゆえ、あらゆる人々が誇りを持って仕事をできる雇用を
創出する事が都市の持続可能な発展には不可欠である。また、経済
的に付加価値の高い産業活動を通じての雇用の確保も、財政健全化
という点で重要である。持続可能な地域経済を成長させる施策は、
人間の身体に例えれば、スポーツ選手がトレーニングを通じて運動
能力を高める事に相当する。

そこで本章では、まず都市の基礎体力を高める都市交通政策とい
う観点から、交通権と環境を第一の優先課題として、自動車による
負のインパクトを除去するフランスの都市交通政策の枠組みと都市
自治体のイニシアチブについて述べる。ケーススタディでは、198７
年にLRTを開業させ、フランスの持続可能な都市交通政策のモデ
ルケースとなったグルノーブルの事例を取り上げる。続いて、都市
の運動能力を高める施策との戦略的連携策としての地域交通政策と
いう観点から、フランスの都市自治体が行っている企業などの立地
促進策と交通インフラ投資の連携事例について取り上げる。LRT

2	 失業率の高いフランスの都市では治安の悪化が深刻であり、大きな社会問題と
なっている。
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導入事例の中から、ストラスブールをケーススタディとして取り上
げる。

２　都市の基礎体力を支える 
自治体主導のモビリティ政策について

フランスの都市交通政策は、自動車の負のインパクト除去と交通
権の保障を優先課題としている点に特徴がある。これらの施策は、
都市の基礎体力を支えるものであるといえる。公共交通に関する施
策もこれらの課題解決に資することを求められており、都市自治体
のイニシアチブのもとで独立採算制を放棄して地方財政からの負担
で公共交通を支えているという特徴がある。

（1）�総合都市経営に対する自動車の負のインパクトの除去
ア　�交通混雑問題の解消

現代の都市の経済活動において、自動車は重要な役割を果たして
いるため、自動車の増加が自動車自身の交通の機能を麻痺させてし
まう現象である交通混雑は、都市経営の観点から見ても深刻な問題
である。また、渋滞の発生は、大気汚染物質や二酸化炭素の排出量
増加の原因ともなるため、次項で述べる環境問題に対しても負のイ
ンパクトを与える。欧州の多くの都市では、古くからの狭い街路の
道路のままであることから、都心の道路は渋滞しやすい。特に、通
過交通による渋滞が増加すると、都心に関係のない自動車によって
都心の機能が麻痺し、経済活動が停滞したり、住民の生活の質が下
がったりするという問題が起きる。

現代都市の物流において貨物自動車は重要な役割を果たしてい
る。商店への配送に不可欠な存在であるほか、原材料・部品の入荷
や製品の出荷といった工業の生産活動に欠かせない存在である。し
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かし、モータリゼーションが進展しマイカー依存が進むと、渋滞が
多発し、交通混雑が大きな社会的費用となる。とりわけ、渋滞に
よって円滑な道路交通流が阻害されると、工場の操業に必要な物流
が滞り、工業の生産性が悪化する。フランスにおいては、都市圏全
域における交通混雑の発生により、円滑な物流がなされないことが
問題視されている。

総合都市経営の観点からは、自動車の渋滞による混雑の発生は、
人流・物流双方の経済活動を滞らせる原因となるので、望ましくな
い。それゆえ、自動車を他のモードに転換するモーダルシフトが必
要となるが、この場合、貨物自動車よりマイカーの方がモーダルシ
フトを行うことが容易である。なぜならば、実際にモーダルシフト
を行う場合には出発地から目的地までの一部の区間のみを他のモー
ドに転換させる事が多く、乗り換え地点において人は自分で歩いて
乗り換えが出来るが、荷物は人の手で載せ替える必要があるからで
ある。それゆえ、渋滞解消はマイカーから公共交通・自転車・徒歩
への転換ないしパークアンドライドのようにマイカーと公共交通を
乗り継ぐ仕組みを中心とし、物流のための道路容量を確保するとと
もに、都心の配送時間規制などの施策が行われてきた。

イ　�自動車公害の防止と脱炭素化への取組み
環境問題は、現代の都市において重要な課題である。脱炭素社会

への移行は喫緊の課題であり、本研究会でも再生可能エネルギーへ
の移行など、脱炭素が都市政策の重点課題であることを示してき
た。自動車は主要な二酸化炭素の排出源であるため、自動車からの
二酸化炭素排出削減は都市交通政策の重要課題となっている。

また、自動車や道路の公害防止も重要な施策である。大気汚染・
騒音・振動といった公害が発生すると、地域住民の生活の質が低下
し、最悪のケースでは生命や健康に被害が生じる。公害によって生
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活環境が悪化すると、その地域に住みたいと思う人が減り、また住
民の域外への転出も生じる。次節で述べるように、企業立地の促進
のためには、住みやすい住環境の保障が不可欠であるため、自動車
公害の防止は総合都市経営の観点からも重要な施策である。

ウ　�スプロール化による弊害への対応
自動車が普及すると、人々が地価の安い郊外に家を求めるように

なり、都市は郊外に低密度で拡散する。それに呼応してロードサイ
ド型の商業施設が多数建設されるようになり、従来のように都心で
買い物をするのではなく、自動車で郊外部のみ移動して買い物をす
るという形態に消費行動が変化する。スプロール化が発生すると、
旧来の都心の商業施設が郊外のロードサイド型の店舗との競争にさ
らされることになる。スプロール化の弊害として、郊外に低密度拡
散することによるライフライン等の公共インフラが大規模化して管
理費が増大するという点もあげられる3。行政経費が増大するため、
総合都市経営の観点からは問題があるといえよう。

フランスは、雇用の維持や文化的な意味で、都心の商業の保護に
力を入れている。そのため、近年スプロール化が問題視されてい
る。ドイツやオランダとは異なり、郊外の大規模開発への規制が緩
かったため、フランスはスプロール化が進んだ国の 1 つである。そ
のため、フランスでは近年コンパクトシティ化政策を推進してい
る。

3	 例えば、富山市がコンパクトシティ化を進めた背景として、積雪地帯である富
山では低密度に拡散した都市構造では除雪費用の負担が重いため、人口減少の
ネクストステージにおいて財政負担を軽くするねらいがあった（森雅志（２011）

『森のよた話－森雅志講演録』北日本新聞社、pp.16２-165）。
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（2）�総合都市経営の観点から見た交通権保障の意義
フランスの交通政策の重要な特徴が、交通権の保障を法的に明文

化している点である。交通権とは、あくまで最低限のナショナルミ
ニマムの保障という概念ではあるものの、198２年のLOTI（交通基
本法）での明文化以降、拡張・強化してきた歴史がある。交通権は、
大きく分けて経済格差の解消と、障害者や高齢者など権利保障の ２
つの目的がある。また、情報アクセス権も交通権の重要な要素とし
て交通法典で定義している。

交通権の保障の重要な点の 1 つが、マイカーを所有できない低所
得者の足を守ることである。フランスは、第二次世界大戦後の経済
復興に際して多くの移民を受け入れ、低賃金労働者として活用して
きた。彼らの住居を確保するために、大都市・地方都市を問わず、
郊外に社会住宅と呼ばれる団地を整備してきた。ところが、社会住
宅から職場へ通える公共交通サービスが無ければ社会住宅に住む
人々は働くことが出来ない。それゆえ、働く権利の 1 つとして交通
権が提唱されたのである。

一方で、障害者や高齢者といった移動制約者のモビリティの保障
も重要である。身体的な理由でマイカーを利用できない人の権利の
保障である。特に、障害者に関しては、公共交通をバリアフリー化
することで介助無しで通勤交通サービスを利用することができるよ
うにして、就労を可能とすることが重要である。

それでは、交通権の保障とは総合都市経営の観点からいかなる意
義があるのであろうか。交通権とは、通勤交通サービスの提供を通
じて低所得者や障害者に対して労働市場へのアクセスを保障すると
いう意味がある。就労を促すことで、多くの住民が生活保護から脱
却し、労働者となって所得を獲得し、彼ら／彼女らの労働によって
都市の経済活動も活性化する。つまり、交通権を保障し、高品位の
公共交通サービスを提供することは、住民の所得を向上させ、行政
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コストの削減にも繋がるという意味があるのである。

（3）�フランスの都市交通政策の特徴
フランスの都市交通政策については、過去に様々な研究業績があ

り、都市センターからも２019年や２0２0年に報告書が刊行されている
ことから4、詳細はそれらの文献に譲るとして、ここでは本研究の
テーマである総合都市経営の分析に関連する 3 点のポイントに絞っ
て述べる。第一に独立採算制の放棄、第二に都市自治体のイニシア
チブ、第三に統合的な広域都市交通政策である。この都市交通政策
の 3 つの特徴は、198２年に制定され交通権を明文化した交通基本法

（LOTI,	Loi d’Orientation des Transports Intérieurs,	国内交通の方
向づけに関する198２年1２月30日第8２-1513号法）、２010年の交通法典
の 制 定、 近 年 の モ ビ リ テ ィ 新 法（ LOM,	Loi d’orientation des 
mobilités,	 モビリティの方向づけに関する２019年1２月２4日第２019-
14２8号法）にいたるまで一貫して強化・拡充されてきた経緯がある。

フランスの都市交通・地域交通政策の最大の特徴は、独立採算制
を放棄していることである。交通権の保障と環境保護が重要な政策
課題となり、都市自治体は自動車依存から脱却するために人々に低
廉な価格で質の高い公共交通サービスを共有することが求められて
いるからである。フランスの交通法制の根本をなす交通法典（Code 
des Transports）において5、人々のモビリティの権利の保障（第
L1111-1条）と環境保護（第1２11-3条）を優先課題と定義し、交通権

4	 公益財団法人	日本都市センター（２019）『ネクストステージの都市税財政に向け
て～超高齢・人口減少時代の地域社会を担う都市自治体の提言と国際的視点～』
のうち南聡一郎「地方交通財政の国際比較」pp.２4７-２58、公益財団法人	日本都市
センター（２0２0）『次世代モビリティ社会を見据えた	都市・交通政策－欧州の統
合的公共交通システムと都市デザイン－』。

5	 これらの交通法典の条文の訳は以下の資料も参照されたい。https://www.mlit.
go.jp/pri/kouenkai/syousai/pdf/research_p２２060７/03.pdf（ ２0２２年 ７ 月２1日 閲
覧）。

Copyright 2023 The Authors. Copyright 2023 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



199

第 ７ 章　フランスにおける「都市を黒字にする」連携的なモビリティ政策と交通財政

には価格面の合理的配慮が含まれ（第L1111-２条）、料金水準は利用
を最大化する水準にすることを求め（第L1２２1-5条）、費用は利用者、
公共団体、利用者以外の利害関係者の間で分担して負担すべきと規
定されている（第L1２２1-1２条）。運賃カバー率は、地方都市では平均
1７%（運営費に占める割合。利用客の多いリヨンやストラスブール
などの主要都市でも 4 割程度）6、パリ首都圏で3７.７%（２019年、費用
に減価償却費を含む）となっている7。

補完性原理に基づく地方分権を採用していることもあり、フラン
スの都市交通政策は基礎自治体であるコミューンがイニシアチブを
とり、実際の施策は交通政策を担う広域連携機関であるAOM（モビ
リティ・オーソリティー、les Autorités Organisatrices de la Mobilité）
を設置して実施する8。都市自治体は、交通政策を実施する上での権
限が与えられており、都市公共交通の営業上の許認可権を持ってい
る。また、財政についても基礎自治体のイニアチブに委ねられる。
先述したように、運営費については運賃カバー率が平均 ２ 割を切っ
ているため、 8 割以上が公的資金であり、国や上位の自治体からの
補助は基本的に無いため、公的負担の全てが基礎自治体の負担であ
ると言って良い。都市交通の財源として、フランス版都市交通税で
あるモビリティ負担金（Versement	Mobilité）の仕組みがあり、費

6	 GART	（２014）,	“L’année 2014 des Transport Urbains”.
7	 Omnil（イル・ド・フランスモビリティ観察局）Webサイト：https://www.omnil.

fr/spip.php?article７3（２0２２年 6 月11日閲覧）
8	 パリ首都圏のみ、イル・ド・フランス地域圏政府と構成 8 県（オード＝セーヌ、

セーヌ＝サンドニ、ヴァル＝ド＝マルヌ、セーヌ＝エ＝マルヌ、イブリーヌ、
エソンヌ、ヴァル＝ド＝ワーズ、および県の資格も持つパリ市）が交通政策の権
限を持ち、AOMとしてこれら 9 団体が広域組合のイル＝ド＝フランス＝モビ
リテを設置している。
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用の 4 割以上をカバーする9。これは、AOMが域内の事業所に従業
員の給与を課税ベースとして課税する法定任意税であり、税率は人
口や導入する交通機関の機種によって決まっている。モビリティ負
担金は、公共交通の運営費補助・インフラ補助（地下鉄やLRTの線
路や駅・停留所、バス専用レーン、モビリティハブや停留所に付帯
する駐輪場の建設費）の双方の財源に充てることができ、それらの
割合もAOMが自由に決めることが出来る。モビリティ負担金に
よって、財政面で都市自治体のイニシアチブを確保し、総合都市経
営に資する交通政策実施の裏付けがなされている。

統合的な広域都市交通政策も重要な点である。都市交通の需要は
複数の自治体にまたがるものであるために、先述したように都市圏
全域をカバーする広域組合であるAOMを設置する。AOMの形態
は、交通政策だけを扱う一部事務組合でも、複数の施策を管轄する
総合型の連合体（メトロポールや都市圏共同体、コミューン共同体
など）の一部局であってもどちらでも構わない。従前のAOMは任
意設置であったが、２019年のLOMにより全国土でのAOM設置が義
務づけられた10。また、運営に関しても民間事業者等に都市圏の
ネットワーク全体を複数年契約で一括委託する事が多い（民間委託
しない場合は、公営企業を設置して運営させる）。

9	 旧称は交通負担金（Versement Transport）。２019年1２月のモビリティ新法
（LOM）制定で改称された。交通負担金については、南（２019）や南聡一郎（２01２）
「フランス交通負担金の制度史と政策的含意」『財政と公共政策』34巻 ２ 号、
pp.1２２-13７も参考のこと。なお、モビリティ負担金への改称にともない、使途の
対象に定時定路線型やデマンドの公共交通だけではなく、各種のシェアモビリ
ティにも拡張された（GART	（２0２0）,	Loi d’orientation des mobilités: décryptage 
des principales dispositions -Guide à l’attention des autorités organisatrices de la 
mobilité Version 2.）。

10	 コミューンがAOMを設置しない場合は、レジオン（地域圏政府）がAOMとな
る。
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（4）�グルノーブル市のケース：交通権の保障と脱クルマ都市の原点
グルノーブル市はローヌ・アルプ地方イゼール県の県庁所在地で、

２0２２年時点で都市圏人口（広域行政体であるメトロポール）45万人
強を誇る11。198７年にフランスで ２ 番目となるLRTを導入した。グ
ルノーブルのLRTは、都市の基礎体力を支えるモビリティ政策と
いう意味でその後のフランスにおけるLRT導入を軸としたまちづ
くりのモデルを示したものである。世界で初めてとなる車軸なしの
LRV車両を開発し、車いすの利用者が介助なしで電車を利用でき
るシステムを完成させたことは、世界に大きな影響を与えたエポッ
クメーキングといっても過言ではない。

LRT導入の背景として、地形上の問題からくる渋滞の深刻化と
大気汚染公害があった。グルノーブルはアルプスの山に囲まれた盆
地地形である。イゼール川とドラッグ川が合流する地点にあり、 3
本の谷が交差する地点に街はある。古代よりアルプスを横断する交
通の要所として栄えてきた。戦後、1968年の冬季オリンピックを契
機として都市開発を進め、人口が急激に増加した。人口増に伴い自
動車利用も増加していたが、狭隘な地形のため急激な自動車増加は
道路容量を圧迫し、渋滞が深刻化した。くわえて、狭隘な盆地地形
により、自動車から排出される汚染物質により、大気汚染公害が発
生した。つまり、LRT導入前のグルノーブルはフランスの都市の
中でも交通混雑と公害という自動車による都市の健康悪化が最も深
刻な都市であった。

グルノーブルはLRT導入とともに、自動車交通を削減する方向
で都市交通ネットワークの再編を図った。都市内の通過交通となる
自動車の排除に力点が置かれ、LRT導入とともに都市内の道路網

11	 グルノーブル圏域のAOMは２0２1年に発足したSMMAGであり、これは管轄エリ
アをグルノーブル・メトロポールに加えて隣接する ２ つのコミューン共同体を含
む範囲に拡張したもので、人口60万人強となっている。
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において一方通行や歩行者空間の導入を合わせておこない、都心部
では公共交通と徒歩を優先させるという形を明確にした（図 1 ）。郊
外部において、パークアンドライド駐車場を整備し、人々が自動車
からLRTに乗り継いで都心部への自動車乗り入れを削減させる方
策を導入した。大学のキャンパス内に線路を引き入れたり、郊外部
にバスとの乗り継ぎハブを整備（図 ２ ）したりするなど、単なる軌
道系交通システムの導入にとどまらずTODや公共交通ネットワー
ク再編も同時におこなった12。以下、写真は全て筆者撮影による。

左：図 １　�グルノーブル都心のトランジットモール
右：図 ２　�郊外のLRT・バス乗り継ぎターミナルとして整備された

グラン・プラス停留所

グルノーブルのLRTで画期的であったのが、世界初となる車軸
無しの台車を用いたノンステップ車両の導入である。33m三連接の
車体のうち、中央部の７0%が低床となった。当時の技術では、車軸
なしのモーター付き台車を開発できなかったため、車両の両端部こ
そは高床構造となったが、中央部のモーターのない台車を車軸なし
としたことで、車内の大半の面積を低床構造とすることができた

（図 3 ）。地域の障害者団体が、198２年のLOTIによる交通権の明文

12	 西村幸格、服部重則（２000）『都市と路面公共交通』学芸出版社、pp.２0-２8およ
びpp.７２-７3。
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化をうけて、市に対して車いすを使う障害者が利用しやすいLRT
にするように要請したことをうけて、車両メーカーのアルストムに
よって開発された。当時の技術上の制約から、車両と停留所ホーム
に段差や隙間があったことから押しボタンでスロープを自動的に出
す構造となったが13、車いすの利用者が介助無しで電車に乗れるシ
ステムを実現したことは衝撃をもって迎えられた14。LRT開業後は、
多くの障害者が電車を利用して外出できるようになり、交通機関の
バリアフリー化が障害者の就労支援を促すことを立証したという意
味で、グルノーブルのLRTは都市経営上の意義という観点からも
計り知れない画期的な事例である。都心部の歩行者専用空間に
LRTが乗り入れるトランジットモールを採用した点も画期的であ
る。単に電車の床が低いだけでは無く、トランジットモールとセッ
トにすることで、障害者の移動のアクセスを確保した点に注目すべ
きであろう。歩行空間の確保とアクセス向上を両立できる手法とし
て、トランジットモールもまたその後の多くのLRT導入都市で採
用される手法となった。

図３　世界で初の車軸なし超低床トラム

13	 ２000年以降に開発された車両では、停留所での段差や隙間をなくすことに成功
し、グルノーブルでも２006年の第三期開業に伴い導入された新型車両にはス
ロープはついていない。

14	 バリアフリーデザイン研究会（２001）『バリアフリーが街を変える－市民がつく
る快適まちづくり』学芸出版社。
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グルノーブルはその後もLRTの延伸など公共交通の抜本的改良・
拡充をおこない、公共交通のシェア率を高めてきた。大きく分けて
4 つのフェーズで拡張したLRT（図 4 ～ ７ ）は、２016年時点で 5 系
統46.5km、年間で5,6７７万人の利用者数を数えるに至る15。グルノー
ブルの広域交通政策を担うSMMAG（グルノーブル広域モビリティ
混合組合）の予算は 1 億9,600万ユーロ（２0２２年）で、運賃収入が
18%、交通税（モビリティ負担金）が64%、地方一般財源が1７%であ
る。この予算で、公共交通の運営経費、インフラ投資、SMMAG自
身の管理費をまかなっており、公共交通の運営費に対する運賃カ
バー率は２3.8%である16。

図４　１987年の路線図

©OpenStreetMap�contributors

図５　２00１年の路線図

©OpenStreetMap�contributors

15	 Cerema	（２019）,	Transports collectifs urbains de province Évolution 2011-2016 
-Annuaire statistique,	p.5７5.

16	 SMMAG	（２0２２）,	Rapport budgétaire 2022.

Copyright 2023 The Authors. Copyright 2023 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



205

第 ７ 章　フランスにおける「都市を黒字にする」連携的なモビリティ政策と交通財政

図６　２006年の路線図

©OpenStreetMap�contributors

図７　２0１9年の路線図

©OpenStreetMap�contributors

グルノーブルの事例は、公共交通の強化を通じて、自動車による
都市の健康機能への負のインパクトを除去し、障害者のアクセスを
確保して就労支援を図るという、都市の基礎体力を高めるモビリ
ティ政策の基本パターンを確立したという点で画期的であった。そ
の後、グルノーブルではLRTの路線延伸を積極的にすすめ、絶え
ず公共交通の抜本的拡充・強化に取り組んできた。２019年に策定さ
れたPDUの改訂版では、全ての人のモビリティを保障することを
目標とし、EUのSUMP賞（持続可能な都市モビリティ計画賞）にお
いてフランスで初めてアワードを獲得した。最新版のPDUでは、
７ 大原則として①気候変動対策とエネルギー転換の支援、②大気質
と公衆衛生の改善、③移動にかかる費用の削減、④社会的弱者の支
援と燃料不足への対応、⑤大都市圏の多極構造化の支援、⑥グル
ノーブル地方の様々な地域間の相互依存関係を考慮する、⑦人と物
の移動の信頼性を向上させる、と定めており17、都市の基礎体力を

17	 SMTC	（２019）,	Le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération grenoblise 
horizon 2030.	SMTCはSMMAGの前身である。PDUはSMMAG管轄エリアの
うち、グルノーブル・メトロポールのみを対象範囲としている。
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向上させるモビリティ政策は現在に至るまで一貫して実施されてき
ており、グルノーブルから学ぶことは実に多い18。

（5）�総合都市経営からみた都市の基礎体力としてのモビリティ
総合都市経営をおこなうには、都市を不健康にするような負のイ

ンパクトを取り除き、都市の基礎体力をつける必要がある。負のイ
ンパクトとは、第一に交通混雑、環境問題、スプロール化といった
モータリゼーションの負の影響、第二に低所得者や障害者の移動す
る権利が保障されないことによる社会疎外の問題である。フランス
の交通政策の重点目標は、この二つの負のインパクトを除去して都
市の基礎体力を支えるために、独立採算制を放棄して自治体の財政
によって公共交通を支える仕組みを採用している。とりわけ198７年
のグルノーブルにおけるLRT導入により基本的な政策パターンが
確立された。グルノーブルが生み出した、都市の基礎体力を支える
モビリティ政策は、日本における総合都市経営の観点からも参考に
なる事例であるといえる。

３　都市間競争を勝ち抜くための 
運動能力を高める交通投資について

（1）�欧州における都市間競争を勝ち抜くための「都市の運動能力」
都市政策の重要な課題の一つが、都市圏内に雇用の場を確保し、

定住人口を維持したり域外からの移住を促進したりして、人口水準
を保つことである。雇用と定住人口の確保に失敗すると、地域から

18	 今回はグルノーブルを「都市の基礎体力を支える交通政策」の典型として紹介し
たが、もちろんグルノーブルの近年のモビリティに関する取り組みでは、他の
フランス同様に都市の運動能力を高める施策も合わせて行っている点を追記し
ておく。
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の人口流出が発生し、商業の衰退が起きたり少子高齢化が生じたり
する。質の高い雇用の場が失われ、住民の多くが低所得者や生活保
護者となってしまう状態は、都市財政を悪化させて、公共サービス
の質さえ低下させる懸念がある。単に自動車による弊害がなく、公
共交通サービスによって交通権を維持しているだけでは、都市は最
低限度の生活機能を保障しているだけである。質の高い雇用を確保
するには、都市間の経済競争を勝ち抜くための運動能力を高める必
要がある。ここでいう質の高い雇用とは、働く人々が己のアスピ
レーションを実現させる職についたり、あるいは誇りをもって働け
る職を提供できたりするような雇用が地域に確保されていることで
ある19。とりわけ、高付加価値を生み出す雇用の確保は都市にとっ
て重要であり、高賃金の労働者が増えることで、域内のGDPが増
加し税収増も期待できるほか、中高所得者むけの商業やサービス業
が発展し、これらの産業に従事する人々の賃金上昇にも寄与する。

フランスの都市が直面する課題として、EU統合により欧州全域
における労働力の移動が可能となり、都市間競争が激化しているこ
とが挙げられる。企業など事業所は、欧州内に条件のより良い都市
があれば、簡単に移転しまう可能性すらあるからである。それで
は、フランスの都市は都市間競争を勝ち抜くために、どのような運
動能力向上策をとっているのであろうか。欧州における都市間競争
を考慮する上で、経済のあり方が工業社会から知識社会に移行して
いる点に着目する必要がある。グローバル経済の進展とEUの拡大

19	 総合都市経営においては、宇沢弘文が指摘した「ゆたかな社会」、すなわち「各
人が、その多様な夢とアスピレーションに相応しい職業につき、それぞれの私
的、社会的貢献に相応しい所得を得て、幸福で、安定的な家庭を営み、安らか
で、文化的水準の高い一生をおくることができるような社会を意味する。それ
はまた、すべての人々の人間的尊厳と魂の自立が守られ、市民の基本的権利が
最大限に確保できるという、本来的な意味でのリベラリズムの理想が実現され
る社会である。」（宇沢弘文（２000）『社会的共通資本』岩波書店、p.3）を到達目
標にする必要があると言える。
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により、工業は途上国やEU内の新興国に移転させた方がコスト効
率は良いため、先進国においては技術や高度人材が必要とされる高
付加価値財の生産や、R&D部門など知識の集積が利益を生むよう
な職種で雇用を確保する必要に迫られる。神野は、知識社会におい
ては、生活の場の充実が人を都市に集めると指摘した 20。R&D部門
に従事するインテリ層は、生活の質が高い都市や地域に居住するこ
とを好むと言われてきた。さらに承認欲求の強いインテリ層は、環
境意識や倫理意識が高い人が多く、生活においてエコロジー製品や
エシカル消費を選好する傾向が強い。R&D産業などインテリ層の雇
用を確保できる職種を誘致しようと思えば、アメニティが高く、し
かもエコ生活ができる都市を実現させる必要がある、という課題が
生じる。すなわち、都市の運動能力を高める交通政策とは、都市の
アメニティを高め、エコな移動手段を供給する必要があるといえる。

（2）�ストラスブールの取り組み��
－大学を核とした産業振興と連携した交通戦略－

ストラスブール（Strasbourg）は、フランス東部アルザス地方に
ある都市圏人口45万人の都市であり、グランテスト地域圏およびバ
＝ラン県の県庁所在地である。1994年に開業したLRTが有名であ
り、LRTを中心とした自動車に依存しない都市交通政策は日本で
も頻繁に紹介されてきた。都市交通政策の完成度だけで見れば、前
節で取り上げたグルノーブルが198７年にLRTを導入した時点で、
日本を含む多くの都市にとって手本とすべき先進事例であった。し
かし、日本ではストラスブールの事例は頻繁に紹介される一方で、
グルノーブルの事例紹介は少ない。これには二つの理由があると考

20	 神野直彦（２004）「都市における革新から都市のための革新へ」、植田和弘、神野
直彦、西村幸夫、間宮陽介編『岩波講座	都市の再生を考える〈第 4 巻〉都市経
済と産業再生』岩波書店、pp.5-39。
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えられる。第一に、ストラスブールのLRTはグルノーブルのLRT
を継承・発展させてより理想型に近づけたものであったからである。
グルノーブルのLRT建設に携わったエンジニアがストラスブール
に移籍してLRT導入の陣頭指揮をとったという経緯があり 21、その
完成形であるストラスブールではデザイン戦略と結びつけた点が斬
新であり、諸外国へのPR効果が高かった（図 8 、その後のフランス
のLRTではストラスブールを手本に車両や停留所のデザインに凝
るようになったので、フランスでさえグルノーブルではなくストラ
スブールの事例をひな形にしている）。第二の理由として、何より
も「都市の運動能力を高める」交通政策としてLRTを導入した点が
斬新であった点である。そこで、本節では、総合的な都市経営の観
点からストラスブールの交通政策を捉えるため、同市の交通政策を
雇用の確保や企業の立地促進策との連携、すなわち都市にとって運
動能力を高めて持続可能な経済発展に貢献する手段という観点から
分析する。

リング屋根の停留所に流線型のトラムが
停車する光景は、世界中のアーバンデザ
インに影響を与えた。

図８　鉄の男広場停留所

21	 アラン・メネトー「講演：生活の足を支える交通政策」、２005年 ７ 月２0日、沖縄
こどもの国（沖縄県沖縄市）。
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1994年にLRTを導入した背景として、都心部の交通渋滞が激し
かった事と、大気汚染が深刻化したことが挙げられる。アルザス地
方は、ライン川を挟んでボージュ山脈（フランス側）と黒い森（ド
イツ側、ライン川の対岸の山地）に挟まれた盆地地形のために、大
気汚染が発生しやすい地形である。LRT導入の経緯は先述したグ
ルノーブルと同様の理由であるが、後述のように地下鉄かLRTか
で選択に迷っていた。LRT導入と同時に都心の道路の一方通行化・
歩行者専用空間化を進めて通過交通を排除したり、郊外部のP&R
の整備を行ったり、バリアフリーに対応したノンステップ電車を導
入したりするなど、グルノーブルで先鞭をつけた施策は全てストラ
スブールにも引き継がれた（図 9 ～11）。一方で、電車や停留所のデ
ザインをアーバンデザインの一部として設計する手法を取り入れ
て、LRTを都市のシンボルにするという画期的な施策を行った点
で特徴的である。具体的には、斬新なデザインの車両を導入し、停
留所や軌道施設をアーバンデザインの一部と捉えて沿道や広場の修
景事業と一体化させる手法である22。もともと、ストラスブールは
地下鉄導入が都市のステータスシンボルとされていたこともあり、
LRTではなく自動運転式のミニ地下鉄であるVALの導入を予定し
ていた。しかし、1989年の地方選挙で社会党が勝利し、新市長のト
ロットマン女史はVAL導入に代わりLRT導入を決めた。LRT導入
は猛烈な反対運動を受けたが、トロットマン市長は住民討議を徹底
させる方針をとり、最終的に市民からLRT導入は受け入れられ、

22	 望月真一（２001）『路面電車が街をつくる－２1世紀フランスの都市づくり－』鹿
島出版会、pp.60-７5。
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1994年11月に開業した23。ストラスブールのLRTのデザイン戦略は、
地下鉄に変わる都市のステータスシンボルとする意図もあったとい
える。

左：	この停留所はザハ・ハディッド氏が設計した。
中：LRT開業前は駐車場だったのを、植林して歩行者のための空間に変えた。
右：	この十字路は左折と直進は歩行者専用で、クルマは手前から右折の一方通行のみ。

左：図 9　�パークアンドライド駐車場とLRT・バス乗り継ぎハブを
一体化したオーネン駅前停留所

中：図１0　�クレベール広場
右：図１１　�歩行者専用空間化を進めた都心の街路

ストラスブールは、大学や国際機関（欧州議会、欧州評議会と欧
州人権裁判所）を抱える商業都市というイメージが強いが、産業面
では工業都市として栄えてきた経緯がある。もともと、ライン川の
河川港として発展してきた都市であり、鉄道網や道路網でも仏独を
結ぶハブとして機能しているため、物流の拠点であり、工業立地に
適した都市である。２0世紀の後半になると、経済構造の変化により
工業に依存した産業構造では欧州の厳しい都市間競争を勝ち抜くこ
とがだんだん難しくなってきた。そこで、ストラスブールは都市経

23	 近畿弁護士連合会公害対策・環境保全委員会（２004）『第２3	回近畿弁護士連合会
人権擁護大会シンポジウム第 ２ 分科会人と環境に優しい都市づくりを考える
～病める都市から持続可能な都市へ～基調報告書』、pp.16-45、および南聡一郎

（２016）「自治体公共交通政策における市民参加の日仏比較－鉄軌道の再生・導入
を例に」大久保規子編著『緑の交通政策と市民参加』大阪大学出版会、pp.２05-
２30。
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営の戦略としてR&D産業の立地促進の強化を採用した。幸い、ス
トラスブールには学生数五万人を超える、特に医学部が強いストラ
スブール大学があり、大学と連携したR&D産業誘致は有利であっ
た。とはいえ、LRT開業前のストラスブールは良いイメージの都
市とは言えない状況にあったという。スプロール化の進行と通過交
通による渋滞の発生により、都心は荒廃していた。シャッター通り
に代表されるスプロール化により衰退している日本の地方都市と全
く類似した状況であった24。うらぶれた地方都市のイメージを刷新
することは、R&D産業誘致には不可欠であり、LRTはその目玉と
なった。現在では、“Europtimist”のブランドで、大学との連携を
核としたR&D産業などの企業の立地促進を進めている 25。２01７年の
フランス・スマートシティーアワードを受賞したEco２030計画では、
大学隣接地や工場跡地などでのリサーチパークの整備推進が定めら
れた26。

LRTが1994年に南北方向の路線が開業した後、２000年には第二
フェーズとして東西方向の路線が開業し、市街地東部のストラス
ブール大学のメインキャンパスに路線が延びた。２013年には市北部
のクローネンブール地区のリサーチパークへBRT（専用レーンバ
ス）であるＧ系統が開業、２01７年にはライン川を挟んで隣接するド
イツのケール市へLRTのＤ系統が延伸された。２0２２年現在、LRT
とBRTあわせて ７ 系統７6.9kmの系統延長を誇るネットワークと
なっている27（図1２～15）。２016年のLRTの乗客数は6,86２万人であ

24	 望月前掲書。
25	 Strasbourg	The	Europtimist	公式サイト：http://www.europtimist.eu/（２0２２年

７ 月２1日閲覧）。
26	 Strasbourg	Eurométropole:	Strasbourg	Eco	２030,	２015.
27	 CTS（ストラスブール交通公社）サイト：https://www.cts-strasbourg.eu/fr/la-

cts/lessentiel/（２0２２年 ７ 月２1日閲覧）。なお、LRTの系統距離は複数の路線が共
用している区間を重複計上しているため、実延長は約50km前後である。
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る28。LRTやBRTは、大学やR&D産業との連携を意識しており、前
述したほかに、都心の医学部と大学附属病院の門前LRTの停留所
があるほか、Ａ線の南部ではストラスブール大学の南部キャンパス

（主に理系の研究所がある）に、Eco２030計画でのリサーチパーク郊
外 3 拠点のうち ２ 拠点がLRTの沿線に開発される。

図12　１994年の路線図

©OpenStreetMap�contributors

図13　２000年の路線図

©OpenStreetMap�contributors

図14　２008年の路線図

©OpenStreetMap�contributors

図15　２0２１年の路線図

©OpenStreetMap�contributors

28	 Cerema、前掲書、p.609。フランスの地方都市のLRTではリヨン、ボルドー、
ナントに次ぐ第 4 位の利用者数となるが、この 3 都市はストラスブールより都
市圏人口が多い。
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本項の締めくくりとして、生活者、特に大学生の目線からストラ
スブールのモビリティ政策を観察する29。LRTは大学のキャンパス
へのアクセスに便利であり、キャンパスと都心を直結している。ス
トラスブールの都心部は、歩行者とLRTの専用空間であるトラン
ジットモールとなっており、ゆっくり走る低床電車の中からウィン
ドウショッピングが楽しめる。南北と東西の路線が交差する都心の
鉄の男広場の停留所は、リングの屋根がかけられており、ストラス
ブール都心のシンボルとなっている（前掲図 8 ）。鉄の男広場の少し
南は、都心の顔であるクレベール広場があり、LRTは広場の西の
端を通過するが、広場との間は植樹されており、トラムが広場の景
観の妨げにならない工夫と、歩行者に緑の癒やしを与える（前掲図
10、図16）。都心のトランジットモール周辺には、デパート、高級
ブティック、オープンカフェ、映画館、書店など、主に文化的な店
舗が多く、学生やインテリ層の来訪客で賑わっている（図1７、18）。
また、LRTの整備と並行して自転車道の整備も行われており、学
生にとっては自転車による移動が便利なほか、サイクリングを楽し
むことが出来る。工業都市の名残で、都心近くに使われていない河
川港の施設があったが、再開発されて水辺景観の修景事業が行われ
た。

29	 本段落は、主に筆者が２003年 4 月～２004年 ７ 月までルノー財団の奨学生として
ストラスブール大学に留学した経験に基づいている。LRTに関しては筆者の
Webサイトも参照のこと：https://strasbourg.eurotram.com/。
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左：	花が植えられている。
中：	配送車など許可されたクルマ以外は立ち入り禁止。この区間は、高級ブティック

が多い。
右：	この区間は映画館や書店が多い。

左：図１6　�トランジットモール区間を走るLRT
中：図１7　�東西系統の路線が通るトランジットモールの入り口
右：図１8　�南北系統の路線のトランジットモール

左19：	大学近くでは、LRTの線路の間に自転車・歩行者レーンが整備されている。
右２1：	荷役クレーンはモニュメントとして保存。

左：図１9　�自転車レーンの整備も進む
中：図２0　�ドイツ国境・ライン川畔の再開発地区をゆくLRT
右：図２１　�古い港湾整備を再開発した地域

つまり、ストラスブールでは従前はアメニティを求めるインテリ
層は郊外に住んでマイカー通勤を選好していたのに対して、LRT
と都心のアメニティ改善をセットで実施したことにより、特にエコ
ロジーに敏感なインテリ層に「歩行空間が確保された都市部に住み、
エコなLRTで通勤する」という新しいライフスタイルを提供でき
た。最近の学生や知識労働者は、アメニティだけではなくエコ消費
やエシカル消費を好む傾向があり、マイカー通勤よりも公共交通や
自転車・徒歩による「エコな通勤」を望む傾向がある。ストラスブー
ルでは、学生時代から、LRTと自転車による便利な移動を体験す
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ることで、マイカーに依存しないライフスタイルの魅力を若い世代
に提示している。LRTは地下鉄と比べれば単位あたりの輸送量は
小さく平均速度は遅いとはいえ、運行頻度だけで見ればパリやリヨ
ンの地下鉄と何ら遜色ない。利用者の多いストラスブールのLRT
は都心部では日中でも 4 分間隔の高頻度運転であり、また道路上か
ら直接乗降できるため、駅での上下移動を伴う地下鉄や高架式のモ
ノレールに比べて実際の所要時間はあまり変わらない。さらにスト
ラスブールでは、LRTの電車や停留所自体が街のデザインの一部
であり、アメニティを高める装置となっている。ストラスブールの
LRT事業の画期的な点は、都市の運動能力を高めるモビリティの
あり方として、公共交通機関を都市のデザイン戦略と融合すること
で、移住を促すシンボルとした点にあったのである。

（3）�知識社会における総合都市経営とモビリティのあり方
本節では、都市の運動能力を高めるモビリティ政策という観点か

ら、フランスとくにストラスブールにおける交通整備とR&D産業
の立地促進策の連携について分析してきた。総合都市経営の観点か
ら小括すると、モビリティ政策におけるパラダイムシフトを見いだ
すことが出来る。インテリ層は、生活環境の良い場所を居住地とし
て選択する傾向がある。従前の工業社会では、所得が豊かになると
郊外の自然豊かな場所に家を買ってマイカー通勤するライフスタイ
ルを選択する傾向があった。都市公共交通は、平たく言えば低所得
者や未成年の乗り物、というイメージが強かった。知識社会に移行
すると、インテリ層は、単に居住地のアメニティを追求するだけで
はなく、エコ消費やエシカル消費を好む傾向を持つようになり、マ
イカー通勤よりも公共交通や自転車・徒歩による「エコな通勤」を
望む潜在的な需要が高まってきた。ストラスブールのLRTはイン
テリ層に対して、おしゃれな公共交通で通勤するというライフスタ
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イルを提示している。しかも、LRTは都心のアメニティを高める
装置としても機能する。フランスが都市間競争に勝ち抜くために出
した答えは、「LRTなどエコで質の高い公共交通整備を通じて、都
心を脱マイカーしつつアメニティを高め、インテリ層に都心居住の
ライフスタイルを勧める」というものであった。

実のところ、フランスが提示した公共交通機関を都市のイメージ
リーダーにするという考え方は、日本でも実際に行われてきた施策
でもある。大手私鉄の中には、自社の鉄道事業自体のイメージを高
めることで沿線のブランドを向上させる手法を採用してきた会社も
少なくなく、高級な塗装と内装を伝統とする阪急電鉄が代表であ
る。総合都市経営に資する都市を黒字にするモビリティを実現する
ならば、日本の地方自治体は既存の考えにとらわれない大胆な施策
を実行する必要に迫られる。しかし、鉄道を中心としたTODの考
え方はすでに日本でも根付いているので、日本にすでにあるノウハ
ウを活用しつつ海外の施策の経験を学ぶことで、それは実現するは
ずである。

４　おわりに

総合都市経営とは「都市自治体が様々な資源や組織などを戦略的
に組み合わせることで、人口減少、気候変動、デジタル化など多様
な政策ニーズに対応しつつその競争力を高めていくことを目的に、
生活基盤に関わる諸事業を含めて持続可能な形で運営をすること」
であった。本章では、「都市を黒字にする」連携的なモビリティ政策
いう観点から、モビリティ政策を「都市の基礎体力を支える」面と、

「都市の運動能力を高める」面の ２ つに分けて、フランスの事例を元
に分析した。前者の施策は、都市経営の観点からみて都市の赤字を
増大させる負のインパクトを除去する政策、後者の施策は都市公共
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交通を知識社会の生活基盤を強化するインフラと位置づけ、知識産
業を中心とした経済発展のために公共交通によるアメニティ向上を
目指す政策であった点を明らかにした。総合都市経営と交通政策と
いう関係から、フランスの事例からの含意として、以下の三原則を
見いだすことが出来る。この都市を黒字にするモビリティの三原則
の提示をもって、本章の結論としたい。

一、	　都市の持続的な発展－つまり環境や人権を維持・改善しつ
つ経済を内発的に発展させて雇用を創出し、人々が生きてい
く場をつくる－に役に立つのが良い交通政策であり、それに
役に立たなかったり、妨害する要因になったりするのが悪い
交通政策である。

二、	　交通需要はあくまで派生需要である。公共交通の合理的な
あり方は、①その交通需要を派生させる本源的需要との関係

（雇用を生み出すための企業や教育・研究機関等の誘致、商業
施設や医療機関など生活に必要な施設の立地、住宅開発な
ど）、②社会的費用と社会的便益のバランス（ほぼモーダルバ
ランスと同義で、自動車による混雑・環境保護・スプロール
化を抑制し、全ての人の交通権を保障する）の ２ つのプライ
マリーな要因に支配される。交通機関の効率性や交通事業者
の生産性は無視すべきではない重要な要素とはいえ、あくま
でプライマリーな要因に従属するセカンダリーな優先事項と
して扱うべきである。

三、	　総合都市経営の観点からは、地域の（経済）発展のあり方
は、地方自治体のイニシアチブの下で地域住民が選択するも
のである。ゆえに、「最適な都市交通体系」は、地域が選択し
た発展戦略の達成手段として合理的な社会技術群の選択とし
て決定されるべきであり、アプリオリには決められない。
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はじめに

アメリカの公共交通における政府間財政関係は、連邦補助金の交
付条件を参照し、連邦→州→地方→公共交通機関としてトップダウ
ン的に説明されることがある1。

確かに、連邦政府からの公共交通補助金を受ける条件として、連
邦法の義務付けがある。連邦法においてはまず、州の交通計画や地
方の交通計画等との整合性を確保することが求められ2、都市圏

（urbanized areas）では、交通計画の調整や広域交通計画の策定等
を担う大都市圏計画組織（Metropolitan Planning Organization；
MPO）を指定することが、義務付けられている3。

また、大都市圏計画組織（MPO）に対して、広域交通計画の策定
の際に、公衆の参加（Public Involvement）、すなわち、地域の広範
な利害関係者に参加や一般社会に対する意見表明の機会を設けるこ
とも、義務付けられている4。

1 連邦政府による公共交通補助制度は1964年に制定された「都市公共交通法
（Urban Mass Transportation Act of 1964）」にまで遡る。同法では、その使途
が資本費に限定されていたが、1974年の「全国公共交通補助法（National Mass 
Transportation Assistance Act of 1974）」が制定されて以後は営業費も賄えるよ
うになり、公共交通事業への連邦補助金の額は拡大していった（川勝（2016）2
頁）。一般的にはマッチング補助金である（CBO（2022））。なお、連邦交通補助
金の変遷には、連邦政府の住宅、環境政策とも関連がある。連邦政府による公
共交通事業への支援に関する法整備の歴史について邦語では、西村（1998） ３
章、 4 章、自治体国際化協会（2007）7-18頁、瀬領・ウェチュラ（2020）70頁を
参照。

2 加藤（2021）３8頁。自治体国際化協会（1997）22頁。
3 New York State, Division of Local Government Services （2018）, p.206.
4 加藤（2021）３8頁。
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【表１】 アメリカ公共交通機関の収入構成比（資金源泉別）：2019年度

総資金

営業資金 資本資金

公共交通機関の収入 ３7% 42% 25%

営業収入（a） 28% ３5% 11%

租税及び通行料金（b） 9% 7% 14%

政府による支援 6３% 58% 75%

連邦政府 15% 8% ３1%

州政府 2３% 2３% 2３%

地方政府 25% 27% 21%

総合計（%） 100% 100% 100%
営業資金は、人件費、燃料費、メンテナンス費に使用される。資本資金は、輸
送用構造物、設備、知的財産（ソフトウェアを含む）への投資に使用される。
a． 連邦運輸局は、営業収入を「運賃およびその他の直接発生する資金」として

いる。営業収入は、旅客運賃、売店・広告収入、駐車場収入などが含まれる。
b． 独立した公社として組織されている交通機関のみが、租税と通行料金を課

せる。通行料金収入は、上記表の営業収入等、他の区分で報告されること
もある。その結果、上記表で「租税及び通行料」が占める割合は、過小評
価となる。なお、本稿で取り上げるMTAは、「通行料金」を営業収入の区
分に計上し、「各種の交通目的税による補助金」を非営業収入の区分に計上
している。

出典： U.S. Congressional Budget Office （2022）

しかし、【表 1 】にあるように、連邦補助金の公共交通機関の総資
金に占めるシェアは15%に過ぎず、州・地方補助金が公共交通機関
の総資金に占めるシェアは合計48%の規模にあたる。また、連邦政
府による営業補助金に至っては、公共交通機関の営業資金の 8 %を
占めるに過ぎない。

さらに、例えばニューヨーク州では「都市交通計画（urban 
transportation planning）の初期のものは、第 2 次世界大戦直後に遡
り、連邦政府による都市交通計画に係る義務付けは、1962年連邦補
助高速道路法（the Federal Aid Highway Act of 1962）により始まっ
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た5。」と説明がなれている。
つまり、歴史的には連邦補助金の制度創設を契機に、直線的、

トップダウン的に公共交通の政府間関係が形成されたというより
も、州や地方政府による分権的な公共交通政策が行われており、そ
こに連邦政府が大枠を定めてきたのである6。
【表 1 】において興味深いのは、各州法において法的に独立した組

織とされることが多い公共交通機関であるが、現実には公共交通機
関の総資金に占める収入の割合でみると、①公共交通機関の独自収
入は３7%（営業資金に占める割合は42%）に過ぎす、独立採算には
程遠い状況にある点にある。

その一方で、②公共交通機関の「政府による支援」収入の割合は
6３%（営業資金に占める割合は58%）と大きい。しかも③6３%を占め
る「政府による支援」収入の中で、連邦政府による支援の割合は15%
に過ぎず、州・地方政府による支援が合計で48%（営業資金に占め
る割合は50%）と大きい状況にある。

本稿では、一般的には法律上の独立した組織とされる公共交通機
関が、その「独立性（自律性）」と「連邦・州・地方による枠組み設
定（他律性）」とのバランスを、いかに確保しようとしているのか、
明らかにしてみたい。その際、特に「財源調達（ファイナンス）」と

「制御（ガバナンス）」に着目する。
なお本稿では、新型コロナウィルス蔓延以前の状況を中心に取り

上げていることを、あらかじめ断ってきたい。

１　MTAグループの財政構造について

全米で最も公共交通機関が発達しているエリアは、ニューヨーク

5 New York State, Division of Local Government Services （2018）, p.206.
6 同様の指摘は加藤（2021）、自治体国際化協会（2005）など。
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州であるとされている7。ニューヨーク州の交通機関は、全米の交通
機関利用者の約 ３ 分の 1 を輸送し、全米の交通機関サービスの約 4
分の 1 を提供している8。本稿で取り上げるニューヨーク都市圏交通
公社（Metropolitan Transportation Authority：以下、MTA）が運
営する地下鉄、バス及び通勤鉄道は、これらの数値の大部分を占め
ている9。

（1）�概要
ニューヨーク都市圏交通公社（MTA）は、ニューヨーク州議会に

より1968年に設立された公社（public authority）である。【図 1 】で
示したニューヨーク州南部（ダウンステート）のニューヨーク市 5
区（マンハッタン区（ニューヨーク郡）、ブロンクス区（ブロンクス
郡）、クイーンズ区（クイーンズ郡）、ブルックリン区（キングス郡）、
スタテンアイランド区（リッチモンド郡））とその周辺 7 郡（ナッ
ソー郡、サフォーク郡、ウェストチェスター郡、ロックランド郡、
パットナム郡、オレンジ郡、ダッチェス郡）をエリアとする「MTA
通勤交通地区（Metropolitan Commuter Transportation District：
以下MCTD10）」において事業を展開し、このエリアを含む大都市圏
計画組織（MPO）である「ニューヨーク大都市圏交通協議会（New 
York Metropolitan Transportation Council）」に属している11。

7 U.S.CBO （2022）.
8 NYSウェブ（https://www.dot.ny.gov/divisions/policy-and-strategy/public-trans 

portation/funding-sources/STOA）、2021年11月 6 日アクセス。
9 執筆者は過去に関口・木村・伊集（2010a, 2010b）、関口・木村（2012）、関口編

（2016）でニューヨークのMTAについて論じている。そこではPublic Authority
を「公共企業体」と訳した。本稿の題名では自治体国際化協会（2017）に従い公
社としたが、本文ではMTAとして表記する。なお、MTAはMTA本部を指す
場合と、MTAグループを指す場合等があるため、MTAグループ全体を示す場
合には、可能な限りMTAグループと記載することにする。

10 MTA commuter districtとの表現もある。
11 ニューヨーク大都市圏交通協議会は、MTA通勤交通地区から 2 郡（オレンジ
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MTAグループは、MTA本部（MTA Head Quarter）12を中心とす
る持ち株会社構造になっており、 4 つの局（Authority）と、 5 つの
会社（company）によって、「MTA通勤交通地区」内で事業を展開
している。

出典： Wikimedia Commons

【図１】 ニューヨーク州南部（ダウンステート）のMTA通勤交通地区

MTAグループの主要な各会社として、MTAニューヨーク市交
通局（Authority）13及び子会社のマンハッタン・ブロンクス陸上交
通運営局（Transit Operating Authority）14、MTAトライボロー橋及
びトンネル局（Authority）15、MTAロングアイランド鉄道会社

郡、ダッチェス郡）が除かれている。
12 全社的な事業（予算、資金管理、財務、法務、不動産、財務、リスク・保険管

理、およびその他のサービス）を関連団体（related groups）に提供している
（Metropolitan Transit Authority （2020a） p.３8）。

13 MTAニューヨーク市交通局は、ニューヨーク州のMTA関連機関（affiliated 
agency）であり、州の構成単位とされている。そのため、ニューヨーク市の財
務報告主体からは除外されている（NYC （2019）, Comprehensive annual report 
2019, p.70）。

14 ニューヨーク市 5 区において、地下鉄とバスサービスを、提供している
（Metropolitan Transit Authority （2020a） MTA （2020） p.３8）。

15 ニューヨーク市 5 区内で 7 つの有料橋、 2 つのトンネル、バッテリーパーキン
グを運営している。同公社は、ニューヨーク都市圏の交通サービス、ニュー
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（company）16、MTAメトロノース鉄道会社（company）17、MTAスタ
テン島高速鉄道運営局（Authority）18、第一相互輸送保険会社

（Company）19、MTA建設・開発会社（Company）20、MTAバス会社
（Company）21がある。

MTAグループの中で、MTAニューヨーク市交通局とMTAトラ
イボロー橋及びトンネル局の 2 つの局は、他と同じく課税権を有し
ていないが、起債権と料金徴収権を有している22。

MTA理事会は、MTA本部に設置されている。MTA理事会の構
成員である議決権のある各理事は、各事業会社の理事も兼ねてお
り、各事業会社における運賃やサービス水準に係る意思決定は、全
てMTA理事会において行われている（第 ３ 節で確認する）23。

ヨーク市内にある 7 つの橋と 2 つのトンネルの運営、および主要な保険業務を、
提供している（Metropolitan Transit Authority （2020a） p.３8）。

16 ニューヨーク市とロングアイランド間の旅客輸送を担っている（Metropolitan 
Transit Authority （2020a） p.３8）。

17 ニューヨーク市とニューヨーク州ウェストチェスター郡、ダッチェス郡、パト
ナム郡、オレンジ郡、ロックランド郡、コネチカット州ニューヘブン郡、フェ
アフィールド郡の郊外を結ぶ、旅客運送事業を行っている（Metropolitan 
Transit Authority （2020a） p.３8）。MTAメトロノース通勤鉄道の路線は、コネ
チカット州及びニュージャージー州の一部にも及ぶ。このうち、コネチカット
州ニューへイブン市に至る路線（ニューヘイブン線）については、コネチカット
州交通局との契約により、MTAメトロノース通勤鉄道により運行される（自治
体国際化協会（2017）11頁）。

18 スタテン島で旅客輸送を提供している（Metropolitan Transit Authority （2020a） 
p.３8）。

19 特定の損害（一部は再保険）に対して元受保険を提供し、その他の損害に対して
は再保険の引受を引き受けている（Metropolitan Transit Authority （2020a） 
p.３8）。

20 現在および将来のMTAシステム全体の主要拡張プロジェクトの計画、設計、
建設の監督を行っている（Metropolitan Transit Authority （2020a） p.３8.）。

21 ニューヨーク市から付与されたフランチャイズに基づき、以前は民間バス事業
者が運行していた地域において、特定のバス路線を運行している（Metropolitan 
Transit Authority （2020a） p.３8.）。

22 MTA （2008） Annual report 2007, p.３３.  自治体国際化協会（2017） 9 頁。
23 自治体国際化協会（2017）12頁。
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MTAグループの提供する公共交通サービスは、ニューヨーク市
やその近郊地区にとって通勤手段であり、自動車を保有しない低所
得層の移動手段でもある。

近年は、自動車からの公共交通（電車・バス等）へのシフトを促
し、それにより、「環境（渋滞・大気汚染等）の改善」、「経済効果

（生産性向上、コスト削減）」、「貧困層の利便性向上」を図ろうとし
ている傾向にある。

まずは、MTAグループの財務書類により、ストックとフローに
ついて確認してみよう。

（2）�MTAグループの財務書類①：貸借対照表
MTAグループのストックは、公共交通サービスを提供するイン

フラ系産業の特徴を有している（【表 2 】、【図 2 】、【図 ３ 】）。
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【表２】 �MTAグループの連結純資産計算書（貸借対照表：百万ドル）：
12月31日時点

MTA
グループ
連結
2019

MTA
グループ
連結
2018

MTA
本部

ニュー
ヨーク市
交通局

ロング
アイランド
鉄道

メトロ
ノース
鉄道

トライ
ボロー橋
及び

トンネル局

相殺

流動資産 7,804 6,051 651 228 225 702 （5３） 6,765

資本資産 77,502 12,160 45,３2３ 7,881 5,477 6,661 - 72,511

その他資産 1,05３ 12,948 1 - 4 4 （11,904） 1,062

会社間債権 0 724 1,３72 167 90 7３9 （３,092） 0

繰延資源アウトフロー 5,３00 1,64３ 2,３2３ 559 426 527 （178） 4,３60

資産および繰延資源
アウトフローの合計 91,659 33,526 49,670 8,835 6,222 8,633 （15,227） 84,698

流動負債 7,494 4,210 1,974 258 ３06 82３ （77） 7,609

非流動負債 77,085 ３9,106 21,867 ３,771 2,171 10,３18 （148） 72,022

会社間債務 0 2,３06 - 125 140 499 （３,070） 0

繰延資源インフロー 2,629 256 1,855 264 145 109 - 1,114

負債および繰延資源
インフローの合計 87,208 45,878 25,696 4,418 2,762 11,749 （3,295） 80,745

資本資産の純投資額 ３1,147 （29,３62） 45,064 7,85３ 5,449 2,097 46 ３0,000

拘束 1,980 1,668 - - - 1,169 （857） 1,890

非拘束 （28,676） 15,３42 （21,090） （３,4３6） （1,989） （6,３82）（11,121）（27,9３7）

純資産合計 4,451 （12,352） 23,974 4,417 3,460 （3,116）（11,932） 3,953

出典： Metropolitan Transportation Authority （2020a）, pp108-109.

ア　�連結総資産
第一の特徴は、【表 2 】にある資本資産77,502百万ドル（2019年度）

が、連結総資産91,659百万ドル（2019年度）の84.5%と、そのほとん
どを占めている点にある。
【図 2 】にあるように、その資本資産77,502百万ドル（2019年度）

の内訳は、建設仮勘定26%、インフラ資産22%、建物及び構築物
15%、鉄道車両 8 %などで構成されている。最も大きい割合を占め
るのは、建設仮勘定であり、未完成の工事案件が進行中であること
を示している。これはのちに確認する、MTAグループにおいて大規
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模な資本計画が進行中であることと、符合している24。次に大きな割
合を占めるのが公共交通機関の中心的な資産となるインフラ資産で
あり、具体的には一連の交通管理システムなどで構成されている。

建設仮勘定
26%

インフラ資産
22%

建物及び構築物
15%

橋及びトンネル
5%

客車及び機関車
8%

バス
2%

その他
22%

資本資産
77,502
百万ドル

出典：Metropolitan Transportation Authority（2020a）より作成

【図２】 資本資産の内訳（2019年）

イ　�連結総負債
第二の特徴は、【表 2 】にある非流動負債77,085百万ドル（2019年

度）が、連結総負債87,208百万ドル（2019年度）の88.３%と、そのほ
とんどを占めている点にある。

長期に利用するインフラ資産に対応する非流動負債という点で、
規模のみで判断すれば、それほど問題がないように見える。また、
資産の部と負債の部の差額である「純資産」も、2018年度が３,95３百
万ドル、2019年度が4,451百万ドルとそれほど変化がなく、むしろ
微増（498百万ドル：2019年度）している。このため、一見すると、
MTAグループのバランスシートには問題がないように見える。

24 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） pp.16-
17.  報告書では交通管理システムの老朽化を指摘し、その近代化を求めている。
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ところが、「過剰な交通渋滞を含む地域の交通ニーズを調査し、
地域の公共交通システムの安定化、近代化、拡張に必要な、持続可
能な新しい資金源を提案すること25」を任務として創設された「大都
市圏交通持続可能性諮問作業部会（Metropolitan Transportation 
Sustainability Advisory Workgroup）」は、2018年12月に提出された
諮問作業部会報告書（以下、報告書）で、MTAグループの現状につ
いて、以下のように述べている。

「1981年法第３14章は、資本計画の枠組みを定め、MTAが資本計画
を策定し、債券の発行によって資金を調達することを、一般に許可
している。MTAは現在、３90億ドルの債券発行による債務残高

（bonded debt）があり、債務返済は営業予算の16%を占めている。
新たな収入源がない限り、追加借り入れの余力はほとんどない26。」

MTAに借入余力がないとは、どういうことか。後にフローを交
えて検証するが、ここでは【図 ３ 】にある非流動負債77,085百万円
の内訳に着目して、 2 点を指摘しておきたい。一つは、非流動負債
の57%を占めるのが「長期債務」であり、その長期債務はMTAグ
ループが起債権を行使してMTAグループの収入等を担保に金融市
場で発行したレベニュー債券等で構成されていることである（第 2
節【図 9 】で説明する）。もう一つは、非流動負債の25%を占めるの
が、退職後医療給付債務（正確には「年金を除く退職後給付債務」）

25 大都市圏交通持続可能性諮問作業部会は、ニューヨーク大都市圏が依存する交
通システムが直面する複数の課題に対処するために、「州」および「地方政府」
が取り得る課題を明らかにし、可能であれば行動を推奨する目的で、クオモ知
事（民主党、当時）の下での2019年度ニューヨーク州制定予算において創設され
た（ Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （ 2018 ） 
p.4.）。

26 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.11.
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であることである（本節（３）で説明する）。前者は次に確認するフ
ローの運賃収入や各種の交通目的税による補助金等と関連し、後者
は人件費（総労働費用）と関連している。

長期債務
57%

年金以外の退職後給付債務（純）
25%

退職給付債務（純）
10%

その他の非流動負債
8%

非流動負債
77,085
百万ドル

出典： Metropolitan Transportation Authority（2020a）より作成

【図３】 非流動負債の内訳（2019年）

（3）�MTAグループの財務書類②：損益計算書
続いてMTAグループのフロー（総費用構造と総収入構造）を確認

してみよう（【表 ３ 】、【図 4 】、【図 5 】）。あらかじめMTAグループ
の課題を、コスト面と収入面に関して指摘しておけば、コスト面で
は「持続不能な営業費と資本費の増加」をいかに改善できるかにあ
り、収入面では「持続可能な資金調達」をいかに行うかにあるとい
える。
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【表３】 �MTAグループの連結収入・費用及び純資産変動計算書（百
万ドル）：12月31日に終了する 1年間

MTA
グループ
連結
2019

MTA
グループ
連結
2018

MTA
本部

ニュー
ヨーク市
交通局

ロング
アイランド
鉄道

メトロ
ノース
鉄道

トライ
ボロー橋
及び

トンネル局

相殺

運賃収入 6,３51 2３1 4,594 769 757 - 6,155

車両通行収入 2,071 - 2,071 1,976

家賃・貨物及びその他収入 621 76 467 40 56 24 （42） 605

営業収入合計：① 9,043 307 5,061 809 813 2,095 （42） 8,736

総労働費用 11,047 1,215 7,３09 1,222 1,014 287 - 10,496

非労働費用 ３,626 494 2,1３0 ３97 ３98 247 （40） ３,666

減価償却費 2,870 88 1,994 ３79 242 167 - 2,679

営業費用合計：② 17,543 1,797 11,433 1,998 1,654 701 （40） 16,841

営業損失（利益）：③＝①−② （8,500） （1,490） （6,372） （1,189） （841） 1,394 （2） （8,105）

補助金及び助成金 1,657 1,281 655 - 1３5 8 （422） 1,5３5

各種の交通目的税（専用税）による補助金 5,800 5,090 ３,270 - - 159 （2,719） 5,4３2

機関間の補助金 0 779 ３29 2,061 406 - （３,575）

長期債務支払利子 （1,556） （1,2３9） （18） - - （３18） 19 （1,460）

その他 280 （2,３10） 12 - - 9 2,569 146

非営業収入（費用）合計：④ 6,181 3,601 4,248 2,061 541 （142） （4,128） 5,653

割当前損失：⑤＝③＋④ （2,319） 2,111 （2,124） 872 （300） 1,252 （4,130） （2,452）

資本プロジェクトのために外部から拘束さ
れた予算割当・助成金及びその他収入：⑥ 2,817 （3,196） 3,173 - 566 （767） 3,041 2,302

純資産の変動：⑤＋⑥ 498 （1,085） 1,049 872 266 485 （1,089） （150）

期首純資産 ３,95３ （11,267） 22,925 ３,545 ３,194 （３,601）（10,84３） 4,10３

期末純資産 4,451 （12,３52） 2３,974 4,417 ３,460 （３,116）（11,9３2） ３,95３

出典： Metropolitan Transportation Authority （2020a）, pp108-109.

ア　�MTAグループの総費用構造：持続不能な営業費と資本費の増加
MTAグループの総費用（営業費用と非営業費用）の第一の特徴

は、【表 ３ 】にある総労働費用11,047百万ドル（2019年度）が、総費
用の60%程度を占めている点にある（【図 4 】）。総労働費用の内訳
は、給料及び賃金３３%、年金及びその他従業員付加給付費16%、年
金以外の退職後給付費（主として退職後医療給付費） 9 %となって
いる。それら総労働費用の関連で特徴的なのは、一つは退職後医療
給付費などの従業員向け医療費の存在であり、もう一つは従業員と
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経営層との労使関係である。

給料及び賃金
33%

年金及びその他従
業員付加給付
16%

年金以外の退職後
給付
9%

減価償却費
15%

その他費用
19%

長期債務支払利息
8%

その他非営業純費用
0%

営業/非営業費用
19,109
百万ドル

出典： Metropolitan Transportation Authority（2020a）より作成

【図４】 総費用（営業費用・非営業費用）の内訳（2019年）

一般的にアメリカの医療サービスはコスト高（医療費が高額）で
あり、現役従業員の公的医療保険の範囲が狭く、雇用主が提供する
民間医療保険への加入が主軸となっている27。また、高齢者への公
的医療保険としてメディケアがあるが、大規模な雇用主は従業員の
退職後も比較的範囲の広い医療給付を提供している。

MTAグループでも、雇用主であるMTAグループが、従業員の
現在の医療給付のみならず、退職後の医療給付も提供することを約
束している。前述の諮問作業部会報告書では、それがMTAグルー
プにとって重荷となっているとして、以下のように述べている。

27 従業員が医療給付を受けるための保険として、公的医療保険、雇用主提供医療
保険、又は個人で加入する医療保険がある。アメリカの雇用主提供医療保険に
ついては、長谷川（2010）等を参照。
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「MTAの2019年最終予算案では、医療と福祉（主に現役従業員の健
康保険）に14億4,800万ドルを計上しており、2017年実績と比較して
20%近く増加している。退職者医療やその他の退職後給付にはさら
に 6 億8,200万ドルが見込まれており、2017年実績と比較して20%以
上増加している。MTAのすべての退職後給付プランの未積立数理
計算上の負債は、2017年末時点で195億ドルであり、2016年から
7.３%増加している28。」

前段は雇用主であるMTAグループにおいて、現役従業員の医療
費が増加していることを指摘している。後段は、従業員の退職後の
医療費（フロー）が増加し、それに備えた将来給付債務である退職
後医療給付債務（ストック）も増大しているが、現時点で債務とし
て計上されていない規模も大きい、との指摘である29。これがMTA
グループの債務として認識されれば、一見問題がないと見えた「純
資産」も悪化する。

このような状況に対し、諮問作業部会報告書では「ニューヨーク
市は、市の組合と協力し、給付を減らすことなく医療費を削減し
た30」ことを例示し、MTAグループもニューヨーク市に倣い、組合
と経営陣との協力関係を構築すべきことを暗示している。

というのは、MTAグループは合計では約75,000人を雇用してお
り、その大多数がMTAニューヨーク市交通局に所属し、ニュー
ヨーク市の職員と同じプロセスの下で採用され、公務員としての地
位を有しているからである31。

28 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.15.
29 アメリカの雇用主提供医療保険による退職後医療債務や年金債務の比較とこれ

に関連する税制・会計については、関口（2007）、関口（2015）を参照。
30 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.15.
31 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.10.  

MTAの地下鉄やバスの運転手は、エッセンシャルワーカーでもある。
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MTAグループでは労働組合との協約で、基本的には外部委託を
行わないとしており、外部委託しているのは、MTAニューヨーク
市交通局が営業しているパラトランジット（身体障害者等送迎サー
ビス）くらいであるという32。

この点に関し報告書は「MTAは、多くの公共機関と同様、時代
遅れの公務員区分と報酬、雇用、昇進に関する制限の中で、人的資
源の課題に直面している33」とする。そのうえで、「団体交渉のプロ
セスでは、これらの問題を検討し、また、就業規則の更新の議論も
含める必要がある。多くの就業規則が時代遅れで、MTAの経費を
不必要に増加させている34」としている35。

MTAグループの総費用の第二の特徴は、【表 ３ 】にある減価償却
費2,870百万ドル（2019年度）である。公共交通サービスは、インフ
ラ資産を保有して提供され、減価償却費はインフラ資産（ストック）
のコスト面として把握される。そのため、【図 4 】にあるように、経
常的なコストとしての減価償却費や減耗償却費も総費用の15%前後
の大きさを占めている。

MTAグループでは交通管理システム等の設備の近代化の遅れか
ら、新たな資本的支出が求められている36。しかし、問題は建設コ
ストが増加傾向にあることである。

この点に関し、諮問作業部会報告書は以下のように述べている。

32 MTAへのヒアリング（2009年 9 月）。
33 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.14.
34 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.14.
35 しかし、「労働組合がクオモ知事の支持母体でもあるため、経営陣による人件費

の切込みは容易ではないとされている」との意見がある（https://www.nytimes.
com/2018/12/18/nyregion/mta-report-congestion-pricing.htm.） 2022.2.9 
accessed。

36 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） pp.16-
17.
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「MTAのプロジェクトは、拡張プロジェクトであれ、既存システ
ムの改良であれ、概して遅延や予算超過が続いている。・・・この
問題がMTAの調達、契約、プロジェクト管理体制に内在している
ことを示唆している。当然のことながら、請負業者は、こうしたリ
スクや機能不全を、入札に組み込んでいる37。」

それらの資本的支出は、短期的にはキャッシュフローの不足（資
金難）を、長期的には減価償却費の増加を通じたコスト増加（純資
産の減少）を引き起こす要因となる。

報告書では建設コストを低減させるべく、効率的な資金投下の観
点から、MTAグループの調達、契約、プロジェクト管理体制の改
善を、勧告している38。

イ　�MTAグループの総収入構造
続いてMTAグループの総収入構造を確認してみよう（【表 ３ 】、

【図 5 】）。実はMTAグループの最大の特徴は、総収入構造に現れ
ているといっても過言ではない。MTAグループは、都市内公共交
通（transit）や通勤交通（commuter）の運賃や橋の通行料金を徴収
している。しかし、運賃値上げによる収入増の見込みを含め、これ
らの収入は営業費用を賄うには十分ではない。そのため、MTAグ
ループのメンバーは、均衡予算を維持するために、内部相互補助的
な関係を有しつつ、ニューヨーク州やニューヨーク市からの「交通
目的税による補助金」や「営業補助金」等に依存している39。

37 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.1３.
38 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） pp.14-

15.
39 Metropolitan Transportation Authority （2021） p.41.
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出典： Metropolitan Transportation Authority（2020a）より作成

【図５】 総収入の推移（構成比）

「営業収入」は、【表 ３ 】にあるように①地下鉄、バス、通勤鉄道
の「運賃収入（farebox revenue）」6,３51百万ドル（2019年度）と、
②マンハッタン島に入る際の橋の通行料である「車両通行料収入」
2,071百万ドル（2019年度）を二本柱にしている。「その他の営業収
入」621百万ドル（2019年度）には広告収入等がある40。総収入に占
める比率（2019年度）は、「運賃収入」３2.4%、「車両交通料収入」
10.6%、「その他の営業収入」３.2%である（【図 5 】）。

第一の特徴は、MTAグループが独立採算となっていない点にあ
る。営業収入がMTAグループの営業費用17,54３百万ドル（2019年

40 報告書では、企業家精神を強化し、小売や広告収入の強化、空中権売却を提案
し て い る（ Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup 

（2018） pp.5,15-16,29）。
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度）に占める比率は、「運賃収入」が３6.2%、「車両通行料収入」が
11.8%、「その他の営業収入」が３.5%、合計して51.5%に過ぎない41。

これをセグメント別に見れば、MTAトライボロー橋及びトンネ
ル局から移転される営業利益（1,３94百万ドル：2019年度）による内
部相互補助的な補填が行われている。しかしそれでも、公共交通
サービスの提供に係る営業費用が回収できておらず、営業損失

（△8,500百万ドル（2019年度））となっている。
第二の特徴、そしてMTAグループの収入の最大の特徴が、【表

３ 】にある「各種の交通目的税（専用税）による補助金」5,800百万
ドル（2019年度）が、「非営業収入」として存在している点にある。
当該補助金が総収入に占める比率（2019年度）は、３0.0%である（【図
5 】）。
「各種の交通目的税（専用税）による補助金」と表現した専用税

（Dedicated tax）42は、原則としてその収入がMTAグループに充当
されるという点で、MTAによる公共交通サービスに使途が定めら
れており、「一種の交通目的税」といえる。
「各種の交通目的税（専用税）による補助金」がMTAグループの

営業費用に占める比率は３３.0%と大きな割合を占めており、これは
主たる営業収入である「運賃収入」３6.2%とほぼ同水準にあるほど
に、MTAグループにとって主要な収入となっている。

実際、営業収入に「各種の交通目的税（専用税）による補助金」
を加えて、MTAグループの営業費用に占める比率を算定すると、

41 報告書は、地下鉄鉄学生割引や橋通行料の住民割引は、ニューヨーク州・市が助
成をしているものの、「運賃・通行料の割引は、年間３14百万ドル（2017年）で、
MTAにとって大きなコストである（割引後の料金と通行料は、合計で8,３67百万
ドル（2019年予算））」とし、「今後、MTAが発案したもの以外の割引プログラム
の資金は、MTA以外の団体から調達する必要がある。」としている（Metropolitan 
Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） pp.17-18.）。これは、
社会政策的措置における責任所在の明確化への提言である。

42 New York City Independent Budget Office （2020） p.5.
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営業収入単独の時には51.5%であったものが、84.5%にまで増加す
る。それだけ営業費用の回収に貢献しているのである（交通目的税
については、後の第 2 節で正面から取り上げる）。

第三の特徴は、連邦・州・地方からの補助金が「非営業収入」と
して存在している点にある。これらは、【表 ３ 】に「その他の非営業
収入43」1,657百万ドル（2019年度）として計上されており44、当該補
助金が総収入に占める比率（2019年度）は、9.6%である（【図 5 】）。

その内容は、ニューヨーク州政府による営業補助金、ニューヨー
ク州やニューヨーク市からの地下鉄運賃割引や橋通行料の住民割引
に対する補助金、1990年の連邦障害者法に基づくパラトランジット

（身体障害者等送迎）プログラム45の提供に伴う補助金、郡からの
「駅修繕維持費」の払戻金、コネチカット州からの払戻金46等がある。

第四の特徴は、【表 ３ 】にある「資本プロジェクトのために外部か
ら拘束された助成金・予算割当等」の資本プロジェクト関係の補助
金2,817百万ドル（2019年度）で、総収入に占める比率（2019年度）
は、14.4%である（【図 5 】）。

当該資本補助金について、財務書類本体からは、連邦政府・
ニューヨーク州・ニューヨーク市等からの金額的な規模を知ること
はできない。しかし、注記事項によれば、2015年-2019年の資本計
画において、MTAグループが資本補助金として各政府から受け取
る割合は、大きいほうからニューヨーク州46.4%、連邦政府３9.2%、
ニューヨーク市14.３%の順となっている47。今後の大規模資本計画に

43 コネチカット州ニューへイブン市に至る路線（ニューヘイブン線）が、MTAメ
トロノース通勤鉄道により運行されるため。

44 2020年の増加は、コロナ禍に対応したCares actによる連邦補助金の増加である。
45 MTAではMTA Access A Rideと称して運営している。
46 MTAでは「ニューヨーク市から補填される営業支援金」として開示している。

連邦補助金をニューヨーク市が受け、それをMTAに交付しているからである
（Metropolitan Transportation Authority （2020a） p.44）。

47 Metropolitan Transportation Authority （2020a） p.17の記述から算定。

Copyright 2023 The Authors. Copyright 2023 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



239

第 8 章　アメリカの公共交通と政府間財政関係

より、「資本プロジェクトのために外部から拘束された助成金・予算
割当等」は、よりいっそう増大することが見込まれている48。

資本プロジェクトの拡大は、短期的にはMTAグループの純資産
にプラスに働く。というのは、MTAグループでは、「資本補助金
の受取時点でその収入を繰り延べて、その後に減価償却費に対応さ
せて収益計上を行う処理」を採用せず、「受取時に収入（純資産）に
全額計上し、純資産を増加させる処理」を採用しているからであ
る49。仮に繰り延べる処理を採用していれば、受け入れ分の全額を
即時に純資産として増加させることはできない。

つまり、MTAグループは、受け入れた資本補助金2,817百万ドル
について、収入（純資産）への全額計上処理を採用することで、短
期的に見ればMTAグループの営業費用に占める比率が100%を超
え、「純資産の変動」がプラス（498百万ドル：2019年度）を達成し
ている状態ともいえる。

以上のように、MTAグループでは、営業収入のみで営業費用の
回収ができず、「各種の交通目的税による補助金」等の非営業収入を
加えることで、その大半の回収を可能にしている。しかし、それで
も総費用の回収（「純資産の変動」のプラス）は達成できておらず、
資本補助金の充当によって、かろうじて可能になっている。

これら一連のMTAグループの営業費用の回収活動において、金
額的にも内容的にも重要なのは、ニューヨーク州やニューヨーク市
からの「各種の交通目的税による補助金」5,800百万ドル（2019年度）
の獲得である。

48 例えば、MTAの資本計画（2020-2024年）の548億ドルの資本計画。
49 関口編（2016）48頁。
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２　MTAグループ向け交通目的税（専用税）と 
レベニュー債について

本節では、これまでMTAグループ最大の特徴と指摘してきた
MTA向け交通目的税（専用税）について、正面から取り上げる。

（1）�各種の交通目的税（専用税）の概要
MTAグループにおけるMTA向けの各種交通目的税（専用税）は、

MTAグループの非営業収入とされている。
各種の交通目的税（専用税）と表現しているのは、それが必ずし

も単一の税目や課税ベースによるものではなく、複数の税目や課税
ベースによっても構成されているからである。また、各種の交通目
的税は、MTAグループが課税権を有し、それを行使するものでは
ない。これらはニューヨーク州税やニューヨーク市税に分類されて
いる。さらに、ニューヨーク州税としての交通目的税（専用税）の
多くは、その税収が自動的にMTAグループに充当されるものでは
なく、毎期、州議会による収入の予算割当承認を受けることを必要
としている50。その際、交通内部の使途や配分割合も規定している。

MTAグループにおける各種の交通目的税は、「ニューヨーク州
税」と「ニューヨーク市税」の 2 つの政府段階で課税されている。

【表 4 】にあるように、その賦課・徴収は、①ニューヨーク州全体、
②MTA通勤交通地区（ニューヨーク市と周辺 7 郡）内、③ニュー
ヨーク市内の ３ 層でおこなわれている51。

（2）�従来の各種の交通目的税
【表 4 】で各種交通目的税の概要と歴史について確認してみよう。

50 New York City Independent Budget Office （2011）.
51 New York City Independent Budget Office （2020） pp.2-4.
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白抜き（下線）は従来からの各種の交通目的税、灰色は、近年、特
に2000年代に入ってから導入された各種の交通目的税である。一見
して近年、様々な税目が付け加わったことがわかる。ここでは、特
徴的なものに関して取り上げてみたい。

【表４】 �MTAの各種の交通目的税（専用税）の内訳（百万ドル）：
2020年 2 月のMTA計画値との比較（ニューヨーク市財政年
度基準： ７月 1日ー ６月30日）

課税対象エリア

2020年（注 1） 2021

MTA
2 月
計画値
①

実績値
（予備的）：

②

差異
（②−①）

MTA
予測
①

IBO
予測
②

②−①

都市税（抵当権登記税と不動産
譲渡税） ニューヨーク市内 622 5３5 （87） 6３３ 4３5 （198）

マンション税（不動産譲渡税の
付加税） ニューヨーク市内 ３24 245 （79） ３79 188 （191）

ニューヨーク市内小計 946 780 （166） 1,012 62３ （３89）

大都市圏公共交通運営支援勘
定向けの諸税 ニューヨーク州 1,984 1,886 （98） 2,145 1,655 （490）

公共交通信託基金向けの諸税 ニューヨーク州 644 594 （50） 628 540 （88）

抵当権登記税 MTA通勤交通地区 478 475 （３） 467 ３71 （96）

大都市圏通勤交通移動税 MTA通勤交通地区 1,595 1,552 （4３） 1,669 1,３95 （274）

給与移動税代替基金 MTA通勤交通地区 244 244 0 244 244 0

MTA支援信託勘定向けの諸税 MTA通勤交通地区 ３78 ３44 （３4） ３19 274 （45）

ハイヤー車負担金 マンハッタン島96番街
以南（注 ３ ） 417 ３84 （３３） ３85 ３３2 （5３）

インターネットマーケットプレ
イス税

ニューヨーク州と地方
政府（注 4 ） 21３ 156 （57） ３02 ３02 0

混雑料金通行料 マンハッタン島90番街
以南（注 5 ） N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ニューヨーク州
（ニューヨーク市除く）小計 5,95３ 5,6３5 -318 6,159 5,11３ -1,04６

各種の交通目的税（専用税）　
総合計 6,899 6,415 （484） 7,171 5,7３6 （1,4３5）

（注 1 ） 財政年度：ニューヨークＹ市の2019年 7 月 1 日から2020年 6 月３0日を基準にしている（ニューヨーク州の財政年
度は2019年 4 月 1 日-2020年 ３ 月３1日、MTAの決算年度は2020年 1 月 1 日-12月３1日）

（注 2 ） MTA通勤交通地区（MCTD）：ニューヨーク市とその周辺の 7 郡（ダッチェス、ナッソー、オレンジ、プットナ
ム、ロックランド、サフォーク及びウェストチェスター）。

（注 ３ ） マンハッタン島96街南を出発、到着、又は通過する場合。
（注 4 ） 2020年の税収の大半はNY市分が計上されている。
（注 5 ） マンハッタン島60街南を出発、到着、又は通過する場合。

出典： New York City Independent Budget Office（2020）等を加工して作成
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従来の各種交通目的税は、石油・自動車関連税と不動産移転諸税
（real estate transfer taxes）の 2 つにわけて、説明できる。

ア　�石油・自動車関連税
従来の交通目的税の 1 つ目は、石油・自動車関連税である。石

油・自動車関連税にはニューヨーク州の公共交通信託基金（Mass 
Transportation Trust Fund。以下、MTTF）にかかる諸税と大都市
圏公共交通営業支援（Metropolitan Mass Transportation Operating 
Assistance Account。以下、MMTOA）にかかる諸税の 2 つがあ
る。

これらの税収はMTAに直接充当されず、ニューヨーク州議会に
よる毎期の予算割当がなされている。これらの資金流れを示してい
るのが【図 6 】である52。

52 ここでの公共交通の特定財源として、主なものは、①MTFT専用税（石油事業
諸税収入の３4%（＝３7%×92%）、②MMTOA専用税（MMTOA収入の82%）、③
ニューヨーク州の営業補助金（STOA。MMTOA収入の12%。地方の100%マッ
チング。勘定の95%をMTAが受取）である。
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出典： New York City Independent Budget Office（2011）p.5を加筆修正して作成。

【図６】 �ニューヨーク州の各種交通目的税（2010年）：「公共交通信託
基金（MTTF）向けの諸税」と「大都市圏公共交通運営支援
勘定（MMTOA）向けの諸税」（単位：百万ドル）

（ア）�NY州の公共交通信託基金（MTTF）にかかる諸税
石油・自動車関連税の 1 つ目が公共交通信託基金（MTTF）にか

かる諸税である。公共交通信託基金（MTTF）にかかる諸税は、【図
6 】の左側にあるように、石油事業諸税（Petroleum Business 
Taxes 53）の一定割合、ガソリン・ディーゼル燃料の物品税（gasoline 

53 Metropolitan Transportation Authority （2020b） Ⅱ-46.  石油事業税（事業特権税）
は、ニューヨーク州内で営業する石油事業者に課される。課税対象は、ニュー
ヨーク州内で精製・販売された各種石油製品、または州内で販売・使用されるた
めに州内に輸入された石油製品の数量で、税率は毎年、前年の 8 月３1日までの
12ヶ月間における石油精製品の生産者物価指数（PPI）の変動を反映して調整さ
れる（MTA 2021 Final Proposal Budget.）。
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and diesel fuel excise tax）、車両登録・運転免許証の手数料（fees 
for vehicle registrations and driver licenses）で構成されている。
MTAは最終的にこれらの収入の３4%（＝３7%×92%）を、公共交通
信託基金（Mass Transportation Trust Fund：MTTF）収入として
受け取っている54。

各種の交通目的税から受け取った公共交通信託基金（Mass 
Transportation Trust Fund：MTTF）収入は、まずMTA交通目的
税基金債（DTF債）の債務返済に充当される55。債務返済後、残りの
石油事業諸税（PBT）収入の85%がMTAニューヨーク市交通局

（NYCT）に、残りの15%が通勤鉄道に法律で定められた計算式に
従って、配分される。

（イ）�NY州の大都市圏公共交通営業支援（MMTOAにかかる諸税）
石油・自動車関連税の 2 つ目が大都市圏公共交通営業支援

（MMTOA）にかかる税である。大都市圏公共交通営業支援
（MMTOA）にかかる税は、【図 6 】の右側にあるように、石油事業
諸税（PBT）の一定割合、法人フランチャイズ税56の付加税

（corporate surcharge）、売上税・利用税（sales and use tax）、運
輸・通信事業に課せられる法人フランチャイズ税（corporate 
franchise tax）で構成されており57、最終的にMTAは、大都市圏公共

54 Metropolitan Transportation Authority （2020b） Ⅱ-46.  残りの6３%は北部の高速
道路やその他の輸送ニーズなどの州の用途に充てられ、残りの ３ %（≒３7%× 8
%）は、他の公共交通機関に割り当てられている。

55 Metropolitan Transportation Authority （2020b） Ⅱ-46.  債務返済は、まず石油事
業諸税（PBT）収入から支払われ、不足分についてはMMTOA税の収入から支
払われる。現在までに、石油事業諸税（PBT）収入は常に債務返済の約束を果
たすのに十分であり、MMTOA税の収入が、この目的のために使用されたこと
はない。

56 ニューヨーク州では州法人所得税を法人フランチャイズ税と呼んでいる。
57 最大の構成要素は、MTA通勤交通地区（MCTD）内で課される法人フランチャ

イズ税の付加税の全部（100%分）と、全州で徴収されている運輸・送電会社に
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交通営業支援（MMTOA）勘定から得られる総収入の82%を、受け
取っている58。

各種の交通目的税から受け取った大都市圏公共交通営業支援
（MMTOA）収入は、まず、①MTA交通目的税基金債（DTF債）の
元利償還金へ充当（PBT収入で償還してもなお不足する場合）され、
残りが②営業費、資本費に充当される。

これら 2 つの石油・自動車関連税は、当初は道路整備による受益
の対価として道路整備に使用されてきたが、次第に混雑現象（大気
汚染等）を抑制するとの見地から、道路財源の一部を公共交通財源
になっていった。自動車は環境問題を引き起こすとともに、公共交
通の経営を圧迫しているとの論理である。

イ　�不動産移転諸税（real�estate�transfer�taxes）
従来の交通目的税の 2 つ目は不動産移転諸税である。これには

ニューヨーク州の抵当権登記税（Mortgage Recording Taxes）と
ニューヨーク市の都市税（Urban Taxes）の 2 つがある。これら交
通目的税収のほとんどは、MTAの基金に直接充当されている。

（ア）�ニューヨーク州の抵当権登記税
第一に、NY州税の抵当権登記税（Mortgage Recording Tax。以

下MRT）は、「MTA通勤交通地区（MCTD）」内で課税されてい
る59。これは 2 つの税で構成されている。

課せられる法人フランチャイズ税の一部（80%分）である。次に大きいのは、
MTA通勤交通地区（MCTD）内での売上に課せられる0.３75%の追加的売上税・
利用税である。最後の構成要素は、全州で徴収されている石油事業諸税（PBT）
の一部（55%）であり、MMTOA収入の約 5 %程度を占めている（New York 
City Independent Budget Office （2011） pp.３-5. 及びMetropolitan Transportation 
Authority （2020b） Ⅱ-42）。

58 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.３7.
59 New York City Independent Budget Office （2020） p.4.
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MRT－1は、抵当権を設定した「債務額」に対して0.３%の税率で、
借主に課される。交通目的税収として受け取ったMRT－1の収入は、
まずMTA本部の営業費に充当され、残った資金はMTAニュー
ヨーク市交通局に55%、通勤鉄道に45%の割合で、MTAニュー
ヨーク市交通局と通勤鉄道の口座に入金され、営業費と資本費に充
てられる60。

MRT－2は、住戸数 1 〜 6 戸の建物の特定の「抵当権（貸付債権）」
に対して0.25%の税率で、貸主に課される。交通目的税収として受
け取ったMRT-2の収入は、まずダッチェス、オレンジ、ロックラ
ンド基金（DORF）に充当され、次にMTA本部、MTAニューヨー
ク市交通局およびそれらの子会社の営業費および資本費に充当され
る61。

（イ）�ニューヨーク市の都市税
第二に、ニューヨーク市の都市税（Urban Taxes）は、「ニュー

ヨーク市」内の特定の商業用不動産取引と抵当権設定に適用される、
2 つの異なる税金で構成されている62。

不動産譲渡税（Real Property Transfer tax、以下RPTT）は、不
動産価格が50万ドルを超えるニューヨーク市の商業用不動産取引に
ついて、不動産価格の 1 %の税率で、売り手に課される。

抵当権登記税（MRT）は、ニューヨーク市の商業施設で50万ドル
以上の住宅ローンを組む場合、登記された住宅ローン額の 8 分の 5

（0.625%）の割合で、借り手に課せられる。
2 つの交通目的税として受け取った都市税収は、MTAの基金に

直接充当される。都市税の収入の90%はMTAニューヨーク市交通

60 Metropolitan Transportation Authority （2020b） Ⅱ-49.
61 Metropolitan Transportation Authority （2020b） Ⅱ-49.
62 Metropolitan Transportation Authority （2020b） Ⅱ-52.
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局の一般業務に、 6 %はMTAニューヨーク市交通局のパラトラン
ジット（身体障害者等送迎）プログラム「Access-A-Ride」に、 4 %
は「MTAバスカンパニー」に割り当てられている63。

これら 2 つの不動産移転諸税（real estate transfer taxes）は、都
市の開発等と絡む形で、公共交通整備による受益に対する負担とし
て位置づけられてきた。

（3）�各種交通目的税の不安定性①：不動産移転諸税収の変動64

ところが、2008年にMTAグループの各種交通目的税にある問題
が生じた。金融危機の影響を受けたのである。【図 7 】は、営業収入
である「運賃収入」と「車両通行料収入」とともに、非営業収入で
ある「交通目的税」の時系列推移が示されている。

63 Metropolitan Transportation Authority （2020b） Ⅱ-52.
64 New York City Independent Budget Office （2011） p.5.
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出典： New York City Independent Budget Office（2011）の元資料より作成。

【図７】 MTAグループの主な営業収入の推移

比較的安定的な「運賃収入」と「車両通行料収入」といった営業
収入に対して、非営業収入である「各種の交通目的税（専用税）」は、
2008年に急減している。

この点に留意して、「各種の交通目的税（専用税）」に焦点を絞り、
その内訳を時系列で示したのが【図 8 】である。一見して各種の交
通目的税収の中で、「不動産移転諸税」が急激に減少していることが
わかる。
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出典： New York City Independent Budget Office（2011）の元資料より作成。

【図８】 各種の交通目的税（専用税）の内訳の推移

MTAグループにとって各種の交通目的税は、非営業収入である
とはいえ、営業・資本活動の両方に欠かせない財源であることから、
安定的に確保できることが望ましい。

しかし、交通目的税収入の細目を見てみると、景気が税収に連動
するという意味で、とりわけ不動産移転諸税（real estate transfer 
taxes）による交通目的税収は減少していた。

このような事態に直面し、2009年に導入されたのが、「大都市圏
通勤交通移動税（Metropolitan Commuter transportation Mobility 
Tax）又は給与移動税（Payroll Mobility tax）」と「MTA支援信託
勘定（MTA aid trust account）向け諸税」という 2 つの新しい税で
あった。これらの税は、安定的な交通目的税としてその財源となる
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ことが期待されていた。
確かに前出【図 7 】にあるように、2008年に減少した「各種の交

通目的税（専用税）」は、2010年には回復している。新たに導入され
たこれら 2 つの税はどのようなものか。次に確認しておこう。

（4）�2009年に導入された 2つの新税
これら 2 つの税は、いずれも「MTA通勤交通地区（MTCD）」内

で課税されるニューヨーク州税である65。これらの交通目的税収入
は、議会による予算割当ではなく、MTAの基金に直接充当される
ため、州財政の影響を受けにくい点が、従来の交通目的税とは異な
るものである。

ア　�ニューヨーク州の大都市圏通勤交通移動税
1 つ 目 の 新 税 は、 大 都 市 圏 通 勤 交 通 移 動 税（ Metropolitan 

Commuter transportation Mobility Tax66）であり、通勤者税ともい
われる。課税ベースはMTA通勤交通地区（MCTD）内で事業を行
う雇用主の支払給与と自営業の純利益をもとに算定し67、当該課税
ベースに対して0.３4%の税率で課税している。

65 New York City Independent Budget Office （2020） p.5.
66 別名、給与移動税（Payroll Mobility tax；PMT）。Metropolitan Transportation 

Authority （2020b） Ⅱ-58.
67 正確には、雇用主に対しては、雇用主の給与支払額が各四半期内で月額2,500ド

ルを超える場合に適用し、MTA通勤交通地区（MCTD）内の全雇用主のうち、
各四半期の給与支払額が4３7,500ドルを超える雇用主に対して0.３4%の給与税を
課している。自営業に対しては、MTA通勤交通地区（MCTD）に起因する年間
純利益が 5 万ドルを超える場合に、純利益に対して0.３4%を課している。また、
公立・私立の学校や学区は課税対象外である。さらに、大都市圏通勤交通移動税
の税率の引き下げや非課税・免除による税収減少分は、ニューヨーク州予算に含
まれる代替財源で相殺している。これらの大都市圏通勤交通移動税収の相殺分
は「PMT代替財源（Replacement Fund）」と呼ばれている（Metropolitan 
Transportation Authority （2020b） Ⅱ-58）。
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大都市圏通勤交通移動税収は、MTAの基金に直接充当され68、交
通レベニュー債の担保や営業費や資本費に使用される。

大都市圏通勤交通移動税は、事業活動環境の整備（公共交通整備）
に伴う受益の対価を負担し、都市の混雑費用発生源への抑制のため
の負担を課税根拠としている点は、従来とそれほど変わっているわ
けではない。

実は通勤者税は、1999年までニューヨーク州ではなく、ニュー
ヨーク市が課していた。その税はニューヨーク市の所得税として、
市内で発生する所得に対して、市居住者と市外居住者の両者から徴
取するという方式であったが、市外居住者を支持者とするニュー
ヨーク市外から選出されたニューヨーク州議会議員からの反対が強
かったこと等から、ニューヨーク州議会によって廃止された69。

ニューヨーク市による通勤者税は、①通勤者税の納税義務者が個
人であることから、納税事務が多数の個人レベルで行われること、
②個人レベル（居住者と通勤者）での租税負担の増減が精鋭化する
こと、また、③市税であることから、州の権限の枠内であることが
求められること等、論点が多かった。

これに対してニューヨーク州による大都市圏通勤交通移動税は、
ニューヨーク市で個人所得税として課税していたことへの批判には
対処している。例えば、①ニューヨーク市への通勤者でなく、

68 New York City Independent Budget Office （2011） pp.4-6.  ただし、以下の記述
との整合性を確認する必要がある。「Payroll Mobility Taxを規定する税法は、
州の2018-2019年制定予算でさらに改正され、州議会による充当が廃止され、
PMT徴収資金がMTAに直接入るようになった。ただし、PMT代替資金は引
き続き充当の対象となる（Metropolitan Transportation Authority （2020b） 
Ⅱ-58）」。

69 この点に関し、谷（2010）が詳しい。ニューヨーク市では、1966年の税制改正で
通勤税（非居住者稼得所得税）を導入したが、1999年に州議会により廃止され
た。谷は廃止された要因を①ニューヨーク市の巨額な財政黒字になったこと、
②ニューヨーク州議会でのニューヨーク市外の選出議員の影響力の増加の 2 つ
を指摘している。
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MTA通勤交通地区への通勤者を意識して、対象範囲を拡大してい
ること、②最終的な負担はともかく、法律上は事業主（雇用主）の
負担と従業員の負担という形にせず、納税義務者を個人ではなく事
業者としていること、③さらにその姿勢を、事業者による納付額を
事業主の損金算入項目にしないことで示したこと、などである。

イ　�ニューヨーク州のMTA支援信託勘定向けの諸税
2 つ目の新税は、MTA支援信託勘定向けの諸税である。MTA

支援信託勘定向けの諸税は、MTA通勤交通地区（MCTD）内の①免
許証料（License Fee）、②自動車登録料（Motor Vehicle Registration 
Fee）、③タクシー税（Taxicab Tax）、④自動車レンタル税（Auto 
Rental Tax）の 4 つで構成されている70。

MTA支援信託勘定向けの諸税入は、MTAの基金に直接充当さ
れ、交通レベニュー債の担保や営業費や資本費に使用される。

MTA支援信託勘定向けの諸税の課税根拠は、事業活動環境の整
備（公共交通整備）に伴う受益を受けていることに対する対価とし
て、また、都市の混雑費用発生源への抑制のための負担として、そ
の負担を求めるというものである。後者の課税根拠は自動車が環境
問題を引き起こすとともに、公共交通の経営を圧迫しているとの論
理からも、説明がなされる。

このような発想の下で、自家用車の所有者のみならず、ニュー

70 その構成は、①免許証料は、MTA通勤交通地区（MCTD）に居住する個人に発
行される学習許可証または運転免許証の有効期間 6 ヶ月ごとに 1 ドルの手数料、
②自動車登録料は、MTA通勤交通地区（MCTD）内での自動車登録にかかる年
間25ドルの料金で、 2 年に 1 度、自動車登録期間に応じて50ドルずつ支払う、
③タクシー税は、ニューヨーク市を起点とし、MTA通勤交通地区（MCTD）内
を終点とする「タクシー」の乗車ごとに、タクシー所有者に課される50セントの
税金、④自動車レンタル税は、MTA通勤交通地区（MCTD）内で「レンタルされ
る乗用車」のレンタル料に、 6 %の付加税を課す、というものである（Metropolitan 
Transportation Authority （2020b） Ⅱ-60）。
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ヨーク市を起点としてMTA通勤交通地区内を終点とするタクシー
税を課すことで、イエローキャブ（Yellow Taxicabs）のような商用
車の所有者も対象に加えている点に特徴がある。

しかし、次第に交通モードの変化よる新たな問題が生じるように
なってきた。その問題とは、タクシー税の対象外であるUberや
Lyftなどの「アプリベースのプロバイダ」が登場し、タクシーに代
表される「配車ベースのプロバイダ」から大きなシェアを奪うよう
になってきたため、タクシー税の税収減少が見込まれるようになっ
てきたことである71。

（5）�2019年に創設された 3つの新税
2019年に新たに創設された ３ 税もこれまでの課税根拠を受け継い

でいる。特徴的なのは、デジタル経済や交通モードの変化に、より
一層柔軟に対応している点にある。しかしその一方で、税制を複雑
化させている側面もある。これらの税収は、議会による予算割当は
ない72。

71 UberやLyftなどの仲介により利用者の手配を受けた運転者は、必ずしも自家用
車を所有しているわけではなく、レンタカーの場合もある。そのため、自動車
レンタル税の税収増には寄与する。しかし、タクシー税の減少を賄うだけの規
模にはない。MTA予算書で以下のように述べている。「ニューヨーク州2019-
2020年制定予算の法案では、MTA通勤交通地区（MCTD）内での「乗用車レン
タル」にかかる付加税が 5 %から 6 %に引き上げられており、これによりMTA
には年間1,000万ドルの追加収入が見込まれている。MTA支援の構成要素であ
るタクシー税からの収入の減少は、MTA支援収入に大きな影響を与えている
が、それは、タクシー税の対象外であるUberやLyftなどの「アプリベースのプ
ロバイダ」が登場して広く受け入れられ、従来の「配車ベースのプロバイダ」か
ら大きなシェアを奪って以来のことだ（Metropolitan Transportation Authority 

（2020b） Ⅱ-60）」。
72 Citizens Budget Commission （2019） pp.2,5,6.
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ア　�ニューヨーク州のハイヤー車負担金（For�Hire�Vehicle�Surcharge）
ニューヨーク州のハイヤー車負担金は2019年 2 月 1 日より導入さ

れ、ニューヨーク州内で、①マンハッタン区の96番街以南を起点又
は終点とする、又は②マンハッタン区の96番街以南を横断する、

「ハイヤー車（For Hire Vehicle）」に、サーチャージが課せられる
ようになった73。

ハイヤー車負担金収入は、ニューヨーク市の地下鉄アクションプ
ラン、アウターボロー（マンハッタン区以外の区）の交通改善、そ
の他のMTAグループのニーズに安定した長期的な資金源を提供す
ることを目的としている74。

ハイヤー負担金を導入した背景には、ニューヨーク市内で運行さ
れるハイヤー車（FHV）、とりわけ「アプリベースのプロバイダ」で
あるUber等のライドシェア車が、著しく増加してきたことがある。
タクシー課税を他の商用車にも拡張することで、商用車間の公平性
を確保しつつ、タクシーからライドシェアへといった、交通モード
の変化への対応でもある。FHVの負担者は実質的には乗客である
から、所有から利用へといった変化も加味していることになる。

それによりハイヤー車（FHV）が、ニューヨーク市での過剰な交
通渋滞や、ニューヨーク市内の地下鉄・バスの利用者数減少の、大
きな要因でとなっている事態を改善しようとしたのである75。

73 その構成は以下の通り、①メダリオンタクシー（イエローキャブ）を除く、「ハ
イヤー車」による輸送を利用して、ニューヨーク州内の指定混雑地域（ニュー
ヨーク市マンハッタン区の96番街以南）内またはその地域を通過する場合、「 1
回」につき 2 ドル75セント、②「メダリオンタクシー（イエローキャブ）」を利
用して、ニューヨーク州内で上記の混雑地域を移動する場合、「 1 回」につき 2
ドル50セント、③「プールされた車両」によって、ニューヨーク州内で上記の混
雑地域を移動する場合、「乗客 1 人」あたり75セント（0.75ドル）、を徴収する

（Metropolitan Transportation Authority （2020b） Ⅱ-5３）。
74 Metropolitan Transportation Authority （2020b） Ⅱ-5３.
75 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.29.
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このような発想は、自動車は環境問題を引き起こすとともに、公
共交通の経営を圧迫しているとの論理の延長線上にあるものであ
る。つまり、都市の混雑費用発生源への抑制を試みることと、事業
活動環境の整備（公共交通整備）に充てる発想が込められている。

イ　�ニューヨーク州のインターネット・マーケットプレイス税
2019年 6 月 1 日より、インターネット・マーケットプレイス・プ

ロバイダーは、自社サイト上で、有形財産の販売による総収入が３0
万ドルを超え、かつ、100件以上の販売を、ニューヨーク州内で過
去 4 四半期に行った「州外の小売業者」から、ニューヨーク州の売
上税を徴収し、送金することが、義務付けられた。インターネッ
ト・マーケットプレイス税（Internet Marketplace tax）である。こ
れらの売上税は、通常の州売上税の 4 %に加え、地方の売上税が徴
収されることになった76。

そして、そのような形で徴収した、インターネットを通じた州を
越えた消費者向け取引に対する小売売上税収を、MTAグループの
資本プログラム（中央ビジネス地区（CBD）のプログラム）に充当
し、残りは地方政府に配分するというものである77。

このインターネット・マーケットプレイス税と名付けられた小売
売上税は、まずは、デジタル経済の進展による売上方法の多様化に
対応したものともいえる。というのは、この措置はニューヨーク州
外の小売業者が、ニューヨーク州内の小売業者に対して、価格面で
有利に立つことがないようにするものだからである。

一般的に消費者であるニューヨーク州の州民が、州内のＡ法人か
ら商品を買う場合、州内のＡ法人が、消費者から小売売上税を徴収
してニューヨーク州に納税する。しかし、Ａ法人がニューヨーク州

76 Metropolitan Transportation Authority （2020b） Ⅱ-55.
77 New York City Independent Budget Office （2020） p.5.
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外にいると、この税をＡ法人がニューヨーク州の税を徴収して
ニューヨーク州に納付する義務は一般的には生じない。そこで、税
収を失う消費者のいる州は、消費者自身がＡ法人から買った商品に
かかる売上税を、消費者に自己申告させる利用税の納税を求めてき
た。そうすることで、州内で購入しても州外から購入しても、消費
者の租税負担が同じになるようにしたのである。

しかし、問題なのは、消費者が小売売上税に相当する利用税を自
己申告せず、いわゆる課税漏れが起きていたことである。特に、イ
ンターネットを通じた取引が広がると、プラットフォーマーである
Amazon等のサイトと通じて、州内の消費者に商品を売る、ニュー
ヨーク州に拠点を有しないＡ法人のような州外の事業者による取引
量も増加し、課税漏れが増加していた。

このような状況に際し、各州はAmazon等のプラットフォーマー
に代理徴収をさせて、それを自州に納税させることを試みたが、認
められてこなかった78。プラットフォーマーと消費者のいる各州と
の間に関連性（ネクサス）がない、と考えられてきたからである。
しかし、2018年 6 月21日、アメリカの州売上税に関して、これまで
の判例を覆す連邦最高裁の判決（Wayfair判決）がなされた79。従来
の関連性（ネクサス）の概念が拡張され、条件によってはプラット
フォーマーに代理徴収義務を課すことが、可能となったのである。

ニューヨーク州を例にすれば、ニューヨーク州外にいる事業者
が、AmazonやeBayといったプラットフォーマーを通じてニュー
ヨーク州内にいる消費者に販売している場合、プラットフォーマー
に代理徴収させて、ニューヨーク州に納めさせることが可能になっ
たのである80。

78 ウェイフェア判決以前の状況については、篠田（2007）を参照。
79 関口（2021b）。
80 2019-2020年のニューヨーク州制定予算では、これまで免除していた「第三者で
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本稿で注目すべきは、ニューヨーク州では、このような形で徴税
した小売売上税収の大半をMTAに充てることにした点にある。当
該小売売上税の税収をMTAに充当する一つの根拠は、一方で、
ニューヨーク州の居住者が、ニューヨーク州に実店舗ではなく、イ
ンターネット上の店舗で購入を行うことによって、ニューヨーク州
での配送車が増加して交通渋滞が発生する事態を抑制しつつ、他方
で、その財源を公共交通にシフトさせるための整備財源とする、と
いうものである81。売上税を、事業活動の環境整備の受益に対する
負担と位置付けて、公共交通の整備財源に投入ことは、ほかの州で
も行われており、MTAグループにとって収入の安定性にも寄与する。

アメリカ州・地方政府の租税体系における小売売上税の問題とし
て捉えると、従来の小売売上税の課税漏れ問題を抑止するという意
味でも、極めて重要な改正でもある。

ウ　�ニューヨーク市のマンション税
デブラシオ・ニューヨーク市長は、MTAグループの資金を捻出

する手段として、当初は混雑料金（混雑税）の導入には懐疑的で、
超富裕層に対する課税強化する「ミリオンネア税」を主張してい
た82。2019-2020年のニューヨーク州制定予算（2019年 ３ 月３1日成立）
では、「マンション税（豪邸税）」を、2019年 7 月 1 日から適用する
ことが含まれている83。

マンション税は、市の不動産譲渡税（RPTT）に対する付加税で

あるインターネット・マーケットプレイス・プロバイダーが、そのサイト上で行
われた取引に対するニューヨーク州の売上税の徴収と送金」を義務化し、抜け道
を解消した（Metropolitan Transportation Authority （2020b） Ⅱ-55）。

81 https://nyc.streetsblog.org/2019/02/26/cuomo-your-online-purchases-will-help-
fund-the-mta/（accessed.2022.2.9）

82 https://www.ny1.com/nyc/all-boroughs/news/2019/02/26/mta-10-point-plan-
to-include-congestion-pricing（accessed.2022.2.9）

83 Metropolitan Transportation Authority （2020b） Ⅱ-55.
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ある。この税は、ニューヨーク市内で評価額2,500万ドル以上の「住
宅物件」を売却する際に、200万ドル以上の対価に対して税率を 4 分
の 1 ずつスライドさせて、譲渡税の負担を増額するもので、最高税
率は4.15%としている。

当該収入は、MTAグループの資本プログラム（中央ビジネス地
区（CBD）のプログラム）に、直接充当される84。

（6）�交通目的税の不安定性②：ニューヨーク州議会による各種交通
目的税の予算割当

以上、新たな各種の交通目的税の創設によって、その租税の課税
ベースの性質から見た安定性等を確保しようとしてきたことがわか
る。しかし、依然として交通目的税自体の中に、不安定な要素が
残っている。MTAグループが課税権を行使して確保できる独自の
財源ではないからである。

2020年に入り新型コロナウィルスが全世界に拡大し、アメリカで
も州を中心にコロナ対策が求められた。ニューヨーク州でもクオモ
知事が、医療機材の調達や人員確保に対する財源の工面をする必要
が生じ、各種の政策を縮小することで対応した。

ニューヨーク州の予算案に関する議会による分析では、交通関係
の箇所で以下のように述べている85。

「知事（執行部）は、2021-22年度に都市内公共交通（transit）を支
援する複数の基金からの交通目的税収 1 億6,000万ドルを、一般基
金に移すことを提案している。それぞれの送金は、予想される基金
の支出の 4 〜 5 %を占める。」

84 Metropolitan Transportation Authority （2020b） Ⅱ-55.
85 New York State Assembly, Ways and Means Committee Staff （2021）, p.101.
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交通目的税の一定割合を、ニューヨーク州の一般基金のほうに振
り替えるという案である。各種の交通目的税は、名目上は「捧げる

（dedicated）」となっているが、税収は毎年議会での予算割当対象と
なり、その利用可能性は、立法府による法律の変更にも左右され
る86。

このことは、州財政が悪化した時に、MTAグループに交通目的
税とされる収入がMTAグループに充当されることが確約されてい
るわけではないことを意味している。これまで確認してきた通り、
交通目的税は 1 種類ではなく、複数の税目がある。となると、どの
交通目的税をMTAグループに捧げず、州で利用するのかも議論と
なる。
【表 5 】は、2019-2020年予算案として 2 月に提示された案のうち、

交通関係の箇所を取り出して、一覧表にしたものである。ここで
は、振替元の基金名、その原資となる各種の交通目的税（専用税）、
当初の受け入れ予定先、その規模が確認できる。

86 Citizens Budget Commission （2006） p.15.
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【表５】 �ニューヨーク州知事による2021年 2 月予算案：専用交通収入
の一般基金への振替（千ドル）
振替元の基金名

受給予定だった
都市交通機関

一般基金
への
振替額

振替財源となる各種の
交通目的税（専用税）

大都市圏公共交通営業支援
（MMTOA）基金

大都市圏大量輸送運営支援勘
定向けの諸税

MTA / 非MTA
の州南部 $107,474

公共交通信託基金（MTTF）：
交通勘定 公共交通信託基金向けの諸税 MTA $22,557

公共交通信託基金（MTTF）：
通勤鉄道勘定 公共交通信託基金向けの諸税 MTA $３,985

MTA財政支援基金（Financial 
Assistance Fund）

大 都 市 圏 通 勤 交 通 移 動 税
（PMT） MTA $12,552

ニューヨーク・中央ビジネス地
区信託基金

インターネット・マーケットプ
レイス税 MTA $6,552

大都市圏公共交通営業支援
（MMTOA）基金

大都市圏大量輸送運営支援勘
定向けの諸税 州北部の交通 $4,721

公共交通信託基金（MTTF）：
非MTA勘定 公共交通信託基金向けの諸税 州北部の交通 $2,３72

専用交通収入（Dedicated Transit Revenue）の
ニューヨーク州一般基金への振替額合計 $160,21３

出典： New York State Assembly, Ways and Means Committee Staff （2021）, Table 
３7をもとに各種の交通目的税（専用税）を加筆して作成。

一般基金への振替額で最も金額的に大きいのは、伝統的な交通目
的税である「大都市圏大量輸送運営支援勘定向けの諸税」約 1 億 7
百万ドルであり、そのほかにも2009年に新設された「大都市圏通勤
交通移動税（通勤者税）」や、2019年に新設された「インターネッ
ト・マーケットプレイス税」約655万ドルの税収が、ニューヨーク州
の一般基金への振替対象になっている。

このことをMTAグループの側から見れば、営業費用の回収が営
業収入のみでは困難である現状から、非営業収入としてニューヨー
ク州からMTAグループに交通目的税が充当されることを前提に作
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成した営業計画・資本計画が、見直しを迫られることを意味する87。
以上のように、MTAの各種交通目的税は、その名称からはMTA

グループにとって安定的な収入に見えるが、MTAグループが課税
権を行使して確保できる独自の収入ではないがゆえに、ニューヨー
ク州財政や州議会の影響を受ける、不安定さを有している88。

（7）�MTAグループが発行する公共企業債
MTAグループ傘下の組織の中で、MTAニューヨーク市交通局

とMTAトライボロー橋及びトンネル局は、起債権と運賃・料金徴
収権を有している。実は交通目的税は、MTAグループが起債権を
行使して発行する債券の担保資金としても、使用されている。

インフラ資産系の整備をするに当たって、運賃・料金収入が潤沢
であれば、その資金により資本的支出に充当することも可能だが、
一般的にはそれが難しい。そこで、MTAグループは債券発行に
よって資金調達している。

その一つが、MTAトライボロー橋及びトンネル局の一般レベ
ニュー債（TBTA General Revenue Bond）である。TBTA一般レ
ベニュー債の担保となる収入は、主にトライボロー橋及びトンネル
局（TBTA）が 7 つの橋と 2 つのトンネルで徴収する、通行料で構

87 2020年 5 月にも 2 億6,100万ドルがニューヨーク州の一般会計に振り替えられて
いる。このような事態に対し、例えば、より説明責任があり、より良く統治さ
れた州公社を提唱している非営利団体Reinvent Albanyは、クオモ知事や
ニューヨーク州議会の上下院議長に対して、反対声明を送付している（https://
reinventalbany.org/2020/04/letter-to-governor-and-legislature-please-no-raids-
on-mta-dedicated-taxes-in-may-budget-adjustment/（Accessed.2021.12.21））。

88 MTAの権限と州議会の権限の関係については、2017年 2 月のMTA理事会での
ファーラー議長代行の「率直に言って、MTA理事会は、州の知事部局や議会が
決定する資金について左右し得ない。我々にできることは、資金を必要なサー
ビスに振り分けることだ（自治体国際化協会（2017）３1頁から引用）。」との発言
も象徴している。
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成されている89。これは、アメリカでいわゆるレベニュー債と言わ
れるもので、ある事業から生じる収入を担保にして資金調達をする
というスキームである。

さらにMTAグループでは、MTAの交通目的税収を担保にした
資金調達も行っている。これはレベニュー債のスキームに類似する
もので、ニューヨーク州やニューヨーク市からの交通目的税収入を
担保に、資金調達をするものである。ニューヨーク州から見れば、
立法府は、税収の全部または一部をMTAグループに「捧げる」こと
で、MTAグループの債券の裏付けとなる収入源を、提供すること
ができるものである90。

第一に、MTA交通目的税収ファンド債（Dedicated Tax Fund 
Bonds：DTF債）である。交通目的税収ファンド債の担保となる収
入（pledged revenue：支払いを約束された収入）は、一般的に「公
共交通信託基金（MTTF）向け諸税」や「大都市圏公共交通運営支
援勘定（MMTOA）向け諸税」といった、ニューヨーク州からの交
通目的税収入で構成されている91。

第 二 に、MTA 交 通 レ ベ ニ ュ ー 債（ Transportation Revenue 
Bonds：TRB）である。交通レベニュー債の担保となる収入は、
MTAの料金収入等の営業収入のみならず、ニューヨーク州や
ニューヨーク市からの営業補助金、各種交通目的税、資本補助金等

89 これらの担保収入は、一定の準備金を含むトライボロー橋及びトンネル局
（TBTA）の営業・維持費を支払った後に、TBTA一般レベニュー債の債務返済
に充当される（Metropolitan Transportation Authority （2021） p159.）。

90 Citizens Budget Commission （2006） p.15.
91 Metropolitan Transportation Authority （2021） p.159。具体的には、①MTAの

ために公共交通信託基金（MTTF）に預託された、石油事業諸税、自動車燃料
税、および自動車料金と、②MTAのために大都市圏大量輸送機関営業支援勘
定（MMTOA）に預託された、石油事業諸税、売上税、フランチャイズ税、法
人フランチャイズ税の付加税である。

Copyright 2023 The Authors. Copyright 2023 Japan Municipal Research Center. All Rights Reserved.



263

第 8 章　アメリカの公共交通と政府間財政関係

で構成されている92。

MTA交通レベニュー債
47%

MTA交通目的税
収ファンド債
11%

TBTA一般レベ
ニュー債
17%

長期債借換予定
証券
16%

その他
9%

長期債務
46,145
百万ドル

出典： Metropolitan Transportation Authority（2020a）より作成

【図９】 長期債務の内訳（2019年）

【図 9 】で、MTAグループにおける長期債務（ここでは短期含む）
に 占 め る 規 模 を 確 認 す る と、 ① MTA 交 通 レ ベ ニ ュ ー 債

（Transportation Revenue Bonds：TRB）が46.9%、②MTA交通目
的税収ファンド債（Dedicated Tax Fund Bonds：DTF債）が10.9%、
③TBA一般レベニュー債が16.9%、となっており、各種交通目的税
収に関連する①②だけを合計しても、長期債務の57.8%もの規模に
あることが確認できる。なお、両者ともに担保とされた各種の交通

92 Metropolitan Transportation Authority （2021） p.159.  具体的には、都市公共交
通および通勤交通システムからの運賃およびその他の雑収入（グランド・セント
ラル・ターミナルおよびペン・ステーションを除く）で、広告収入、賃貸収入、
特定の営業権収入を含む。②TBTA剰余金の都市公共交通および通勤システム
への分配による収入、③州および地方の一般営業補助金で、新しい州税および
手数料を含む、④特別税によって支援された営業補助金（MTA専用税収）で、
MTA専用税ファンド債の債務返済後のもの。⑤ニューヨーク市の都市公共交
通用の都市税（専用税）、⑥駅の保守およびサービスの償還金、⑦資本プログラ
ム資金の投資による収入である。
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目的税収入は、まず債務償還に充当することが約束され、その後、
営業費に充当される93。

以上のように、MTAグループは自身が起債権を行使して、金融
市場から資金調達をしており、その規模も、決して無視できない。
発行債券の種類も、MTA交通目的税を担保に資金調達をしつつ、
それを非課税債、課税債、劣後債等、様々なタイプの金融商品とし
て投資家に提供している。そうすることで、MTAグループの資金調
達にバリエーションを持たせている。このような資金調達手法その
ものが、市場メカニズムを中心に置くアメリカ的な特徴でもある。

３　MTAグループの重層的なガバナンス 
の枠組みについて

前節までは主としてアメリカの公共交通の財源問題に焦点を当て
てきた。もう一つの焦点であるガバナンスや交通サービスの連携に
着目してみたい。

MTAグループは、ニューヨーク州の構成単位として位置づけら
れており94、ニューヨーク州、ニューヨーク市、郡、住民、NPO等、

93 MTA専用税ファンド債（DTF債）の専用税収は、MTA専用税ファンド債の債
務返済を行った後に、MTA交通レベニュー債の債務返済に充てられ、その後
残った金額は、MTAスタテン島鉄道を含む都市交通システムや通勤交通シス
テムの営業費に充てられる。また、MTA交通レベニュー債（TRB）の担保収入
は、交通レベニュー債の債務返済に充当した後に、営業費および維持費の支払
いに充てる（Metropolitan Transportation Authority （2021） p.159）。

94 MTAグループはニューヨーク州の年次報告書に「構成単位（Component Unit）」
として記載されている。州の報告主体に構成単位を含めるかどうかは、法的地
位、財政的依存度、財務的説明責任などのいくつかの基準に基づいて決定して
いる（State of New York （2021） p.50）。関口編（2016：6３，60-61頁）にあるよ
うに、ニューヨーク州で構成単位の支出額（単純合算値）は、ニューヨーク州の
基礎的政府の支出額の26%（資産規模ではぼほ同額）であり、構成単位の支出額
の44%（資産規模では３6%）をMTAグループが占めている。
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多くの関係者がかかわっている。

（1）�MTA理事会
MTAグループの計画は、MTA本部（MTA Headquarter）に設

置された「MTA理事会（Board）」で策定される95。MTA理事会は、
民間企業の本社取締役会に相当し、MTA傘下の各事業会社におけ
る運賃やサービス水準等の意思決定を行っている。

議決権のある理事は、ニューヨーク州知事から 6 名、ニューヨー
ク市長が 4 名、ニューヨーク市郊外の 7 つのカウンティ（郡）の長
から 7 名が推薦され、ニューヨーク州上院議会の承認を受ける。こ
れら、議決権を有する構成員17名は、「MTA通勤交通地区」から選
出される96。また、 ３ つの通勤者協会、 ３ つの労働組合の代表者も、
MTA理事会の構成員とされている。さらに公聴会の開催により、
公衆の参加も促している。

これらの試みにより、「MTA通勤交通地区」に関連する政府、住
民、利用者、労働者等の意見が、MTAグループの目標、計画、運
営等に反映されるよう、配慮されている。

（2）�ニューヨーク大都市圏交通協議会
さらにMTAグループの計画は、MTAが構成員となっている大

95 MTAの予算のうち、MTA理事会で決定できるのは営業予算である。資本予算
（ 5 か年計画）は、MTA理事会の承認のみでは決定出来ず、ニューヨーク州機
関の「MTA資本計画レビュー委員会（MTA Capital Program Review Board）」
が、最終的な決定権限を有する（Metropolitan Transportation Sustainability 
Advisory Workgroup （2018） p.9.）。

96 保有議決権は、ニューヨーク州知事から推薦された 6 名、ニューヨーク市長か
ら推薦された 4 名、 ３ 郡（ナッソー、サフォーク、ウェストチェスター）の郡長
から指された ３ 名の委員は、それぞれ 1 票有しているが、MTA地区の周辺部
に相当する 4 郡（ダッチェス、オレンジ、ロックランド、パットナム）からの推
薦された 4 名は、 4 名で 1 票とされている。
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都市圏計画組織（MPO）である「ニューヨーク大都市圏交通協議
会」による「広域交通計画」や、ニューヨーク州の北部（アップス
テート）と南部（ダウンステート）の両者を加味した「州交通計画」
との調整もなされている。
「ニューヨーク大都市圏交通協議会」の構成員は、投票権のある委

員 9 名と投票権のない諮問委員（advisory members）である97。
投票権のある 9 人の委員は、「MTA通勤交通地区」を中心とし

た、ニューヨーク州南部（ダウンステート）における交通計画の、
主要な管轄を代表している。具体的には、ニューヨーク州の交通局
長、ニューヨーク市の交通局長、ニューヨーク市の都市計画委員会
委員長、ニューヨーク市周辺の 5 つのカウンティ（ナッソー、サ
フォーク及びウェストチェスター、ロックランド、パットナム）の
執行官（county executives）、そしてMTA理事会の議長（chairman）
である。

これによりMTAグループの交通計画と、ニューヨーク市の交通
計画、ニューヨーク市の都市計画、ニューヨーク州の交通計画等と
の整合性を確保しようとしている。ニューヨーク市から見れば、
ニューヨーク市の総合的な都市計画の一環として位置づけた交通計
画と、ニューヨーク州の交通計画との調整を行う場でもある。

また、投票権のない諮問委員（advisory members）には、交通・
環境関係機関の各代表者が含まれている。具体的には、連邦の運輸
省高速道路局、連邦の運輸省交通局、連邦の環境保護庁、ニュー
ヨーク州の環境保全局、ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社
である98。

連邦政府からの補助金支給にあたり、MTAグループの計画と、

97 議長はニューヨーク州の交通局長（常任）と、毎年委員の互選により選ばれる他
の委員 1 名の 2 名が、共同で務めている。

98 New York State, Division of Local Government Services （2018） p.68.
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MPOの交通計画や州の交通計画との整合性を求めているのが連邦
政府であるから、州政府のみならず、連邦政府の関係者も参加して
いる。さらに公聴会の開催により、公衆の参加を促している。

以上のように、MTA理事会においても、ニューヨーク大都市圏
交通協議会においても、MTAグループによる公共交通サービスの
目標、計画、運営等に関して、ニューヨーク州、ニューヨーク市、
MTA通勤交通地区内の郡、労働組合、住民、NPO等の利害関係者
に対し、意見表明の場と意思決定への参加の機会を提供している。
MTAグループが州の「構成単位」とされているとはいえ、単に州の
みと関係しているわけではない。

そうすることで、制度的には、重層的なガバナンスの下で事業間
あるいは組織間で連携し、MTAグループの公共交通サービスの改
善と充実が図られるようにしている。

４　諮問作業部会報告書による指摘： 
ガバナンスと財源について

しかし、大都市圏交通持続可能性諮問作業部会の報告書によれ
ば、制度的には重層的なガバナンスの下で連携することが想定され
ていても、MTAグループの事業間においても、さらには、MTA
グループと他の組織間（公共交通サービスに関与するニューヨーク
州、ニューヨーク市、 7 つの郊外の郡、NPO等）においても、現実
には責任の所在があいまいになっている側面があるようである。

ここでは、再び2018年12月に公表された、大都市圏交通持続可能
性諮問作業部会の報告書による現状の指摘と改善策について、紹介
してみたい99。

99 諮問作業部会は「ニューヨーク州知事、ニューヨーク州議会、ニューヨーク市
長、MTA、ニューヨーク州交通局、ニューヨーク市交通局から任命された
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本稿に関連させる形で、その概要を述べれば、説明責任明確化の
ためのガバナンス改革をしたうえで、公共交通指向型都市開発

（Transit-Oriented Development：TOD）を実現するための連携を
強化し、その過程で財源調達を模索しようとしている。

（1）�説明責任明確化のためのガバナンス改革
まず、報告書は「MTAへの投資を最適化するには、より説明責

任のある合理的な新しい統治構造が必要であると結論づけた。
MTAの組織改革は、新たな大規模な資金投入の一環となる必要が
ある100。」とする。

第一の改善策として、MTAグループ会社内の事業間での重複部
署を一元化し、説明責任を明確化することが挙げられている。具体
的には、グループ会社内の各事業会社内にある法務部門や専門的管
理スタッフ部門の統合が、提案されている101。

第二の改善策として、MTAグループ会社の経営構造の再編成
し、説明責任を明確化することが挙げられている。具体的には、交
通砂漠といわれるクイーンズ区やブロンクス区を走る通勤鉄道

（MTAメトロノース通勤鉄道やMTAロングアイランド通勤鉄道）
を合併することや、地下鉄とバスについてニューヨーク市単独の管
理にするか、ニューヨーク市とニューヨーク州との共同管理・資金
調達にすること等が、提案されている102。

人々」を構成員としている（Metropolitan Transportation Sustainability Advisory 
Workgroup （2018） p.4.）。

100 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.10.
101 報告書は、「各運営機関は、日常的に機関経営に介入し意思決定を遅らせる、

MTA官僚の層に対処しなければならない。各機関には、法務部門やその他の
専門的な管理スタッフがおり、重複を排除するための合理的な運営は行われて
いない（Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） 
p.10.）」とする。

102 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.10.  
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（2）�公共交通指向型都市開発による利益を実現するための連携強化
報告書は、「MTAの投資と「地方政府」の土地利用政策が連携し、

健全で持続可能な成長パターンを支える公共交通指向型都市開発
（TOD）の利益を最大化することが、地域の将来にとって不可欠
だ103」が、「資本計画や建設に関するMTAと「地方政府」との調整
は、MTAの創設以来、継続的な課題となっている104」とする。

そこで、TODによる利益を実現するために、MTAグループ内に
官民パートナーシップの締結等、重要な機能の実行権限を与えられ
た全社的組織を創設することが、提案されている。具体的には
MTA グ ル ー プ 内 に お け る「 政 府 間 計 画 及 び 不 動 産 調 整 室

（Intergovernmental Planning & Real Estate Coordination Office）」
の創設である。

この組織の創設は、政府間で公共交通サービスに関連する営業計
画や不動産に関連する資本計画の調整と連携が重要である、との認
識から提案されているといえる。

というのは第一に、報告書では社会政策的サービス等における
MTAグループとNPO等との日常的連携の重要性を指摘しているか
らである。例えば、「MTAの全施設で、社会福祉機関、非営利団
体、法執行機関など、複数の機関が連携して取り組んでいる105。」地
下鉄ではホームレスの存在感が増しており、MTAグループは、

「ニューヨーク市警察局（NYPD）、ニューヨーク市（ホームレスサー
ビス局）、非営利のアウトリーチ組織の努力の組み合わせで、ホー

2019年 ３ 月３1日に成立した2019-2020年ニューヨーク州予算（ 7 月 1 日開始）で
成立したのは、 6 つの会社それぞれで重複してきた共通機能を中央に統合・合理
化する案である（Governor Cuomo on the FY 2020 Budget: We Got it Done!

（https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-fy-2020-budget-we-got-it-
done）2021.2.18access.）。

103 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.20.
104 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.20.
105 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.10.
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ムレスを適切なシェルターに連れて行くことが必要である106」とし
ている107。

第二の理由は、報告書では公共交通サービスの利用者である市民
との意見交換連携も重視しているからである。例えば、報告書では
資本計画に関して政府と調整をする際に「地元の意見を計画プロセ
スに反映させる」ことを意識し、先に見たハイヤー車（FHV）を例
にして、以下のように指摘する。

「ハイヤー車（FHV）負担金を財源にして、マンハッタン以外の 4
つの区で「交通砂漠（特に地下鉄のサービスが行き届いていない地
区）」の改善に利用できる、年間 5 千万ドルの配分について、MTA
グループとニューヨーク市交通局（NYC Department of Transportation）
は、協働を開始した。

MTAニューヨーク市交通局（authority）は、最近、バス路線の
大規模な再編成を知らせるために、地域のタウンミーティングを開
催している108。」

これらMTAグループと政府あるいはNPO等の連携を新設の「政
府間計画及び不動産調整室」が主導し、タウンミーティングを制度
化することで、報告書は「MTAへの信頼を高め、地域のニーズへ
の対応を向上させることができる109」としている。

（3）�連携強化による資金調達の可能性
さらに報告書は、不動産に関する連携と調整を視野に入れて、資

106 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.24.
107 ニューヨーク市の非営利組織（NPO）によるホームレスへの住宅支援等の実態

については、関口（2021）を参照。
108 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.20.
109 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.20.
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金調達を図ることを提案をしている。
第一の提案は、MTAグループが「「地方政府」と密接に協力して

公共交通指向型都市開発（TOD）プロジェクトを計画・実行110」す
る案である。具体的には、MTAグループとニューヨーク州、
ニューヨーク市、周辺郡との調整と連携の強化により、増加税収財
源措置（tax increment financing：TIF）利用することであった。

この措置は、ニューヨーク市やその周辺郡（地方政府）が、
「MTA周辺地区の再開発に伴う、エリア内の不動産価格の上昇か
ら生じる財産税収を、MTAの収入にする」ことを認めるものであ
る111。MTAグループの立場から見れば、公共交通指向型都市開発

（TOD）の枠組みの中で交通機関の資本整備を行い、近隣の不動産
価値を著しく向上させ、それにより生じた財産税収が、MTAグ
ループに投入されるというものである。

この点に関し報告書は「ニューヨーク州法はすでに、MTAの資
本改善に対する増加税収財源措置（TIF）を、認めている112」ので、
残るは「税金を免除する「地方自治体」の承認が得られた場合だ113」
とする。

地方政府の立場から見れば、増加税収財源措置（TIF）を承認す
ると財産税収を失うことになる。そのため、MTAグループとの意
思疎通を強化することなしに承認することは難しい。そこで報告書
の提案するように、MTAグループ内の「政府間計画及び不動産室」
と地方政府との間で調整が行われ、MTAグループ内で財産税収が
使用できるようになれば、実はこれまで確認してきたMTAの交通

110 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.20.
111 渋谷・前田編115-1３３頁。
112 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.21.  

「ニューヨーク州」一般自治体法第119-r条（2016年制定）は、MTA通勤交通地
区の「地方政府」に対し、MTAと契約を締結する権限を与えている。

113 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.21.
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目的税の扱いに極めて近くなる。増加税収財源措置（TIF）により
もたらされた税収は交通目的税と同じようにMTAの収入にもなる
し、その収入を債券発行の担保にすることもできるからである。異
なるのは、増加税収財源措置（TIF）による収入は、公共交通指向
型都市開発（TOD）による不動産価値の上昇分を原資にするため、
通常であれば、開発期間が終了すれば収入が減少するため、持続可
能な資金調達方法とは言い難い点にある。

第二の提案は、MTAグループと「連邦政府」との調整により、オ
ポチュニティゾーン・プログラムを利用し、MTAグループの資金
調達を図る案である。

オポチュニティゾーン・プログラムは、トランプ共和党政権下で
の2017年12月の連邦税制改革法で導入された措置である。この措置
は、投資家が資産売却から得たキャピタルゲインを、経済的貧困地
域から指定された「適格オポチュニティ区域」に再投資する場合、
優遇措置が与えられる制度である114。

MTAグループが低所得地域での公共交通指向型都市開発（TOD）
を行う際に、連邦税制の優遇措置を利用して、外部から資金を調達
するというものである115。とはいえこれも、持続可能な資金調達方
法とは言い難い。

（4）�持続可能な資金調達方法：混雑料金（混雑税）の導入
唯一、持続可能な財源調達手段として大都市圏交通持続可能性諮

114 経済的な貧困地域に民間投資を促して雇用も創出するとされる（U.S. Executive 
Office of the President （2021） Chapter 5）。

115 報告書は以下のように述べる。「MTAはまた、連邦政府の新しいオポチュニ
ティゾーン・プログラムを通じて民間投資を受けることも検討すべきである。こ
のプログラムは、適切に適用されれば、低所得地域における交通および公共交
通指向型都市開発（TOD）のための、長期的かつ低コストの資金源となるはず
である（Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） 
p.21.）」。
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問作業部会で合意したのは、中央ビジネス地区（Central Business 
District、以下CBD）の有料化プログラム、つまり混雑料金（混雑
税）の導入であった。

この点に関し報告書では、「MTAの資金需要に簡単な解決策は
ない。ワークグループの大多数は、知事と立法府が混雑料金制

（congestion pricing）を採用することを推奨している。ワークグ
ループは、新たな収入を得るため、また既存の収入を修正・拡大す
るための他の提案を数多く検討したが、合意には至らなかった116。」
としている117。

合意された有料化プログラムが指す中央ビジネス地区（CBD）は、
マンハッタン島の60番街（60th street）以南の地域を指す。そこを混
雑料金（混雑税）の設定区域とするものである。報告書では、混雑
料金（混雑税）について、以下のように述べている。

「「新たな持続可能な資金を生み出す」という点では、ワークグルー
プのメンバーの大半が、マンハッタン中央ビジネス地区（CBD）に
混雑料金設定区域を設けることが最も有望な選択肢であるとし、そ
の採用を推奨することに同意した。

世界中の他の管轄区域の経験は、「過剰交通の削減」と「交通機関
のための資金調達」の両方において、混雑料金の有用性を実証して
いる。

混雑料金の導入は、「自動車118から交通機関への移行を促す」こと

116 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.25.
117 ニューヨーク市民予算委員会のケラーマン会長は、「報告書に含まれるすべての

提言について全会一致を見なかったことは、MTAの財政健全化の方法につい
てコンセンサスを得ることが困難であることを象徴している。」と述べている

（Citizens Budget Commission （2018））。
118 具体的にはマンハッタンを横断する「自家用車や商用車（Metropolitan 

Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.25.）」。
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で、「バスや地下鉄の運賃収入の増加」にも寄与し、「経済119や環境
にも大きな効果」をもたらすと考えられる120。」

これまで確認してきた大都市圏交通持続可能性諮問作業部会の報
告書による2018年12月の提言を受け、ニューヨーク州クオモ知事と
ニューヨーク市デブラシオ市長との間で検討を進めた結果、2019年
2 月26日に、「MTAの改革と資金調達のための10の計画」が合意さ
れた121。合意内容の一つが、「資本ロックボックス基金（Capital 
Lockbox Fund）」を創設し、そこにMTAグループの資本計画に必要
な財源として、混雑料金（混雑税）とその他 2 つの税を直入するこ
とであった。

この方向性は、2019年 ３ 月３1日に成立した2019-2020年ニュー
ヨーク州予算（ 7 月 1 日開始）にも踏襲された。MTAグループの
2020-2024年の資本計画（及びその後の資本計画）を支援する新しい
財源の包括的なパッケージの一つとして、中央ビジネス地区の資本
ロックボックス基金が創設されたのである。
【図10】にあるように、2020-2024年のMTAグループの資本計画で

は、「2020-2024 MTA Bridges and Tunnels Capital Program」を合

119 具体的には「生産性向上とコスト削減（Metropolitan Transportation Sustainability 
Advisory Workgroup （2018） p.25.）」。

120 Metropolitan Transportation Sustainability Advisory Workgroup （2018） p.5.
121 2019年 1 月にクオモ知事は混雑料金（混雑税）でも不足する分をニューヨーク州

とニューヨーク市とで折半を提案したが、デブラシオ・ニューヨーク市長が、拒
否している（Cuomo details plans for MTA, congestion pricing, and more in 
State of the State - Curbed NY（https://ny.curbed.com/2019/1/16/18184024/
new-york-andrew-cuomo-state-of-the-state-mta-congestion-pricing-marijuana）
2021.2.18access.）。その後、2019年 2 月26日のニューヨーク州クオモ知事と
ニューヨーク市デブラシオ市長による「MTAの改革と資金調達のための10の計
画」の合意（Gov. Cuomo, Mayor de Blasio Proposed 10-Point MTA Reform Plan 
– Real Estate In-Depth（http://www.realestateindepth.com/news/gov-cuomo-
mayor-de-blasio-proposed-10-point-mta-reform-plan/）2021.2.18access.）をした。
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わせた資金総額は547億9,900万ドルとなっていた。

連邦政府
20%

ニューヨーク州
5%

ニューヨーク市
5%

中央ビジネス地区
ロック・ボックス基金

46%

MTA
24%

総額54.8
（10億ドル）

出典：Office of the New York State Comptroller （2020）

【図10】 MTAグループの資本計画（2020-2024年）：資金供給元

その内訳は、MTA1３0億ドル（MTA債97億9,200万ドル、MTA 
Bridge and Tunnels債３３億2,700万ドル）、連邦資金100億6,800万ド
ル、ニューヨーク州３0億ドル、ニューヨーク市３0億ドル、中央ビジ
ネス地区の資本ロックボックス基金250億ドル（混雑料金150億ドル、
新規収入100億ドル）、となっている122。

中央ビジネス地区の資本ロックボックス基金250億ドルのうち、
新規収入100億ドルの内訳は、先に確認した、2019年に導入された
小売売上税の一部であるインターネット・マーケットプレイス税や
不動産譲渡税の付加税であるマンション税である123。

122 Metropolitan Transportation Authority （2020a） p.16.  収入の使途について、法
律では、ロックボックス資金の80%をMTAニューヨーク市交通局とその子会社
の資本プロジェクトに充てることが求められており、①地下鉄システム、②バ
スシステム、③公共交通機関の資本プロジェクトが限られている「郊外の地域」、
への投資が優先される。10%はMTAメトロノース通勤鉄道の資本プロジェクト
を支援し、10%はMTAロングアイランド通勤鉄道の資本プロジェクトを支援す
るとしている（Citizens Budget Commission （2019） p.7.）。

123 2019-2020年の州制定予算では、これらの高級不動産譲渡による収入とインター
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資本ロックボックス基金250億ドルの残りの150億ドルを賄うと想
定されるのが、混雑料金（混雑税）である。混雑料金（混雑税）は、
マンハッタン地区への乗り入れに対して料金を徴収し、密集地域で
の車両交通を抑制することと、MTAグループの市内地下鉄やバス
のシステム近代化の遅れを解決124することとで、自動車の代替手段
として公共交通（電車やバス）を充実させることを意図している。

この資本計画により、MTAの債務残高は増加する。と同時に、
従来からMTAグループの資本計画でおこなわれてきた連邦政府、
ニューヨーク州、ニューヨーク市からの支援に加えて、中央ビジネ
ス地区の資本ロックボックス基金による新たな財源が加わった点は
重要である。

というのは、短期的ではない新規財源を確保することが承認され
ているからである。これらの資金は、直接資本ロックボックス基金
に入金されるため、議会による充当はなく、州予算等には計上され
ない125。この点で、交通目的税としての財源面での安定性が確保さ
れる。法律上も、ロックボックス内の資金は、MTAグループの資
本計画に対する市、州、または連邦政府の支援に取って代わるもの
ではなく、補完するものとされている126。

ネット・マーケットプレイス税による収入をMTAの中央ビジネス地区プログラ
ムの資本ロックボックス基金に入金し、2020-2024年の資本プログラムの資金調
達に使用することが定められている（Metropolitan Transportation Authority 

（2020b） Ⅱ-55）。
124 Gov. Cuomo, Mayor de Blasio Proposed 10-Point MTA Reform Plan – Real 

Estate In-Depth（ http://www.realestateindepth.com/news/gov-cuomo-mayor-
de-blasio-proposed-10-point-mta-reform-plan/）2021.2.18access.

125 Citizens Budget Commission （2019） pp.2,5,6.
126 Citizens Budget Commission （2019） p.6.  「短期的には、2020-2021年のニュー

ヨーク州制定予算で公共機関法55３-jが改正され、COVIDによる州の緊急災害に
「全部または一部」起因する収入の減少や営業費の増加を相殺するために、
MTAは、 2 年間（2020年と2021年）Central Business District Tolling Lockbox 
Fund の 資 金 を、 使 用 で き る よ う に な っ た（ Metropolitan Transportation 
Authority （2020b） Ⅱ-55）。」
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なお、2021年以降に導入するとされている混雑料金（混雑税）は、
新型コロナウィルス蔓延の影響等により、導入が延期されている。

むすびにかえて

本稿は、ニューヨーク州政府の外延にあるMTAグループを取り
上げた。法律上は独立し、営業収支均衡が求められる機関の「財源
調達（ファイナンス）」と「制御（ガバナンス）」に着目し、どのよ
うな課題に直面しているのかを明らかにしてきた。

自動車から電車・バスへのシフトを促し、環境改善、経済効果の
獲得、貧困層の利便性向上等を意識する中で、MTAグループの当
面の課題は、持続不可能なコスト増を抑制すること、そして持続可
能な新たな資金源を模索することであった。

（1）�ファイナンスの多層性：大都市でも独立採算でない
ア　�フロー：大規模で多様な各種の交通目的税

MTAグループは、料金設定権を有するが、課税権を有していな
い。この点を意識して、資金フローを確認したところ、MTAグ
ループの営業費用に占める比率は「運賃収入」が３6.2%、「車両通行
料金収入」が11.8%、「各種の交通目的税による補助金」が３３.0%で
あった。MTAグループの活動エリアは、MTA通勤交通地区であ
り、ニューヨーク市を中心にした大都市圏であるが、このような中
での公共交通の運営も、【表 1 】で確認した全米と同じ状況であり、
独立採算ではない。中でも特徴的なのは、営業資金と資本資金にま
たがる大規模で多様な各種の交通目的税の存在である。

営業資金の流れを示している【図11】左上にある、支払いを約束
された収入（pledged revenue）のほとんどが、各種の交通目的税で
あり、当初は公共交通信託基金（MTTF）向けの諸税や大都市圏公
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共交通運営支援勘定（MMTOA）向け諸税等の石油・自動車関連税
と、都市税や抵当権登記税等の不動産移転諸税（real estate transfer 
taxes）によるものであった。

・下線は従来からの主な各種の交通目的税。
・灰色は2000年代以降に導入された各種の交通目的税。

出典： Metropolitan Transportation Authority（2019）をもとに修正加筆して作成。

【図11】 MTAグループの資金の流れ：営業資金と資本資金

不動産移転諸税は、公共交通サービスの提供による不動産価格上
昇等の受益に対する負担といった根拠づけがなされてきた。また、
石油・自動車関連税は、当初は道路整備の受益を中心にしたもので
あったが、次第に自動車交通による「混雑現象（大気汚染等）を抑
制」する見地から、公共交通への配分がなされていった。自動車は
環境問題を引き起こすとともに、公共交通の経営を圧迫していると
の論理である。

2008年の金融危機に直面し、従来の各種交通目的税の不安定化が
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顕在化したことから、「大都市圏通勤交通移動税（給与移動税）」や
「MTA支援信託勘定向けの諸税」を導入し、公共交通への交通目的
税収の安定化を図ることが模索された。

近年は、プラットフォーマーを通じた売上税収や、配車サービス
の多様化に対応したウーバー等への課税等の、デジタル経済やデジ
タル経済に伴う交通モードの変化に柔軟に対応する形で新たな交通
目的税を導入し、それを「資本ロックボックス基金」に直接充当す
ることで、資本資金の更新財源を安定的に確保しようとしている

（【図11】左下）。
「資本ロックボックス基金」の主要収入に位置付けられている混雑

料金（混雑税）は、自動車の代替手段として公共交通を充実させる
ことで、「環境の改善」と「貧困層や通勤者の利便性向上」との両立
を意識したものである。

イ　�ストック：金融市場からのガバナンス
MTAグループは起債権を有している。この点を意識して、ス

トック面を確認すると、MTAグループは金融市場の参加者でもあ
り、MTAのフローがMTAのストックにも影響を与えていること
がわかる。
【図11】の上部中央にあるように、MTAトライボロー橋及びトン

ネル局の一般レベニュー債（TBTA General Revenue Bond）は、営
業収入の一つであるトライボロー橋及びトンネルの「車両通行料収
入」を担保にしている。また、MTA交通目的税収ファンド債

（Dedicated Tax Fund Bonds：DTF債）は、「公共交通信託基金
（MTTF）向けの諸税」と「大都市圏公共交通営業支援（MMTOA）
向けの諸税」といった各種交通目的税収入を担保にしている。さら
にMTA交通レベニュー債（Transportation Revenue Bonds：TRB）
は、営業収入（運賃・料金等）のみならず、交通目的税収等も担保
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にしている。
各種交通目的税を担保にした債券の存在は、実質的には州による

債務保証の一種ともいえるものであり、それらに非課税債、課税
債、劣後債等を組み合わせることで、金融市場からの資金調達手法
を多様化している。ここには、一方で交通目的税による財源提供を
行いつつ、他方で投資家に対する多様な金融商品を提供して、マー
ケット（「経済システム」）からのガバナンスをも期待する、アメリ
カ的な姿が見て取れる。

（2）�ガバナンスの多層性：「政治」「社会」の作用を「経済」に埋め
込む

MTAグループには「経済システム」によるガバナンス以外のルー
トも確保されている。MTAグループの活動は、MTA→MTA通勤
交通地区→ニューヨーク大都市圏交通協議会→ニューヨーク州→連
邦というレベルで、都市・交通計画等との整合性が意識されている。
最後に神野（1997，2021）等による「政治システム」「社会システ
ム」「経済システム」の視点から、整理してみたい。

ア　�MTAグループ：事業間連携と制御（ガバナンス）
第一の段階は、MTAグループの活動とMTA通勤交通地区のレ

ベルでの議論である。中心となる課題は、事業間の連携（地下鉄と
バスの連携、通勤鉄道とパラトランジットカーとの連携など）であ
る。

特徴的なのは、これらの意思決定を行う理事会の構成員が、
MTA通勤交通地区（ニューヨーク州、ニューヨーク市・周辺 7 つの
郡）の代表者により指名され、ニューヨーク州議会の承認を得た者
である点である。そこでは、MTAグループの自治（自律性）と政策
目的の達成（従属性）のバランスをどうとるかが模索されている。
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いわば、「経済システム」と「政治システム」との調整である。
その際、MTAグループは理事会の傍聴希望者は誰でも傍聴でき、

正式な議事が始まる前には、一般登録者により意見陳述が行われ、
1 人 2 分程度という制限付きであるが、誰でもMTA理事を前にし
て自身の意見を述べることが出来る127。こうすることで、市民団体
やNPO等の参加の機会も与えている。つまり、「社会システム（市
民団体やNPO）」からの参加の機会を確保しようとしている。

イ　�MTAグループと広域連携：政府間・政策間連携と制御
第二の段階は、MTAグループの活動を巡る広域圏のレベルでの

議論である。中心となる課題は、組織間の連携（州－自治体－広域
（下部）行政組織－公社－民間事業者、住民組織）である（例えば州
内のアップステートとダウンステートの整合性等）。

特徴的なのは、これらの調整を行うニューヨーク大都市圏交通協
議会の構成員が、MTA理事会の議長や、郡・市・州の交通責任者で
あり、そこに環境、都市計画関係者や連邦政府も参加している点に
ある。そこには、交通計画や都市計画等の計画とのリンクを図る総
合的都市経営の視点も見て取れる。

報告書が問題していたのは、MTAグループと政府間との調整の
不徹底であった。報告書が提示した、MTAグループに政府間計画
及び不動産調整室（Intergovernmental Planning & Real Estate 
Coordination Office）の設置をし、TODの枠組みの中で公共交通の
資本整備をしつつ、TIF（tax increment financing：増加税収財源措
置）による資金調達を行う手法も、一種の「経済システム」と「政
治システム」との調整である。協議会等の開催による「社会システ
ム（市民団体やNPO）」からの参加も意識してきたが、連邦法の義

127 自治体国際化協会（2017）３1頁。
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務付けにより、後押しされている（調整する「政治システム」）。

ウ　�政治、社会、経済システム間の連携：組み合わせの多様性
MTAグループは、州政府の直営ではなく、法律的には州から独

立した公共企業体として、公共交通サービスを提供している。政府
直営でない組織（民営化含む）は、一見すると「経済システム（市
場経済）」の中で利潤動機で動く、独立した組織のように見える。

しかし、現実にはMTAグループには「政治システム（連邦政府・
ニューヨーク州政府・地方政府等）」や「社会システム（交通NPO
やホームレスNPO等）」からの作用が、埋め込まれている。

アメリカは「経済システム」の領域が広いとされるが、そのよう
な中にあっても、「公共統制（public control）による監視」の下で、
MTAグループによる「公共サービスをできるだけ効率的、有効的、
民主的にすること128」が志向されているように思われる。言い換え
れば「経済システム」を重要視するとされるアメリカにおいてさえ、
組織的には独立しているが、実は「政治システム」や「社会システ
ム」による関与の度合いも小さくはない。組織形態と組織の独立性
との関係は、一義的でなく、様々な組み合わせがありうる。

特に多様な人種で構成され、多様な文化的背景を持つアメリカで
重視されているのは、地域とコミュニティの交通ニーズをくみ取る
べく、多様な開示ルートや意見表明ルートを確保し、それをMTA
グループと政府との間で連携し、合意に至ることである。この点
は、報告書の以下の指摘にも表れている。

「公共交通機関の破綻は、ニューヨーク都市圏の住みやすさと繁栄
の継続に対する唯一最大の脅威である。

128 Public Finance Focus staff （2022）.
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州政府と地方政府が協力して、交通システムに十分な資金を供給
し、効果的に運営し、その優先的投資が地域とコミュニティの交通
ニーズに合致するようにすることが不可欠である。・・・これは州
と地方の「公選職（elected officials）」とMTAと他の関連機関の「指
導者」とが、合意に達することができるかどうかにかかってい
る129。」

付記：本稿は、JSPS科研費・基盤研究Ｃ（研究代表者：関口智、
課題番号：JP20K01715）の助成を受けている。

 （2022年 4 月19日脱稿）
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現地調査先について
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